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はじめに 
 
知床では、原生的な自然地域などにおけるガイドツアーのあり方、適切なルールのもとで

のエコツーリズムの推進を目指す「豊かな自然の中での取り組み」のモデル地区として環

境省の選定を受け、平成 16 年度より環境省、北海道、斜里町、羅臼町の連携による「知床

エコツーリズム推進モデル事業」がスタートした。 
 
平成 16 年度は、斜里町・羅臼町内の幅広い地域関係団体から構成される知床エコツーリ

ズム推進協議会を設置し、エコツーリズムの普及へ向けての検討を開始した。自然ガイド

の知識・技術向上のための講習会の実施、滞在型観光への転換を目指した滞在型モデルツ

アーの企画、漁業・農業と連携した魅力的な地域資源の発掘などを行い、また地域住民へ

の情報発信としてエコツーリズムに関する講演会などを実施した。 
平成 17 年度には、知床のエコツーリズムに関する現状と課題を整理し、今後の方向性に

ついて提言した「知床エコツーリズム推進計画」を策定した。またエージェントとのタイ

アップによる滞在型モデルツアー、漁業との連携による羅臼でのスケソウダラ漁見学プロ

グラム、ウトロ地区ホテルへのエコツアーデスクの設置などを行った。 
そして 3 ヵ年事業の最終年度を迎えた今年度は、自然ガイドが守るべき地域共通のルール

であり、知床におけるエコツアーの質の向上を目的に自然環境の保全や安全管理などにつ

いての指針を定めた「知床エコツーリズムガイドライン」を策定した他、1 月にはこれまで

の事業の取りまとめとして「知床エコツーリズムフォーラム」を開催して地域の内外に向

けてモデル事業の成果、及び今後の方向性について情報発信を行い、地域としてエコツー

リズム推進の必要性を再確認した。また、「知床エコツーリズム推進計画」に基づき、来年

度以降に実施すべき施策について検討を行い「知床エコツーリズム推進実施計画」として

とりまとめた。 
 
 3 年間のモデル事業はこれで一つの区切りを迎え、平成 19 年度からは新たな体制の下で

事業を継続していくこととなる。観光利用と自然環境の保全を両立させるため、地域によ

るエコツーリズムの推進を行政が支援することを目的として開始された本事業であるが、

この 3 年間の成果を引き継ぎ、来年度以降も地域で自立した活動を継続していくためには、

組織体制の整備、独自財源の確保など、まだ多くの課題が残されている。 
 
平成 17 年の世界自然遺産登録以後、利用者を正しい利用へと誘導すべく知床でエコツー

リズムの果たす役割はますます大きくなってきており、ガイドラインの適正な運用や、一

部の利用集中地域からの分散を図るための取組み、戦略的な情報発信などを通して、観光

利用の適正化を進めることが早急に求められている。 
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来年度以降も地域と行政が共に協力しあい、自然環境の保全、利用者の高い満足度、地

域への経済効果が相乗効果を呼び、質の高い観光地として持続的な経営が可能となる「世

界に誇る豊かな自然とコントロールされた利用」の実現に向けて、継続的な取組みを実施

していかなければならない。 
 
本報告書は、環境省によるエコツーリズム推進モデル事業について、平成 18 年度の事業

報告と、これまでの 3 ヵ年の総括を記録した報告書である。 
 

 
平成 19 年 3 月 
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知床エコツーリズム推進モデル事業計画 
 
 
1．目的 

世界自然遺産に推薦された知床の自然の営みとそこに暮らす人々との関わりを、訪れる

人たちがより深く体験するとともに、関係するすべての人々がこれらの保全に責任を持つ

よう、知床ならではのエコツーリズム事業を地域住民とともに推進する。 
 
２．エコツーリズム推進の現状と課題 

知床におけるエコツーリズムへの取り組みは、知床財団によって 1991 年から本格的に

開始された。また、近年はガイド事業者による活動も活発に行われるようになっている。

その結果、知床ではマスツーリズムに「エコツーリズム的」要素を付加させる活動は定着

しつつある。しかし、海外の先進地域から比べるとエコツーリズムが広く定着した状態と

は言い難く、今後は本物のエコツーリズムの展開を目指すための個人もしくは少人数制の

滞在型エコツアーの定着を図る必要性がある。そのためには、観光業だけでなく農業や漁

業などの地域産業を巻き込んだ官民一体の枠組みによる地域をあげた推進が必要となっ

ている。 
 
３．エコツーリズム事業の取り組み実績 

知床財団によるエコツアーの取り組みは 10 年以上続いており、専門のスタッフを 10 名

ほど抱えて年間を通じた活動を展開している。また、ここ数年は斜里町側ではＮＰＯや個

人事業者、漁業関係者など 10 以上の組織がエコツアー事業を始めており、40 人以上の自

然ガイドが活動をしている。さらに、近年は羅臼側でもエコツアー事業が行われ始めてい

る。北海道の自然体験観光は夏季を中心とした展開がほとんどであるが、知床では夏季だ

けではなく「流氷ウォーク」など、知床ならではの冬季の活動も活発に行われるようにな

っている。これらの自然体験プログラムへの知床全体における参加者は年間５万人以上に

も及んでいる。 
 
４．エコツーリズム事業を実施するエリア 

海域を含む知床半島（斜里町・羅臼町） 
及び半島周辺地域。 
ただし、事業の推進に当たっては、海 

岸草原や湿地、湖沼など道東圏を特徴づ 
ける多様な自然環境を有する地域も含め 
た広域的な展開に配慮する。 

モデル事業想定エリア 
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５．想定されるツアープログラムの内容 
知床の豊かな自然環境と漁業・農業などの地域産業を活かした滞在型エコツアーを中心

に実施する。 
 
６．資源立地の分類 

豊かな自然環境の中での取り組みとする。 
知床半島は世界自然遺産候補地として推薦されている。ここは、北半球における南限の

流氷が育む大量のプランクトンを食物連鎖の基礎として、多種多様な生物が生息する地域

である。また、サケ科魚類は北洋を含め北海道近海などを回遊し、河川を遡上することに

より、これを餌とするヒグマやシマフクロウ、オオワシ、オジロワシといった大型哺乳類

や絶滅のおそれのある猛禽類を育む他、海域と陸域のエネルギー循環を正常に保つ役割を

果たしている。 
世界的にも類い稀なこのような生態系が残る自然環境を活かした展開が必要である。 

 
７．その他 

「エコツーリズムガイドラインの策定」には、現在進行中の知床国立公園適正利用基本

計画検討会や世界遺産管理計画推進機関（地域連絡会議や今後設置予定の専門家委員会）、

あるいは管理当局である環境省、林野庁が「知床の保全」を大前提とする基本的枠組みを

確立する必要がある。また、これらはエコツーリズム推進協議会内部の密接な連携関係を

構築した上で取り組まなければならない課題でもある。したがって、１年目、2 年目の事

業は、既存のエコツーリズム活動をよりステップアップした新たな展開と、これを定着さ

せるための普及活動にウエイトを置いたものとし、事業 3 年目に「エコツーリズムガイド

ラインの策定」を目指すこととする。 
 
 
 

 
エコツーリズム推進モデル事業のフロー 

 
知床エコツーリズム推進協
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→ 

→
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→ →

斜里･羅臼町事業 → 

 

 

エコツーリズム

推進支援機関 
 

（財）知床財団

・知床型ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑのあり方 

・ガイド技術講習会 

・先進地事例の研究 

・地域産業との連携 

・エコツーリズム推進計画 

・滞在型モデルツアー推進 

・海外からの旅行者誘致 
 



知床エコツーリズム推進モデル事業　 ３ヶ年事業計画一覧　（平成17年度第2回推進協議会で一部修正）

■環境省エコツーリズム推進モデル事業分
事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

知床型エコツーリズムのあり方検討
　本事業の最終年度には知床型エコツーリズムのあり方につい
てのガイドラインの策定を目指す。検討に当たっては、知床エ
コツーリズム推進協議会を設置し、知床財団がエコツーリズ
ム推進支援機関として統括事務局を運営するとともに、斜里・
羅臼両町との連携を図りつつ、各事業の実施や調整を行う。ま
た、知床ガイド協議会への支援も併せて行う。

事業全体の調整
　年2回の推進協議会を実施し、各事業の調整
を具体的に行う。また、推進協議会は、外部組
織よりアドバイザーを入れる。

事業全体の調整
　年2回程度の推進協議会を実施し、各事業の調
整を行う。知床型エコツーリズムのあり方など、
平成18年度に作成する推進計画、エコツーリズム
に関するガイドライン作成に向けての検討を行
う。
市民向けの情報発信
　エコツーリズム普及に向けての講演会を実施
し、市民への情報発信を行う。また、他地域のエ
コツーリズム事業者を招き、情報収集を行う。

事業全体の調整・報告
　年2回程度の推進協議会を実施し、各事業の調
整を行う。推進実施計画を含む報告書を作成す
る。

ガイドライン、推進実施計画の策定
　ワーキングを開催し、平成17年度から検討を開
始したガイドラインを策定する。平成16年度に策
定した知床エコツーリズム推進計画に基づいたア
クションプラン（推進実施計画）を策定する。
　3ヶ年事業終了後にエコツー推進を引き継ぐ体
制・組織作りの検討を行う。

ガイド技術講習会
　安全対策、ガイディング能力の向上を目的とした講習会を実
施する他、エコツーリズムに関する哲学や自然に関する知識及
び技術向上の講座を開催する。
　知床財団が行う地元ガイド向け講習会やセミナーとも連携す
る。

エコツアーガイド講座の開催
　エコツーリズム概論をはじめ、ガイドのモラ
ルと果たすべき役割などフィールドを利用する
際に必要な知識を学ぶ。
　また、海外エコツアーガイドを招聘し、海外
のエコツーリズム先進地における事例を学ぶ。

安全対策を中心とした講習会の実施
　ガイドをする上での安全対策・関係する法令な
どについての講習会のほか、ガイド中の事故・緊
急事態に対応するための救急・救命法などについ
ての研修を行う。また、博物館の協力を得て、自
然に関する知識を身につける講習会も実施する。

技術講習の実施
　インタープリテーションの手法などガイディングに必
要な技術等についての講習会・実地研修を実施する。

先進地視察と報告ワークショップの開催
　エコツアー先進地の視察結果を踏まえたワークショップの開
催。ワークショップでは漁業・農業従事者もパネラーとして参
加し「地域産業とエコツーリズム」についての意見交換を行
う。新たな発想をもとに地域ぐるみで取り組むための下地を作
る。

海外エコツアーガイドからの情報収集
　「ガイド技術講習会」事業で招聘した海外エ
コツアーガイドから海外エコツアー先進地の情
報収集を行い、平成17年度に行われる先進地視
察地と視察方法を検討する。

エコツアー先進地視察
　原生自然環境でのエコツアーの取り組みや、国
立公園の利用のあり方について学ぶワークショッ
プ型視察を実施。地域産業などを活かした体験型
観光の視察も行う。

地域産業との連携したエコツーリズムの展開
　漁業・農業など知床の地に根ざした一次産業の現場は、当地
でエコツーリズムを展開する上で、活用可能な資源であるとと
もに、地域経済において重要な位置を占める。
　地域産業を活かしたエコツーリズムの展開は、地元経済への
貢献と自然環境を大切にする地域社会の構築を両立させる道で
もある。この事業を通じて知床ブランドを活かした地場産品の
消費につながる体験プログラムの検討や、漁業・農業を活かし
た体験プログラムを検討する。

漁業・農業・観光業関係者によるワーキング
　漁業、農業、観光業各関係者によって構成さ
れるワーキンググループを結成し、産業横断型
の連携による地場産業を活かした新しいエコ
ツーリズムモデルを検討する。
ヒアリング調査
　漁師、農家からヒアリング調査を行い、エコ
ツーリズムに活用可能な資源調査を行う。

地域産業連携型のエコーリズムの試行
　平成16年度の協議結果を踏まえ、漁業、農業な
どと連携したプログラムを滞在型モデルツアーの
一部として試行的に実施する。漁業者・農家など
受け入れ側へのガイダンス・講習会も実施し、受
け入れ体制を整備する。

知床型エコツーリズムワークショップとイベントの開催
　漁業・農業従事者を交えて、観光と地域の結び
つきをテーマに意見交換を行うワークショップを
開催する。
　また、エコツーリズムの普及のための町民向け
講演会を実施し、「知床型エコツーリズム」を地
域の内外に向けて広く情報発信する機会とする。

地域産業連携型プログラムの試行
　平成16,17年度の協議結果を踏まえ、引き続き
漁業・農業を取り入れた地域産業連携型のプログ
ラムの企画・試行を行う。
　一部観光地への利用の集中を緩和し、利用の分
散を図るため、新たな観光資源としての地域産業
の活用を促進する。



■北海道エコツーリズム推進事業分
事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

エコツーリズム推進計画の策定
　エコツーリズム先進国や先進地の取り組みの情報収集を行
い、北海道に適したエコツーリズムの推進計画を策定する。

・道東エコツーリズムマップ作成
・エコツーリズム推進計画案作成

知床型環境教育プログラムを検討する。
通年かつ体験・滞在型観光地づくりを推進する

知床型環境教育プログラムを開発する
　「知床世界自然遺産候補地管理計画」に即した
環境教育プログラムの検討及び指導者の養成を行
うとともに、情報発信を行いながら、地域に根ざ
した環境教育の推進を図る。

通年かつ体験・滞在型観光地づくりを推進する
　体験観光事業者、ホテル・旅館業者、旅行業者
など関係者の合意のもとに、体験型観光の推進、
食の魅力向上、ホスピタリティの充実を図るとと
もに、環境保全意識の高揚を図りながら、通年か
つ体験・滞在型の観光地づくりを進める。

■斜里町・羅臼町エコツーリズム推進事業分
事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

滞在型モデルツアー推進事業
　知床におけるモデルツアーの企画立案、旅行業者をはじめ関
係者への普及。企画立案に関しては、地元ガイドが中心となり
モデルツアーも合わせて実施する。また、現在の1泊バス移動
型観光から滞在型観光への移行手法を宿泊施設関係者や公共交
通機関関係者とともに検討し、異業種間の連携を試みる。

モデルツアーの企画
　バス会社、宿泊施設、漁業・農業関係者と滞
在観光のあり方の検討を行い、具体的に企画す
る。
モデルツアープロモーション活動
　企画したモデルツアーを旅行会社とタイアッ
プし、次年度の実施に向けて、準備を進める。

モデルツアーの企画・実施
　旅行会社とのタイアップによる滞在型モデルツ
アーを実施し、参加者や対応したガイドの意見を
フィードバックさせて次年度の企画を行う。

　滞在型観光実現のための検討も行う。

モデルツアーの企画・実施
　世界遺産登録後、特に観光客が集中するウトロ
地区からの利用の分散を図るため、斜里町側半島
基部・羅臼町における新たなツアー形態の開拓・
発掘を行う。漁業・農業などの地域産業と連携
し、新たな側面から知床の魅力を体験可能なモデ
ルツアーの企画・試行を行う。

宿泊施設など受け入れ態勢の充実
　民宿・旅館などのレベルアップを図り、知床全
体での滞在型エコツーリズムの受け入れ態勢を強
化する。
　宿泊施設向けのガイドラインを作成・配布し、
環境に配慮した経営などについての研修会を実施
する。また、宿泊施設の従業員向けに知床の自然
や世界遺産、利用者へのルール・マナーの普及に
ついての勉強会を実施する。

海外からの旅行者の誘致推進事業
　知床が世界遺産に登録された場合には、海外からの注目度は
一層高まることが予想される。海外からの来訪者を対象とした
ツアー企画、情報伝達のあり方を検討。パンフレットの英語版
などを作成するほか、ホームページによる情報提供も試みる。

海外エコツアーガイドからの情報収集
　「ガイド技術講習会」事業で招聘した海外エコ
ツアーガイドから海外の旅行者誘致に向けて、
広報手法や現地対応に関するノウハウを学ぶ。

知床紹介英文ＨＰの作成
　外国人対応のホームページを立ち上げ、海外
ツーリストが必要とする情報を提供し、海外から
の旅行者の誘致を進める。

知床紹介英文ＨＰの運営・管理
　平成17年度に作成した海外からのツーリスト向
けの英文ホームページの更新作業を行う。宿泊・
アクティビティなどツーリストの必要とする情報
を随時最新の情報に更新し、提供する。



      知床エコツーリズム推進協議会　構成団体一覧

区分 構成団体・機関
構成団体 斜里町商工会

知床斜里町観光協会
知床温泉旅館協同組合
知床民宿協会
斜里第一漁業協同組合
宇登呂漁業協同組合
斜里町農業協同組合
斜里ハイヤー
道東観光開発
斜里バス
知床自然保護協会
斜里山岳会
知床ガイド協議会
北海道ウタリ協会斜里支部
羅臼町商工会
羅臼町観光協会
羅臼町・知床世界自然遺産協議会
羅臼町旅館組合
羅臼漁業協同組合
羅臼遊漁船組合
羅臼町酪農振興協議会
阿寒バス
羅臼ハイヤー
羅臼山岳会
北海道ウタリ協会羅臼支部

協議会事務局 北海道
羅臼町
斜里町
知床財団

関係行政機関 環境省釧路自然環境事務所
林野庁北海道森林管理局

会長 上野洋司　（知床斜里町観光協会長）
副会長 辻中義一　（知床羅臼町観光協会長）
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知床エコツーリズム推進モデル事業ワーキンググループ一覧

グループ名 内容 ワーキングメンバー 関連団体名

地域産業
ワーキンググループ

地域産業と連携した
エコツーリズムの展開

　地域産業である漁業、農業関係者を中心としたワーキンググループとす
る。
　農・漁業者のヒアリング調査を行い、その結果を参考にワーキンググループ
内で、地域産業を活かしたアクションプランを策定する。

漁業者・農業者など

斜里町商工会

斜里第一漁業協同組合

宇登呂漁業協同組合

斜里町農業協同組合

羅臼町商工会

羅臼漁業協同組合

羅臼町酪農振興協議会

モデルツアー
ワーキンググループ

滞在型モデルツアー推進事業

　観光・宿泊関係者を中心としたワーキンググループとする。
　平成16年度は滞在型モデルツアーの試行に向けて、具体的なプランニン
グを行う。旅行会社とのタイアップ型、独自集客型など、企画した滞在型モデ
ルツアーを平成17年度に実際に試行する。実施後は、参加者のアンケート
結果などを踏まえて、再度ワーキングで検討し、平成18年度に再度試行す
る。

知床斜里町観光協会

知床温泉旅館協同組合

知床民宿協会

知床ガイド協議会

知床羅臼町観光協会

羅臼町旅館組合

斜里第一漁業協同組合
宇登呂漁業協同組合
斜里町農業協同組合
道東観光開発株式会社
斜里バス株式会社
斜里ハイヤー株式会社
知床自然保護協会
斜里山岳会
（社）北海道ウタリ協会斜里支部
羅臼漁業協同組合
羅臼町酪農振興協議会
阿寒バス株式会社
羅臼ハイヤー株式会社
羅臼遊魚船組合
羅臼山岳会
（社）北海道ウタリ協会羅臼支部

推進実施計画・ガイドライン
ワーキンググループ

知床型エコツーリズムの
あり方検討会

　正副会長、観光協会、知床ガイド協議会で組織する。
　平成17年度から知床エコツーリズムガイドラインについての検討を開始し、
平成18年度に策定する。また、エコツーリズム推進のための具体的な目標設
定と到達までのスケジュールを掲げた推進実施計画の検討を行い、知床に
おけるエコツーリズムの今後の方向性や展開方法についてのアクションプラ
ンを作成する。
　3ヵ年のモデル事業終了後にエコツーリズムの推進を引き継ぐ体制の検討・
整備も行う。

推進協議会長

推進協議会副会長

知床斜里町観光協会

知床羅臼町観光協会

知床ガイド協議会

斜里第一漁業協同組合

宇登呂漁業協同組合

羅臼漁業協同組合

　エコツーリズム推進協議会で、すべての事業について議論を深めることは困難であるため、具体的な議論を集中的に行うため以下のワーキンググループを設置して検討
を進めることとする。



現状と課題

・野生動物への餌付け、植物への
踏圧など自然環境への配慮が不
十分

・マスツーリズムによる通過型観光
が主流

・魅力ある資源が十分に活用され
ていない

・ガイドの質の向上と安定化

・滞在を促す景観・街・雰囲気作り

・情報発信の不足

・安全対策への取り組み

・エコツーリズムを総合的にコーディ
ネートする組織や体制の整備

知床エコツーリズム推進計画の概念図

自然環境

観　光
（利用者）

地　域
（住民・産業）知床型

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ

基本理念

「自然環境」・「観光」・「地域」が繋がりをもって「しれとこ」の価値を高め、誇りある
ふるさとを創造していく、「知床型エコツーリズム」の実現

計画推進に向けて

１．魅力的かつ環境への負荷に配慮
したプログラムの開発と展開

２．各種ガイドラインの検討

３．景観保護

４．モニタリング調査

５．情報発信の充実化

６．海外エコツーリストの誘致に関す
る取り組み

７．知床及びその周辺地域の広域的
連携に向けて

８．自然環境保全への還元の検討

目標
・ガイドラインの作成

・推進実施計画の作成

・認証制度の確立

・少人数滞在型エコツーリズムの拡充

・利用集中による悪影響の緩和

・ガイドの育成

・地域産業、地域住民との連携

・海外ツーリストの誘致

・情報発信システムの確立

・モニタリング、評価、フィードバック体制の確立



 

１
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１．知床型エコツーリズムのあり方検討 

 

 本モデル事業の最終年度である今年度は、計 3 回の推進協議会を開催し、事業全体の調

整を行った。また観光関係者、ガイド関係者等によって構成されるガイドラインワーキン

グにおいて、知床で活動する自然ガイドが守るべきエコツアーに関する地域共通のルール

である「知床エコツーリズムガイドライン」の検討を進めたほか、「知床エコツーリズム推

進計画」に基づき、モデル事業終了後の平成 19 年度以降に引き続き地域でエコツーリズム

を推進していくための「知床エコツーリズム推進実施計画」の検討を進め、平成 19 年 3 月

の第 3回推進協議会で承認を受けた。 

 ガイドライン・推進実施計画の策定にあたっては、地域向け・自然ガイド向けの説明会

を開催したほか、実際のエコツアー参加者に対するアンケート調査なども行い、幅広く意

見を収集して検討を進めた。 

 
 
【推進協議会の開催】 
 知床エコツーリズム推進協議会は、斜里・羅臼両町から観光・漁業・農業団体、交通・

運輸関係、自然保護団体、ガイド協議会、山岳会など幅広い団体によって構成され、構成

団体数は 25 団体である。 
また、事務局は北海道・斜里町・羅臼町・（財）知床財団が担い、関係行政機関として環

境省釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局が参加する。 
 推進協議会では、地域からの意見を汲み上げながら事業全体の調整、検討を行った。ま

た、随時関係行政機関による事務局会議を開催し、事業の進捗状況等についての確認を行

った。 

 

■第 1 回知床エコツーリズム推進協議会 2006 年 6 月 6 日 （於：ウトロ漁村センター） 

 今年度の事業計画、予算案の承認を行った。 

 また、モデル事業終了後、平成 19 年度以降の知床におけるエコツーリズム推進を担う体

制、事業内容などについて検討を行い、引き続き地域の様々な立場からの意見を集約して

エコツーリズムの推進方策について協議する場として協議会を設置する方向性で同意を得

た。さらに、地域に必要な事業は何か改めて考え直すべき、などの意見が出された。今後、

この件に関してはガイドラインワーキング内で検討を進めることとする。 

 

■第 2 回知床エコツーリズム推進協議会 2006 年 12 月 11 日 （於：羅臼町商工会館） 

 11 月までに実施された取組みについて、今年度の事業中間報告を行った。 

 また、これまでのワーキングでの検討によって作成された「知床エコツーリズムガイド
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ライン（案）」及び「知床エコツーリズム推進実施計画（案）」の検討を行った。 

 

■第 3 回知床エコツーリズム推進協議会 2007 年 3 月 15 日 （於：斜里町ゆめホール知床） 

 平成 18 年度の事業報告を行い、これまで検討を進めてきた「知床エコツーリズムガイド

ライン」、「知床エコツーリズム推進実施計画」について承認した。また、平成 19 年度に新

体制の下で実施予定の事業内容について検討を行った。 

 

参照 資料 1-1 平成 18 年度知床エコツーリズム推進協議会議事概要 

 

 

【ガイドライン・推進実施計画の検討・策定】 

 推進協議会によって設置された「ガイドラインワーキング」を計 7 回開催し、昨年度よ

り引き続き、「知床エコツーリズムガイドライン」の検討を行った。また今年度からは、「知

床エコツーリズム推進実施計画」の検討にも入り、来年度以降の実施体制、事業計画など

の検討を行った。 

■第 1 回ガイドラインワーキング 2006 年 5 月 12 日 （於：ウトロ漁村センター） 

 夏季にガイドライン（案）の試行と利用者へのアンケートを実施し、結果を今後の検討

に反映させることとした。 

 昨年の検討で保留になっていたアクティビティ別ガイドラインについては、現在先行し

て検討を進めている知床五湖、羅臼湖などの緊急性が高い項目が完成してから検討に入る

こととする。 

 モデル事業終了後、平成 19年度以降のエコツーリズム推進体制について、両町観光協会、

知床ガイド協議会、知床財団が中心となりつつ、地域全体で取り組む体制を整備すること

とした。今後、本ワーキングにて、事業内容の検討や、優先項目を整理していく。 

 

■第 2 回ガイドラインワーキング 2006 年 6 月 29 日 （於：羅臼町役場） 

 夏季に実施するガイドラインに対するエコツアー参加者へのアンケートの内容について

検討した。 

 また、平成 19 年度以降に知床におけるエコツーリズム推進に必要な事業について検討を

行い、知床エコツーリズムガイドラインの運用、統一されたインフォメーション機能の構

築、観光収入を環境保全に還元するシステムの構築、などが特に重要で、優先順位が高い

ことが確認された。秋以降、推進実施計画の検討と共に、実施体制や財源の確保などにつ

いてもより詳細な検討を行う。 
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■第 3 回ガイドラインワーキング 2006 年 10 月 6 日 （於：ウトロ漁村センター） 

今年度夏期に実施した、ガイドラインアンケート中間報告を行い、ガイドライン（案）

の検討を行った。アンケートの中間報告は、270 件回収時点でのフリー回答に関する報告を

行い、今後の利用のあり方への参考とする。また、知床エコツーリズム推進実施計画（案）

の検討に入ることとなり、来年度以降の推進実施体制のあり方と、財源確保についての具

体的な議論となった。 

■第 4 回ガイドラインワーキング 2006 年 10 月 23 日 （於：ウトロ漁村センター） 

ガイドラインのリリース形式・方法についての検討を行い、今年度は現在検討中のガイ

ドライン（案）の形で詳細なルールを完成させ、ガイド・観光関係者への周知を優先させ

る。利用者への普及については、来年度以降検討することとなった。また、「知床エコツ

ーリズム推進実施計画（案）」については、来年度以降の具体的な実施計画（案）の内容に

ついての検討を行った。 

■第 5 回ガイドラインワーキング 2006 年 11 月 10 日 （於：羅臼町役場） 

夏期に実施した、ガイドラインアンケートの集計結果が出揃い、その説明を行った。こ

れらのアンケート結果と、ガイド協議会や羅臼・ウトロ地域への説明会で頂いた意見をま

とめた上で、次のワーキングにて再度ガイドラインの見直しを行うこととなった。また、「知

床エコツーリズム推進実施計画（案）」については、説明会へ向けて細かい語句の修正など

を行った。 

■第 6 回ガイドラインワーキング 2006 年 11 月 29 日 （於：ゆめホール知床） 

知床エコツーリズム推進実施計画（案）、知床エコツーリズムガイドライン（案）の地域

向け説明会で参加者から出された意見に対して、作成中の案にどのように反映するかにつ

いての検討を行い、修正を行った。 

 

■第 7 回ガイドラインワーキング 2007 年 2 月 19 日 （於：斜里町農業振興センター） 

 

 前回に引き続き、知床エコツーリズム推進実施計画（案）、知床エコツーリズムガイドラ

イン（案）に対して地域向け説明会、第 2 回推進協議会で出された意見についての検討を

行い、ワーキングとして 3月の第 3回推進協議会に提出し承認を諮る最終版を作成した。 

 

参照 資料 1-2 ガイドラインワーキング議事概要 

1-3 知床エコツーリズムガイドライン 
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1-4 知床エコツーリズム推進実施計画 

 

【地域向け説明会】 

ワーキングで検討した「知床エコツーリズム推進実施計画（案）」、「知床エコツーリズム

ガイドライン（案）」について、主に地域の自然ガイド、観光関係者を対象とした説明会を

計 3 回実施し、意見収集を行った。収集した意見については、ワーキングでの検討に反映

させた。 

 

■ガイド向け説明会 2006 年 11 月 7 日 （於：ウトロ漁村センター） 

■地域向け説明会（羅臼） 2006 年 11 月 16 日 （於：羅臼町公民館） 

■地域向け説明会（ウトロ） 2006 年 11 月 19 日 （於：ウトロ漁村センター） 

 

 

【知床エコツーリズムガイドラインの広報等】 

 

■ガイドラインに対する利用者アンケートの実施 （8～10 月） 

 検討中の「知床エコツーリズムガイドライン」に対する利用者の評価を調べるため、実

際のガイドツアー参加者を対象にアンケート調査を実施した。 

 ガイド事業者の協力を得て 2000 通を配布し、641 通回収した。アンケート結果、利用者

からの意見等はワーキングでの検討に反映させた。 

 

参照  資料 1-5 ガイドラインに対する利用者アンケート結果 

 

 

■ガイドラインの普及・広報活動 （2～3 月） 

 検討中の「知床エコツーリズムガイドライン」について紹介したリーフレットをガイド

ツアー参加者、知床自然センター・羅臼ビジターセンター等の利用者に配布し、知床での

エコツーリズムに対する取組みを PR した。 

 

参照 資料 1-6 知床エコツーリズムガイドライン広報リーフレット 

 

 

【その他】 

 

■「世界旅行博 2006」への出展         2006 年 9 月 22～24 日 

於：東京ビッグサイト 
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 東京ビッグサイトで行われたＪＡＴＡ（日本旅行業協会）主催の世界旅行博 2006 に環境

省が設置したエコツーリズム推進のＰＲのためのブースを知床・白神・屋久島・小笠原の

４地区で運営した。業界関係者、一般の来場者に広く知床でのエコツーリズムへの取り組

みをＰＲすることができた。このように旅行業界全体に、エコツーリズムという環境に影

響を与えずに自然とのふれあいを楽しむことができる旅行スタイルについて周知すること

が、今後はますます必要であると感じた。 

   

 

 

■平成 18 年度エコツーリズムシンポジウムへの参加   

2007 年 1 月 29～30 日 於：東京 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

主催：環境省 
後援：文部科学省、農林水産省、国土交通省 
協力：NPO 法人 日本エコツーリズム協会 
対象：エコツーリズム推進モデル事業対象地区関係者など 

 

 環境省主催の「エコツーリズムシンポジウム」に参加し、知床における取組状況につい

ての報告を行った。全国から集まったモデル地区関係者、行政機関担当者、研究者等と情

報交換を行い、連携を深めることができた。 
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知床地区からの出席者 
 氏名 所属 

上野洋司 知床エコツーリズム推進協議会長・知床斜里町観光協会 
推進協議会 

辻中義一 知床エコツーリズム推進協議会副会長・知床羅臼町観光協会 
長谷川浩幸 北海道環境生活部環境局参事（知床遺産） 
田中直樹 （財）知床財団 事務局 
坂部皆子 （財）知床財団 

 

 

＜エコツーリズム推進オリエンテーション＞ 
 
各モデル地区からの取り組み状況発表 
類型１【豊かな自然の中での取り組み】 
①知床地区（発表：田中） 
②白神地区 
③小笠原地区 
④屋久島地区 
 

各地域から、3 年間のエコツーリズム推進モデル事業の成果と課題、今後の展望などにつ

いての発表があった。 
知床からは上野推進協議会長他が登壇し、事務局（田中）からこれまで実施した事業内

容、検討中の知床エコツーリズムガイドライン、来年度以降に実施が検討されている事業

の方向性などについて報告した。 
続いて行われた類型１の各地区代表者によるパネルディスカッションでは、知床地区か

らは上野推進協議会長がパネラーとして登壇し、エコツーリズムの推進に必要なルールに

ついて、地域でエコツーリズム推進を担う組織体制について意見交換を行った。 
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＜全国エコツーリズムセミナー＞ 

 各テーマに分かれて、エコツーリズムに関する各地の実践者や研究者による事例発表を

行った。分科会６「エコツーリズム運営組織のあり方 ～誰が地域をマネジメントするの

か、運営資金はどうやって調達するのか～」では、事務局：田中が「エコツーリズムを取

り巻く団体の活動と資金源 知床の理想と壁」と題して、知床におけるエコツーリズム関

係団体として、観光協会、ガイド協議会、知床財団の活動状況と、各機関が役割を分担し

ながら保護と利用の両立を図っていこうとする知床の将来ビジョンを紹介した。 
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２．ガイド技術講習会 

エコツアーの中心的役割を担うガイドに対して、自然に関する知識、及びガイド技術・

安全管理技術の向上を目的とした講習会を開催した。知床ガイド協議会に加盟している事

業者他、知床で活動している自然ガイドに対して参加の呼びかけを行った。 
平成 18 年度は 2 回の講習会を実施し、第 5 回講習会ではガイド救命救急法についての実

技・屋外で事故が起きた際の救助訓練を行った。第６回講習会ではガイドからの要望が高

かった、ガイド活動に関する法規についての座学と、ガイド利用のあり方について意見交

換を行うワークショップを実施した。 
 

 

■第 5 回ガイド技術講習会 

        2006 年 4 月 16～17 日 （於 ウトロ漁村センター） 参加者数：24 名 
 
  講師：北原 大 （MFA インストラクター） 
     新野 和也（MFA インストラクター） 
 

 1 日目は屋内で MFA（Medic First Aid）の救急救命法の実技講習を行った。疾病者の状

態評価から、心肺蘇生法、怪我の応急処置まで、一通りの流れを学んだ。 

2 日目は会場を屋外に移し、担架が無い状態でもザックやトレッキングポール、ロープ等

を利用して疾病者を安全に搬送する方法を学び、実際にガイド中に事故や急患が発生した

状況を想定して、2 日間で学んだ内容を総合した救助・搬送のシミュレーションを行った。 
 屋外で活動するガイドにとって、遊歩道・登山道など救急車や救助隊がすぐに到着でき

ない状況下での不慮の事故に備え、このような訓練を継続的に行う必要性を痛切に感じる

講習会であった。 
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■第 6 回ガイド技術講習会 2007 年 1 月 19 日（於：ウトロ漁村センター） 

 

①「ガイドの法的立場と責任」 講師：三浦雅生弁護士  参加者数：40 名 

 

 ガイドとエコツアー参加者との間に生じる契約債務、ガイドの安全確保債務、消費者契

約法による規制、事故の際の対応などについての講義を行った。ガイド活動によって生じ

るガイドの責任・義務に関する法律的な解釈等についてはガイドにとって最も関心が高い

ところであり、具体的な事例を想定した質問等に弁護士の立場からの有益なアドバイスを

頂くことができた。 

 

○講師：三浦雅生（五木田・三浦法律事務所） 

明治大学法学部法律学科卒業。弁護士。JTB の法律顧問の他、旅行業関係の様々な賠償請

求事件を手掛けるとともに、JATA（日本旅行業協会）主催苦情処理セミナー講師、環境省

主催第１回全国エコツーリズムセミナー講師などを通じて幅広く活躍。 

 

参照 資料 2-1「ガイドの法的立場と責任」講義レジュメ 

   資料 2-2 第 6 回ガイド技術講習会 要旨 

 

 

 

 

②「ガイド向けワークショップ  

～知床五湖・羅臼湖のガイド利用のあり方についての意見交換～」 

講師：富岡辰先（日本野鳥の会） 参加者数：23 名 

 

知床地区で活動しているガイド事業者を主な対象として、知床五湖や羅臼湖の利用のあ

り方について話し合うワークショップを開催した。 
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知床の利用のあるべき姿を検討しようという機運が高まる中、最も現場の実態を知る現

役ガイドのアイデアを吸い上げる機会の提供とともに、現場を含めた広い枠での意見交換

の下地を作ることを目的とした。 

ワークショップの進行は日本野鳥の会の富岡氏に依頼し、22名の参加者で活発な意見交

換が行われた。 

 

【ワークショップの内容】 

無作為にグループ分けをするために、参加者を誕生月順に並んでもらい、その並び順か

ら3つのグループに分けて討論と作業を行った。 

今回は、ウトロでの開催ということで、羅臼側のガイド事業者の参加が無かったため、

テーマを知床五湖に絞ってワークショップを進めた。 

 

まずは、知床五湖を訪れるお客様の「満足度を上げるアイデア」と、｢危険度を下げるア

イデア｣を､各個人で書き出し、次にグループ内で各人のアイデアを出し合い、「満足度」

と｢危険度｣の2次元の表に配置して、「満足度が高く、危険度が低い」プランをピックアッ

プする作業を行った。 

 

 

様々な意見が出される中で、具体的な検討を進めるため、以下3つのアイデアを抽出した。 

 

「高架木道などを含む、ハードの整備」 

「人数制限を含むコントロールシステムの導入｣ 

「冬季閉鎖の解除による利用の拡大」 

 

各グループにそれぞれ一つのアイデアを割り当て、そのアイデアについて、｢利用者｣｢行

政｣｢観光事業者｣の３つ立場からメリット､デメリットを評価する、という作業を行った。 

そこでの評価結果をレーダーグラフに表現し、そのアイデアのトータルでのメリットを表

現する中で、活発な意見交換が行われた。 
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｢ハードの整備｣と「冬季閉鎖の解除」については、行政側のコスト負担が大きいものの、

メリットは大きいという評価が行われたが、｢人数制限｣については､影響を判定しきれない

ため、ここでは結論が出せないという結果となり、課題の大きさを再認識することとなっ

た。 

 

短い時間で、各アイデアについて一応の結論出す作業であったが、知床五湖で過ごす時

間の長い現役ガイドからの意見はリアリティのあるものであった。また、ここで出された

アイデア自体もさることながら、多くのガイド事業者が、共通のテーマに付いて深く討論

をする機会として、有意義な時間となった。 

 

○ファシリテータｰ：富岡辰先（とみおかたつゆき） 

（財）日本野鳥の会サンクチュアリ室室長代理。 

日本野鳥の会が進めるナショナルトラスト事業を推進し、これまで22ヶ所、1700ヘクタ

ールの土地を確保。現在は、野鳥保護区事業所（根室市内）にて、土地買取や確保した土

地の保全と利用を進めている。自然系施設のマネージメントと全国40名のレンジャーのト

レーニングやレンジャー養成講座のトレーナーとしても活躍中。
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３．知床エコツーリズムフォーラムの開催 

2007 年 1 月 21 日（於：ゆめホール知床） 参加者数：78 名 

 

 「知床で暮らす幸せ 知床を訪れる喜び 観光が結ぶこころ」と題し、３ヵ年のモデル

事業のまとめとして地域の内外に向けて知床におけるエコツーリズム推進の取組みと今後

の方向性について発信するフォーラムを開催した。 

地域のエコツーリズム関係者をパネラーとしたパネルディスカッションでは、モデル事

業の振返りから知床観光が抱える課題について意見交換し、その解決に向けてモデル事業

終了後も引き続き地域でエコツーリズムを推進していくという方向性について改めて確認

することができた。 

 

パネルディスカッション ～知床が目指すエコツーリズムのかたち～ 

■コーディネター 
 寺崎竜雄 （財）日本交通公社 
■コメンテーター 
 茅原裕昭 （財）都市農山漁村活性化機構 
■パネラー 
 上野洋司 知床斜里町観光協会長 
 辻中義一 知床羅臼町観光協会長 
 石田一美 羅臼漁業協同組合理事 
 鈴木謙一 知床オプショナルツアーズ 

 

 また、会場内に地域の漁業者、農業者による地場産品の紹介・販売ブースを設置した。

羅臼昆布、海洋深層水、デンプン団子、にんじんジュースなどを参加者が試飲試食できる

ようにし、知床の地場産業による「食」の PR を行うことで観光と地域産業の連携促進を図

った。 
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参照 資料 3-1 知床エコツーリズムフォーラム パネルディスカッション議事概要
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４．地域産業と連携したエコツーリズムの展開 

 

【知床エコラリーでの情報提供】 

 

一部観光地への利用の集中を緩和し、利用の分散を図るため、新たな観光資源としての

地域産業の活用を促進するため、滞在型モデルツアーで企画した、「知床エコラリー」の中

で、地域産業を紹介するポイントの紹介を行った。 

 

    

斜里平野の農業地帯              サケ陸揚げ見学 

 

参照 資料 5-1 斜里町・羅臼町委託事業 

エコツーリズム推進モデル事業企画運営業務報告書 

 

 

【地域産業と連携したプログラムの開発】 

 

 昨年に引き続き、羅臼のエコツアープログラム「流氷の海の漁業見学体験」を企画・実

施した。今年度のプログラムの募集内容は以下の通りである。 

 

「流氷の海の漁業見学体験プログラム」 

 

実施期間：2月 15 日～3月 12 日の間の設定日 （催行日カレンダーを参照） 

集合解散：現地集合、現地解散 （集合場所：道の駅知床らうす） 

料金：1名 8,000 円（保険料込み） 

最少催行人数：3名  

スケジュール： 

8：00 道の駅集合・ガイダンス 
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 港へ移動し、遊漁船に乗船 

スケソウダラ刺し網漁を間近で見学 

10：30 終了 

・ ガイドが同行し、スケソウダラ刺し網漁業や知床の自然について、詳しく解説する。 

・ 流氷の来る海で実際の漁業の現場を見学していただき、消費者が普段食べている魚が、

どのようなところでどのような漁をしているのかを実感してもらう。 

 

今年度は昨年度上げられた課題の整理を行い、企画内容の変更を行った。知床エコツーリ

ズム推進協議会は企画、料金表の作成、広報・準備等を担当し、プログラムの実施につい

ては羅臼遊漁船組合の主催となった。昨年度事業からの一連の流れの中で、新たに立ち上

げたプログラムに対して、地域の自主的な取組みへと誘導することができた。 

 広報については、新聞や各種機関のホームページやメーリングリストに情報を提供する

とともに、知床エコツーリズム推進協議会のホームページや「知床エコラリー」のサイト

においても広報を行った。 

また、内容としては、昨年度 6,500 円で実施したプログラムを、利益面などの課題から

8,000 円での実施とし、その一部を遊漁船組合へ還元するシステムとした。このようなプー

ル金を積み立てていくことで、今後のプログラム実施のための資金の一部としていくとと

もに、いずれ環境保全や漁業の資源管理などへの還元を行うことを目標としている。 

 

 また、上記のプログラムに続く地域産業と連携した企画についても、現在検討を行って

いる。具体的には、知床羅臼町観光協会と羅臼漁業協同組合のウニ部会と連携し、磯場で

エゾバフンウニを拾う体験を行うというプログラムの試行を考えている。夏場の比較的暖

かい時期に、羅臼町内の磯場で磯遊びをしながらウニ拾いを体験するという企画である。

現在のところ夏場の大潮の最大干潮時に数回の実施を検討中である。このような企画につ

いては、地元の漁協とその部会、そして漁師の方々の協力を得なければ実現できるもので

はなく、まさに地域産業と連携し、地域に還元できるシステムの構築が求められている。 

 

 羅臼町は漁業の盛んな地域であり、1 年を通して多種多様な漁が行われていることから、

それぞれの時期にあった企画を提案し、実施していくことが可能である。また、このよう

なプログラムは、世界自然遺産の海の豊かさを伝えるとともに、漁業という一次産業の大

切さ、厳しさを参加者に伝えることができる。普段何気なく食卓に上がっている食べ物が、

どのような環境で、どんな漁法によって取られたものなのかを学ぶことは、都市に住む参

加者のみならず、近隣の地域に住む方々にとっても有意義な体験となるはずである。モデ

ル事業でのこれまでの成果をもとに、今後も地域産業と連携したプログラムの検討を行う

ことで、エコツーリズムを通して、地域の産業について学ぶ機会を提供する事業を行って

いく必要がある。 



 26

 また、知床の既存の観光地や遊歩道では近年オーバーユースなどの問題も懸念されてい

るが、今後地域産業を主体とする様々なプログラムが行われるようになれば、利用の分散

を図ることか可能なばかりでなく、リピーターの確保にもつながる。知床に何度も訪れ、

よりこの地域についての理解を深めるという意味においても、地域の産業に触れる機会の

提供は、今後の大きな課題であるといえる。 

 

 

【地域産業講演会の実施】 

 

「番屋宿泊・農家民宿のプログラム化について」 

2007 年 1 月 20 日 （於：羅臼町商工会館） 参加者数：22 名 

講師：（財）都市農山漁村交流活性化機構 地域活性化部長 茅原裕昭氏 

 
講演内容 
１．いま都市生活者が求める「旅」とは 
 ○ 団塊の世代という塊はいない。 
 ○ レジャー白書で見る国民が求める余暇、「旅」のニーズはどこに。 
 ○ 熾烈な地域間競争は激化する。 
２．グリーン・ツーリズムとは 
 ○ グリーン・ツーリズムとは何か 
 ○ 日本のグリーン・ツーリズム 
 ○ グリーン・ツーリズムの市場規模 
３．漁業体験“ブルー・ツーリズム”とは 
 ○ ブルー・ツーリズムとは 
 ○ 先行から学ぶ＝主な顧客は誰？ 
 ○ プログラムづくりは、対象者に適したものが第 1 
４．体験における宿泊について 
 ○ 農林漁業体験民宿とは 
 ○ ますます求められるホスピタリティ 
 ○ 農家民宿関係の規制緩和の状況 
５．体験メニューとしても経済の面でも、期待されている農家レストラン 
 ○ 地域の食材を提供するだけでなく雇用効果も大きい。 
 ○ 少なくない UI ターン者の開店 
 ○ 味だけでなく景観も味覚の一部 
 ○ 料理のプロは言う「素材が命」。水産は最大の食材 
６．これからの GT、エコツーリズムの可能性 
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 ○地域ぐるみで、地域経済を活性化 
 

 知床地区では、モデル事業の中でこれまでも地域産業と連携したプログラムの実施など、

いくつかの取組みを行ってきた。しかし、実際に一次産業を行いながら、これらの取り組

みをさらに発展させていくためには課題が多い。そこで今回は、（財）都市農山漁村交流活

性化機構において、グリーンツーリズムという立場で全国の漁村・農村の活性化事業の携

わっている茅原氏を講師に招き、このような分野では今後どのような可能性があるのか、

また、時代のニーズはどこにあるのか、などを学ぶ講演会を実施した。講師からは、「プロ

グラムづくりは、対象者に適したものが第 1」、「ますます求められるホスピタリティ」など、

一次産業を生かしたプログラムではあっても、対象者のニーズを的確につかむ努力が必要

であるとの提案があった。その中でも特に、食や食材へのこだわりをあげる参加者が多い、

といった話には、講演会の参加者からは納得する声があがっていた。羅臼町・斜里町とも

に漁業や農業が盛んな地域ではあるが、地産地消の取り組みが進んでいるかというと、な

かなか難しい。しかし、この地域を訪れた人に、地域の食材を味わって欲しいという気持

ちは参加者に共通するところであり、あらためてその必要性を実感した。 

さらに講師からは、このような事業に取り組んでいくにあたっては、「地域ぐるみで、地

域経済を活性化」という視点も重要であるとの提案があった。地域全体でバックアップを

行い、活性化を図るという視点は、この地域での地域産業を生かしたプログラム作りにも

取り入れていかなければならないテーマだと感じた。 
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５．知床エコツーリズム推進モデル事業の成果と今後の展望 

 
 3 ヵ年にわたった知床エコツーリズム推進モデル事業が今年度で終了するにあたり、北海

道・斜里町・羅臼町事業も含めた知床エコツーリズム推進事業全体の概要と成果、今後の

展望等を整理した。 
 
１．概要 

（１）モデル事業実施以前に抱えていた課題 

知床地区では、近年ガイド事業者による活動が活発に行われるようになってきており、

その結果、知床を訪れる旅行者の大半を占める旅行会社による募集型団体旅行（マスツー

リズム）に「エコツーリズム的」要素を付加させる活動は定着しつつあった。しかし、真

のエコツーリズムの展開を目指すためには、個人もしくは少人数制の滞在型エコツアーの

定着を図る必要があり、そのためには観光業だけではなく漁業や農業などの地域産業を巻

き込んだ官民一体の枠組みによる地域をあげた推進が必要となっていた。 
 

（２）モデル事業に取り組む目的、目標、方針 

 世界自然遺産に推薦された（※モデル事業開始当時）知床の自然の営みとそこに暮らす

人々との関わりを訪れる人たちがより深く体験するとともに、関係するすべての人々がこ

れらの保全に責任を持つよう、知床ならではのエコツーリズム事業を地域住民とともに推

進する。 

 

 

２．エコツーリズム推進協議会 

（１）設置時期 

平成 16 年 7 月 13 日（平成 16 年度第 1回知床エコツーリズム推進協議会開催） 

 

（２）構成員 

斜里町・羅臼町の幅広い業態からなる 25 機関・組織によって構成される。事務局は推進

支援機関の（財）知床財団と地元自治体からなる（P.7 構成団体一覧参照）。 

 

（３）会議開催の頻度・概要 

 推進協議会は平成16、17年度は年2回、平成18年度は年3回実施した。年度当初に事業計

画・予算の承認、年度末に事業報告等を行い、事業全体の調整を行った。 

 具体的な事業実施に関する協議事項は、関連する地域のメンバーから構成されるワーキ

ンググループを設置して検討を行った。滞在型モデルツアーワーキング、地域産業ワーキ
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ング、ガイドラインワーキングの 3ワーキングが設置された（P.8 ワーキンググループ一覧

参照）。 

 

＜滞在型モデルツアーワーキング＞ 

地域の観光関係者、宿泊施設関係者、ガイド事業者で構成されるワーキンググループ。

現在の通過型観光を滞在型観光へ転換するため、滞在型モデルツアーの企画・試行、一部

観光地に集中する利用の分散を図るための新たな観光資源の発掘と情報提供、滞在者への

サービスとして「エコツアーデスク」の運用などを行った。 

 

＜地域産業ワーキング＞ 

 地域の産業である漁業・農業関係者を中心とするワーキンググループ。農・漁業者のヒ

アリング調査から、新たな観光資源として地域産業を活かしたプログラムの企画・検討を

行い、スケソウダラ漁の体験・見学プログラムを企画・実施した。 

 

＜ガイドラインワーキング＞ 

 地域の観光関係者、ガイド事業者で構成されるワーキンググループ。エコツアーガイド

が守るべき地域共通のルールを検討し「知床エコツーリズムガイドライン」を定めた。ま

た、モデル事業終了後、平成 19 年度からの地域でエコツーリズム推進を担う体制、事業内

容、予算措置などの検討を行った。 

 

 

３．エコツーリズムに係る資源調査 

（１）利用者アンケートの実施 

エコツアー参加者に対するアンケート調査を計 3 回実施した。北海道大学・高崎経済大

学との共同調査により、エコツーリズムガイドラインや自然保護への寄付金に対する評価

をした。また、エコツアーを構成する要素に対する参加者の選好性分析を実施し、経済学

的に評価した。 

 

 

４．基本計画及びルールの策定 

（１）知床エコツーリズム推進計画 

 3 ヵ年の事業最終年度（平成 18 年度）で策定を目指す「知床エコツーリズム推進実施計

画」、「知床エコツーリズムガイドライン」へ向けて、知床におけるエコツーリズムの現状

と課題を整理したうえで今後の方向性への提言をまとめた「知床エコツーリズム推進計画」

を平成 16 年度に作成した。自然環境への配慮、エコツアーの安全対策、ガイドの育成、情

報発信機能の拡充から観光地としての景観への配慮まで、幅広く課題と改善の必要性を整
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理し、この計画をもとに、今後具体的な事業内容等について検討を重ねることとした。 
 

（２）知床エコツーリズムガイドライン 

ガイドやガイド事業者が守るべき共通のルールを定め、地域で共有することによって、

ガイドの質を維持・向上すると共に、安全管理と自然環境の保全が図られたガイドツアー

の実施を奨励し、それを一般利用者へもアピールしていくこととする。 
知床で活動するガイドが本ガイドラインを遵守することで、知床の自然環境の保全が図

られるとともに、ツアー参加者の高い満足度と安心感を保証し、知床で実施されるガイド

ツアーのステータスが高まることが期待される。 

 

（３）知床エコツーリズム推進実施計画 
モデル事業終了後、平成 19 年度以降に知床で取り組むべきエコツーリズムの推進のため

の取り組みについて、具体的な目標とビジョンを明確にし、そこに至るまでの道筋を示し

たもの。今後の検討の際に方針がぶれないための議論の拠り所とする。 

引き続き「知床エコツーリズム推進協議会」を存続させ、知床におけるエコツーリズム

推進のために「知床エコツーリズムガイドライン」の運用、滞在型観光の推進、統一した

窓口によるインフォメーション機能の構築、地域発信型ツアーの企画・開発、自然ガイド

のスキルアップ、自然環境の保全に関するモニタリング、既存観光地の利用のあり方に関

する検討などの事業に地域として取り組んでいく。また、両町の観光協会を中心としてこ

れらの事業を実施する体制を整備するとともに、独自財源の確保を進める。 

 

 

５．プログラム開発 

 知床地域では、ウトロ地区を中心に 10 年以上前からガイド事業が行われており、遊歩道

を利用したネイチャーウォークから、冬季のスノーシューハイクなど、夏季・冬季を問わ

ずエコツアーが実施されてきた。また、近年では流氷を観光資源とし、ガイドの引率と「流

氷ウォーク」が盛んに行われている。 

モデル事業では、これらの既存の資源を活かした滞在型モデルツアーの企画、及び、地

域の産業である漁業・農業を活かしたプログラム開発を行った。また、一部観光地に集中

する利用の分散を図るため、隠れたエコツーリズム的スポットの情報提供により利用者を

誘導する「知床エコラリー」を開催した。 

 

（１）エージェントとのタイアップによる滞在型モデルツアー 

 斜里・羅臼両町を横断し、知床の多様な環境・歴史・産業を学ぶ 3泊～4泊の滞在型モデ

ルツアーをエージェントとタイアップして平成 17 年度春季に実施した。3 回催行され、6

名の参加となった。 
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 一般の募集型ツアーと比較して 2～3 倍の価格設定となったこと、広報開始時期の遅れ、

滞在型観光に関心が高い消費者層にターゲットを絞った効果的な広報を行えなかったこと

などから、参加者数が伸び悩み、採算性や広報活動などに課題が残った。 

 

（２）流氷の海の漁業見学体験プログラム 

 地域の一次産業であるスケソウダラ漁を見学するプログラムを新たに企画し実施した。

初年度の17年度には90名の参加があった。自然体験だけではなく地域の産業を生かした企

画であり、漁業者との連携を行うことができたが、採算性や広報などに課題が残った。2年

目となった18年度は、地域団体が主体となって実施する体制へと変更し、プログラム参加

費を一人6,500円から8,000円へと値上げした。流氷の状態や天候などの問題もあり、18年

度の参加人数は19名に留まった。 

 

（３）知床エコラリー 

 隠れた名所、知床の歴史・産業・文化等を体感し学べるスポットを個人旅行者に対して

提案する企画として実施した。観光客の参加を促す方法として、各スポットを携帯電話の

デジカメで撮影し、感想とともに投稿すると Web サイトにアップされるシステムを構築し

た。8～10 月のホームページへのアクセス数は 11345 ページビュー、写真付きメールの投稿

数は 70 件であった。 

 

 

６．人材育成 

（１）現状と課題 

 「知床ガイド協議会」と連携し、ガイド技術講習会など、自然ガイドのスキルアップの

ための講習会を定期的に行っている。また「知床エコツーリズムガイドライン」の策定に

よりガイド活動に一定のルールを設けた。しかし、拘束力のないガイドラインを遵守させ

る仕組み、地域のバックアップ体制をどう構築するかが今後の課題である。 

 

（２）今後の計画 

 来年度以降もガイド技術講習会を継続して行っていく。また、知床エコツーリズムガイ

ドラインの運用による自然ガイドの質の向上とガイドラインの改訂作業も行っていく予定

である。 

 

（３）登録・認定制度について 

 自然ガイドによる組織「知床ガイド協議会」への入会が、事実上の登録制度として機能

している。 

 認定制度については、まずは来年度以降「知床エコツーリズムガイドライン」を有効に
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機能させることを優先とし、その後ガイドラインのルールを基にした認定基準の検討を行

っていく予定である。 

 

 

７．情報発信・広報活動 

 モデル事業全体の情報発信としては、知床エコツーリズム推進協議会のＨＰを開設し定

期的に更新を行っているほか、個人旅行者にエコツーリズム的な知床の魅力を情報発信す

るツールとして「知床エコラリー」の Web サイトを開設した。さらに、世界遺産登録後に

増加した外国人観光客への情報提供のため、知床を紹介する英文ホームページを立ち上げ

運営を行った。 

 来訪者への情報提供機能の拡充としては、ホテルロビーに自然ガイドが常駐し、エコツ

アーの紹介や知床の自然についての質問に答える「エコツアーデスク」を設置した。 

また、エコツーリズムに関する講演会等を実施して、観光関係者だけでなく一般地域住民

への情報発信・普及を図った。これらの各種講演会、講習会、プログラムやイベントを実

施する際には、新聞、雑誌、関係するメーリングリストなどで広報活動を行った。 

 

 

８．全体を通して 

（１）成果  

・地域の幅広い業態からエコツーリズム推進に関する意見を集約する場として、知床エコ

ツーリズム推進協議会を設置し、モデル事業終了後も継続することができた。 

・知床のエコツーリズムに関する現状と課題を整理し、今後の方向性について提言した「知

床エコツーリズム推進計画」を策定した。 

・新たな観光資源として、漁業体験・見学プログラムを企画・試行し、実施 2 年目には地

域主体で運用することができた。 

・自然ガイドが守るべき共通のルール「知床エコツーリズムガイドライン」を策定した。 

・モデル事業終了後、平成 19 年度以降に知床で取り組むべきエコツーリズムの推進のため

の取り組みについて、具体的な目標とビジョンを定めた「知床エコツーリズム推進実施計

画」を策定した。 

・Web サイト等による情報提供システムを構築できた。また、英語による情報発信も開始し

た。 

 

（２）課題や問題点・反省点 

・エコツーリズムの推進が地域の観光業界全体の流れには未だなっておらず、足並みが揃

っているとは言えない状態である。 

・漁業体験・見学プログラムやエコツアーデスクによるプログラム販売など、モデル事業
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中に試行した企画はまだ採算が取れる状態ではなく、地域によるバックアップが必要であ

る。 

・平成 19 年度以降は行政予算への依存から脱却し、地域で独自財源を確保することが急務

である。 

 

 

９．今後の展望 

（１）モデル事業を通じての成果や課題からの展望 

・エコツーリズム推進協議会を観光協会が主体のより実効的でスリムな体制へ移行する。 

・推進協議会推奨プログラムの販売などを通して、独自財源の確保を進める。 

・統一したインフォメーション窓口の構築により、ガイドラインの運用、ルール・マナー

の普及、推進協議会推奨プログラムの販売等を戦略的に進める。 

・「知床エコツーリズムガイドライン」を地域で共有されたルールとして適正に運用するシ

ステムとバックアップ体制を構築する。 

・観光収入を環境保全に還元するシステムの構築を目指す。 
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１０．時系列取り組み結果表 
 
平成 16 年度 

7 月 13 日 第 1 回知床エコツーリズム推進協議会 

8 月 25 日 第 1 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

9 月 22 日 第 2 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

10 月 14 日 第 1 回地域産業ワーキング 

10 月 14 日 アドバイザーからの事例紹介 

寺崎竜雄氏（JTBF）・山本契太氏（ニセコリゾート観光協会） 

10 月 14 日 第 3 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

11 月 5 日 第 4 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

11 月 15～17 日 小笠原地区におけるエコツーリズムに関する取り組みについての

ヒアリング（自主ルール等） 

12 月 4 日 第 2 回地域産業・ワーキング 

12 月 7 日 第 5 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

12 月 18 日 第 6 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

1 月 16 日 第 3 回地域産業・ワーキング 

1 月 21 日 第 1 回エコツーリズム講演会 

「地域産業と観光が融合した新しい旅行のあり方を目指して」 

 吉田正人氏（日本エコツーリズム協会理事） 

1 月 22～23 日 第 1 回ガイド技術講習会 

 吉田正人氏・新谷暁生氏（シーカヤッカー）ほか 

2 月 28 日（ウトロ） 

3 月 2 日（羅臼） 

第 2 回エコツーリズム講演会（ウトロ） 

 「海外先進地から学ぶエコツーリズムガイドライン」 

 Stephen Pahl 氏（オーストラリアエコツーリズム協会） 

3 月 2 日 Stephen Pahl 氏への観光関係者ヒアリングの開催 

3 月 3 日 第 2 回ガイド技術講習会 

 Stephen Pahl 氏（オーストラリアエコツーリズム協会） 

3 月 10 日 「知床エコツーリズム推進計画（案）」の作成 

3 月 10 日 「道東エコツーリズムマップ」の作成 

3 月 28 日 第 2 回知床エコツーリズム推進協議会 
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平成 17 年度 

4 月 17～18 日 第 3 回ガイド技術講習会 

 Medic First Aid （救急救命法実技） 

5 月中旬～6 月 春季滞在型モデルツアー実施 

6 月 14 日 第 1 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

6 月 23 日 第 1 回知床エコツーリズム推進協議会 

「知床エコツーリズム推進計画」策定 

9 月 12 日 第 2 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

10 月 4 日 エコツーリズム講演会 

 「魅力ある観光地のつくり方～軽井沢星野リゾートの取り組み

～」 

星野佳路氏（星野リゾート） 

10 月 27～28 日 道東エリア体験観光ビジネス交流会の開催 

11 月 2 日 第 1 回ガイドライン・ワーキング 

11 月 2 日 第 3 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

11 月 24 日 第 2 回ガイドライン・ワーキング 

12 月 9～17 日 エコツーリズム先進地視察（オーストラリア）  

12 月 10～12 日 地域産業先進地視察（ニセコ他） 

12 月 20 日～2 月 20 日 東オホーツクおもてなし度実態調査 

1 月 12 日 第 3 回ガイドライン・ワーキング 

1 月 18 日 第 4 回ガイド技術講習会 

 「知床の気象、知床の地形・地質」 

1 月 18 日（ウトロ） 

1 月 19 日（羅臼） 

オーストラリア・地域産業先進地視察報告会 

1 月 19 日 第 1 回地域産業・ワーキング 

1 月 25 日 遠紋地域体験型観光事業者交流会の開催 

１月 27 日 オホーツク食の魅力アップ研究交流会 

2 月 5 日 オホーツク産の新食材試食会の開催 

2 月 7 日（ウトロ） 

2 月 8 日（羅臼） 

地域向け「知床エコツーリズムガイドライン」説明会 

2 月上旬～3 月下旬 ウトロ地区ホテルロビーに「エコツアーデスク」設置 

2 月 15 日～3 月下旬 冬季滞在型モデルツアー「羅臼スケソウダラ漁業見学体験プログ

ラム」実施 

3 月 10 日 第 2 回知床エコツーリズム推進協議会 

3 月中旬 英文ホームページ開設 
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平成 18 年度 

4 月 16～17 日 第 5 回ガイド技術講習会 

Medic First Aid （救急救命法実技） 

5 月 12 日 第 1 回ガイドライン・ワーキング 

5 月 12 日 第 1 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

5 月 27 日 「知床への道」風景再生事業の実施 

6 月 6 日 第 1 回知床エコツーリズム推進協議会 

6 月 29 日 第 2 回ガイドライン・ワーキング 

6 月 29 日 第 2 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

7 月 8 日（ウトロ） 

7 月 10 日（羅臼） 

宿泊施設向け研修会（ウトロ） 

 「環境と地域に配慮した宿泊施設の経営を目指して」 

高山傑氏（NPO 法人エコロッジ協会） 

7 月 13 日～2 月 28 日 「おもてなし度実態調査」の実施 

8 月 11 日～10 月 20 日 滞在型モデルツアー 「Eco な寄り道してみませんか？ 

 携帯メールで知床エコラリー」実施 

9 月 20 日 エコツーリズム取り組み紹介パンフレット作成 

9 月 22～24 日 「世界旅行博 2006」への出展 

10 月 6 日 第 3 回ガイドライン・ワーキング 

10 月 23 日 第 4 回ガイドライン・ワーキング 

11 月 1 日、2 日 「体験型観光ビジネス交流会」の開催 

11 月 7 日 ガイド向け「知床エコツーリズムガイドライン」「知床エコツーリズム

推進実施計画」説明会 

11 月 10 日 第 5 回ガイドライン・ワーキング 

11 月 16 日（羅臼） 

11 月 19 日（ウトロ） 

地域向け「知床エコツーリズムガイドライン」「知床エコツーリズム

推進実施計画」説明会 

11 月 29 日 第 6 回ガイドライン・ワーキング 

11 月 29 日 第 3 回滞在型モデルツアー・ワーキング 

12 月 11 日 第 2 回知床エコツーリズム推進協議会 

1 月 19 日 第 6 回ガイド技術講習会 

 「エコツアー実施に関わる法規を学ぶ」 

  三浦雅生氏（五木田・三浦法律事務所） 

 「ガイド向けワークショップ ～知床五湖・羅臼湖のガイド利用の

あり方についての意見交換」 

  富岡辰先氏（日本野鳥の会） 
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1 月 19 日（ウトロ） 

1 月 20 日（羅臼） 

宿泊施設向け研修会 

 「宿泊施設で始める省エネ」 高山傑氏（NPO 法人エコロッジ協

会） 

1 月 20 日 地域産業講演会 

 「番屋宿泊・農家民宿のプログラム化について」 

  茅原裕昭氏（（財）都市農山魚村交流活性化機構） 

1 月 21 日 「知床エコツーリズムフォーラム」開催 

2 月 15 日～3 月 12 日 羅臼エコツアー「流氷の海の漁業見学体験プログラム」実施 

2 月 19 日 第 7 回ガイドライン・ワーキング 

3 月 15 日 第 3 回知床エコツーリズム推進協議会 

 「知床エコツーリズムガイドライン」策定 

 「知床エコツーリズム推進実施計画」策定 



 

１



　知床エコツーリズム推進モデル事業　 ３ヶ年実施事業一覧

■環境省エコツーリズム推進モデル事業分

事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

知床型エコツーリズムのあり方検討
　本事業の最終年度には知床型エコツーリズムのあり方についてのガ
イドラインの策定を目指す。検討に当たっては、知床エコツーリズム
推進協議会を設置し、知床財団がエコツーリズム推進支援機関として
統括事務局を運営するとともに、斜里・羅臼両町との連携を図りつ
つ、各事業の実施や調整を行う。また、知床ガイド協議会への支援も
併せて行う。

事業全体の調整
　2回の推進協議会を実施し、各事業の調整を行った。
市民向けの情報発信
　エコツーリズム普及に向けての講演会を実施し、市民への
情報発信を行った。また、他地域のエコツーリズム事業者を
招き、情報収集を行った。
○他地域の事例紹介（10/14）
○小笠原視察団からのヒアリング（11/15～17）
○第1回エコツーリズム講演会（1/21）
○第2回エコツーリズム講演会（2/28・3/2）

事業全体の調整
　2回の推進協議会を実施し、各事業の調整を行った。平成
18年度に策定するエコツーリズムに関するガイドライン作成
に向けての検討を開始した。
市民向けの情報発信
　エコツーリズム普及に向けての講演会を実施し、市民への
情報発信を行った。
○星野リゾート社長講演会（10/4）

事業全体の調整・報告
　3回の推進協議会を実施し、各事業の調整を行った。

ガイドライン、推進実施計画の策定
　7回のワーキングでの検討、ガイド及び地域向け説明会を経て、平成17年度から検討を開始した知床エコ
ツーリズムガイドラインを策定した。また、平成19年度以降のエコツーリズム推進に関する方向性を示した知
床エコツーリズム推進実施計画を策定した。3ヶ年事業終了後にエコツー推進を引き継ぐ体制・組織作りの検
討を行った。

ガイド技術講習会
　安全対策、ガイディング能力の向上を目的とした講習会を実施する
他、エコツーリズムに関する哲学や自然に関する知識及び技術向上の
講座を開催する。
　知床財団が行う地元ガイド向け講習会やセミナーとも連携する。

エコツアーガイド講座の開催
○第1回ガイド技術講習会（1/22～23）：エコツーリズム概
論・考古学的に見た知床ほか
○第2回ガイド技術講習会（3/3）：エコツーリズムガイドラ
インについて

安全対策を中心とした講習会の実施
○第3回ガイド技術講習会（4/17～18）:ガイド中の事故等に
係る救急法等の安全対策
○第4回ガイド技術講習会（1/18）:知床の気象、知床の地
形・地質

安全対策を中心とした講習会の実施
　インタープリテーションの手法などガイディングに必要な技術等についての講習会・実地研修を実施する。
○第5回ガイド技術講習会（4/16～17）：ガイド中の事故等に係る救急法等の安全対策
○第6回ガイド技術講習会（1/１9）：ガイドの法的立場と責任

先進地視察と報告ワークショップの開催
　エコツアー先進地の視察結果を踏まえたワークショップの開催。
ワークショップでは漁業・農業従事者もパネラーとして参加し「地域
産業とエコツーリズム」についての意見交換を行う。新たな発想をも
とに地域ぐるみで取り組むための下地を作る。

海外エコツアーガイドからの情報収集
　オーストラリア・エコツーリズム協会のStephen Pahl氏を
招聘して海外エコツアー先進地の情報収集を行い、平成17年
度に行われる先進地視察地と視察方法を検討した。

エコツアー先進地視察
　原生自然環境でのエコツアーの取り組みや、国立公園の利
用のあり方について学ぶ視察をオーストラリアで実施した
（12/9～17）。地域産業などを活かした体験型観光の視察を
ニセコ・小樽方面で実施した（12/10～12）。

知床エコツーリズムフォーラムの開催
○エコツーフォーラムの開催（1/21）：モデル事業の振り返りと今後のエコツーリズム推進事業の方向性につ
いて地域の関係者によるパネルディスカッションを実施した。地域の漁業・農業者によるブースを設置し、地
場産品による知床の「食」をアピールして地域の産業との連携を進めた。

地域産業との連携したエコツーリズムの展開
　漁業・農業など知床の地に根ざした一次産業の現場は、当地でエコ
ツーリズムを展開する上で、活用可能な資源であるとともに、地域経
済において重要な位置を占める。
　地域産業を活かしたエコツーリズムの展開は、地元経済への貢献と
自然環境を大切にする地域社会の構築を両立させる道でもある。この
事業を通じて知床ブランドを活かした地場産品の消費につながる体験
プログラムの検討や、漁業・農業を活かした体験プログラムを検討す
る。

漁業・農業・観光業関係者によるワーキング
　漁業、農業、観光業各関係者によって構成されるワーキン
ググループを3回開催し、産業横断型の連携による地場産業
を活かした新しいエコツーリズムモデルを検討した。
ヒアリング調査
　漁師、農家からヒアリング調査を行い、エコツーリズムに
活用可能な資源調査を行った。

地域産業連携型プログラムの試行
　平成16年度の協議結果を踏まえ、漁業、農業などと連携し
たプログラムを滞在型モデルツアーの一部として試行的に実
施した。漁業者・農家など受け入れ側へのガイダンスを実施
し、受け入れ体制を整備した。
○羅臼エコツアー「流氷の海の漁業見学体験プログラム」実
施（2～3月）
○「ウニ剥き体験・試食プログラム」実施（6月）

地域産業連携型プログラムの試行
　昨年に引き続き漁業・農業を取り入れた地域産業連携型のプログラムの企画・試行を行った。
　一部観光地への利用の集中を緩和し、利用の分散を図るため、新たな観光資源としての地域産業の活用を検
討した。
○羅臼エコツアー「流氷の海の漁業見学体験」実施（2月中旬～3月中旬）
○地域産業講演会「番屋宿泊・農家民宿のプログラム化について」（1月20日開催）
○「知床エコラリー」による情報提供

■北海道エコツーリズム推進事業分

事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

エコツーリズム推進計画の策定
　エコツーリズム先進国や先進地の取り組みの情報収集を行い、北海
道に適したエコツーリズムの推進計画を策定する。

道東エコツーリズムマップ作成
エコツーリズム推進計画（案）作成

知床型環境教育プログラムを検討する
　「知床世界自然遺産候補地管理計画」に即した環境教育プ
ログラムの検討と講師の養成及び情報提供を行い、地域に根
ざした環境教育を推進した。
通年かつ体験・滞在型観光地づくりを推進する
　体験観光事業者、ホテル・旅館業者、旅行業者など関係者
の合意のもとに、体験型観光の推進、食の魅力向上、ホスピ
タリティの充実を図り、通年かつ体験・滞在型の観光地づく
りを進めた。

知床型環境教育プログラムを開発する
　「知床世界自然遺産候補地管理計画」に即した環境教育プログラムの検討及び指導者の養成を行うととも
に、情報発信を行いながら、地域に根ざした環境教育の推進を図った。
　○「知床うみ・やま・かわ環境教育検討委員会」の開催　○「知床環境教室及び環境教育指導者要請研修
会」の開催　○「環境教育プログラム集」の配布・情報提供

通年かつ体験・滞在型観光地づくりを推進する
　体験観光事業者、ホテル・旅館業者、旅行業者など関係者の合意のもとに、体験型観光の推進、食の魅力向
上、ホスピタリティの充実を図るとともに、環境保全意識の高揚を図りながら、通年かつ体験・滞在型の観光
地づくりを進めた。
　○「体験型観光事業者交流会・講習会」の開催　○「体験型観光ビジネス交流会」の開催　○「職の魅力
アップ研究交流会」の開催　○「新たな観光資源ＰＲパンフレット・取組事例集」の作成　○「知床への道」
風景の再生

■斜里町・羅臼町エコツーリズム推進事業分

事　業　項　目 平成16年度 平成17年度 平成18年度

滞在型モデルツアー推進事業
モデルツアーの企画・実施
　世界遺産登録後、特に観光客が集中するウトロ地区からの利用の分散を図るため、斜里町側半島基部・羅臼
町における新たなツアー形態の開拓・発掘を行った。漁業・農業などの地域産業と連携し、新たな側面から知
床の魅力を提案する仕組みとして「知床エコラリー」を開催した他、昨年から引き続き漁業体験プログラムを
実施した。
○「知床エコラリー」の開催（8月上旬～）　○羅臼エコツアー「流氷の海の漁業見学体験」実施（2～3月）

宿泊施設向け研修会の実施
　民宿・旅館などのレベルアップを図り、知床全体での滞在型エコツーリズムの受け入れ態勢を強化するた
め、環境に配慮した経営などについての研修会を実施した。
○第1回研修会「エコロッジガイドライン」（7月8,10日開催）
○第2回研修会「中小規模の宿泊施設で始める省エネ」（1月19,20回開催）

海外からの旅行者の誘致推進事業
　知床が世界遺産に登録された場合には、海外からの注目度は一層高
まることが予想される。海外からの来訪者を対象としたツアー企画、
情報伝達のあり方を検討。パンフレットの英語版などを作成するほ
か、ホームページによる情報提供も試みる。

海外エコツアーガイドからの情報収集
オーストラリア・エコツーリズム協会のStephen Pahl氏よ
り、海外の旅行者誘致に向けて広報手法や現地対応に関する
ノウハウを学んだ。

知床紹介英文ＨＰの作成
　外国人対応の英文ホームページを立ち上げ、海外ツーリス
トが必要とする情報を提供し、海外からの旅行者の便宜を
図った。

知床紹介英文ＨＰの運営・管理
　平成17年度に作成した海外からのツーリスト向けの英文ホームページの更新作業を行った。宿泊・アクティ
ビティなどツーリストの必要とする情報を更新し提供した。
○随時、更新予定（http://www.shiretoko.or.jp/en/）

　知床におけるモデルツアーの企画立案、旅行業者をはじめ関係者へ
の普及。企画立案に関しては、地元ガイドが中心となりモデルツアー
も合わせて実施する。また、現在の1泊バス移動型観光から滞在型観光
への移行手法を宿泊施設関係者や公共交通機関関係者とともに検討
し、異業種間の連携を試みる。

滞在型モデルツアーの企画
　観光関係者・ガイド関係者等によるワーキングを6回開催
し、斜里・羅臼町を横断する滞在型モデルツアーの企画・検
討を行った。
モデルツアープロモーション活動
　企画したモデルツアーの実施に向けて旅行会社とタイアッ
プし、準備を進めた。

モデルツアーの企画・実施(6月)
　平成16年度から検討を進めてきた旅行会社とのタイアップ
による滞在型モデルツアーを春季に3回実施した。
エコツアーデスクの設置（2～3月）
　ホテルロビーに自然ガイドが常駐し、エコツアーの紹介、
利用者への情報提供、ルール・マナーの普及を行った。
地域産業との連携によるモデルツアーの実施（2～3月）
　羅臼エコツアー「流氷の海の漁業見学体験プログラム」を
企画・試行した。
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第 1 回知床エコツーリズム推進協議会 議事概要 

 

平成 18 年（2006 年）6月 6日 13：30～15：30  於：斜里町ウトロ漁村センター 

出席者：別紙出席者名簿を参照 

 

【１】 挨拶 

【２】 出席者紹介 

【３】 議事 

１） 平成 18 年度事業計画について ・・・・・・・・・・・（資料 1,2） 

２） 平成 18 年度事業予算について ・・・・・・・・・・・（資料 3） 

３） 平成 19 年度以降のエコツーリズム推進体制について・・（資料 4） 

４） その他、次回予定など 

 

 

平成 18 年度 第１回知床エコツーリズム推進協議会開会 

 

【１】挨拶 

上野会長： 

本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。世界遺産登録からまもな

く 1 年を迎えようとしています。今年度の重要課題としまして、来年度以降の推進体制作

りということが大きな課題となっております。皆様のご協力をお願いいたしたいと思いま

す。 

 

【２】出席者紹介 

自己紹介（別紙出席者名簿参照） 

 

【３】議事 

進行：会長 

１）平成 18 年度事業計画について ・・・・・・・・・・・（資料 1,2） 

２）平成 18 年度事業予算について ・・・・・・・・・・・（資料 3） 

事務局（知床財団）： 

資料に沿って説明 

 

林野庁： 

ガイドラインの試行は 17 年度のものをそのまま試行するのか。継続して検討する、とい

う扱いのものはどうするのか？ 
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事務局（知床財団）： 

ワーキングでの議論では、利用度が高く優先度の高い知床五湖、フレペの滝、夜間の動

物観察、羅臼湖のガイドラインの完成度を高めるのを優先し、昨年度の検討の中で保留に

なっていた登山道やカムイワッカについては試行の対象にしない。 

 

林野庁： 

要するに今出来ている部分だけ？ 

 

事務局（知床財団）： 

はい、そうなります。完成ではないが文章ができている部分だけの試行になる。 

 

林野庁： 

決定に当たって地元の意見を聞く機会は設定するのか、保留になっているものは十分な

検討を経ないまま意見を聞くことになるのか。 

 

事務局（知床財団）： 

今年度中にガイドラインとして決定するものは、これまでに検討を重ね、十分に議論を

したものについて。試行によっていただいた意見等を元に修正して、秋に再度地元の意見

を聞く機会を設けたい。ペンディングになっているものについては、19 年度以降を含め、

今後取り組んでいくことになる。今年度は現段階である程度できているものの完成度を高

めることを優先したい。 

 

林野庁： 

ガイドの利用状況を把握する要望を上げていたが、それはどこで取り組まれるのか。 

 

事務局： 

それについては、利用適正化で検討されるべき事項かと思われるので、当事業には含ま

れておりません。 

 

会長： 

ガイドラインは、時代とニーズによって進化していくものと思われる。適宜優先度に応

じて取り組んでいきたい。 

 

 

３）平成 19 年度以降のエコツーリズム推進体制について・・（資料 4） 
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事務局（知床財団）： 

資料について説明。 

 

会長： 

予算がどうなるのか、が問題ではある。環境省、自治体からの予算はいまだ不明確であ

る。事務局の知床財団が受託として実務を担っているわけで、ここがクリアでないと頓挫

するおそれがある。道、環境省の状勢お聞かせ願いたい。 

 

環境省： 

会長からのご指摘どおり、予算についてはなんとも言えない。別途説明するエコツー法

案で経済的な枠組みについても言及している。そういったものを活用する道を検討して行

きたい。 

 

北海道： 

道としては、具体的な取り組みは未定で、予算としてもなんとも言えない。エコツー法

案などの動きも見ながら、道の役割としてできるものがあれば検討していきたい。 

 

会長： 

展望がなかなか作れない状況だが、いろいろな先進的な取り組みを試行しているので、

これをもう少し支えてもらうことを検討していただきたい。 

 

知床ガイド協議会： 

エコツー法案はどういったものか。 

 

事務局： 

新聞記事以上のものは把握していない。議員立法であると聞いている。 

 

知床ガイド協議会: 

エコツーリズムを 3年で打ち切っても、現実は何も変わらないのではないか。制度側で、

林野庁、環境省などのやりとりがうまくいっていなく、変わっていかないことが多い。 

 

会長： 

確かにテンポが遅いと感じることもあるが、時間がかかることであるので、この事業も 3

年間で結果が出るものでもない、組織的な継続を続けることが重要だと思っている。 

 

知床ガイド協議会： 
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立場をはっきりさせるべき。知床半島が自然遺産になったことで十分知名度が上がった。

後は観光業者の努力でやっていく。そのかわり環境保全は、環境省、林野庁などに任せて

しまうのがいいのではないか。いつまでも議論だけ重ねて結果が出ないのはおかしいので

はないか。利用適正化の議論なども我々も何回も環境省と話し合っている。ただ文章を作

るだけでは何の発展もしない。その間に知床の自然は壊れていく。そのときの責任はどう

やって取るのか？ 

 

会長： 

地域の現場として活動していて、行政的なものが見えずにイライラすることもある。し

かし地域に住むものの責任として検討を行うべきと考えている。その枠組みの作り方とし

て協議会と言うものを立ち上げている。このような協議会を継続して行くことに意味があ

るのだと考える。 

 

羅臼山岳会： 

19 年度以降の体制が最大の課題。やはり今の推進体制を地元として実際に推進していく

ことが必要かどうかもう一回見直せということだと思う。今までは国や町、北海道の予算

があって事業を行ってきたが、今後事業を続けて行くとなると継続的な予算が必要になる。

例えば観光収入の一部を資金源とするようなことはできないのか。 

 

会長： 

今、斜里町観光協会で基金作りをしようと言う話も出ている。そこに住んでいる者とし

て、また知床に関わるものとして当然の責任があるのだと思う。そんな中で、とりあえず

観光協会として、環境を支える原資を得るシステム作りをはじめようと言う経緯である。

このような動きを機に、今後は自治体でも入場料のような形で資金を得るシステムを考え

られないかと思っている。いずれにしても、何らかの組織を維持する為にはそういう財政

的な手立てを講じていかなければ組織を維持できない。 

 

羅臼山岳会： 

例えば、観光協会、ガイド協議会、財団の三者で、この事業をやり続けることができる

か。やはり最初の原点に戻るとそのへん辺りを見直していかないといけない時期にあると

思う。組織の再整理は必要だが、このような取り組みは続けていきたい。 

 

知床ガイド協議会： 

他の予算を当てにしないで、地元で組みなおすというのもいいのでは。地元の協力無し

では絶対自然環境は守れない。 
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環境省： 

ご指摘どおり、自然を守るということは地元の協力なくして出来る訳がないと思ってい

る。今回のモデル事業は、当初から 3年と言う事でスタートさせて頂いている。当初から、

モデル事業終了後についてはそれを続けるかどうかを含めて地元の方に決めて頂こうとい

うのが主旨ですので、石見さんがおっしゃったように辞めるというのも一つの選択肢であ

るし、今後の地元の体制を整えるというのも一つの手であると認識している。エコツー推

進法についても、議員立法であるので、環境省としてもそれほど深く関わっている訳では

ない。このエコツー推進法の中でも先程申し上げたとおり、国と地方公共団体は財政的な

措置をするように努めると書いてありますが、なにぶん地方も国も財政的にはひっ迫して

おり、予算がつく保証がない。利用適正化やエゾシカの問題はまた別途検討しております

し、そこはご協力頂きながら進めて行きたい。エコツーについてもここまで地元の皆さん

のご協力いただいて事業が進んでいる。環境省としては是非これを土台とまでは行かない

までも、踏み台ぐらいにして進めて頂ければ良いと思っている。是非今後についても前向

きに検討頂ければと思っている。 

 

会長： 

今回このエコツーリズム推進法案が提出されるとのことだが、この次の会議では可能な

範囲で詳しい資料を提出いただければと思う。 

 

環境省： 

次回は提出できるようにします。 

 

会長： 

エコツー推進法は様々な省庁が関わっているようだが、法律が成立する事によって、こ

れを所轄する例えば事務所なりそういったものを配置するというようなことはないのか？ 

 

環境省： 

組織につながるかどうかは全く分からない。観光の面は国土交通省が、環境の面は環境

省が、など省庁間で連携しながら執行して行くことになる。法律に努めなさいと書いてあ

る以上環境省は予算要求すると考えている。先程申し上げたとおり「努める」ですから、

国として予算を確保するという訳ではないので、環境省、国交省などの努力次第というと

ころ。 

 

会長： 

これまで 3 年間地元としていろいろな試みを行ってきた。エコツー法案も含めていろい

ろなチャンスがあるということで、検討して行きたい。 
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４）その他、次回予定など 

 

環境省：知床半島先端部の立入り自粛要請についてについて説明 

 

羅臼山岳会： 

ルールを守りながら控えめに使ってくれという事か？入れ、ということなのか、入るな、

ということなのか。 

 

環境省: 

先端部には入って欲しくない。しかし、法的な拘束力はない。規制はできないので、も

し入った場合の最低限の留意事項を書いた。パンフレットに書いてある事は先端部以外に

も有効な事なので、色んな人に見てもらいたいという主旨で発行した。 

 

羅臼山岳会： 

誠意のある真面目な人はちゃんと守って行かないが、裏をかく者がいればこれは幸いと

入りやすい。良心的な人は入らないが、見張る人がいないから、そうでない人は悪い事は

し放題。例えば林の木を守るのであれば林野庁の人間が絶えず回りながら見張りをすると

か、環境庁の人が毎日でも入って見張りをすればよいが、やりたい放題の事が出来る環境

にある。自然を守る為にどちらの方が良いかといえば人目が入った方がはるかに良い。ど

うしてもたもたしているのか不思議でしょうがない。 

 

環境省: 

誤解して欲しくないが、今回は自粛要請ということだが、これは将来にわたって立ち入

りを止めて貰うわけではない。自然環境に影響を与えないような形での利用であればいい

方法である。法的担保が無い中、環境省で出来る事は何かと考えた場合の一つの選択肢と

してこれを出した。今、目標としている利用調整地区は、利用を前提とした制度。利用の

量が適正ならばそれを認定するという制度である。使えなくするように進めているわけで

はない。利用するルールを検討していると言うことであり、入るなと言うことではない。 

 

羅臼山岳会： 

いつまでも決まらないままでは誤解を招くので、中途半端にではなくきちんと決めて欲

しい。 

 

林野庁： 

林野庁としては保安林を手を加えないエリアとして、定義している。保安林ではないエ

リアは利用しながら守っていく、という風にはっきり区分けをしている。環境省でも先端
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部とは言っても現実問題もうすでに人が入っている。そういう中で調整をするというのが

利用適正の話。環境、自然を守るのは地元の人々の協力が必要。利用できる所は利用しそ

の中で協力する。環境省の方針として、将来の利用を想定しているが、それは合意されて

いるわけではない 

 

会長： 

いろいろな調整事項があるとは思うが、地元としては、緊急の状況に対処しなければな

らない事もあり、みな苦労している。早くいい方向の結論が出ることを望んでいる。 

 

知床自然保護協会： 

環境省の資料には、ヒグマの棲家にお邪魔する、ということが書いてあるが、冬眠穴に

入るツアーは、環境省としてどのように考えているのか、コメントが欲しい。自然保護の

立場とアイヌが神聖視しているところを利用すると言う点からウタリ協会からも、コメン

トがほしいといわれている。 

 

環境省： 

原則論的に言えば、誰かに迷惑のかかる使い方は良くないと考えている。熊の冬眠穴に

入っていると言うことですか？ 

 

知床自然保護協会： 

以前のモデルツアーで、冬眠穴に入るという記述があった。 

 

環境省： 

冬眠で使っていた穴に入ると言う事ですが、また熊が使う場合に支障が無ければ問題な

いが、地域で意思統一すればいいことかと思います。 

 

事務局： 

勘違いしておられるかも知れませんが、ワシやシマフクロウの巣とは違い、ヒグマは同

じ冬眠穴を二度使う事はほとんど無い。冬眠穴を荒らしたらヒグマに迷惑がかかるという

ことは無い。巣穴は使わないかも知れないが近くにいるかもしれないので安全面には気を

つけなければならない。 

 

事務局： 

予算がなくても、地域で必要な事は何かをまとめて変更しなおす事が必要。来年度以降、

続けるべき事業を絞り込んで、ぜひ検討して行きたいと思います。 

閉会 



平成18年度　第1回知床エコツーリズム推進協議会出席者名簿　平成18年6月6日　斜里町ウトロ漁村センター

区分 構成団体・機関 会議出席者

構成団体 斜里町商工会 事務局長　菊地孝司

知床斜里町観光協会 役員　喜来規幸・　畠山智隆

知床温泉旅館協同組合 組合長　上野洋司

知床民宿協会 桂田　鉄三

斜里第一漁業協同組合

ウトロ漁業協同組合

斜里町農業協同組合

斜里ハイヤー株式会社

道東観光開発株式会社 取締役支配人　山本隆

斜里バス株式会社 営業企画　菅原英人

知床自然保護協会 理事　綾野雄次

斜里山岳会 会長　遠山和雄

知床ガイド協議会 副代表　石見公夫

（社）北海道ウタリ協会斜里支部 支部長　梅沢征雄

羅臼町商工会 事務局長　浦崎頼夫

羅臼町観光協会 会長　辻中義一・事務局長　佐藤晶

羅臼町旅館組合 組合長　本間正子

羅臼漁業協同組合 指導部長　白浜修二

羅臼遊漁船組合 事務局　石見公夫

羅臼町酪農振興協議会

阿寒バス株式会社

羅臼ハイヤー株式会社

羅臼山岳会 副会長　佐々木泰幹

（社）北海道ウタリ協会羅臼支部

協議会事務局 北海道本庁 主幹　近藤哲司　・　主査　長谷川浩幸

網走支庁 環境生活課長　須藤進・主事　佐々木恒介・観光振興係　熊谷洋平

根室支庁 自然環境係長　東雅永

羅臼町 環境管理課長　木村幸治・自然保護係長　田澤道広

斜里町 総務環境部長　川副秀樹・環境保全課長　村田良介・自然保護係長　増田泰・商工観光課　佐藤昭・伊藤春彦

知床財団 事務局長　山中正実・普及研修係　寺山元・田中直樹・坂部皆子

関係行政機関 環境省東北海道地区自然保護事務所 国立公園企画官　田辺仁・保全整備課長補佐　川渕義昭・自然保護官　中山直樹・奥田青州

ウトロ自然保護官事務所 主席自然保護官　河野道治・自然保護官　平井泰

羅臼自然保護官事務所 自然保護官　安藤弘・岸秀蔵

林野庁北海道森林管理局 自然遺産保全調整官　井上正

根釧東部森林管理署 署長　星光憲・流域管理調整官　朝倉基博

網走南部森林管理署 署長　市川安明　・　流域管理調整官　高橋秀明

知床森林センター 所長　谷本哲朗
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平成 18（2006）年度 

第 2 回知床エコツーリズム推進協議会 

議事概要 
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第２回知床エコツーリズム推進協議会 議事概要 

平成 18 年（2006 年）12 月 11 日 13:30～15:30  於：羅臼町商工会館 2階ホール 

出席者：別紙出席者名簿を参照 
 

 

会議次第 

【１】 挨拶 

【２】 出席者紹介 

【３】 議事 

１） 平成 18 年度事業中間報告について 

２） 知床エコツーリズム推進実施計画（案）について 

３） 知床エコツーリズムガイドライン（案）について 

４） 知床エコツーリズムフォーラムについて 

５） その他 

 

平成 18 年度 第２回知床エコツーリズム推進協議会開会 

 

【１】挨拶 

辻中副会長： 

今年度第２回目のエコツー推進協議会、羅臼での開催となりましたが、皆

様師走に入りましてお忙しいところ、当協議会にご出席を賜りまして心から

御礼申し上げます。本日は当協議会の上野会長は、はずせない用務のため欠

席ということでありまして、辻中、お前進行をしろと、ご命令をいただいて

おりまして、代わりに進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

します。特に、議事、議題につきましては、事前に皆様方に配布をさせてい

ただきました資料を基に議論をさせていただきます。エコツーリズムの推進

自主計画については、今回はじめてのご説明となります。エコツーリズムガ

イドラインにつきましては、前回の協議会でもご議論いただきましたが、そ

の後 WG のほうで協議を重ねた内容に着きまして、今回さらにご意見を頂きた

いと思います。また今年度は第３回目の推進協議会を 3月に開催いたします。

そこで推進実施計画を成案というようなことになるかと思います。本日はい

ずれにしましても、どうぞ皆様方の有意義なご意見をいただけます様に、お

願い申しあげまして挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い

します。 
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渋谷所長（環境省釧路自然環境事務所）： 

 このエコツーリズムの推進協議会は平成 16 年から始まって、はや、取りま

とめの年 3 年目を迎えました。昨年は知床世界遺産になりまして、利用者の

増加に伴う遊歩道の荒廃、利用上の注意などいろいろな問題も起こっており

まして、利用者の方々に正しい利用していただくという意味からもエコツー

リズムの出す役割も大変大きくなってきています。3ヵ年事業のエコツーリズ

ムのモデル推進事業は、19 年度から実施に入ることを目標としまして、知床

のエコツーリズムを推進する為の普及定着、あるいは推進実施計画、エコツ

ーリズムガイドラインなどについて、各 WG で勢力的に検討が行われてきまし

た。このエコツーリズムに関しては国会でエコツーリズム推進法が制定され

るかという話もありましたが、基本法の審議の経過もありまして当国会の方

では難しいという状況があるようではございます。ただ、おそらくは次の国

会くらいで、おそらく制定ができるのではないかと思っております。それに

先行して地域での推進を行う言う意味で、非常にこの推進協議会の役割は大

きいと考えております。各団体の方々に関わりましては、今後ともよろしく

ご審議を頂いて建設的なご意見をいただけたらと考えております。最後に、

来年は他の世界遺産とともに国際的にもこの動きを発表する機会もあるかと

思います。ぜひ知床でのそれぞれの成果を成案としていただいて世界に発信

できたらと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

【２】出席者紹介 

 

自己紹介（別紙出席者名簿参照） 

 

【３】議事 

 

進行：副会長 

 

１）平成 18 年度事業中間報告について・・・・・・・・・（資料①） 

 

事務局（知床財団）： 

 

資料に沿って説明 

 

質疑なし 
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２）知床エコツーリズム推進実施計画（案）について・・・（資料②） 

 

事務局（知床財団）： 

 

 資料に沿って説明 

 

質疑 

林野庁北海道森林管理局： 

・この計画はどれくらいの期間を想定したものなのか？ 

・ガイドの認証制度については、整理表の方で触れられているが本文には記

述がない。 

・前回の協議会でも取り上げたが、ガイドの利用状況の把握をしていただき

たい。 

・独自財源の中で観光協会による拠出金について記載されているが、これは

斜里町の観光協会だけなのか？ 

 

事務局（知床財団） 

・5年程度の期間を想定した計画である。もちろん知床のエコツーリズムを

とりまく状況や環境は変化していくことが予想されるので、今後の検討の中

で見直しをかけることもありうる。 

・ガイド認証制度については、まずはガイドラインを適正に運用することを

優先させ、それが達成できたのちにガイドラインを発展させるかたちで認証

制度の検討に入りたい。本文の方にも記述し修正する。 

・ガイドの利用状況の把握については必要事項だと考えているが、環境省の

利用適正化検討会議などとも連携して検討したい。 

・現在のところ、運用の予定があるのは知床斜里町観光協会による環境保全

のための基金のみである。 

 

３）知床エコツーリズムガイドライン（案）について ・・・ （資料③） 

 

事務局（知床財団）： 

 

 資料に沿って説明 

 

質疑 
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林野庁北海道森林管理局： 

・羅臼湖における長靴の利用について、歩道がぬかるんでいるときのみの

利用ではなく、植生保護のために常に長靴を利用するようなルールにでき

ないか。 

・「動植物の採取」という表現についてだが、植物は「採取」だが動物は

「採捕」が正しいのではないか。 

 

事務局（知床財団）： 

・歩道がぬかるんでいないときも含めて常に長靴を利用することは現実的

ではない。ガイドは毎日のように現地を訪れており、歩道の状況について

は把握できている。ガイドの判断にまかせたい。 

・語句の使い方については調べさせていただく。 

 

 

４）知床エコツーリズムフォーラムについて 

 

事務局（知床財団）： 

 

資料に沿って実施内容、スケジュール等の説明 

 

地域の皆様のご参加をお待ちしております。ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

 

５）その他 
 
事務局（知床財団）： 
 

・今後のスケジュールについて確認。次回平成 18 年度第 3 回推進協議会

は 3 月中旬を予定。 
・羅臼冬のエコツアープログラム「流氷の海の漁業見学体験」について説

明 
 
辻中副会長： 

 本日はありがとうございました。本モデル事業も最終年度となり、3 月

に最後の推進協議会を予定しております。それまでに、本日ご意見をいた

だいた「知床エコツーリズムガイドライン」、「知床エコツーリズム推進実

 59



 60

施計画」について最終的な検討を行い、次回皆様にお諮り致しますので、

よろしくお願いいたします。 
 

 

平成 18 年度 第２回知床エコツーリズム推進協議会閉会 

 

 



平成18年度　第2回知床エコツーリズム推進協議会出席者名簿　平成18年12月11日　羅臼町商工会館

区分 構成団体・機関 会議出席者

構成団体 斜里町商工会

知床斜里町観光協会

知床温泉旅館協同組合

知床民宿協会

斜里第一漁業協同組合

ウトロ漁業協同組合

斜里町農業協同組合

斜里ハイヤー株式会社

道東観光開発株式会社

斜里バス株式会社

知床自然保護協会

斜里山岳会 会長　遠山和雄

知床ガイド協議会 代表　石見公夫

（社）北海道ウタリ協会斜里支部

羅臼町商工会 事務局長　浦崎頼夫

知床羅臼町観光協会 副会長　佐藤哲雄

羅臼町・知床世界自然遺産協議会 会長　辻中義一

羅臼町旅館組合 組合長　本間正子

羅臼漁業協同組合 指導部管理課長　竹田和人

羅臼遊漁船組合 事務局長　石見公夫

羅臼町酪農振興協議会 会長　荒井順一

阿寒バス株式会社 副所長　田川英敏

羅臼ハイヤー株式会社

羅臼山岳会 副会長　佐々木泰幹

（社）北海道ウタリ協会羅臼支部 支部長　大木篤志

協議会事務局 北海道本庁 主幹　近藤哲司　・　主査　長谷川浩幸

網走支庁 環境生活課長　須藤進　・　主事　佐々木恒介　・　商工観光係長　安彦秀徳　・　観光振興係　熊谷洋平

根室支庁 自然環境係長　東雅永　・　観光振興係長　池田憲浩

羅臼町 環境管理課長　木村幸治・　水産商工観光課長　寺澤哲也・　商工観光係長　川端達也・　自然保護係長　田澤道広

斜里町 環境保全課長　村田良介　・　自然保護係長　増田泰　・　観光係　村上和志

知床財団 事務局長　山中正実　・　普及研修係　寺山元　・　田中直樹　・　坂部皆子

関係行政機関 環境省釧路自然環境事務所 所長　渋谷晃太郎　・　国立公園企画官　田辺仁　・　保全整備課長補佐　川渕義昭　・　自然保護官　奥田青州

ウトロ自然保護官事務所 首席自然保護官　河野通治　・　自然保護官　平井泰

羅臼自然保護官事務所 自然保護官　安藤弘　・　若松徹

林野庁北海道森林管理局 自然遺産保全調整官　井上正

根釧東部森林管理署 署長　星光憲　・　流域管理調整官　朝倉基博

網走南部森林管理署

知床森林センター 所長　谷本哲朗　・　緑化第一係　佐久間祐子
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平成 18（2006）年度 

第 3 回知床エコツーリズム推進協議会 

議事概要 
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第３回知床エコツーリズム推進協議会 議事概要 

平成 19 年（2007 年）3月 15 日 13:00～15:00  於：斜里町ゆめホール知床 

出席者：別紙出席者名簿を参照 
 

 

会議次第 

【１】 挨拶 

【２】 出席者紹介 

【３】 議事 

１） 平成 18 年度事業報告について 

２） 知床エコツーリズムガイドライン（案）について 

３） 知床エコツーリズム推進実施計画（案）について 

４） 平成 19 年度事業内容について 

５） その他 

 

平成 18 年度 第３回知床エコツーリズム推進協議会開会 

 

【１】挨拶 

上野会長： 

エコツーリズム推進協議会も大詰め、最後の会議です。 
これまでの３年間の事業をまとめ、いったん閉めさせていただいた上で、

１９年度に引き継いでいくことになります。 
１２月の協議会で、若干の組織の組み替えはあるものの、継続していこう

ということで、ご確認いただいています。今後もいろいろな形でお世話にな

りますので、よろしくお願いいたします。今日もテーマが多いかと思います

が、ご意見よろしくお願いたします 

 

 

【２】出席者紹介 

 

自己紹介（別紙出席者名簿参照） 

 

【３】議事 

 

進行：上野会長 
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１）平成 18 年度事業報告について 

 

昨年１２月行われた推進協議会にて中間報告としてご報告済みのため、12 月以降の報告

について、資料①「平成 18 年度事業報告(概要)」に従い説明。 
環境省事業：田中（知床財団） 

北海道事業：長谷川（北海道） 

羅臼町・斜里町事業：田中（知床財団） 
 
上野会長：  

何かご質問あれば頂きたい。なければ、またあとで頂くとして続けます。 

 
２）知床エコツーリズム・ガイドライン（案）について 

事務局（知床財団：田中）： 
 資料②に沿って説明します。赤字で修正が入っておりますのは、１２月の推進協

議会以降の各種説明会、ワーキングでご意見を頂いて、修正をした部分です。本

日の協議会でご承認いただいて、案から成案にしていきたいと思います。資料４

で、頂いた意見とそれに対する修正を一覧にしております、あわせてご参照くだ

さい。 
 (資料②に沿って修正点を説明) 
 
上野会長： 
 ガイド事業者が事業を行う際の基準となるガイドラインとして積み上げてきた。

ガイドとガイド事業者が守るべきものとして地域特性に合わせて作っている。こ

れが成案した以降は、ガイドを中心として企画されるツアーはこれにしたがって

展開していただくことになる、大事なものである。ただ、ガイドラインは大枠の

定めとなり、実際のツアー実施に当たっては、細かいルールのようなもの必要に

なってくるかと思う。そういったものは環境や実態に合わせて作って行く事にな

る。ガイドラインに関しては、ここでいったん成案にして、改訂を重ねていくも

のと考えている。出発点としての大枠として承認いただきたい。 
 
知床自然保護協会（綾野）： 
 ３ページ、知床五湖の現状と課題の部分について誤解を招く表現がある。ガイド

付きツアーが渋滞を起こしている、という表現があるが、実際はガイドなしの団

体が渋滞を起こしていて、ガイドがそれをスムーズに流している状況もある。 
 
上野会長： 
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 修正により追加された「ガイド活動により、一般利用者の妨げにならないように

配慮する。」という一文と対になっているかと思う。 
 
知床自然保護協会（綾野）： 
 追加分はガイドの留意事項として妥当であり問題ない。3 ページ部分の現状認識

が、ガイドが渋滞を生んでいるという誤解を含んでいる。実際にはガイドなしの

団体による渋滞を、ガイドがボランティアで交通整理したりすることもあり、ガ

イドに失礼でもあり、修正して欲しい。 
 
上野会長： 
 ガイド付でない団体が本質的に問題なんだという指摘かと思う。流れとしては、

ガイド付きツアーを中心に五湖を展開していくのが今後の本命になると思う。ガ

イドに対して行うガイドラインなのに、ガイドが悪い、ということで始まるのは

不適格かもしれない。多少表現を検討したい。 
 
 
３）知床エコツーリズム推進実施計画（案）について 
事務局（知床財団：田中）： 
 資料③｢エコツーリズム推進実施計画(案)｣は、3 ヵ年のモデル事業を引継ぎ、今後

の展開について、よりどころとなるビジョンを示すものである。ガイドライン同

様、12 月の推進協議会以降にご意見いただいたポイントと、それに対応する修正

について資料４にまとめてあり、参照いただきたい。（資料③，④に従い説明） 
 
上野会長： 
 ３年間のモデル事業を終え、今後こういう風にやっていこう、というプランであ

る。環境省の利用適正化検討会議などと整合性を取りながらやっていかなければ

ならないと考えている。環境省はこれについていかがでしょう。 
 
環境省釧路自然環境事務所（長田）： 
 基本的な部分については、利用適正化検討会議と整合性を取って進めていただい

ている。重要な事項についてもしっかり取り組んでいただいていると考えている。 
 
上野会長： 
 林野庁の方はどうでしょう？ 
 
知床森林センター（谷本）： 
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 ガイドラインのアクティビティ毎のものは、今後に作成を検討されているものあ

るかと思う。今後の枠組みの中でガイドラインの作成機能はどこが窓口になるの

か。 
 
事務局（知床財団：田中）： 
 ガイドラインの作成に関しては、両町観光協会、ガイド協議会、知床財団の４者

が検討する体制になると考えている。特にガイド協議会については、大まかなガ

イドラインではカバーできない現場レベルの細則を作っていくことになる。 
 
上野会長： 
 これまで知床財団が原案を作ってきたが、実際に適用させるには、現場の声は当

然反映することになる。４者で協議しながら行うということになると思う。 
 
知床森林センター（谷本）： 
 今後まだ手をつけていないルールの策定時にどこが窓口になるのかをクリアにし

たかった。４者が協議する場が設定されて、そこが窓口になると認識した。 
 
上野会長： 
 今後の組織作りの課題であるが、環境省、林野庁など行政が、どこかでコミット

してもらわないと、やはりまずいと思う。基本的に民間の４者が今後協議の上、

実施していくなかで、行政としてなんらかのチェックポイントが必要なのではな

いか。推進協議会、あるいは将来的にはエコツーリズム協会なのかもしれないが、

ここに参加するのか、あるいは、オブザーバーとしてでも関係する程度なのか、

どう考えているのか意見を聞きたい。 
 
環境省ウトロ自然保護官事務所（河野）： 
 モデル事業は終了するが、環境省がエコツーリズムを推進していこうという方針

は変わっていない。もちろん関わっていくことになるが、具体的にどういう形と

いうことは決まっていない。今後相談させていただきたい。 
 
上野会長： 
 将来、例えばエコツーリズム協会などを成立させることも想定される、民間団体

ということにはなるだろうが、オブザーバー参加何らかの形で参加するというこ

とはどうなのか。 
 
環境省釧路自然環境事務所（長田）： 
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 協議会としてどのような行政の関与が望ましいのかご議論いただきたい。まず組

織としての協議会なのか、会議をするための協議会なのか、という点、それから、

協議としての枠組みの中に行政が入る方がいいのか、協議には行政が入らず独自

性を保ちながら、外部から積極的な支援と、行政の方向性と矛盾が無いかチェッ

ク機能を持ってもらう関わりなど、一つというわけでなく複合的なパターンが考

えられると思う。 
行政側の意見となると環境省だけの判断というわけにはいかないが、環境省と関

係の無いところで進んでいくよりは、一緒に議論した方が早く到達できると考え

ている。 
 
上野会長： 
 組織の作り方は、なかなかイメージが固まっていない。今後の認定制度を進める

際の権威付けや、各種情報、もちろん予算などについても、協力が必要な場面が

出てくるかと思う。お声がけさせてもらうので、林野庁、環境省、ご協力お願い

したい。 
 
 
４）平成１９年度事業内容について分担案 
事務局（知床財団：田中）： 
 推進実施計画は大まかなビジョンであったが、１９年度の具体的な事業分担イメ

ージの表である。あくまで案であり、今後の検討の中で詳細が決まっていくもの。

（資料⑤｢平成 19 年度事業分担（案）｣について説明） 
 
上野会長： 
 19 年度の実施計画についてはまだまだ抽象的な部分もあるが、具体的なものとし

ては、知床五湖などでのガイドラインの運用が上がっている。混雑による踏み荒

らしや、満足度の低下が指摘されている現状の改善について取り組んでいきたい。

知床五湖については今回成案するガイドラインとともに、ガイド事業者による自

主的な運用ルールもまとめられていると聞いている。 
 
知床ガイド協議会（石見）： 
 ガイド事業者間で今まで、はっきりしていなかったものを、知床五湖利用の基本

的ルールとしてまとめていて、近く提言する準備は出来ている。 
 
上野会長： 
 先程の議論でもあったが、ガイドが案内していない団体、バスガイドが案内して
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いる団体なども多い。ここに基本的なルールを適用して、問題の改善を図りたい。

シーズン前には、ガイド協議会で起案されるガイドラインに沿った運用ルールを

いろんな形で広報に載せて行きたい。 
 
知床ガイド協議会（石見）： 
 ガイド協議会内部でルールを作っても、これに実効性を持たせるためには、環境

省などの協力が必要。環境省は一緒にやる気があるのか、確かめたい。 
 
環境省釧路自然環境事務所（長田）： 
 具体的な施策については環境省だけでは決められないので、利用適正化の検討の

中で、いくつも議論の場があり、安全の観点からカムイワッカの議論、自然環境

の保全と質の高い体験の提供ということで利用の適正化検討など、複層的に議論

があり、合意してきた。この合意は尊重していきたい。環境省としての意思表示

がはっきりしていないのでは、というご指摘だが、積極的な自然利用と、保護の

バランスを目指すのは基本方針であり、その歴史性や、出てきた結論に関しては

尊重した上で、積極的支援をしていくつもりだ。 
 
上野会長： 
 基本的には保護と利用のバランスを目指して協議しているのだが、具体的にどこ

まで OK なのか、という問題には、なかなかクリアな解答が出てきていない。そ

こで現場は苦しんでいる。実際にはテスト期間を作り実際にやってみる、そこで

出てきた問題をまた修正していくという、やり方がいいのではないか。ガイド協

議会さんも、どんどんアイデアを出していく、それをみんなでチェックしていく。

新しい取り組みであることが多いので、そういった実験を繰り返しながら、バラ

ンスを探ることになるのではないか。 
 
知床ガイド協議会（石見）： 
 五湖は一番大きな問題であるが、環境省の方針はなかなかはっきりしない。遊漁

船の例や、シカ問題でも動きがあまりにも遅いと感じる。本当に自然を守る気が

あるのか。エコツーリズムの推進も、このままであれば紙だけで終わってしまう。

いいものだと支援するならちゃんと参加して欲しい。また、担当者の移動によっ

て、随分方針が変わっていくように感じる。 
 
環境省釧路自然環境事務所（長田）： 
 シカ対策や遊漁船なども、実際には動いている。参加の方法は、主体として参加

するのか、チェック機能となるのかいろいろあり、相談していきたい。担当者に
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よって方針が変わるということは往々にしてある。行政官として異動してしまう

宿命はあるので、協議した結果を文書で残し、その合意に基づき、実施をしてい

くことになる。ご理解をいただきたい。 
 
上野会長： 
 環境省は他省庁に比べ現場に足を運んでいると評価している。その分、現場の意

見を取り入れて、すっぱり結論が出ない部分もある。五湖については、木道の延

長と地上歩道のコントロールも動いている。両者はセットだというのは、駆け引

きのようになって気がかりだが、いずれにしろ地元としての意見をまとめて、提

示すべきだとは思っている。 
１９年度は五湖のスムーズな利用というのを、ガイドラインの運用のテーマとし

て考えている。自然が好きなガイドの人たちの意見、ルールで一般の人たちを誘

導していくような方向なので、自然保護の観点からも、そんなに大きく外れたも

のにはならないと考えている。おって羅臼湖での対応も具体化していくであろう

し、協議することは多いので皆様のご協力をお願いしたい。 
他よろしければ、ご協議いただいた、ガイドライン、推進実施計画など、このよ

うに進めさせていただいてよろしいでしょうか。 
それでは、よろしくお願いいたします。 

 
５）その他 
事務局（知床財団：田中）： 
 エコツーリズムシンポジウムの報告。世界自然遺産である、屋久島、白神、遺産

候補である小笠原のエコツーリズム推進の状況について各地の特徴と課題などを

解説。(資料⑥) 
 
上野会長： 
 知床同様、いろいろな課題をどこも悩んでいる。エコツーリズムは新しい産業で

あり、出てくる問題も新しい。一つ一つ新しい問題に対応しながら進めていると

いう苦労を実感している。 
その他、北海道、羅臼町、斜里町からは何かあればどうぞ。 

 
斜里町（村田）： 
 今後の支援体制だが、羅臼町との協議の上、両町に関しては 3 年間の経過を踏ま

え今後も支援をしていくが、この 3 年間とは形を変えることになる。これまでは

受託事業として町の直営事業としてやってきたものを、今後は民間である協議会

の事業を助成金等の形で支援することになる。組織の中にいるか外にいるか、と
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いうと外にいて、意思決定事態は次第に民間で決定していくことになるだろうと

いうスタンスではあるが、もちろんいろいろな形で深く関わっていくつもりだ。 
 
上野会長： 
 今日は長い時間ありがとうございました。このような形で進めていきたいと思い

ます。行政機関の方々には今後も協議に入っていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 

 

平成 18 年度 第２回知床エコツーリズム推進協議会閉会 

 71



 72

 

 

 



平成18年度　第3回知床エコツーリズム推進協議会出席者名簿　平成19年3月15日　斜里町ゆめホール知床　公民館ホール

区分 構成団体・機関 会議出席者

構成団体 斜里町商工会 事務局長　菊地孝司

知床斜里町観光協会 役員　喜来規幸

知床温泉旅館協同組合 組合長　上野洋司

知床民宿協会 桂田鉄三

斜里第一漁業協同組合

ウトロ漁業協同組合

斜里町農業協同組合

斜里ハイヤー株式会社

道東観光開発株式会社

斜里バス株式会社 取締役総務部長　下山誠　・　営業企画　菅原英人

知床自然保護協会 理事　綾野雄次

斜里山岳会 会長　遠山和雄

知床ガイド協議会 代表　石見公夫

（社）北海道ウタリ協会斜里支部

羅臼町商工会

知床羅臼町観光協会 会長　辻中義一

羅臼町・知床世界自然遺産協議会 会長　辻中義一

羅臼町旅館組合 組合長　本間正子

羅臼漁業協同組合 漁業調整課長　竹田和人

羅臼遊漁船組合 事務局長　石見公夫

羅臼町酪農振興協議会

阿寒バス株式会社

羅臼ハイヤー株式会社

羅臼山岳会 副会長　佐々木泰幹

（社）北海道ウタリ協会羅臼支部

協議会事務局 北海道本庁 主幹　近藤哲司　・　主査　長谷川浩幸

網走支庁 環境生活課長　須藤進　・　主事　佐々木恒介　・　観光振興係　熊谷洋平

根室支庁 環境生活課長　坂上宏志

羅臼町 環境管理課長　木村幸治・　水産商工観光課長　寺澤哲也・　商工観光係長　川端達也・　自然保護係長　田澤道広

斜里町 環境保全課長　村田良介　・　商工観光課長　佐藤昭　・　観光係　村上和志

知床財団 普及研修係　寺山元　・　田中直樹　・　坂部皆子

関係行政機関 環境省釧路自然環境事務所 保全整備課長補佐　川渕義昭　・　国立公園企画官　長田啓

ウトロ自然保護官事務所 首席自然保護官　河野通治　・　自然保護官　平井泰

羅臼自然保護官事務所 自然保護官　安藤弘　・　若松徹

林野庁北海道森林管理局

根釧東部森林管理署 次長　三浦学

網走南部森林管理署 流域管理調整官　高橋秀明

知床森林センター 所長　谷本哲朗



 

１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－２ 

 

平成 18 年度 ガイドラインワーキング議事概要 
 

 75



 

１



平成 18 年度 ガイドラインワーキング議事概要 

 
第１回ワーキング（5 月 12 日 13：00～15：00 ウトロ漁村センター） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、佐藤（同）、関口（知

床ガイド協議会）、石見（同）、佐々木（同） 
事務局・行政等：池田（羅臼町）、木村（同）、寺沢（同）、五十嵐（同）、田澤（同）、川端

（同）、増田（斜里町）、熊谷（北海道）、河野（環境省）、平井（同）、岸（同）、安藤

（同）、川渕（同）、奥田（同）、高橋（林野庁）、田中（知床財団）、寺山（同）、山中

（同）、坂部（同） 
 
１．今年度のスケジュールについて 
 今年度のガイドラインワーキングで検討すべき、ガイドラインと推進実施計画の策定の

スケジュールを示し合意を得た。 
 
２．ガイドラインの試行とアンケート調査の実施について 
 昨年度から検討を進めているガイドライン（案）は、まだ成案となってはいないが、今

年度の夏季に知床ガイド協議会へガイドラインの試行の呼びかけをし、参加者へのアンケ

ートを行うこととなった。これらの試行とアンケート結果を今年度のガイドラインの検討

へとフィードバックすることとする。 
 
３．今年度の検討項目について 
 昨年保留となっていた検討項目のうち、「5－7 登山のプログラム」と「5－8 カムイワッ

カ湯の滝でのプログラム」については、今年度余裕があれば優先的に検討に入ることとし

た。ただし、これらの検討は現在検討を進めている 5－6 までの検討項目を完成させてから

とする。また、「5－5 カヌーを使用したプログラム」については、現在の緊急性は低いとの

判断から保留とすることとなった。 
 
４．地域説明会・推進協議会で出されたガイドラインへの意見について 
 昨年度行った地域説明会と推進協議会で出された意見を提示した。内容については、知

床ガイド協議会と事務局で検討を行い、次回のワーキングまでに事務局が取りまとめて再

度検討することとなった。 
 
５．平成 19 年度以降のエコツーリズム推進体制について 
 来年度以降現在のエコツーリズム推進モデル事業が終了することに伴う、新しい推進体
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制についての検討を行った。大枠の推進体制の検討と今後必要な事業の整理が必要である。

推進体制に関しては両町観光協会、知床ガイド協議会、知床財団が中心となりながらも地

域全体で取り組む体制づくり行う方針となった。また、来年度以降の予算などは未定であ

るため、各事業の必要性を吟味し、優先項目を検討することとなった。 
 
６．その他 
 現在検討中のガイドライン（案）をＨＰにて公開し、活用できるようにすることで合意

を得た。 
 
 
 
第２回ワーキング（6 月 29 日 13：00～15：00 羅臼町役場） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、石見（知床ガイド協

議会） 
事務局・行政等：寺沢（羅臼町）、五十嵐（同）、田澤（同）、村上（斜里町）、河野（環境

省）、川渕（同）、朝倉（林野庁）、高橋（同）、谷本（同）、田中（知床財団）、寺

山（同）、坂部（同） 
 
１．ガイドラインアンケート（案）について 
 今年度夏季に行うガイドラインアンケート（案）を示し、内容を検討した。また、今年

度も高崎経済大学の柘植氏がアンケート調査を行なうため、このアンケートも柘植氏のも

のと共同で行うこととすることに決定した。内容についても今回の（案）に沿った形で柘

植氏のアドバイスをもらいながら進めることとする。 
 このアンケート結果を集計し、9 月に再度ガイドラインの内容の検討を進めることとなっ

た。 
 
２．平成 19 年度以降のエコツーリズム推進事業内容について  
 来年度以降必要な業務項目、業務内容、主体や必要度を示し、優先順位の検討を行った。

ガイドラインの構築やインフォメーションの機能などの優先順位が高い、という意見があ

った。また、収益を環境保全に還元するシステムの構築も重要であることなどが確認され

た。さらに特に羅臼側では地域産業との連携という要素も重要であるとの意見が、知床羅

臼観光協会からあった。 
いずれにせよ、来年度からの予算としては不透明ではあるが、地元としてできるかぎり

の取り組みを行っていくこととなった。具体的には両町観光協会、知床ガイド協議会、知

床財団が中心となり、それぞれ主体となる事業を行いつつ、さらに広い枠組みで推進する
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体制を整えて行く必要がある。エコツーリズムの推進には地域をあげてのバックアップが

必要であるとの意見もあった。 
 それ以外には、特に冬の観光など繁忙期以外にも集客できるような地域になれば、他に

例のない地域となることができる、といった意見もあがった。 
 
３．知床エコツーリズム推進実施計画について 
 モデル事業 3 年間の成果として「知床エコツーリズム推進実施計画」を今年度の 1 月末

に作成する予定である。推進実施計画については、一昨年度に作成した「知床エコツーリ

ズム推進計画」を発展させ、来年度以降の具体的な実施計画を作成するものであり、8 月中

に事務局でたたき台を作成し、9 月以降このワーキングで具体的な検討ととりまとめを行う

こととする。 
 
 
 
第 3 回ワーキング（10 月 6 日 13：30～15：30 ウトロ漁村センター） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、石見（知床ガイド協

議会）、佐々木（同） 
事務局・行政等：増田（斜里町）、木村（羅臼町）、田澤（同）、寺沢（同）、川渕（環境省）、

河野（同）、平井（同）、安藤（同）、若松（同）、谷本（林野庁）、朝倉（同）、

田中（知床財団）、寺山（同）、坂部（同） 
 
１．ガイドラインアンケート中間報告、及び、ガイドライン（案）の検討について 
事務局： ガイドラインアンケートに関する内容説明と、約 270 件回収時点でのガイドライ

ンに関するフリー回答に関する報告。 

 

・上限人数に関する意見が多い。ガイドそれぞれに事情があるが、基準を明確にすべき。 

・利用人数の制限は最終的には地元の自主管理にならざるをえないだろう。例えば五湖な

どで実際に試験実施してみる段階にきている。来年度以降の具体的な事業として取り組

んだらどうか。 

・上限人数には、総量による規制と、グループごとの人数設定と 2種類ある。 

・羅臼湖トレッキングで、10 人ずつ、時間差を設定して複数グループが利用した実績もあ

るが、いい方法だと思う。 

・観光サイドから自主規制として利用調整制度に近い提案があることは大きな一歩である。

事業として具体化を進めれば、行政等に予算を要求する切り口にもなる。 

・具体化のためには現場のガイドを含めた協議の場を作りたい。 
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→ ガイドライン（案）についての詳細部の検討については、アンケートの集計終了後

にその結果を踏まえて、現場のガイドと一度検討の場を設けることとなった。 

 
２．知床エコツーリズム推進実施計画（案）の検討について 
事務局： 来年度以降の知床エコツーリズム推進実施計画（案）について説明。現状の体制

をコアメンバーとワーキングメンバーに分類し、会議運営のスピードを上げる、3

年後に観光協会が事務局を担う、5 年後には自主財源で運営する、等の目標案に

ついて説明。 

 

・案のような実施体制を作れるか、各コアメンバー組織内部の調整を含めて課題は多いが、

よくできた素案だと思う。 

・知床の観光にまつわる多くの問題を総合的に解決を目指すべきではないか。役所と観光

協会だけでやっている、と見られないためにも、現場のガイド、漁業者など本当の当事

者をうまく巻き込んでいく必要がある。 

・財源についてはまだまだ不透明。斜里町観光協会の環境基金もまだ検討段階であり、離

陸までは行政などのサポートを要請する必要がある。 

・行政予算への要望を効果的に上げるのであれば、予算審議が始まる 12 月までに、この実

施計画を具体化し、一度協議会に図る方が望ましい。 

 
→ 両町の予算審議に間に合うよう、第 2 回推進協議会を 12 月に開催することとし、そ

れまでにワーキングでの検討で詳細について詰めることとする。11 月上～中旬には

ガイド向け、地域向けの説明会も設け、意見を汲み上げる。 
 
 
 
第 4 回ワーキング（10 月 23 日 14：30～16：30 ウトロ漁村センター） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、石見（知床ガイド協

議会）、佐々木（同） 
事務局・行政等：村田 （斜里町）、増田（同）、村上和志（同）、木村（羅臼町）、田澤（同）、

寺沢（同）、川端（同）、田邉（環境省）、川渕（同）、奥田（同）、河野（同）、

平井（同）、安藤（同）、若松（同）、谷本（林野庁）、朝倉（同）、田中（知

床財団）、寺山（同）、坂部（同） 
 
１．ガイドラインのリリース形式・方法について 
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事務局： 検討中のガイドラインをどのようなスタイルで「完成版」とするか、一般利用者

に対する普及版（ダイジェスト版）の作成も検討するか、について提案。 

 

・普及版を作るとしても、自然センターなどに置いて自由に持って帰ってもらうより実際

にツアーに参加した人に手渡す方が良い。 

・まずは現在検討しているような形の詳細版を地域のガイドや観光関係者に対して周知す

る方が優先。 

・実際印刷となると予算の問題もある。今年度についてはとりあえず地域やガイドにしっ

かり周知ができれば良いだろう。印刷・配布等については、来年度の事業計画も踏まえ

て考えればよい。 

・普及版の印刷・配布については、各ガイド事業所に任せてもいいのではないか。ガイド

協議会で印刷費を出すことを検討しても良い。その方が自主性を持ってもらえるのでは

ないか。 

 

→ 今年度は現在検討中のガイドライン（案）の形で詳細なルールを完成させ、ガイド・

観光関係者への周知を優先させる。利用者への普及については、来年度以降検討す

る。 

 
 
２．知床エコツーリズム推進実施計画の検討について 
事務局：来年度以降の具体的な実施計画（案）の内容について説明 
 
・羅臼側では観光に関する統一的な窓口が必要であることを痛感しているが、現在の観光

協会がそれを担うというのは非常に厳しい状況。こういう方向性をめざすことについて

異論はないので、実施計画にはこの形で載せておきたい。 
・利用の分散などを考える際には、知床だけではなくより広域的な連携が必要となってく

る。知床半島周辺部、道東地区における観光利用に関する連携についての記載が欲しい。 
・現在のような多くの関係機関による「協議会」を存続させるより、観光協会の一部会と

する、新たに「知床エコツーリズム協会」を組織するなどの選択肢もありうるが・・・。 
・モデル事業中のように、知床財団がまとめて事業費を受け事務局を担う形ではなくなる。

実際の「実施主体」を明確にしておかないと、動き出さないのでは？ 
 
 
 
第５回ワーキング（11 月 10 日 13：30～15：30 羅臼町役場） 
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参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、石見（知床ガイド協

議会）、佐々木（同） 
事務局・行政等：村田 （斜里町）、増田（同）、村上和志（同）、木村（羅臼町）、田澤（同）、

川端（同）、川渕（環境省）、河野（同）、平井（同）、安藤（同）、高橋（林

野庁）、田中（知床財団）、寺山（同）、坂部（同） 
 
１．ガイドラインアンケート結果について 

2000 通配布して、現在 591 通回収した。選択型実験の分析は以下の通り。 
・ 「ガイドラインの遵守」の要素は、非常に強く選択に影響する。遵守しているツアーの

方が望ましい。 
・ 同行人数は選択に影響しない。 
・ 自然保護への寄付金については、今回の選択肢の「0～1000 円」の範囲内では高ければ

高いほど望ましい。 
・ ツアー料金は安ければ安いほど望ましい。 
・ 目的地については知床五湖（すべて）、カムイワッカの選択傾向が高く、夜の動物観察、

知床五湖（二湖まで）の選択傾向が低い。 
 
より詳細な分析を現在実施中。 
 
２．エコツーリズム推進実施計画（案）について 
 11 月 16 日、19 日の地域向け説明会に向けて、細かな語句の修正等を行った。アンケー

ト結果、及びガイド向け説明会と地域向け説明会での意見を踏まえて、ガイドラインも含

めて今後さらに検討を進めることとした。 
 
 
 
第６回ワーキング（11 月 29 日 10：00～13：00 ゆめホール知床） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、喜来（同）、辻中（知床羅臼町観光協会）、石見（知

床ガイド協議会）、佐々木（同）、桂田（知床民宿協会）、本間（羅臼旅館組合） 
事務局・行政等：増田（斜里町）、村上和志（同）、木村（羅臼町）、田澤（同）、川端（同）、

寺沢（同）、福岡（北海道）、安彦（網走支庁）、熊谷（同）、東（根室支庁）、

河野（環境省）、平井（同）、若松（同）、谷本（林野庁）、朝倉（同）、田

中（知床財団）、寺山（同）、坂部（同） 
 
知床エコツーリズム推進実施計画（案）、知床エコツーリズムガイドライン（案）の地域
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向け説明会で参加者から出された意見に対して、作成中の案にどのように反映するかにつ

いての検討を行い、修正を行った。 
 
１．知床エコツーリズム推進実施計画について 

・ 3-1「優先的に斡旋」について、実際に斡旋までを行うことは現時点で現実的ではない

ため「優先的に紹介」とする。 
・ ４章、組織体制に対する「知床エコツーリズム協会準備委員会を組織して体制を移行す

るのが望ましいのでは？」という意見に対しては、まだ時期尚早ということで採用せず。 
・ 5 章、独自財源の確保の項「国立公園入場料の徴収等の検討」については具体的すごる

として「受益者負担システム導入の検討」に変更。 
 
２．知床エコツーリズムガイドラインについて 

・ Ⅰ章、Ⅱ章をガイドラインの対象者、位置付け等がわかりやすいように再整理。 
・ Ⅳ章「雇用に関する関連法令等の遵守」の項目については、ここまでの規定は必要ない

として削除する。 
・ ガイド一人当たりの引率人数についての規定は、北海道アウトドアガイド資格制度の基

準等も考慮したうえで、これまでの検討結果から変更なし。 
・ 5-5 車外に出る際のガイド一人あたりの引率人数について、20 人という具体的な規定を

改め「安全に配慮する」程度に書き換える。 
 
 
 
第７回ワーキング（2 月 19 日 13：30～15：30 斜里町農業振興センター） 
 
参加者：辻中（知床羅臼町観光協会）、佐藤（同）、石見（知床ガイド協議会）、佐々木（同） 
事務局・行政等：村田（斜里町）、村上和志（同）、木村（羅臼町）、田澤（同）、川端（同）、

寺沢（同）、川渕（環境省）、河野（同）、平井（同）、若松（同）、井上（林

野庁）、谷本（同）、高橋（同）、朝倉（同）、田中（知床財団）、寺山（同）、

坂部（同） 
オブザーバー：金盛（自然公園財団） 
  
 前回に引き続き知床エコツーリズム推進実施計画（案）、知床エコツーリズムガイドライ

ン（案）に対して地域向け説明会、第 2 回推進協議会で出された意見についての検討を行

い、ワーキングとして 3月の第 3回推進協議会に提出し承認を諮る最終版を作成した。 

 
１．知床エコツーリズム推進実施計画（案）について 
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・ 3-1 将来的にガイド認証制度の構築を検討する旨追加。 
・ 3-7 利用のあり方の検討について、知床五湖・羅臼湖だけに限定しない形の表記に変更。 
・ ４章、エコツー推進協議会の新体制について、ワーキングメンバーに自然公園財団を追

加する形で検討。その他、必要に応じて新規団体の加入についても新体制のもとで検討

を行う。 
 
２．知床エコツーリズムガイドライン（案）について 
・ Ⅲ章に「ガイド活動によって一般の利用者の利用者の利用を妨げない」旨の項目を追加。 
・ 歩きタバコの禁止、アイドリングストップ、低公害車の使用、希少野生動物の生息地を

ガイドしない、オーバーユースを招くようなマスコミ対応の禁止、等の意見については、

エコツーリズムの範疇外、現段階では判断できない、ガイドラインとして非現実的等の

理由から採用しない。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－３ 

 

知床エコツーリズムガイドライン 
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１



 
 

知床エコツーリズムガイドライン 
 
 
Ⅰ ガイドライン策定の目的 
 
 知床は年間 200 万人を超える利用者が訪れる一大観光地であり、その中ではガイドが

活躍し、各ガイドによってネイチャーウォーク、登山、シーカヤック、流氷ウォークなど

の様々なアクティビティが行われている。この様なガイドとガイドによるアクティビティ

は、来訪者に対して知床の素晴らしさや、知床でのルールを伝える重要な役目を担ってお

り、近年益々重要性が増している。ガイドの活動を通した自然環境の保全こそ、将来的に

あるべき知床の姿であろう。 
しかしながら、これまで知床では、各ガイドが遵守すべき基準や、アクティビティを行

う際の注意事項が共有化されていなかった。 
 
そこで、本ガイドラインによってガイドやガイド事業者が守るべき共通のルールを定め、

地域で共有することによって、ガイドの質を維持・向上すると共に、安全管理と自然環境

の保全が図られたガイドツアーの実施を奨励し、それを一般利用者へもアピールしていく

こととする。 
 
知床で活動するガイドが本ガイドラインを遵守することで、知床の自然環境の保全が図

られるとともに、ツアー参加者の高い満足度と安心感を保証し、知床で実施されるガイド

ツアーのステータスが高まることが期待される。 
 
 
Ⅱ 本ガイドラインの位置づけ 
 
１．本ガイドラインは、知床で活動する自然ガイド、自然ガイドを雇用する事業者、自然

ガイドが実施するツアー・プログラムに対するガイドラインである。 
 
２．ガイドツアーに参加しない一般利用者も含めた「知床国立公園の利用者」が守るべき

ルールについては、「知床国立公園利用適正化検討会議」における議論を踏まえ、環

境省において規定される。 
 
３．ただし、本ガイドラインを旅行会社・一般利用者に積極的にアピールすることによっ

て、自然ガイドの付かない一般利用者に対してもルール・マナーの普及を図り、知床

の環境保全を推進する。 
 
４．本ガイドラインでは各項目について「将来目標」を設定し、「現状と課題」を整理し

たうえで、この目標を達成するために「守るべきルール」を記載した。ガイド及びガ

イド事業者がこれらのルールを遵守することで地域内でのステータスが向上し、他ガ

イドとの差別化により競争力が増す。そのため多くのガイドが競争力を得ようとガイ

ドラインを遵守するようになることで、地域全体のエコツアーのレベルアップが図ら

れ、「将来目標」の達成につながるものとする。 
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Ⅲ エコツアーガイドに対するガイドライン 
将来目標 
 知床で活動するエコツアーガイドは、来訪者に対して知床の素晴らしさや、知床でのル

ールを伝えていく役割を果たす。また、ガイド活動を通して、知床の地域社会と自然環境

の保全に貢献していく。 
 
現状と課題 
 2005 年 7 月の世界自然遺産登録以後、知床では自然ガイドの需要が大幅に増加し、活動

するガイドの数が増加した。しかし、ガイドとして有償で活動するための資格や認証制度、

ガイドが遵守すべきルールなどが整備されておらず、ガイドの質の維持が課題となってい

る。また、ガイドの役割として、一般利用者への注意喚起も必要である。 
 
守るべきルール 
・ガイドは、自然環境への負荷に配慮したツアー運営を行い、またツアー参加者及び一般

利用者が自然環境に対して悪影響を及ぼさないよう指導する。 
・ガイド活動により一般利用者の利用の妨げにならないよう配慮する。 
・地域の他のガイドと情報交換を行うために、知床ガイド協議会に加入する。 
・ガイドの技量を高めるために、各種ガイド技術講習会及び研修会に積極的に参加する。 
・緊急時の安全確保のために、救命救急の講習を定期的に受講する。 
・知床にはヒグマが高密度に生息しており、いつどこにおいても出会う可能性がある。ヒ

グマと遭遇した際に事故を避けるために、必要な技術と知識を身につける。 
・ガイドは地域社会について理解を深め貢献するためにも、知床（斜里・羅臼両町）に居

住することが望ましい。 
・知床での活動が 1 年目のガイドは、経験豊富なガイドに十分な指導・教育を受ける。 
・ガイドは関連法令（自然公園法・鳥獣保護法等）を遵守し、ツアー参加者及び一般利用

者にも遵守を指導する。 
・ツアー参加者に対して知床が世界的に貴重な生態系を残す地域であることの説明を行い、

正しい知識を提供する。 
・ツアー参加者に対して、自然環境への影響の軽減と保全への理解を深めるための説明を

行う。 
・ツアー参加者に対して、知床の地域文化・歴史などへの理解を深めるための説明を行う。 
・ツアー参加者や一般利用者が野生動物に対しての餌付けやゴミの投げ捨てをしないよう

に指導する。 
・ツアー参加者や一般利用者が遊歩道や登山道等へペットを持ち込まないよう指導する。 
・ツアー参加者の体力や能力に配慮した行程でツアーを実施する。 
・大音量を発生させる拡声器等は使用しない。 
 
 
Ⅳ エコツアー事業者に対するガイドライン 
将来目標 
 知床で活動するエコツアー事業者は、単にガイド業を営むだけではなく、ツアー参加者

の安全確保に配慮しつつ質の高いプログラムを提供するとともに、知床の地域社会と自然

環境の保全に貢献する。 
 
現状と課題 
 質の高いエコツアーを提供するためには、各事業者がガイドの質を維持できる雇用体制

を整備することが必要である。また、情報交換や所属ガイドのレベルアップのため、各事
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業者間のいっそうの連携が求められている。安全管理に関しては、体制が各事業者によっ

て異なる状況にあり、一定の基準を設ける必要がある。 
知床らしいエコツアーを展開するためには、事業者の姿勢と取り組みが重要である。 
 
守るべきルール 
・事業者は、所属するガイドに「エコツアーガイドに対するガイドライン」を遵守させる。 
・事故防止と発生時の対応のための安全管理マニュアルを作成し、所属するガイドに遵守

させる。 
・緊急時における組織内の連絡網を整備する。 
・事故発生時の責任対応のために、1 事故について 3 億円以上（アクティビティの性質に

より 3 億円以上の契約が不可能な場合はその最高額）の賠償責任保険に加入する。 
・ツアーの広告・募集時には、参加者にとって必要かつ正しい情報の提供を行う。 
・所属するガイドの半数以上は知床でのガイド活動歴が 2 年以上であることが望ましい。 
 
 
Ⅴ 各アクティビティに対するガイドライン 
5-1 知床五湖でのガイドプログラム 
将来目標 
 常態化している知床五湖の混雑状況を改善し、開拓などの人の営みと、知床の自然の豊

かさを利用者に伝える少人数のエコツアーを幅広い層を対象に実現する。 
 
現状と課題 
 知床において最も集客力の高い観光地の一つである知床五湖は、時期によって遊歩道内

の混雑が常態化しており、世界自然遺産登録以後はよりいっそうその傾向が顕著になって

きている。知床五湖遊歩道ではすでに数年前からガイドウォークの利用が多く見受けられ

るが、ガイド付きツアーによる渋滞や、一般の利用者の通行の妨げの可能性が指摘されて

おり、マスツーリズムとの共存が課題となっている。 
また、知床五湖はヒグマの出没が多発する地域であり、安全管理に配慮したエコツアー

の実施が求められている。 
 
守るべきルール 
・遊歩道に入る前に、ツアー参加者に対してヒグマとの遭遇を避けるために配慮する点や

出没時の対処法をレクチャーする。 
・遊歩道内は見通しが悪いので、突発的なヒグマの出没などに十分注意する。 
・ヒグマやハチなどの野生動物の誘引、軋轢を避けるため、ツアー参加者及び一般利用者

に対して、飲食物を持ち込まないよう指導する。 
・これ以上の遊歩道の拡張をもたらさないために、ツアー参加者及び一般利用者が遊歩道

を外れて歩かないよう指導する。 
・当地の遊歩道は見通しが悪く、参加者の安全管理のためにガイド一人が一度に案内する

参加者の人数は概ね 10 人までとする。 
・遊歩道の幅いっぱいにひろがり、他の利用者の通行の妨げになるような状態を避ける。 
・同時間にツアーを実施する他のガイドと連携し、スムーズな遊歩道利用が行えるよう努

力する。 
・動植物を採取しているツアー参加者及び一般利用者を発見した際は、止めるよう指導す

る。 
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5-2 フレペの滝でのガイドプログラム 
将来目標 
 草地に集うシカや、開拓跡地と 100 平方メートル運動地等を活かし、開拓などの人の営

みと、知床の自然の豊かさを利用者に伝える少人数のエコツアーを実現する。特にフレペ

の滝遊歩道はコースの起伏が少なく所要時間も短いことを活かし、体力が無い方を含めた

幅広い層に知床の素晴らしさを伝えていく。 
 
現状と課題 
 知床五湖の慢性的な混雑状況により、近年フレペの滝遊歩道の利用者数が増加傾向にあ

り、今後は遊歩道のスムーズな利用に配慮する必要がある。また、季節によってはヒグマ

の出没が多発するため、安全管理に配慮したエコツアーの実施が求められている。 
 
守るべきルール 
・遊歩道に入る前に、ツアー参加者に対してヒグマとの遭遇を避けるために配慮する点や

出没時の対処法をレクチャーする。 
・ヒグマやハチなどの野生動物の誘引、軋轢を避けるため、ツアー参加者及び一般利用者

に対して、飲食物を持ち込まないよう指導する。 
・これ以上の遊歩道の拡張をもたらさないために、ツアー参加者及び一般利用者が遊歩道

を外れて歩かないよう指導する。 
・ガイド一人が一度に案内する参加者の人数は概ね 15 人までとする。 
・遊歩道の幅いっぱいにひろがり、他の利用者の通行の妨げになるような状態を避ける。 
・同時間にツアーを実施する他のガイドと連携し、スムーズな遊歩道利用が行えるよう努

力する。 
・動植物を採取しているツアー参加者及び一般利用者を発見した際は、止めるよう指導す

る。 
・展望台～フレペの滝上部の柵の外に一般利用者が出ている場合は、すぐ中に戻るよう指

導する。 
 
 
5-3 羅臼湖でのガイドプログラム 
将来目標 
 羅臼湖への遊歩道は、国立公園の特別保護地区などを含め、高山帯の湿原植生など特異

かつ脆弱な自然環境にある。このような場所でのエコツアーは知床の核心地域の魅力を存

分に味わうことができる一方で、自然環境へのよりいっそうの配慮が求められる。そこで

羅臼湖歩道では、特に自然に対して関心が高く体力がある層を対象にして、少人数のエコ

ツアーを実現する。 
 
現状と課題 
 近年、遊歩道を外れて歩く利用者の踏みつけによる歩道の拡大と植生破壊が顕著に

現れており、自然環境への負荷に対する一層の配慮が求められている。また、利用者

による歩道入り口付近の路上駐車も交通安全上問題となっている。 
 
守るべきルール 
・羅臼湖を利用する際は、道路に車両を駐車せず、送迎を行うよう配慮する。 
・歩道に入る前に、ツアー参加者に対してヒグマとの遭遇を避けるために配慮する点や出

没時の対処法をレクチャーする。 
・飲食物を持ち込む場合は、ヒグマ等の誘引の原因とならないように取り扱いに十分注意

し、ツアー参加者にも徹底させる。 
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・これ以上の歩道の拡張をもたらさないために、一般利用者も含めて、長靴等の泥濘に対

応できる靴の着用をできる限り勧め、歩道を外れて歩くことがないよう指導する。・歩

道の幅いっぱいにひろがり、他の利用者の通行の妨げになるような状態を避ける。 
・ガイド一人が一度に案内する参加者の人数は概ね 10 人までとする。 
・同時間にツアーを実施する他のガイドと連携し、スムーズな歩道利用が行えるよう努力

する。 
・動植物を採取しているツアー参加者及び一般利用者を発見した際は、止めるよう指導す

る。 
・参加者には事前に高山帯の厳しい環境であることを伝え、防寒具・雨具などの携行を義

務付ける。 
 
 
5-4 流氷上でのガイドプログラム 
将来目標 
 冬季に接岸する流氷は、知床の海岸線の地形を形作り、また知床の生態系の多様性を支

える重要な役割を果たしており、世界遺産登録の理由の一つともなっている。また知床は、

この土地ならではの自然資源を活用した流氷上でのガイドプログラムを他地域に先駆けて

確立した地域であり、先進地として他地域のモデルとならなければならない。安全管理を

徹底し、景観に配慮した少人数のエコツアーを幅広い層を対象に実現し、知床の自然の奥

深さ、雄大さを伝える。 
 
現状と課題 
 近年の需要増によって、流氷上でのガイドプログラムを実施するガイド・ガイド事業者

が増加する傾向にあり、より一層の安全管理が求められている。また、ツアー実施数の増

加に伴い、ツアー参加者でない一般利用者が誤って事故を起こさないよう、一般利用者に

対する普及活動も必要である。 
 
 
守るべきルール（知床ガイド協議会作成の自主ルールより抜粋・一部修正） 
・ガイド一人が一度に案内する参加者の人数は概ね 10 人までとする。 
・ツアー参加者全員にドライスーツ、防水グローブ、帽子を着用させる。 
・事故を防ぐために装備の保守点検を行う。 
・ドライスーツを持たない一般観光客が流氷に乗らないために、流氷上にエントリーする

際は、必ず他の旅行者に対して注意を促す看板を立て、その場所から入り、その場所か

ら退出する。 
・事故を防ぐために、茶志骨の先端から、プユニ岬の先端を結んだ範囲内（陸上から目視

できる地点）で行う。 
・夜間はツアーを行わない。 
・ツアー中のガイドはレスキュー機材（救急用具を含む）を携帯する。 
・ツアー中、気象条件等により危険が予測された場合は、速やかに陸に戻り、その際付近

のガイドにも危険を知らせる。 
・流氷に乗っている一般人を発見した場合は、速やかに状況確認をし、必要ある時は陸地

までエスコートする。また、海に落ちた人を発見した場合は、速やかに警察への連絡と、

可能な限りのレスキューを行う。 
・年に１度、レスキューの訓練を実施する。 
 
 
 

 91



 
 

 92

5-5 夜間における動物観察プログラム 
将来目標 
 静寂が守られた夜の国立公園内において、幅広い層を対象に少人数のエコツアーを実現

し、昼とは違った夜間の野生動物の生態を伝える。 
 
現状と課題 
 夜間の動物観察プログラムの需要の増加により、夜間の国立公園内において多くの車両

がライトを使用しながら走行している状況にあり、静かな夜の雰囲気を楽しむことができ

ない状況になりつつある。また、野生動物への影響も無視できない。今後は夜の静けさと

闇を満喫することのできる環境作りと野生動物への配慮が必要である。 
 
守るべきルール 
・野生動物に影響を与えるような強力なライトや拡声器の使用はしない。 
・野生動物の種類によっては、接近した状態ではライトで照らすことはしない。 
・各車両がお互いに近接しないよう配慮する。 
・車外に出る場合はヒグマとの遭遇の可能性などを考慮し、安全管理に十分配慮する。 
 
 
 
以下の項目については、必要性を吟味し、今後検討を行うこととする。 
 
5-6 カヤックを使用したプログラム 
 
5-7 登山のプログラム 
 
5-8 カムイワッカ湯の滝でのプログラム 
 
5-9 熊越えの滝でのプログラム 
 
5-10 ダイビングについて 
 
5-11 船の利用について 
 
5-12 相泊～知床岬間の遊漁船利用 
 
5-13 釣りの利用について 
 
5-14 その他バックカントリーの利用について 
 
5-15 積雪期の山岳利用について 
 
5-16 積雪期の低山帯におけるプログラムについて 
 
5-17 相泊～岬のガイドトレッキングについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－４ 

 

知床エコツーリズム推進実施計画 
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はじめに 
 
 
 知床は海域と陸域が密接に関連した豊かな複合生態系と、シマフクロウやオジロワシな

どの世界的な希少種の生息地域であることが評価され、平成 17 年 7 月に世界自然遺産に登

録された。しかし遺産登録後には観光利用者が急増し、利用の集中による交通渋滞やオー

バーユースによる遊歩道付近の植生破壊など、負の影響も現れてきている。 
 
 世界遺産登録後の観光客増に地域としてどう対応していくかは、登録に際して国際自然

保護連合（IUCN）からも指摘されているところであり、今後この豊かな自然環境を守りつ

つ、観光利用の受入れも行っていくために、知床におけるエコツーリズムの普及・定着は

急務である。 
 
史前、豊潤な海を舞台にした漁労活動によって形成された狩猟文化から、近代の農地開

拓とその後の森林再生への取組みまで、知床は古来人々が自然への畏怖・敬意と共に生き

てきた歴史を持つ地域である。道内屈指の観光地となり、世界自然遺産となった今日でも、

先人から受け継いだこの豊かな自然を未来へと引き継ぐため、自然環境の保全と観光利用

を両立させた先進的な観光地として世界のモデルとならなければならない。 
 
知床は平成 16 年度からの 3 ヵ年、環境省によるエコツーリズム推進モデル地区に選定さ

れ、滞在型観光の推進、漁業など地域の産業を取り入れたプログラムの開発・試行、エコ

ツーリズムを担う自然ガイドが守るべき共通のルールの検討など、様々な取組みを行って

きた。 
しかし 3 ヵ年のモデル事業は、地域がエコツーリズムの必要性を実感し、ルール作りや

新たな企画に取り組むことで、エコツーリズム推進への第一歩を踏み出したに過ぎない。

今後も引き続き知床でエコツーリズムの普及を進めていくため、モデル事業の成果を引き

継ぎ、さらに地域が一丸となって事業を進める必要がある。 
 
 
この推進実施計画は、知床で今後取り組むべきエコツーリズムの推進のための施策につ

いて、具体的な目標とビジョンを明確にし、そこに至るまでの道筋を示したものである。 
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【１】知床型エコツーリズムの理念 
 
豊かで多様な自然環境と、その自然によって育まれた地域の産業・文化を活かした「知

床型エコツーリズム」を地域住民、来訪者、事業者が共に築き上げていくことができるよ

う、エコツーリズム推進のための基礎となる施策の実施、仕組みの整備等を以下の理念に

従って進めていくものとする。 
 

「知床型エコツーリズム」の理念のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．自然とのふれあい（自然環境－観光） 
 来訪者が豊かな知床の自然環境にふれあい、感動することによって、自然保護の精神が

育まれ、自然環境に配慮した利用につながる。 
 
２．地域とのふれあい（地域－観光） 
来訪者と地域住民とが交流する機会を提供することにより、来訪者は知床の産業や歴

史・文化を学ぶことができ、それが正しく評価されることによって、地域住民が誇りと自

信を持つことにつながる。 
 
３．自然との共生（自然環境－地域） 
 漁業・農業など自然の恵みを享受する産業に従事する地域住民が、知床の豊かな自然環

境の価値を理解するようになり、また、外部からの正しい評価によって、その保全への行

動につながる。 
 
 これら「自然環境」、「観光」、「地域」がエコツーリズムを通して深い関わりを持つ

ことで、地域の自然環境や歴史・文化を尊重し、経済的にも自立した社会が知床において

確立する。それは経済と環境の好循環を生み出し、知床の価値を高めていく。 

地域とのふれあい

自然とのふれあい 自然との共生

「自然環境」・「観光」・「地域」が繋がりをもって「しれと

こ」の価値を高め、誇りあるふるさとを創造していく。こ

の取り組みが 
「知床型エコツーリズム」 
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【２】現状と課題 

 
2-1 自然環境への配慮と保全 

 
 世界自然遺産登録後、知床五湖などの利用が集中する一部観光地ではオーバーユースに

よる植生破壊などが顕著となり、観光利用と環境保全を両立させる実効的な解決策の導入

が急がれている。 
 知床五湖では平成 18 年度より展望台までの新たな高架式木道が供用開始となり、ヒグマ

出没時の安全対策と植生の保護が可能となった。今後は、このようなハード整備による対

策、そして利用者に対してルール・マナーを普及・啓発するなどのソフト面からの対策を

同時に進めていくことにより、観光利用が自然環境に与えるインパクトをできる限り抑え

ていく必要がある。 
 また、現在一部観光地に集中している利用を分散させる取り組みも必要である。国立公

園外、知床半島基部、道東地域など、周辺地域の魅力を提案していくことで、より広域的

に滞在型観光を推進していく必要がある。 
 
 

2-2 ガイドツアープログラム 
 
 知床では、専門の自然ガイドが有料で利用者を案内するガイド付きツアーが導入されて

十年以上が経過し、近年では知床の楽しみ方としてこのような「ガイド付きツアー」の存

在が確立したと言ってよい。平成 17 年の世界遺産登録後はさらにその需要が増え、現在で

は十数社のガイド事業所が海から山まで知床の様々な環境をフィールドに多くのプログラ

ムを展開するまでに至った。 
 それでも、知床五湖やフレペの滝などの遊歩道の全利用者に対する自然ガイド付きツア

ーの割合は現在 1 割程度に過ぎない。 
自然ガイドはツアー参加者に対して自然との接し方のルールやマナーを直接伝えること

が可能であり、安全管理も徹底できる。また、自然についての詳しい解説により、利用者

の満足度を高めることができ、このようなガイド付きツアーが知床の環境保全と観光振興

に果たす役割は大きい。  
しかし、ガイド付きツアーの多くは利用の集中するエリアで実施されているため、一般

利用者と比較して周回ペースの遅いこれらのツアーが増えるに従って、遊歩道の渋滞が助

長されるなど新たな問題も生じてきている。 
  
 エコツーリズム推進モデル事業では知床における新たな観光資源として、漁業や農業な

ど地域の産業を取り入れたプログラムの企画・開発を行い、羅臼でのスケソウダラ漁見学

プログラムなど、今後の知床におけるエコツアーとしての可能性を見出すことができた。 
 
 

2-3 エコツアーガイド 
 
 世界遺産登録後エコツアーの需要が急増した結果、自然ガイドの需要も増加し、現在知

床では 50 名以上のガイドが活動していると考えられるが、これらのガイドの質の維持・向

上が課題となっている。知床エコツーリズム協議会では、自然環境への配慮や安全管理の

徹底など、エコツアーガイドが守るべき最低限のルールとして「知床エコツーリズムガイ

ドライン」を策定した。今後はこのガイドラインを地域共通のルールとして、地域全体で

バックアップしていく体制やシステム作りが必要である。 
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 また、3 ヵ年のモデル事業中にはガイドのスキルアップのための技術講習会を定期的に

開催し、さらに知床ガイド協議会による自主的な研修会も実施されている。今後もこのよ

うな取り組みを継続していくことが必要である。 
 
 

2-4 情報提供機能 
 
 地域のインフォメーション・ツアーオペレーション機能が分散しているため、情報提供

の効率が悪く利用者にとっての便宜が図られていない。また、地域の内外に向けて知床の

価値を高めるための統一的かつ効果的な情報発信を行うこともできておらず、ルール・マ

ナーの普及や地域のブランド力向上のための戦略的な情報提供を担う機能の構築が必要で

ある。 
 
 

2-5 観光収入の環境保全への還元 
 
エコツーリズムが地域で持続可能であるためには、観光資源である自然環境の価値を

損なわないよう、ガイド・宿泊施設などが観光収入を環境保全にかかる費用に還元する

システムの存在が不可欠であるが、知床では未だ未整備である。 
また、利用者のマナー・意識の向上を図るためにも、利用者が遊歩道などを利用する

際に直接利用料、環境保護協力金などを支払うような制度の導入についても検討するべ

きである。 
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【３】実施計画 

 
3-1 知床エコツーリズムガイドラインの運用 
 
 平成 18 年度に策定したエコツアーガイドが守るべき地域共通のルールである「知床エコ

ツーリズムガイドライン」を適正に機能させるためのシステム、地域のバックアップ体制

の構築を行う。また、知床国立公園利用適正化検討会議による利用ルールの策定や、実際

の利用状況の変化などにあわせて、適宜ガイドラインの改訂を行う。 
 
強制力のないガイドラインに実効性を持たせるためには、地域で共有されたルールであ

るという認識を高め、また地域外に向けても広くアピールし、少なくとも安全管理と環境

負荷の軽減については、観光地としての知床の「価値」を維持するためにも、「知床でガ

イド活動を行う際にはガイドラインを守らなければならない」という意識の共有が必要で

ある。 
その上で、自然ガイド付きでない団体ツアーや個人客に対しても本ガイドラインを普及

していくことで、知床全体の利用マナーの改善を進め、環境保全を推進する。 
 
将来的には、ガイドラインを発展させた認証基準によるガイド認証制度の構築について

も検討を行う。 
 
 
１． ガイドライン遵守の表記による差別化 

ガイドラインを遵守しているガイド事業所には、ホームページやパンフレット

などで「知床エコツーリズム推進協議会推奨エコツアー」と表記することを認め、

「知床エコツーリズムガイドラインを遵守している」旨の標記を行うことで、差

別化を図る。 
 

２． 優先的な紹介 
観光協会などは、観光客からの問い合わせの際に、ガイドラインを遵守してい

るガイド事業所を優先的に紹介する。 
 

３． エージェント各社への周知 
エージェント各社に対してガイドラインの存在をアピールし、知床で実施され

る「エコツアー」共通のルールであることを周知する。団体ツアーの行程の一部

に知床でのガイドプログラムを含める場合は、ガイドラインを遵守する（遵守し

ているガイド事業者を選ぶ）よう協力を呼びかける。 
 

４． 利用者アンケートによるチェック 
定期的にツアー参加者に対してアンケートをとり、アンケート結果を公表して

チェック機能を持たせる。 
 

５． ガイドラインの改訂 
利用状況の変化、利用適正化検討会議での利用ルールの策定などを考慮して、

適宜ガイドラインの改訂を行う。また、保留となっているアクティビティ別ガイ

ドラインについて、必要性を吟味しつつ検討を行う。 
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3-2 滞在型観光の推進 
 
 現在主流の 1 泊通過型観光から、知床に 2 泊 3 泊するような滞在型観光へと転換し、地

域への経済効果を高めながら利用の分散と自然環境の保全を図る。 
現在知床国立公園の来訪者数は年間 230 万人に及ぶが、その 9 割は知床に 1 泊しかしな

い通過型利用である。宿泊施設のキャパシティには限りがあり、またすでに一部地域でオ

ーバーユースが顕著な現状を打開するには、連泊者の割合を増やし、その分来訪者数を減

らす思い切った転換が必要である。滞在型観光が定着すれば、利用の分散によって自然環

境へのインパクトは減り、また滞在中の消費活動によって地域への経済効果は高まる。 
連泊者を増やし、滞在型観光を推進するためには、利用者が知床滞在中に選択できるア

クティビティや観光施設の幅を広げ、質を向上し、新たな魅力を提案する必要がある。新

たな観光資源の発掘や地域との連携を進めると共に、利用者が滞在したいと感じるような

街づくりも含めて観光地としてのトータルデザインを行い、受け入れ態勢を整える。 
 
 
１．連泊者への優遇措置、サービスの向上 
  宿泊施設や飲食店での連泊者への割引制度、地域内での湯めぐりパスなど、滞在

者へのサービスを充実させ、連泊者の満足度を向上させる取り組みを行う。 
  
２． 新たなプログラム、スポットの提案 
  １日かけて実施する長時間で魅力的なツアープログラムの拡充や、宿泊施設での

語り部・レクチャー的なプログラムなど、夜間のプログラムのラインナップを増や

すことで、滞在者の選択肢を広げる。 
  また、既存の観光地でない魅力あるスポットを発掘、提案していくことで利用の

分散を誘導する。 
 
 ３．市街地内の散策を促す仕掛けづくり 
    歩道の整備、統一感のある街づくり、市街地近辺の魅力的なスポットの情報提供

などを通して、利用者による市街地内の散策を促す仕組みづくりを検討する。 
 
４．ツアーデスクなど、現地での情報提供機能の充実 
  ホテルロビーなどにエコツアーデスクを設置し、滞在者がその場で翌日のプログ

ラム等に申し込めるような受け入れ態勢を整備する。エコツアーデスクには自然ガ

イドが常駐し、エコツアーの予約受付のほか、知床の自然についての情報提供や利

用者へのルール・マナーの普及活動を行い、環境保全を推進する。 
 

５．周辺地域との連携による広域的な滞在型観光の推進 
知床周辺地域との連携を図り、知床と周辺の観光地間における利用者の対流・循

環を促進する。観光地間の情報共有や利用者への情報提供システムの整備を進め、

道東圏が一体となった利用者の受け入れ態勢を整備する。 
 
 
 
3-3 統一窓口によるインフォメーション機能の構築 
 
 知床におけるエコツアーの広報、受付など、一元的な情報提供機能の構築を行い、観光

協会が運用する。知床エコツーリズムホームページのポータル化、ツアーデスクの設置な

どを行い、利用者の便宜を図ると共に、ガイドラインなどをより効果的に機能させ、ルー

ル・マナーの普及や環境保全につながるような情報提供を行う。 
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また、知床全体のマーケティング機能も担うことで顧客のニーズ分析を行い、満足度の

向上とリピーターの獲得につなげる。知床全体の満足度調査アンケートを行い、結果を公

表、フィードバックし、各事業所をエコツーリズム推進へと誘導する。マーケティングに

関しては学識経験者等とも連携し、社会のニーズや情勢などもふまえて知床にふさわしい

戦略的な集客を行っていく。 
 

 
 
3-4 地域発信型ツアーの企画・開発 
 
 地域から提案・発信する独自のプログラムを拡充させ、地域の魅力を直接利用者へ伝え

る。豊かな自然の中で営まれる漁業・農業の体験プログラムなど、地域の産業を観光資源

として見直し、世界遺産を擁する知床の文化・歴史を学ぶ機会を提供する。 
 

１．地域の魅力のプログラム化 
 利用の分散や滞在型観光を推進していくために、地域の魅力を新たな観光資源

として見直し、漁業や農業、開拓の歴史、森林再生への取り組みなどを取り入れ

たプログラムを企画・開発する。 
 

２．推進協議会認定ツアーの企画・実施 
上記で企画したプログラム等を知床エコツーリズム推進協議会認定エコツアー

としてパッケージプランを作成し、エコツーリズムガイドラインの遵守などを条

件として推進協議会が推奨したガイドがツアーを実施する。観光協会をはじめ各

機関が優先的に斡旋、広報、プロモーションを行い、ツアー料金の一部にエコツ

ーリズム推進事業費を上乗せして経費を捻出する。 
 
 
 
3-5 自然ガイドのスキルアップ 
 
自然ガイドの安全管理技術、救命救護法、自然に対する知識などの向上を図るため、知

床ガイド協議会が主体となって定期的に講習会・研修会を実施する。 
また、ガイド事業の下地が整っていない羅臼においては、漁業など地域の産業との連携

も視野に、地域を主体にしたガイドの育成方法・システムの検討を行う。 
 

 
 
3-6 知床の自然保護活動の実施 
 
 知床エコツーリズム推進協議会として、観光資源である知床の自然環境を保全するため

の独自事業を実施、もしくは他機関が実施する環境保全事業への支援を行う。エコツアー

がフィールドとして利用する海域、陸域の生態系の保全を目的とした、野生動植物・海洋

資源の調査・保護管理、外来種の駆除、環境整備など、内容については今後検討する。 
 また、各観光地における適切な環境収容力（キャリングキャパシティ）を推定するため

の利用状況調査や植生への影響に関する調査を実施し、オーバーユースによる自然破壊を

防ぐための適正な利用に関する検討に反映させる。 
 
 これらの調査・モニタリングに関しては、知床世界自然遺産地域科学委員会と綿密な連

携をとりながら実施することとする。 
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3-7 既存観光地の利用のあり方に関する検討 
 
知床の観光地の中でも特に利用が集中することによるオーバーユースと、ヒグマと観光

客との軋轢が問題となっている知床五湖、及び、近年の利用者の増加によって高山帯の植

生破壊が問題となっている羅臼湖等について、自然への負荷の軽減と利用者の満足度を満

たす、世界自然遺産・知床にふさわしい利用のあり方についての検討を行う。また、それ

らを踏まえて以下の項目等について地域の自主ルールの策定、適用の可能性についてもあ

わせて検討する。 
 

・遊歩道・歩道の利用方法 
・自然ガイド付きツアーと自然ガイドが付かないツアーの差別化 
・アクセス方法（現地までの交通手段・シャトルバスの利用など） 
・利用者の装備 
 
なお、本事業は環境省の知床国立公園利用適正化検討会議と綿密な連携をとりながら実

施することとする。 
 
 
 
3-8 観光収入を環境保全に還元するシステム構築の検討 
 
 知床国立公園利用適正化検討会議などとも連携し、観光利用によって発生する環境保全

のための負担を利用者に対して求めていく受益者負担システムの構築について検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

 

 
【４】実施体制・組織 
 

平成 16 年度から開始された「知床エコツーリズム推進モデル事業」においては、斜里

町・羅臼町内のエコツーリズムに関連する幅広い業種からなる「知床エコツーリズム推進

協議会」を発足させ、業務全体の調整・検討を行ってきた。 
モデル事業終了後の平成 19 年度以降は、引き続き本協議会を存続させ、年 1 回程度の

総会を開催して、地域からの意見を汲み上げながら業務全体の調整、方向性の確認を行う

こととする。 
個別の検討課題については、以下のコアメンバーが中心となり、関連するワーキングメ

ンバーの助言・協力を得ながら随時検討会を開催して意思決定を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知床エコツーリズム推進協議会

コアメンバー（意思決定） 

知床斜里町観光協会 
知床羅臼町観光協会 
知床温泉旅館協同組合 
羅臼町旅館組合 
知床民宿協会 
知床ガイド協議会 
（財）知床財団 

ワーキングメンバー 
斜里町商工会 
羅臼町商工会 
斜里第一漁業協同組合 
ウトロ漁業協同組合 
羅臼漁業協同組合 
羅臼遊漁船組合 
斜里町農業協同組合 
羅臼町酪農振興協議会 
斜里バス株式会社 
阿寒バス株式会社 
斜里ハイヤー株式会社 
羅臼ハイヤー株式会社 
道東観光開発株式会社 
斜里山岳会 
羅臼山岳会 
知床自然保護協会 
羅臼町・知床世界自然遺産協議会 
（社）北海道ウタリ協会斜里支部 
（社）北海道ウタリ協会羅臼支部 

事務局 
 知床斜里町観光協会 
 知床羅臼町観光協会 
 （財）知床財団 

関係行政機関 
斜里町・羅臼町・北海道・環境省・林野庁 

支援 

助言・協力
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＜中心的に事業を担う機関の役割＞ 
 
今後、知床エコツーリズム推進協議会の独自財源の確保を進めて、事務局人件費を捻出

し、モデル事業中に知床財団が担っていた推進協議会の事務局機能を観光協会へと移行す

ることを目指す。同時に両町観光協会の人的体制を整え、事務局機能を強化する。 
中心的にエコツーリズム推進事業を担う以下の４機関については、３年後を目処に以下

のように役割を整理する。各機関が連携してガイドラインの策定・運用、エコツーリズム

に関する広報、利用のあり方に関する検討等を行い、利用と保護のバランスが取れたエコ

ツーリズム推進のための事業を実施する。 
 

■知床斜里町観光協会・知床羅臼町観光協会 
 知床エコツーリズム推進協議会の事務局として、エコツーリズムに関する地域全体のイ

ンフォメーション、マーケティングをはじめ、各事業の調整を担当する。情報提供から斡

旋、クレーム受付までを一手に担うことで、各事業所をエコツーリズム推進へと誘導する。 
   
■知床ガイド協議会 
 エコツアーを中心的に担う自然ガイドのクオリティ管理を担当する。ガイド利用に関す

る自主ルールの検討、運用を行う他、定期的にガイド向けの研修会・講習会を実施し、安

全管理技術、自然に対する知識などの向上を図る。 
 
■（財）知床財団 
 自然保護の観点から適正な観光利用に関するルールの策定を行うためのチェック機能を

担当する。利用状況、環境負荷に関するモニタリングを行い、ガイドライン・ルールの改

訂へフィードバックを行う。 
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【５】エコツーリズム推進に関わる独自財源の確保 
 
  
 5 年後（平成 23 年）には、観光収入からの還元や利用者からの受益者負担システムを確

立し、エコツーリズム推進事業費を独自財源で確保できるよう準備を進める。それまでの

移行期間は行政からの予算・補助金なども活用しつつ、以下のような方法によって事業予

算を確保し、各事業を行うこととする。 
 
 
＜独自財源について＞ 
１．平成 19 年度以降、知床斜里町観光協会が運用を予定している環境保全基金（※）の一

部をエコツーリズム推進事業費に充てる。 
 
２．知床エコツーリズム推進協議会で企画したエコツアープログラムを両町観光協会で認

定、プロモーション、販売する制度を構築し、プログラム代金の一部にエコツーリズ

ム推進事業費を上乗せする形で経費を捻出する。 
 
３．知床の環境保全に貢献できるようなオリジナル商品の企画・開発を行い、価格の一部

にエコツーリズム推進事業費を上乗せする形で経費を捻出する。 
 
 
４．その他、5 年後の自立を目指して独自財源確保の方法について引き続き検討を行う。 

 
 
 
 （※）知床斜里町観光協会が平成 19 年度からの運用を予定している基金。観光協会加

盟団体が毎年の売り上げの一部を拠出する形で創設し、知床の環境保全活動のために

運用する。 
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知床エコツーリズム推進実施計画　中期イメージ整理表

平成19年度 3年後（平成21年度） 5年後（平成23年度） 5年後の主体

知床エコツーリズムガイドラ
インの運用

・ガイドの質の維持・向上
・ツアーの安全管理の向上
・知床エコツアーのブランド化
・適正な利用への誘導

・優先的な紹介など地域のバック
アップ体制の構築
・旅行会社等への周知
・ペンディングになっていたアク
ティビティ別ガイドラインの検討

・ガイドラインの改訂
・利用適正化検討会議における
利用のルールと一体化した運用
・ガイドラインを発展させた認証基
準によるガイド認証制度の検討

・ガイド認証制度運用スタート

滞在型観光の推進

・地域への経済効果の向上
・利用の集中を分散
・自然環境の保全

・連泊者の拡大に向けて、地域
での取り組みを検討
・新たな魅力スポットの提案によ
る利用の分散への誘導

・ツアーデスクの設置などにより、
連泊者への情報提供の充実
・プログラムの多角化

・滞在型の観光地としての受け入
れ態勢が整備され、連泊者の割
合が向上

統一窓口によるインフォ
メーション機能の構築

・窓口の一本化による利用者の利
便性向上
・ガイドライン・認証制度とリンクさ
せ、質の高いプログラムは料金が
高くても売れるシステムの構築

・観光協会･ガイド協議会により、
知床エコツアーの広報、受付な
ど、一元的な情報提供機能の構
築を検討
・推進協議会HPに情報を集約

・推進協議会HPをポータル化し、
集客と情報提供を一元化
・観光案内所・道の駅・ホテルな
どにエコツアーデスク設置→ガイ
ド協議会が運用
・知床全体の満足度調査アン
ケート
→結果の公開、フィードバック

・エコツアーデスクの受付スタッフ
人件費を確保　→安定運用
・顧客ターゲットを絞ったマーケ
ティング展開

地域発信型ツアー
の企画・開発

・新たな観光資源を取り入れ、知床
を広域的に利用→利用の集中を
分散
・旅行会社ではなく地元提案の旅
・地域が一体となった受け入れ体
制の構築
・地域の文化・産業の発信・理解

・モデル事業の成果をふまえて、
農漁業者、ガイド事業者などに
よって新たなプログラムの企画・
実施
・推進協議会推奨エコツアーとし
て実施し、観光協会によるプロ
モーション

・滞在型観光スタイルの推進とと
もに、個人観光客へのアピールを
強化。
・漁業・農業プログラムなどの知
名度向上。

・エージェントへの依存体質から
の脱却。
・漁業・農業プログラムなどが知
床での定番エコツアーとなる。

自然ガイドのスキルアップ

・自然ガイドの安全管理技術、自
然に対する知識などの向上

・ガイド技術講習会の実施 ・ガイド技術講習会の実施
・地域産業を伝えるガイド育成の
検討

・ガイド技術講習会の実施
・地域産業を伝えるガイド育成

ガイド協議会

観光協会

目的・将来目標

観光協会

観光協会
＋

ガイド
協議会

＋
知床財団

観光協会
＋

ガイド
協議会



平成19年度 3年後（平成21年度） 5年後（平成23年度） 5年後の主体

知床の自然保護活動の実
施

観光資源としての知床の自然環境
の保全による持続的なエコツーリ
ズムの展開

・利用状況、環境負荷に関する
モニタリング

・利用状況、環境負荷に関するモ
ニタリング

・利用状況、環境負荷に関するモ
ニタリング

知床財団

既存観光地の利用のあり
方に関する検討

自然への負荷の軽減と利用者の
満足度を満たす知床にふさわしい
利用形態の構築

・利用状況、環境負荷に関する
モニタリング
・利用者アンケートの実施
・検討会の開催
・自主ルール運用

・利用適正化検討会議による利
用のルールと一体化した運用

・利用状況やモニタリング結果等
をフィードバックし、ルールの再検
討

観光協会
＋

ガイド協議会
＋

知床財団

観光収入を環境保全に還
元するシステム構築の検討

・観光利用と環境保全の両立
・持続的な観光地経営

・観光収入による基金の運用
・利用者からの協力金等の導入
について他地域の事例研究

・観光収入による基金の運用
・利用者からの協力金等の導入
について検討

・観光収入による基金の運用
・利用者からの協力金等の導入・
運用

観光協会
＋

ガイド協議会
＋

知床財団

実施体制・組織の整備

・地域で自立した実施体制の組織
化
・観光協会、ガイド協議会、知床財
団が役割分担をしながら利用と保
護を両立

・観光協会の事務局体制強化
・モデル事業中に知床財団が
担っていた事務局機能を段階的
に観光協会へ移行

・観光協会による事務局体制確
立
・４者の役割整理確立

観光協会
＋

ガイド協議会
＋

知床財団

エコツーリズム推進に関わ
る独自財源の確保

・観光利用と環境保全の両立
・エコツーリズム推進事業費の担
保
・アピールによって知床ブランド力
の向上

・推進協議会推奨プログラム収
入の積み立てなどのシステムの
検討・構築

・事務局人件費の確保
観光協会

＋
ガイド
協議会

・エコツーリズム推進協議会とし
て独自財源の確保　→　自立

目的・将来目標



利用の分散

• 国立公園外、半島基部、道東圏へ広域的に
展開し、利用の分散が図られる。

知床が目指すエコツーリズムの
将来ビジョン

自然環境の保全、利用者の高い満足度、地域への経済効果が相
乗効果を呼び、質の高い観光地として持続的な経営が可能となる。
　⇒　「世界に誇る豊かな自然とコントロールされた利用」の実現

観光地としての知床の現在の課題観光地としての知床の現在の課題

• 世界遺産登録後顕著になった特定の観光地への利用の集中による諸問題

　　遊歩道の混雑、駐車場の渋滞、踏み付けによる植生破壊

• 自然ガイドの急激な需要増加に伴うガイドの質の維持・管理

• 地域のインフォメーション・ツアーオペレーションが統一されていないため情報提
供の効率が悪く利用者にとっての便宜が図られていない

• 通過型マスツーリズムの受入れが主体であることによる不安定な集客、少ない
地域への経済効果

• 環境保全のための受益者負担システムの欠如

実施すべき施策実施すべき施策

• ルール、ガイドラインの運用によるコントロールされた利用システムの構築とガ
イドプログラムの質の向上

• インフォメーション窓口の統一による利用者の便宜の向上と戦略的な情報提供

• 滞在型観光への転換と利用の分散

　　新たな魅力の提案、地域の産業との連携

• 自然環境を損なうことないよう、利用による環境負荷をモニタリング

　するシステムの確立

• 公園管理、環境保全に関する受益者負担システムの構築

• これらの施策を自立的に実行できる実施体制の整備

ガイドツアー

• 「エコツーリズムガイドライン」など適正なルー
ルに基づき、環境への配慮と安全管理が徹底
された質の高いエコツアーが展開される。

• 利用者はこれらのエコツアーに参加することで、
知床の自然と文化を学び、体感し、知床でしか
味わえない感動体験を得ることができる。

半島中央部地区の既存観光地
（知床五湖・羅臼湖など）

• エコツーリズムガイドラインや利用適正
化検討によって策定された利用のルール
、システムに基づき、自然環境への影響
を極力抑えつつ、それぞれのニーズにあ
わせて利用者が知床の自然を楽しむこと
ができる場を提供する。

• シャトルバスシステムなど利用者の満足
度と環境保全を両立させる交通システム
の導入。

地域の産業との連携

• 豊かな自然の中で営まれる漁業や農業を活かした体
験プログラムなどがエコツアーとして定着し、自然
だけではなく知床の産業・文化・歴史も観光資源と
して活用される。

• 観光産業だけではなく、地域全体が利用者の受け皿
となることで、地域が活性化する。

滞在型観光の定着

• 知床に2泊3泊する利用者が増え、じっくりと知床の魅力を楽し

む観光スタイルが定着する。

• 観光地としての質が高まり、客単価が上がることで地域への経
済効果が高まる。

• 全体の入り込み数減少と利用の分散によって自然への負荷が
減る。

半島先端部地区

• 利用適正化検討によって策定されたルール・シス
テムに基づき、原生のままに残る知床の自然の中
でしか体験できない高付加価値なエコツアーを展
開する。

観光収入の環境保全への還元

• 利用者から利用料を徴収するシステム、または
観光業者が収入の一部を拠出するシステムによ
り、環境保全のための原資とエコツーリズム推進
のための事業費が確保され、経済的にも環境保
全的にも持続的な循環が成立している。

実施体制・財源

• 両町観光協会を中心に統一的な窓口を整備し、戦略的な情報提供、マー
ケティングを行う。

• 知床ガイド協議会はガイド利用に関するルールの運用などを通してガイド
のクオリティ管理を行う。

• 知床財団は利用状況、環境負荷に関するモニタリングなどを通して保全
の立場からのチェック機関としての役割を担う。

• これらの機関が連携をとりながら利用と保護のバランスがとれたエコツー
リズム推進のための事業を実施する。

• 観光収入からの還元や利用者からの受益者負担システムを確立し、エコ
ツーリズム推進のための独自財源を確保する。

※このビジョンは、観光地としての知床が目指すべき理想の姿を「エコツーリズム」の視点から整理したものです。（平成19年3月　知床エコツーリズム推進協議会ガイドラインワーキング作成）
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知床エコツーリズムガイドライン アンケート結果 
 
 

検討中の「知床エコツーリズムガイドライン」に対する利用者の評価を調べるため、実

際のガイドツアー参加者を対象にアンケート調査を実施した。 
 
 

＜実施期間＞ 
8 月上旬～10 月中旬 

 
＜実施方法＞ 
ガイド事業所の協力により、ウトロ、及び羅臼地区でのガイドツアー参加者（団体・個

人）にツアー終了後に調査票入りの封筒を配布。帰宅後に記入の上、郵送にて回収する方

式とした。調査票にはガイドライン（案）ダイジェスト版を同封し、目を通した上での回

答をお願いした。 
2000 通配布、641 通回収。 
北海道大学・庄子氏、高崎経済大学・柘植氏との共同調査により、選択型実験によるツ

アー参加者の選好分析も実施した。 
 
 
 
 
 
問 13 選択型実験の分析結果 
 
・ 「ガイドラインの遵守」の要素は、非常に強く選択に影響する。遵守しているツアー

の方が望ましい。 
・ 同行人数は選択に影響しない。 
・ 自然保護への寄付金については、今回の選択肢の「0～1000 円」の範囲内では高ければ

高いほど望ましい。 
・ ツアー料金は安ければ安いほど望ましい。 
・ 目的地については知床五湖（すべて）、カムイワッカの選択傾向が高く、夜の動物観

察、知床五湖（二湖まで）の選択傾向が低い。 
 

 
 
 
 
※選択型実験 ～人間の選好性を計る統計的分析手法～ 

今回のアンケートでは、「ツアーの目的地」「ガイドラインの遵守」「同行人数」

「自然保護への寄付金」「料金」のそれぞれの要素について、いくつかの値が組み合

わされた架空のツアーを提示し、それらの何パターンもの組み合わせを比較して、ど

のツアーに参加したいかを選択してもらった。 
どの要素がどの程度選択に影響するかを調べることができ、また 1 つの要素に対し

て直接的な選択肢で問う方法よりも、潜在的な選好傾向を計ることができる。 
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問1　今回は何回目の知

床訪問ですか？
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問2　今回の訪問も含め、これまでに知床で行ったことのある場所、
体験したことのある活動は？
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問3　今回は知床に何泊滞在した？
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問4　今回の旅行はパック

ツアー？　個人旅行？
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問5　今回はそのようなグループ

で？
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問6　「世界自然遺産」という

言葉を知っていた？
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問7　知床が「世界自然遺産」に登

録されていることを知っていた？
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問8　ツアーの目的地　今回の旅行で参加したツアーの目的地は？
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問8　ガイドは自然環境に悪影響を及ぼさな
い利用方法をあなたに詳しく説明しました

か？
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問8　ガイドは知床が世界的に貴重な生態系が残されて
いる地域であることをあなたに詳しく説明しましたか？
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問8　ガイドが知床の地域文化や歴史について、
あなたに詳しく説明しましたか？
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問8　ガイドはあなたの体力や能力に配慮し
てツアーを提供しましたか？
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問8　同行の家族や友人以外の

同行者数は？
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問8　どんな動物を見ることができましたか？
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問8　ツアーはどの程度の料金でしたか？
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0
0
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問9　ガイドラインに従っているツアーと従っていないツアー
ではどちらを選びますか？
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問10　ガイドラインに従っているツアーがガイドラインに従っ
ていないツアーと比べて「2割」料金が高い場合、どちらを

選びますか？
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問11　ツアーを選ぶ際に重視する項目は？
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問14　性別
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問14　年齢層
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問15　職業
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問16　家庭の年収

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

回
答

数

2
0
0
万
円
未
満

2
0
0
万
円
台

3
0
0
万
円
台

4
0
0
万
円
台

5
0
0
万
円
台

6
0
0
万
円
台

7
0
0
万
円
台

8
0
0
万
円
台
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台
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台
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0
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知床エコツーリズムガイドラインに対するアンケート結果 
問 12 ガイドラインに関する意見（フリー回答） 

 
１．｢エコツアーガイドに対するガイドライン｣に関して 
 
1-1 引率人数について 

・ ガイド１人のツアーに 10～15 人は多い。 
・ 上限は 8～10 人程度では？ 
・ 最大参加者は 12 名程度がいい。 
・ ツアー参加者人数の上限はもっと少なくしてほしい。ガイドの声が聞こえない（同様 4

通）。 
・ 参加ツアーの人数は上限より多く、声が聞こえなかった（同様 4 通）。 
 

ガイド一人当たりの引率人数上限については、もっと

引き下げた方が良い、という意見が強い。 

 
 
 
 
 
1-2 ガイドの質について 
・ 女性や新人のガイドの場合、ヒグマ遭遇時にちゃんと対処できるか心配。 
・ 素人の参加者を案内するのだから、ガイドは十分な知識・経験が必要、ガイドはヒグマ

に遭遇する危険性があるいう意識をちゃんともっているのか？ 
・ ガイドから受けたヒグマ対策では不安。 
 

ガイドのクマ対策に対する不安意見。  
 
 
 
・ 新人ガイドはベテランガイドとペアで活動をするという規定ほしい(質の安定化のため)。 
・ 経験年数以外に、今までガイドした回数・ツアーの種類も加味すべき。 
・ 専門知識に関する研修会への毎年の出席を義務付けるべき。 
・ 申し込み時に、ガイドの質がわかるようにして欲しい（2 通）。 
・ ガイドには動植物の知識、自然への配慮の仕方、技術などを有していてほしい。 
・ ガイド協議会の加入は必要。(知識・技術の向上、考え方の一致のため) 
・ 遊歩道利用時の連携だけではなく、あらゆる情報(事故等)交換ができるシステムがある

とよい。 
・ ガイドには、ルール違反の利用者をしっかり指導できることが必要。 
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ガイドの質の維持、新人に対する教育、ガイドの情報を適正

に公開すること、ガイド間の連携、などを求める意見多数。 

 
 
 
 
1-3 解説方法、普及・啓発内容について 
・ 自然を破壊しないために旅行者はどのようにあるべきか教えてほしい（2 通）。 
・ 自然保護のために日常的に取り組めることを指導してほしい（2 通）。 
・ 観光利用による自然破壊の現場を実際に見せることによって観光客を啓発してほしい。 
・ ガイドは観光客に自然保護のためのルールや、観光中の事故を回避するための知識を教

え、意識改革をすべき。 
 

自然解説だけではなく、利用者が実践しなければならない、実践

できる自然保護のための具体的な行動について示してほしいと

いう意見。 

 
 
 
 
・ 規制やガイドの指導を細かくしすぎず、参加者が自由に行動できる余地を残してほしい。

(遊歩道の歩き方など) 
・ 自然保護を説教くさく説きすぎるガイドは好ましくない。 
 

ガイドラインによる利用者の拘束等への反対意見。  
 
 
・ 参加ツアー以外にも、オススメツアーや体験を提案して欲しい。 
・ ガイドの体験談が聞きたい。 
 
1-4 ガイド認定制度について 
・ ガイドの認定制度を作り、認定基準（研修期間、認定者）をはっきりさせるべき（同様

3 通）。 
・ ガイド認定条件が不明瞭(どのような研修をどれくらいの期間受け、誰が認可したの

か？など) 
・ ちゃんと認定されたガイドにのみ説明のための植物の採取は許可していい。そのために

もガイドの資格認定制度をしっかりつくってほしい。 
 
1-6 自然保護に関して 
・ 自然環境の保全についてのルールをより厳しくして欲しい。 
・ 観光客の靴裏の清掃が必要（外来種対策）。 
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1-7 安全管理について 
・ 安全管理に関するルールは、参加者として安心できるので賛成（同様 2 通）。 
・ ガイドが救急救命法を受講していることは重要。 
 
1-8 ゴミ・タバコ・ペットなど 
・ 参加者・利用者へ火気取り扱いや禁煙の指導をした方がいいのでは？（同様 2 通） 
・ 訪問者にゴミに関する説明をする必要有。 
・ 餌付けやゴミ捨て禁止の徹底が特に重要。 
・ ペット持込・タバコのポイ捨てなどの徹底・取り締まり（同様意見多数あり）。 
・ 飲食禁止の徹底を望む（ゴミの問題）。 
・ 知床五湖のゴミをどうにかしてほしい。 
 
1-9 その他 
・ ガイドは知床に強い愛着心を持っているべき。 
・ 解説が聞こえないこともあるので、拡声器の利用は認めて欲しい（2 通）。 
・ 知床の歴史・文化などに関する説明が不十分だった（同様 2 通）。 
・ 携帯電話等電子機器の使用制限が必要。 
 
 
２．｢エコツアー事業者に対するガイドライン｣に関して 
2-1 事前の情報提供について 
・ 参加者へ必ず提供する情報(保険、参加条件等)の項目を決めるべき。 
・ 事前に服装、体力などのヒアリングを行うべき。 
・ ツアー実施前に服装・持ち物など具体的に知らせるべき。ツアー内容により難易度を示

すべき。 
・ ガイドの専門分野を知りたい。 
 

参加申し込みの時点での詳細な情報提供を求める意見が多い。  
 
 
その他 
・ ガイドラインに従っている業者は信頼できるので安心して参加できる（同様 2 通）。 
・ ガイドだけではなく、事業所の認定制度も必要。 
・ 車を利用したツアーでは、運転手とガイドを別にするべき。 
・ ツアーを行う業者は環境に配慮した車を利用してほしい（同様 3 通）。 
・ 「所属するガイドの半数以上は知床での活動歴が 2 年以上であること」はとても良い。 
・ 業者が利益至上主義に陥らないようにすることが必要。 
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３．ガイドライン全体への意見  
3-1 ガイドライン自体への賛成意見 
・ ガイドラインに全面的に賛成（同様意見 13 通）。 
・ 自然保護のため全業者がガイドラインを遵守すべき（同様意見 3 通） 
・ 自然保護のためにはガイドラインの規制が厳しくてもやむをえない（同様 2 通）。 
・ 自然保護と観光事業を両立するためにはルールづくりが必要。 
 

ガイドラインを定め、遵守すること自体へ

の賛成意見多数。 

 
 
 
 
3-2 より厳しい規制を希望する意見 
・ 自然保護のためには、ツアーに対するガイドラインだけではなく、個人旅行者に対する

規則も必要（同様多数）。 
・ ガイドラインを守らない人には、法的な罰則を設けて対処すべき（3 通）。 
・ 専門ガイド以外のガイド(バスガイド等)への教育も必要。 
・ もっと具体的なルールとなるような表現にして欲しい。 
・ 海外観光客の増加が予想されるため、規制・教育をしていく必要がある（同様 3 通）。 
 

ルールを守らないガイド・利用者への罰則を求める意見、

より広い範囲でのルール、規制の適用を求める意見。 

 
 
 
 
3-3 ガイドラインへの反対意見 
・ ガイドラインの内容次第では(自分が納得できなければ)、遵守していない業者を選択し

てもいいと思う。 
・ ツアーの内容・料金(参加者人数、目的)によってはガイドラインを守っていないツアー

を選ぶ可能性はある。 
 

ガイドラインを遵守していない事業者を選ぶ自由を主

張する意見 2 通。 
 
 
 
 
3-4 運用に関して 

・ ガイドラインを遵守している業者なのか、ツアー参加以前にわかるようにして欲しい
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（同様４通） 
・ ガイドラインが守られているかどうかを監視する制度が必要（2 通）。 
・ ガイドの地位、権限を向上させてほしい。ガイドラインを守らない観光客を取り締まれ

るように。（同様 3 通）。 
・ 多くの組織が関与しているこのガイドラインを、最終的にどの組織が管理・運営するの

か明確にしないと、営利団体を統括するのは困難。 
 
 
 
 
 
 
４．その他 
4-1 適正な利用に関して 
・ ガイドなしの散策を禁止してほしい。(自然に関する知識を深めてもらうため、自然保

護のため)（同様意見 17 通） 
 
 
 
 
・ 観光場所に人数制限を設けてほしい。ゆったりとした自然を求めてきたのに、都会の人

ごみと変わらず不満（同様 5 通）。 
・ 人数規制のため、観光地を有料化するべき（同様 3 通）。 
・ トイレを有料化し、自然保護費にまわしたらどうか（同様 2 通）。 

全回答中の最多数意見。ガイド付きの利用者にとっては、ガイド付

きでない利用者が自然破壊を招いているように見えるようだ。 

ガイドラインを守っているかどうかが事前にわかるような

システムを求める意見、ガイドラインが守られているかチ

ェックする機能の強化を求める意見多数。 

観光地の人数規制、観光地の有料化を求める意見

 
 
 
 
・ マイカー規制に関する意見が多数あり。五湖のマイカー規制実施を希望するもの数通。 
・ ヒグマに関するレクチャーは、ガイド付きでなくても全ツアーで実施すべき。 
・ 動物に近づきすぎ。オーバーユースによる野生動物への影響が心配。もっと離れた場所

から見たい。 
・ 全歩道に木道を設置すべき。 
・ 自然保護や事故回避のための知識を得るため、ツアー初日はガイド同行を義務付けるべ

き。 
 
4-2 高齢者への配慮 
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・ 高齢者・障害者でも参加可能なツアーを企画してほしい。自然林内にも高齢者が安心し

て歩ける遊歩道を作ってほしい（同様意見 2 通）。 
・ 年齢別のツアーが必要（若者からの意見） 
・ 参加者の年齢に配慮した歩行速度と安全管理をする必要がある（同様 2 通）。 
 

高齢のツアー参加者への配慮を求める意見多数。 
 
 
 
4-3 その他 
・ エコツアーの｢エコ｣はどのように実現するのか？ 
・ エゾシカによる自然への影響を懸念（同様意見 2 通）。 
・ ガイドラインを遵守したツアー料金が高くなる理由が理解できない。 
・ ガイドにより、自然に関する知識が深まった（同様意見 2 通）。 
・ ガイドに引率してもらうと、知らなかった場所に行けるのでよい。 
・ サンダル履き、ヒール靴、スカート観光客の禁止。 
 
 
 
＜検討項目＞ 
・ ガイド一人が一度に案内する参加者の人数を引き下げるか？ 
・ 遊歩道上での禁煙指導等についての記載 
・ 新人ガイドの研修期間・ガイド経験等について 
 
＜今後の検討課題＞ 
・ ガイドの専門分野、経験年数などがわかるような統一的な情報開示の必要性。 
・ ツアー広報・予約受付時に提供しなければならない情報の整理・統一（持ち物・服装・

保険・参加条件など）。 
・ ガイドの付かない一般旅行者にいかにルール・マナーを普及していくか。 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－６ 

 

知床エコツーリズムガイドライン 広報用リーフレット 
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１



知床エコツーリズム推進協議会
事務局　（財）知床財団　Tel：0152-24-2114

　世界自然遺産に登録された豊かな自然環境を守るため、知床ではガ
イドツアーに対する「ルール」を定めることを検討しています。

　これらは、自然体験ツアー・プログラムを実施する自然ガイド、及びガ
イドを雇用する事業者（ガイド会社）が守るべきルールであり、安全管
理や自然環境への配慮などが徹底された、質の高いエコツアーを利用
者の皆様に提供することを目指しています。

知床の貴重な自然を守るため

知床を訪れた皆様もルール・マナーの遵守へのご協力を

よろしくお願いいたします。

～観光利用と自然保護との両立を目指して～

　裏面に現在検討中のガイドライン（案）をご紹介しています。

ご意見・ご要望をお寄せください。



１．エコツアーガイドに対するガイドライン

＜知識・技術の向上＞

（1）ガイドの技量を高めるために、各種ガイド技術講習会及び研修会に積極的に参加する。

（2）緊急時の安全確保のために、救命救急の講習を定期的に受講する。

（3）知床での活動が1年目のガイドは、経験豊富なガイドに十分な指導・教育を受ける。

＜自然環境の保全＞

（4）ガイドは、自然環境に配慮したツアー運営を行い、またツアー参加者及び一般利用者が自然環境に対
　　して悪影響を及ぼさないよう指導する。

（5）これ以上の遊歩道の拡張をもたらさないために、エコツアー参加者が遊歩道を外れて歩かないよう指
　　導する。

（6）ガイドは関連法令（自然公園法・鳥獣保護法等）を遵守し、エコツアー参加者及び一般利用者にも遵
　　守を指導する。

（7）エコツアー参加者や一般利用者が野生動物に対しての餌付けやゴミの投げ捨てをしないように指導す
　　る。

（8）エコツアー参加者や一般利用者が遊歩道や登山道等へペットを持ち込まないよう指導する。

（9）動植物を採取しているエコツアー参加者及び一般利用者を発見した際は、やめるよう指導する。

（10）大音量を発生させる拡声器等は使用しない。

＜安全管理＞

（11）遊歩道に入る前に、エコツアー参加者に対してヒグマとの遭遇を避けるために配慮する点や出没時の
　　　対処法をレクチャーする。

（12）ヒグマやハチなどの野生動物の誘引、軋轢を避けるため、エコツアー参加者と一般利用者に対して、
　　　飲食物を持ち込まないよう指導する。

（13）参加者の安全管理のためにガイド一人が一度に案内する参加者の人数は概ね10～15人までとする。

（14）エコツアー参加者の体力や能力に配慮した行程でツアーを実施する。

＜普及・啓発＞

（15）エコツアー参加者に対して知床が世界的に貴重な生態系を残す地域であることの説明を行い、正しい
　　　知識を提供する。

（16）エコツアー参加者に対して、自然環境への影響の軽減と保全への理解を深めるための説明を行う。

（17）エコツアー参加者に対して、知床の地域文化・歴史などへの理解を深めるための説明を行う。

２．エコツアー事業者に対するガイドライン

＜安全管理＞

（18）事故防止と発生時の対応のための安全管理マニュアルを作成し、所属するガイドに遵守させる。

（19）緊急時における組織内の連絡網を整備する。

（20）事故発生時の責任対応のために、1事故について3億円以上（アクティビティの性質により3億円以上
　　　の契約が不可能な場合はその最高額）の賠償責任保険に加入する。

＜情報提供＞

（21）エコツアーの広告・募集時には、参加者にとって必要かつ正しい情報の提供を行う。

知床エコツーリズムガイドライン（案）
（平成19年3月の策定を目指して現在検討中の案から一部抜粋）
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ガ イ ド の 法 的 立 場 と 責 任 
弁護士 三浦雅生 

 
１． 法的責任の基礎理論 

(1) 民事責任 
① 契約責任（契約関係にある者の間の損害賠償─タクシー会社と乗客      

の関係） 
② 不法行為責任（契約関係にない者の間の損害賠償─タクシー会社と     

歩行者との関係） 
(2) 刑事責任（業務上過失致死傷罪） 
(3) いわゆる道義的責任と法的責任の関係 

 
２． ガイド契約の内容 

(1) 契約＝申込＋承諾 
(2) 契約の法的効果 → 債務の発生 

債務の具体的内容は、「申込と承諾の意思表示の内容」によって定まる。 
→ 実際には、募集パンフレットか？ 
① 旅行者の債務（代金支払債務、取消の際の取消料支払債務、指導・

案内等受忍債務） 
② 事業者の債務（送迎債務、指導・案内債務） 

(3) 契約違反（債務不履行）の法的効果 → 損害賠償責任の発生 
①「過失」＝注意義務違反の基準（ボランテイアとプロの違い） 
② 損害の算定 → 交通事故基準による 

 
３． 安全確保債務（安全配慮義務） 

(1) 契約に付随する信義則上の義務 
信義則＝信義誠実の原則＝相手方の信頼を裏切らないように行動する義

務 
 （2）安全確保債務の範囲 → 全領域 

① 企画上の安全確保債務＝募集対象者に適したコース・アクティビテ        
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ィ・経験を有するガイド等の選定と所要時間の設定等 
② 準備上の安全確保債務＝自然ガイドに必要な経験と知識を有するガ

イドの養成、シュノーケル・ダイビングボンベ・カヌー等の器具等を

使用する場合には、その器具の安全点検等 
③ 実施上の安全確保債務＝当日の気象状況等による適切な催行実施・中

止の判断、出発前の必要・十分な注意点の説明、参加者の属性に見合

った適切な指導・案内、危険遭遇時の適切な誘導） 
 
４． 消費者契約法による規制 

(1) 消費者契約＝事業者と消費者としての個人とのあらゆる種類の契約 
(2) 事業者の全部免責条項の当然無効             

「ツアー中の事故においてガイド並びに主催者は一切責任を負いませ

ん」 → 無効 
 危険の伴うツアーの場合の「念書」の記載事項 

① 危険の内容の説明 
② 主催者及びガイドの故意又は重大な過失に基づく事故を除いては、

主催者及びガイド個人は責任を負いません。 
 （3）取消料（損害賠償額の予約）の上限＝平均的損害の範囲 
 
５．「クレーム・事故 ゼロ」のための方策 

(1) 無理のない企画（コース選定、ツアー内容、参加人員に見合ったガイド 
の確保） 

(2) 入念な準備（コースの事前確認、使用器具等の点検・整備） 
(3) 実施に当たっての臆病さ（気象条件によって危険の度合いが異なる場合    

は具体的危険までは不要） 
(4) 募集パンフレットの記載内容の明確化（ツアーガイドの役割、参加者の

準備しなければならない事項、未成年者に同行する保護者の役割、催行

の条件、催行中止の際の補償条件、取消料の要否とその料金体系、事故

責任の範囲） 
(5) 事故発生の際の連絡・対応のマニュアル化 
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６．事故等の際の対応 

(1)今ある危険の除去・回避 
(2)事故原因の調査（ガイド・参加者等からの事情聴取） 
(3) 責任の確定と被害者との示談交渉 

 
７．旅行業法等におけるガイド事業の位置づけ 

(1) 旅行業法の登録を要する事業（旅行業法第２条第 1 項） 
   基本的旅行業務に当たるか否か？ 
(2) 道路運送法の許可の要否 
   「旅客自動車運送事業を経営しようとする者」の解釈 
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平成 18 年度 知床エコツーリズム推進モデル事業 
第 6 回ガイド技術講習会 要旨 

 
 

ガイドの法的立場と責任 
 

弁護士 三浦雅生 
 

 
平成 19 年 1 月 19 日 

於：ウトロ漁村センター会議室 
 

 
１．法的責任の基礎理論 
 
法的責任には民事責任と刑事責任の二つがある。 
・民事責任（お金で片付けられる） 
・刑事責任（お金で片付けられない） 
 
民事責任にはさらに 2 つに分かれ、契約責任と不法行為責任の２つがある。 
・契約責任（当事者同士に契約関係がある） 
・不法行為責任（当事者同士に契約関係がない） 
 
ガイドとお客さんとの関係は契約責任にあたる。お客さんから依頼を受けてガイドを行

うので、いわば「ガイド契約」が成立していると考えられる。 
 
 
２．ガイド契約の内容 
 
「契約書」を交わすことがなくとも、一般的に「申込み」と「承諾」があれば「契約」

とみなされる。つまり「約束」があれば法律の世界では「契約」が行われたとみなされる。 
 
契約の法律上の効果とは、「約束に基づいて一定の義務が生じる」ということ。民法的

には発生する義務のことを「債務」、権利のことを「債権」と呼ぶ。どのような債務が発

生するかは契約の中身によって決まってくる。つまり、「申込みと承諾の内容」によって

決まる。 
具体的な契約条項を作るわけではないので、ガイド契約の場合は「募集パンフレット」、

またはそれに類するものに書かれた内容が、「申込みと承諾」を決定するものになる。 
つまり、募集パンフレットは、もし事故等が起こった際には「契約文書」的な性格を帯び

てくるので、それを考えてしっかりしたものを作った方が良い。 
 お客さんとの間で後で問題にならないような事柄を書く。例えば、行程、保険、キャン

セル料は何日前からいくら取るとか、もし事故が起こった際のガイドの責任の所在など。 
このような募集パンフレットの内容を基に、どういう申込みがあり、どういう承諾があっ

たかという中身によって、債権・債務が決まる。 
 
○お客さんの債務 
ガイド代金の支払い、キャンセル料の規定を設けている場合はキャンセル料の支払い、ガ

イドの指導・案内には従う（つまり受忍する）など。 
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○事業者であるガイドの債務 
送迎債務、指導・案内債務など。 
 
このような契約内容に皆さんが違反する、かつ違反した中身が過失に基づく場合に損害

賠償責任が発生すると考えてよい。 
 
問題は「過失」というもののとらえ方。 
賠償責任の基本原則は「故意」か「過失」か。「過失」の側であるがほとんど「故意」

に近いところが「重大な過失」と呼ばれる。 
 

過失 
（＝注意義務の懈怠） 

故意 

重大な過失 

 
 
「故意」または「過失」によって損害賠償責任を負う、というのは皆さんわかると思う。

「故意」とは何かというと、「積極的な意図」は必要ない。ある事態を認識していて、か

つ認容している場合を「故意」と呼ぶ。 
 

（例えば、詐欺罪などで否認している人が「俺はだますつもりはなかった」というような

ことをよく言うが詐欺罪の立証には「だます」といった積極的な認識は必要ない。自分の

言っていることが「ウソ」であることを認識して人からお金をとっていれば「故意」。ま

た殺人罪も「人を殺す」という意図は必要ない。「心臓にナイフが突き刺されば人は死

ぬ」という常識的な認識がありながらナイフを刺せば「故意」） 
 
ガイド中に崖の上を歩いていて、不安定な岩があることをガイドが認識していた。お客

さんがそこを歩くのをガイドが見ていた。もしその岩にお客さんが足を乗せたら転げ落ち

て死んでしまうだろうという想像もできた。お客さんが死んでもいいと思って（認容し

て）見ているだけで何も言わなかった。⇒「故意」の殺人罪に問われる。 
 
一方「過失」は認識していない場合。認識していなかったが、注意していればわかった

じゃないか、という状態。⇒ 注意義務の懈怠（ケタイ＝さぼっていること）」という。 
 
先ほどの例で言うと、そもそも岩が浮いていたということを認識していなかった場合、

「故意」ではなく「過失」になる。「故意」か「過失」かの議論というのは、「気づかな

かったなんておかしいじゃないか。気がついていたはずだ」という議論。 
 
問題は注意とは何なのかという話になるが、注意とは「精神の緊張状態」と解釈される。

精神が緊張していれば、足場が悪いところに足を置こうとしていることに気づいたであろ

う、なのに気づかなかった、という場合には「過失」となる。 
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問題は「精神の緊張状態」とは人それぞれであること。どれだけ精神を緊張できるかは

いわば人の能力の問題。誰を基準にして「過失」を決めればいいのか？ これは民法にし

っかり書かれていて、「一般人」とされている。皆さんのケースで言うと、同じ「自然ガ

イド」という職業の人が日本に 1 万人いたとしたら、精神の緊張が保てる人から順に並べ

ていったときに、5 千番目に来る人を基準として精神の緊張状態を保っていたかどうかの

判断基準とする。 
 
 ボランティアとプロとの違いというものはない。ボランティアだから過失責任が軽くな

るかというとそういうものではなく、報酬を得ていなくともほぼ同じ責任が問われる。 
 
 ガイド中の事故でお客さんに怪我をさせてしまったり、死んでしまった際の損害の算定

については、現在確立している「交通事故による損害賠償基準」に従うことが多い。その

人がどれくらい稼いでいたかによって、事故によって本来稼げたであろうお金が稼げなく

なった、それを補償するという考え。 
 
 
３．安全確保債務 
 
 ガイド契約の中で最も重要な債務は「安全確保債務」だと考えられる。これはガイド契

約に限らず、契約に付随する信義則上の義務として、相手方の生命身体の安全を確保しな

ければならない、というもの。契約の中身（この場合ツアーの募集パンフレット）にいち

いち「お客様の安全確保をします」と書いていなくても、契約に付随する義務とみなされ

る。「信義則」とは「相手方の信頼を裏切らないように行動する義務」と考えればよい。 
 ガイドとお客の関係はただの信頼関係以上のものなので、当然「信義則上の義務」が発

生し、ガイド中はお客の生命身体上の安全を確保しなければならない。ガイドは専門的な

知識や技術を持っているので、素人であるお客を守らなければならないということ。 
 
 それではどのような安全確保債務があるのかというと、「全領域」について発生する。

お客の方は「ガイドを付けていればその間安全に旅行ができるだろう」と期待しているの

で、ツアー中のすべての範囲が含まれる。 
 どんな対象を相手にツアーの募集するかを考え、その対象者に適した行程（コースタイ

ム・休憩時間）や難易度でツアーを企画する義務、またコースや難易度によって経験を有

する適したガイドを付ける義務。ガイド中に器具・装備・備品を使用する場合は、その安

全点検義務。ツアー実施中は、当日の気象条件等による中止の判断や、危険箇所・注意事

項などを事前に十分説明する義務、参加者の年齢層や能力にあった適切な案内、はぐれた

際や危険な状況に出会った際の誘導義務など。 
 
 
４．消費者契約法による規制 
 
これまで話した内容は、契約の中身（募集パンフレット）によってお互いの合意の下に

決まるものだが、場合によっては消費者契約法によって無効となることがある。 
 
消費者契約法には、事業者と消費者としての個人との間のあらゆる契約が含まれる。事

業者とはお金儲けを目的に活動している人・団体のこと。個人であろうと法人であろうと

組織であろうと一事業者。「消費者としての個人」とは、人類、人間という意味。お金儲

けを目的としていない人間という意味。例えばある会社の研修で来ている人のガイドを受

けた場合は、その会社との契約になるので、消費者との契約にはならない。 
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この法律が言っているのは、契約の中身がすべて有効になるのではなく「合意があって

も無効になることがある」ということ。日本の法律は、故意または過失があったときに責

任を負うということになっているが、故意または過失があっても事前に覚書のようなもの

を参加者との間に交わしておいて、「ツアー中に事故があってもガイドは一切責任を負い

ません」というのは無効である（全部免責条項の無効）。 
 なぜ無効なのかというと、「故意」または「重大な過失」の部分も含めてすべて免責と

いうのはあまりにひどすぎる、という考えから。 
  

過失 
（＝注意義務の懈怠） 

故意 

重大な過失 

  
 「故意」または「重大な過失」の免責だけを無効にすればいいではないかと思うかもし

れないが、消費者契約法では全部免責条項は無効と書いてあるので、こういう書き方をす

ると「過失」の免責の場合も含めてすべて無効になって責任を負うということになってし

まう。 
 なので皆さんがある程度危険を伴ったツアーを実施して、お客さん自身にもある程度危

険を負担して欲しいという場合には、同意書に具体的な危険の中身（どういった危険が考

えうるか）について説明した上で、 
 
「担当ガイドはできる限りのことは致しますが、故意または重大な過失に基づく事故を

除いては、責任を負いかねますのでご了承ください。」 
 
と書くのがいい。こうすれば「過失」については責任を負わないということが同意の上で

有効になる。最初からある程度の危険性が予見できる場合、また先ほどのボランティア活

動などの場合に非常に有効であり、ある程度の危険をお客にも負担してもらうことができ

る。 
 
 取消料について。契約とは基本的に取り消しができないのが原則。相手方に契約違反が

無い限りはできない。それはお互いに約束をして義務を負っているから。初めから取り消

しができるなら契約する意味が無い。しかし、それを事業者と消費者の枠にあてはめると

とても窮屈になってしまう。お客の都合で直前に契約を取り消す場合は、それまでの準備

にかかった費用を負担してもらい、その代わり契約を取り消すというのが合理的。つまり

取消料とは契約を取り消すことのできる対価としてもらう報酬と考えればよい。実質的に

は損害賠償額を予め決めておく、ということ。あらゆることを想定して、3 日前だったら

40％、前日だったら 50％というように類型化しておくということ。 
 消費者契約法では、取消しによって事業者が被る平均的な損害以上の取消料を取れない

ことになっており、消費者を保護している。 
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５．「クレーム・事故 ゼロ」のための方策 
 今までのお話の裏返し。これまで説明した賠償責任を負ってしまう状況の反対のことを

守ってもらえればいい。無理の無い企画、入念な準備（危険なところはないかのチェック、

器具のチェック）、実施に当たっての臆病さ。 
 
危険の認識については、具体的な危険と抽象的な危険とがある。具体的な危険とは崖の

上の浮石など、予め予想できる危険。抽象的な危険とは山に登るときに強い風が吹いてい

たなど、それ自体が直接遭難などに結びつくわけではないが、一般的には危ないな、とい

う状況。具体的な危険が予知できる場合にはもちろんその危険を回避しなくてはならない。

一方、抽象的な危険だけで具体的な危険がなくても「やばいなぁ」と思ったら引き返すな

どの臆病さが必要である。 
  
 募集パンフレットはガイド契約の中身を決める上で大変重要な資料となるので、内容を

明確にすることが必要。 
 

・ツアーガイドの役割（個々の参加者まで面倒を見切れない場合は、「全体を統率するだ

け、お子さんの面倒までは見ません」などガイドとしてできる範囲はどこまでなのかを

明らかに） 
 
・参加者が準備しなくてはいけないもの（帽子はかぶらなければいけない、靴は登山靴手

程度のものを準備する、ハイヒール・スカートはダメ、など） 
 
・未成年者同行の場合の保護者の役割 
 
・気象条件などの催行の条件 
 
・催行中止の場合の補償条件（気象条件などガイドにもお客にも責任が無い原因で中止に

なった場合は同意によって補償条件を決めてよいことになっている。例えば半額もらう

などが可能だが、やりすぎるとお客の評判は落ちるし、消費者契約法で定める通り一般

的な損害以上は取れない。） 
  
・お客の都合で取り消した場合に取消料がいるのかいらないのか、いる場合はその料金体

系 
  
・自己責任の範囲について、一般的な範囲で客も責任を負うのか、「故意または重大な過

失に基づく事故を除いては～」などはっきりさせる。 
 
 最後に、責任があるかないかに関わらず、事故は必ず発生するものだと考えておいたほ

うが良い。いざ事故が発生した際の連絡・対応をマニュアル化しておくことが必要。でき

れば、事業所ごとではなく、地域で横の連絡会などを作って、共有しておくことが大事。 
  
  
６．事故等の際の対応 
 
 最も重要なのは、まず今そこにある危険を除去・回避すること。それが皆さんが負って

いる安全確保債務である。登山中に動けない人が出たら、おぶって下まで下ろすか、携帯

電話で救助を呼ぶか。とにかく放っておいてはいけない。下まで（安全なところまで）下
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ろせれば安全確保したことになり法律上の義務は果たしたことになる。病院まで付いてい

く必要まではない。 
 
 次に事故原因の調査はできるだけ早くしたほうが良い。ガイドや参加者からヒアリング

し記録する。人間の記憶はとてもあいまいなので、できるだけ早く事実関係のメモを作る。

後に警察からの事情聴取を受けることも考えられるので、慎重に。 
 
 事情聴取によって事実関係が確定できれば、注意義務をつくしたかという判断基準に従

って過失があるか無いかを判断して、責任が確定される。責任が確定した段階で責任があ

るということになれば、被害者の被害の程度を見積もって、損害賠償額を決定し、示談交

渉することになる。 
 
 
７．旅行業法等におけるガイド事業の位置付け 

 
旅行業法の登録が必要であるかないかという問題だが、「基本的な旅行業務を行う場合

には登録が必要である」と旅行業法に書かれている。「基本的な旅行業務」とは「宿泊ま

たは輸送の手配」を行う場合。ツアーを実施する際に小型バスなどを手配して、その料金

をツアー料金の中に含めてしまうと旅行業法違反になる。または地元の民宿などとタイア

ップして、皆さんがお金を受け取る形になると宿泊について手配していることになり違反

である。民宿はいくら、ガイド料はいくらと分けて、民宿代はガイドが受け取らなければ

OK． 
 
道路運送法については非常にあいまいであり、解釈が難しい。「旅客自動車運送事業を

経営しようとする者は免許が必要」ということになっている。 
宿泊業などの場合、国土交通省の通達により最寄の駅までの送迎については認められて

いる。ガイドの場合は、例えばガイドを行うポイントまでの送迎程度なら問題ないと考え

られる。 
 
 

質疑応答 
 
Q１ 私は宿泊業も営んでいるのだが、キャンセル料を請求しても払ってくれない人が多

い。そういう人にはどういう手段をとるのが良いか？ 
 
A１ 法律的にはもちろん、きちんと契約が行われたうえでその契約を取り消した場合は

適正な取消料を取るためにとことんまでやることができるが、取消料を本当に取る

かどうかは現実的には実際に回収するコストとの兼ね合いの問題になる。たかが 1
万円の取消料を取るためにコストをかけて請求するのが得策かということ。請求書

を出してダメな場合は、弁護士にお願いして内容証明による催告書を送りつける。

それでもダメなら簡易裁判所で督促命令を出してもらうのがいい。また少額訴訟と

いう方法もある。いずれにしろ地元の簡易裁判所に相談するのがいい。 
 
 
Q２ 契約関係はパンフレットを見ているのが前提になると思うが、前日に電話で申込み

があったので、電話では詳しいところまで説明できなかった場合、キャンセル料の

請求はできるのか？ 
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A２ 基本的には、電話の場合でも事前にいくらいくらキャンセル料がかかりますという

説明をしていない限りは難しいと思う。 
 
 
Q３ 送迎の件。ホテルがお客さんの便宜を図って知床五湖まで乗せていってしまったら

問題なのか？ 
 
A３ 送迎というのはあくまでホテル事業に付随する範囲での輸送のみ認められる。また

公共の輸送機関がないような場所を想定した話。別の観光スポットの見学のために

輸送してしまったらそれはアウト。 
 
 
Q４ 知床五湖のツアーに申し込んだお客さんから、終了後にやっぱり丸 1 日案内してく

ださい、という話になってさらに別の観光スポットなどを回ってしまったらそれは

ダメなのか？ 
 
A４ 非常に難しいが、原則から言えばそれはアウト。基本的には「お客さんを輸送す

る」ということをしてはいけない。ただし、例えばガイドのポイントまで他の交通

機関が無い場合に、ガイド業務に付随するものとしての送迎くらいは認めよう、と

いうのが基本的な考え方。実際のところ、地元の旅客運送業者さんの商売敵になっ

てしまうと行政まで話が回ってしまう。 
 
 
Q５ 知床五湖は国有林だが、風が強い日のガイド中に枯れ枝が落ちてきてお客さんが怪

我をした、という場合には、ガイドの責任が問われるのか、営林署の責任が問われ

るのか？ 
 
A５ 遊歩道での事故の場合は、人が通ることを前提に道が作られているので、遊歩道管

理者の責任が問われるだろう。遊歩道がまったくない森の中の場合は、管理責任は

問われない。登山道に関しても遊歩道と同じ。もちろんガイドが注意していれば防

げた、と判断された場合には同時にガイドの責任も問われることになる。 
 
 
Q６ カムイワッカは落石の危険があるため昨年から林野庁が一部立入りを認めていない

が、お客さんにきちんと危険性を認識してもらった上で立ち入ってもらった場合で

も、もし本当に落石が起きて怪我をしてしまった場合は管理責任が問われるのか？ 
 
A６ 本当に落石が起きる可能性が予見されているのなら、同意書があっても入れるわけ

にはいかないだろう。生命に関わるレベルの問題に関しては、いくら同意があって

も免責にはならない（例：自殺ほう助罪）。 
 

 
Q７ お客さんがガイドの指示に従わず、自ら「自己責任だから」と言って勝手な行動を

して事故を起こした場合もガイドの責任が問われるのか？ 
 
A７ 基本的にはこちらの指示に従わない行動は許してはいけない。それでもお客さんに

「自己責任だから」と言われてしまった場合は、「それではこれ以上ガイドとして

の責任を果たせなくなるので、これで契約を終わらせていただきますが良いです
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か？」と確認するしかない。その場合「何かあっても救助義務もなくなる」という

ことをはっきり伝える。 
 
 
Q８ そういうことは口頭で伝えれば済むのか？ 文書などで後で第三者が証明できない

とだめなのか？ 
 
A８ 法律は何でもかんでも書面で残せとは言っていないが、問題はいざそういう事態に

なったときに、法廷で立証できるかということ。 
 
 
Q９ 知床にはヒグマが住んでいる。もちろん遊歩道に入る前にお客さんにはクマの危険

性や対処法について説明した上でガイドを行うが、それでもクマがお客さんを襲っ

てしまった場合のガイドの責任は？ 
  
A９ 具体的危険と抽象的危険の話からすれば「知床ではクマに会うかもしれない」とい

うのは抽象的危険。「ある道を行くと必ずクマにぶつかってしまう」のが具体的な

危険。具体的危険がある場合は、その道を案内すること自体ダメ。抽象的危険には

度合いの問題があって、通常知床にはクマがいるということを皆知っていて、かつ

多くの観光客が利用していて事故はかなり少ない状況だったら、そこをガイドする

こと自体に問題はないだろう。あとはクマに出会った際のガイドの対応など、具体

的な場面の問題。 
 
 
Q10 ガイド中、自分のお客さんとは契約関係があるが、一般の利用者を助ける義務はあ

るのか？ 
 
A10 よっぽど極限的な状況下でない限り、契約関係が無い人を助ける義務はない。それ

よりも、契約関係が無い人を助けようとしたことで、契約関係にあるお客さんを放

っておいてしまうことの方が問題。 
 
 
 
 
 
○講師：三浦雅生（五木田・三浦法律事務所） 

明治大学法学部法律学科卒業。弁護士。JTB の法律顧問の他、旅行業関係の様々な賠償

請求事件を手掛けるとともに、JATA（日本旅行業協会）主催苦情処理セミナー講師、環境

省主催第１回全国エコツーリズムセミナー講師などを通じて幅広く活躍。 
 
 
 

 166



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 

 

知床エコツーリズムフォーラム 

パネルディスカッション議事概要 
 

 167



 

１



知床エコツーリズムフォーラム 
知床で暮らす幸せ 知床を訪れる喜び 観光が結ぶこころ 

 

2007 年 1 月 21 日 13:30～16:30 

於：斜里町ゆめホール知床 公民館ホール 
 
 
 
パネルディスカッション ～知床が目指すエコツーリズムのかたち～ 
 
■コーディネター 
 寺崎竜雄 （財）日本交通公社 
■コメンテーター 
 茅原裕昭 （財）都市農山漁村活性化機構 
■パネラー 
 上野洋司 知床斜里町観光協会長 
 辻中義一 知床羅臼町観光協会長 
 石田一美 羅臼漁業協同組合理事 
 鈴木謙一 知床オプショナルツアーズ 
 
 
 
開会のあいさつ 
 
上野会長： 本事業は、3 年前から環境省、北海道、斜里町、羅臼町がスポンサーとなり

始まった。環境省が全国 13 箇所の指定地域を選んでの取り組みの中に知床も

選ばれた。 
 今年が 3 年目ということで仕上げの年となった。今まで何をやってきたのか、

両町民の皆様にお知らせしておきたい。そしてこれからどうしていこうか、試

行錯誤しているところだが、斜里町、羅臼町にとって、世界遺産を抱える観光

地として、将来への課題としてこれからも取り組んでいかなくてはならないテ

ーマ。ぜひ町民の皆様にも後押しして欲しいという意図を込めてこのフォーラ

ムを企画した。 
 斜里町の取り組んだ 100 ㎡運動が認められて世界自然遺産に登録された流れ

もある。観光に携わる私たちもこのような考え方を将来にわたって取り入れて

いくことが観光を持続していくために必要である。 
 今日はこの 3 年間で取り組んだこと、現在の課題をざっくばらんに皆さんに

提起してぜひご意見をお伺いしたい。 
 今日は本当にたくさんの方のお越しありがとうございました。 

 
 
町長あいさつ 
 
午来町長： 遺産登録から 1 年半経つが、様々な課題を背負いながら、国のエコツーリズ

ム推進モデル地域として指定された知床では、関係者の努力のもとに協議会な

ども設置されて試行錯誤を重ねてきた。 
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昭和 63 年に斜里町が知床財団を設立し地道な活動を続けてきたが、昨年 10
月には羅臼町の参画がなされ、これからは両町にまたがる保護管理の体制が整

ったことになる。 
 年間 2 百数十万の観光客が入り込んでいるが、エコツーリズムの趣旨がどう

活かされて行くか、また様々な産業の方々が連携して、そこに暮らす人々との

ふれあいを作っていきたいと思う。 
 世界遺産に登録された知床は、北海道はもちろん全国へ、また世界へ発信す

るチャンスを与えられているわけなので、せまいエリアだけで考えるのではな

く、広い視野で取り組んでいく責任があるのだと考えている。 
 今日のフォーラムが有意義なひとときとなること、またエコツーリズム推進

協議会に関係する皆様の益々のご発展をお祈りして、挨拶と代えさせていただ

きたい。 
 
 
事務局よりコーディネーター（寺崎）・コメンテーター（茅原）・パネラー（上野、辻中、

石田、鈴木）紹介 
 
 
寺崎：各パネラーから各自、エコツー事業との関わりも含めて自己紹介をお願いします。 
 
鈴木：学生時代に旅行者として知床に訪れたのがきっかけ。その後ホテルの従業員として

知床で働き始めた。1999 年に知床オプショナルツアーズを立ち上げてガイド事業を

始めてから今年で 8 年目となる。エコツー事業では滞在型モデルツアーのガイドも

させてもらった。知床でガイドが担う役割は大変大きいということを感じながらこ

の 3 年間関わらせてもらった。 
 
石田：知床で生まれて 48 年間、ずっとこの土地で暮らしてきた。現役漁師であると同時に、

役員として組合の運営にも携わっている。エコツー事業には「エコツーって何

だ？」というところから関わらせてもらい 2 年経って今回のモデルツアーを通して

やっと「エコツー」の意味がわかってきたところ。 
 
辻中：平成 17 年から羅臼町観光協会長を務めている。羅臼町の場合は基幹産業の漁業に加

えて観光振興をということを歴代の町長が掲げてきたがなかなかうまくいっていな

い状況。今回のエコツー事業も、知床財団への羅臼参画もそうだが、知床を抱える

二つの行政が協力してがんばっていかなくてはならないという大きなきっかけ、動

き出すスタートとなっている。 
 
上野：観光協会の会員にエコツーリズムが負担になってしまっては困る、というのが原点。

エコツーリズムという言葉で、知床の自然を大事にしながら観光を持続的に成長を

遂げるやり方の勉強を提示するべき、という考えで取り組んでいる。 
 環境省ですらツーリズムを語るようになったということに大きな糸口を感じる。

なんとか自然保護と観光とを両立できるチャンスを作っていきたい。知床における

観光の立場での役割とは自然保護の思想を 150 万人のお客様にどうやって持って帰

ってもらうかだと考えている。 
 
茅原：都市と農山漁村が交流して地域を活性化していこうという意図で農林漁業体験を通

して地域活性化をする取組みをしている。知床は漁業が盛んな地域であり、エコツ

ーリズムということのなかでも地域の文化や漁業をもっと幅広く知っていただく必
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要があるのではないか、それを通して多くの方に知床の良さを応援してもらうため

に、漁業体験なども考えていってほしい。 
 
寺崎：このフォーラム、前半と後半の大きく 2 つに分けられている。前半はこれまでの取

組みと反省点。後半は今後具体的にどうしていくのか、ということについて考えて

いきたい。 
まず始めに事務局の方からこれまでの取り組みについて紹介してほしい。 

 
事務局（田中）： 

はじめに今回のモデル事業の枠組みについて。環境省のモデル地区選定を受けて、

環境省、北海道、斜里町、羅臼町から予算を受けて、推進支援機関として知床財団

が事務局を担った。地域の幅広い業種から意見を拾う場として両町の観光、運輸、

農協、漁協など 25 団体からなる知床エコツーリズム推進協議会を組織した。知床に

必要な事業として、ガイドのスキルアップのための講習会の開催、滞在型観光を推

進するための取組、ガイドが守らなければいけない地域共通のルールとして「エコ

ツーリズムガイドライン」の検討などを行ってきた。この後、もう少し詳しく各事

業についてご紹介したい。 
 
滞在型観光の推進については、現在主流の通過型観光から滞在型の観光に転換す

ることによって地域への経済効果も高まり、利用の分散が図られることによってオ

ーバーユースが軽減し、観光地としての質も向上してブランド化が図られる、とい

うコンセプトで実施した。 
事業としては、まずは滞在型モデルツアー。斜里町、羅臼町を横断する行程で 3

泊 4 泊するようなツアーを地域で企画し、旅行会社とタイアップする形で平成 17 年

春季に実施し、3 回催行、2 名ずつ計 6 名の参加となった。課題としては、集客が伸

び悩んだこと。時期的な休暇のとりづらさ、価格の高さなどが参加者からのアンケ

ートでは指摘された。 
すでに知床に滞在しているお客様へのサービスの向上、というコンセプトから

「エコツアーデスク」というものをホテルロビーに設置し、エコツアーのプロモー

ション、質問への回答、ルール・マナーの普及・啓発などを自然ガイドが常駐して

行うこともした。課題としては、翌日がフリーのお客様はそれほど多くなく、ツア

ー販売の効果としては 1 日あたり 7000 円程度とそれほど高くなかったが、デスクに

立ち寄ってくださるお客様は相当数にのぼり、情報提供機能としては非常に効果の

高い取り組みとなった。 
一部観光地に集中する利用の分散を図るため、観光地ではないエコツーリズム的

なスポットに利用者を誘導する取り組みとして「知床エコラリー」を開催した。仕

掛けとしては、各スポットを撮影した写真をメールに添付して感想とともに投稿す

ると、ホームページ上にアップされ、更新されていくというシステムを作り、2 ヶ月

間で投稿数は 70 件、サイトの閲覧数は約 11,000 件となった。 
 また、地域の産業との連携ということで冬の羅臼でスケソウダラ漁の見学体験プ

ログラムを企画・実施した。お客様は遊漁船に乗っていただき、操業中の漁船を間

近に見学する。平成 17 年度は 13 航海、70 名の参加。企画から広報、受付、実施ま

ですべて地元で行ったことで、今後このような観光と地域産業の連携へ向けて地域

の実施態勢を整えることができた。ただし広報、採算性の問題で課題が残った。 
 
 
寺崎：大きく分けて、滞在型観光の推進と地域産業との連携を軸に事業を行ってきたとい

うことがわかった。鈴木さん、滞在型モデルツアーに実際にガイドとして関わった
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と聞いているが、お客さんの反応、良かった点悪かった点、また滞在型観光を推進

する上で今後越えていかなければならない壁、その解決策などがあれば上げてほし

い。 
 
鈴木：私が案内したのは 60 代のご夫婦だったが、過去には一般的な団体ツアーにしか参加

したことがないとのことだった。感想としては、今までとはぜんぜん違うツアーで

あり、このようなツアーであれば今後も参加してみたい、とのことだった。お客様 2
名のみで貸切状態だったので、良い評価がいただけるのは当たり前だが、大変喜ん

でいただけた。私自身の感想としては、3 日間という長い時間を与えていただいたこ

とで、予定していたプログラムを天候等によってその 3 日間の中である程度自由に

変更できたこと。船の欠航にフレキシブルに対応したり、知床五湖の混雑する時間

を外して散策することも可能であり、利用の集中を避ける意味でも大変良かった。 
改善点としては、サンプル数が少ないのでデータが取りずらいが、こういう企画は

今後もっと伸びていってほしいし、ガイドとしても企画・集客などの点で考えなけ

ればならないことがある。1 箇所に長く滞在する、知床の場合は 4 日間くらい滞在し

てもらえればもっと楽しい、ということがもっと多くの人に伝わっていけばこの企

画はもっと成功していくのではないか。 
 
寺崎：この企画は多くの人の協力でできたものだと思うが、鈴木さんのような個人事業所

の場合、自分だけでもどんどんやっていこうと思えるものなのか、もしすぐにはで

きないとしたら、地域でバックアップできることはないか、やらないのであればな

んでできないのか、そのあたりは？ 
 
鈴木：もちろんやりたいと思うが、私のところは大きなガイド事業所ではない。バス会社

の手配なども考えると私のところだけでは難しいかもしれない。もっと大きな会社

であれば違うのかもしれないが。 
 
寺崎：上野さん、地域のガイド、宿泊、運輸などを結び付けられて初めて成立する企画だ

と思うが、観光協会としては今後どう向き合っていく考えか？ 
 
上野：観光と自然保護は同じところに立っていると思う。オーバーユースについては、観

光サイドの現場も混乱してしまう。これを解決するには相当のエネルギーが必要。

ウトロには 4,000 くらいの宿泊キャパがあるが、去年のようにこれが 4500 になると

とんでもない混乱が生じる。観光としても利用の集中を避けるという意味で、ぜひ

共同でやっていきたい。今回、お客様が集中する夏を避けてモデルツアーを設定し

た経緯がある。これはなかなか集客には厳しかった。また周知も不十分であり、今

後はそれにエネルギーを注ぐべき。観光協会としては、最大の閑散期である冬にど

うやってお客様に来てもらうかという立場に立っており、ガイド事業者の皆さんも

同じだと思う。オフとかショルダーの時期にお客様に来てもらうことをエコの立場

と共同で取り組んでいかなければならないと思っているので、これからは積極的に

冬の集客に向けて力を注いでいきたい。 
 
寺崎：辻中さんにお聞きしたいのだが、先ほど鈴木さんが、知床に 2 泊 3 泊することを考

えると、知床を広く使って、山を境に気候も違う、産業も違う、これをうまく対比

させて紹介するとお客様はとても満足してくれると言っていた。羅臼の観光協会と

しては、このような滞在型の可能性をどう考える？ 
 
辻中：お客様にとっては斜里と羅臼の境などなく、知床はひとつであり、情報を共有して

いくことが大事だと思う。これからますますお互いの協力体制をしっかりしていか
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なければならない。滞在型については、先ほど羅臼では観光についてはなかなか成

果が上がっていない、という話をしたが、それは羅臼はこれまでマスツアーに向い

ていなかったことが大きい。ここ数年エコツアーということが言われるようになっ

てきて、ようやく、これまで観光振興のために模索していた方向性が自分の町にと

って正しい方向性だということが見えてきたな、と感じている。滞在型ツアーも羅

臼の漁業の質の高さを感じてもらえるようなものを提供していきたいが、そのため

には羅臼では観光協会が役割を担わなければならないと思っている。それでいま、

来年度から事務局長ポストを募集したいと考えている。今回の事業でプログラムを

試験的に行うところまではうまくいくが、それをきっちり続けていくところまでの

努力がなかなか難しくてできなかった。プログラムをコーディネイトして、漁業者

に経済効果が波及するところまで持っていきたい。斜里町とは違うものを持ってい

るので、その対比をきっちり見てもらえるようなエコツアーを積極的に実施してい

きたい。 
 
寺崎：とても具体的な内容までご披露いただき、並々ならぬ決意で臨んでいるということ

が伝わってきた。石田さん、地域産業を使ったプログラム作りに中心的に関わった

と聞いているが、事務局の説明に補足があれば。また、苦労話、成果なども含めて

ご説明いただきたい。 
 
石田：私たち一次産業、漁業の立場としては、今回のエコツアーは何らかの漁業体験をさ

せてやりたい、というところから始まった。今回は「見せる」ことで、これが商品

なんだよと伝えることができた、それが一番の手応え。準備の際に、法の規制など

もあったので、それをクリアできる遊漁船を使うことにした。かつて、町興しの体

験ツアーということで実際の漁船に乗せたこともあったが、法の規制の問題で今回

は遊漁船を使った。観光という点から、船の上で風景を見てもらうことを考えると、

お客さんはもって最大 2 時間。今回はちょうどいい時間でできた。羅臼に流氷が入

ってくる 2 月に実施したが、天候によって船を出せないこともあった。ツアーをし

て良かったと思うのは、漁師は魚を相手にしているので、観光に疎い。漁師は気性

は激しいが、自分の仕事が見られることに慣れていなく、照れがある。ウトロに比

べるとウブなところがある。こんなことで喜んでくれる、自分たちの仕事風景を見

てもらうだけで、極端なことを言えばお金になるんだ、ということが見えてきただ

けでも良かった。 
課題はたくさんある。やはり広報の問題。今年は今のところインターネットで宣伝

しているだけ。昨年は初めてだったので新聞等でいろいろ取り上げてもらえたが、

そのあたりが今後の課題。 
 
寺崎：私は全国的なエコツー推進のために仕事をさせてもらっているが、今回のモデル事

業で他のいくつかのモデル地区にも宿題とさせていただいたのが、地域産業との連

携。羅臼の場合は資源量が激減しているということを聞いてはいたが、漁業が基幹

産業としてきちんと機能している。そこにあえて、お客さんに漁業風景を見てほし

いと石田さんが思う理由というのはどこにあるのか？ 
 
石田：まさしく「エコ」にあると思う。確かに資源量は減っているが、私たちの子供の代、

孫の代まで、知床の自然が命の恵みを蓄えている。農家さんにとっても、観光関係

者にとっても「自然」が売りなのは変わらないと思う。我々漁業者にとっても、そ

ういう意味で「自然」と「観光」に結びつきがある。この少なくなった資源を取り

尽くしてしまうのではなく、資源を残すためには少しお金が足りない。本業は漁業

だけれでも、サブ的に収入があれば、細く長く漁業を続けていける。根っこは自然
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を残す、私たちの場合は海洋資源を残す。そのために、サブ的でいいからこういう

形である程度の収入がもらえればいいと思っている。 
 
寺崎：茅原さんはこのあたりの専門でいろいろな地域を見てきていると思う。全国的に地

域の産業に観光というスポットを当てて取り組んでいるところがあると思うが、そ

の必要性についてと、昨日までいろいろ見てきて、羅臼はちょっと違うぞ、という

ことを感じたのではないかと思うが、そのあたりはどうか？ 
 
茅原：各地で農林漁業体験というのが取り組まれている。やはり農業だけでは食べていけ

ない、漁業だけでも食べていけない。自分たちは良くても、産業として後継者に引

き継ぐことが厳しくなってきている。そんな状況の中、農村部では、１次、２次、

３次産業がバラバラではなく、一緒にやっていきましょうということで６次産業、

１×２×３＝６ということで６次産業ということが言われている。１次産業は資源

を管理しながら質の良い食品を生産する。２次産業はそれをうまく加工する。３次

産業はいまはインターネットを活用して、自分たちで販路を開く。そんなに大きな

産業でなくても、小さな産業でもそこから様々な生活が生まれてきている。 
 知床の場合は、全国に誇れるほどの漁業を持っている。羅臼は世界遺産だけでは

なく「魚の城下町」ということだが、ここまで高品質の多くの種類の魚がとれるこ

とを東京や大阪の人は知らないだろう。やはり知床半島といったときには、観光も

あるが、水産というのもアピールしていく必要がある。昨年の漁業見学のプログラ

ムに都市側の人が 90 名参加するなかで、漁師さんの働く姿に感動した、漁の厳しさ、

その中でおいしいものがこういうふうに作られているんだ、というのを知れたこと

が参考になった、私の住む東京の人にもぜひ教えたい、というようなことがあった

と思う。羅臼の水産を伝えていくためには、漁師さんの生活だとか、漁村の生活を

伝えていく必要がある。メリットとしてはエコツーリズムの中では、生活文化を取

り込むことによって多様なプログラム作りができたりとか、お客さんの季節の偏り

をなくしたりといったことが可能だと思う。 
 
寺崎：「生活文化」というキーワードが出てきた。エコツーの資源は「自然」であること

が多いが、もっと広く、地域の生き方であるとか、自然と共にそこで生活している

人との関わりを伝えるというのは、全国その地にしかないものである。似たような

自然環境というのはあって、他の地域に行っても同じような体験ができるというこ

ともあるが、そこにその地域で生活している人の生活文化を組み合わせると、そこ

でしか表現できないもの、だからそこへ行く、というような他地域との競争に勝ち

抜けるようなアピールのポイントになるのではないかと感じた。 
 また、昨日石田さんと話していて、操業時間についての話が出た。暗い時間から

漁に出て行くのは、新鮮なうちに消費者に届けたい、だから早い時間に漁に出て行

くということを聞いて、私は驚いた。現場の方と話をして初めてわかることも多い。

やはり現場の厳しさや風景をそこまで出向いていって見るだけの価値がある理由な

のではないかと思う。 
  

 さて、先ほど上野さんが自然保護と観光という対極をなすキーワードをあげてい

た。これまではエコツーリズムの中でも特に利用、観光推進の話をしてきたが、続

いてこの 3 年間で資源の保全、自然保護に関わる活動も精力的にされてきたという

ことを聞いている。事務局の方から具体的な取り組み内容を紹介してほしい。 
 
田中：保全の意味から地域共有のエコツーリズムに関するルールを作ろうということで、

「知床エコツーリズムガイドライン」の策定を進めている。まだ検討中のもので、
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今年度末、3 月の策定を目指して作業を進めている。このガイドラインはエコツーリ

ズムを中心的に担う自然ガイド、ガイド事業者が守るべきルールを定めようという

もの。内容としては、自然環境の保全、安全管理、地域への貢献などが盛り込まれ

ており、コンセプトとしては、このガイドラインによって、質の高いガイドツアー

の実施を奨励し、ガイドラインを守っているガイドは他のガイドと差別化が図られ

ることにつながり、地域内で競争力がアップする。それによって、皆が競争力をつ

けようと努力することによって、地域全体のエコツアーのレベルアップを図る。ま

た一般利用者に対しても知床ではこのようなルールを定めて取り組んでいるという

ことをアピールすることによって、環境への配慮などのマナーの改善をしていこう、

というもの。 
 

 実際のルールの例としては、安全管理に関しては、事故が起こった際の対応のた

めにガイドは救急救命法の講習を受講しなくてはならないとか、安全管理マニュア

ルの作成など。自然環境の保全については、参加者に対して自然環境への影響を軽

減するための説明を行うとか、ガイド一人当たりの引率人数をフィールドの状況に

よって 10 人～15 人程度というような基準を設定した。羅臼湖については、歩道がぬ

かるんでいるときは長靴を利用する、というようなルールを検討している。 
 

 課題としては、あくまでこれは自主ルールであり、拘束力はない。地域共有のル

ールとするためには、これらのルールを守っている優良ガイドを地域が優遇するよ

うなバックアップ体制・システムを構築していく必要がある。 
 
寺崎：確認だが、このガイドラインは現在まだ検討作業中ということだが、策定までの今

後のスケジュールは？ 
 
田中：現在、推進協議会が設置したワーキンググループ（観光関係者、ガイド関係者で構

成）で検討中。地域の方への説明会なども行いながら幅広くご意見をいただき、修

正を重ねてきた。今年 3 月の最後の推進協議会で承認いただいて正式なルールとな

る予定。 
 
寺崎：もし意見がある場合は、今日これが終わったあとで田中さんを捕まえるとか、あと

はどういう形で伝えることができるのか？ 
 
田中：今日は全文をご紹介できなかったが、知床エコツーリズム推進協議会のホームペー

ジから検討中の案をダウンロードできるようになっているので、興味がある方は読

んでいただいてぜひご意見をお寄せいただきたい。 
 
寺崎：このようなガイドライン等を設定することに対して、一般の観光利用者はどう考え

ているかを調査している。その結果について、北海道大学の庄子さんからご説明い

ただきたい。 
 
庄子：2004 年から知床でアンケート調査をさせていただいている。その結果についてご報

告する。 
 

 2004 年の秋の訪問者アンケートでは、実際にガイドツアーに参加した人に、ガイ

ドからアンケートを配って調査を行った。 
 2005 年冬に実施したのは一般市民アンケートで、調査会社に依頼してインターネ

ットで全国の 2000 人の方にアンケートをとった。 
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 2006 年夏にはガイドラインの内容も含めて 2004 年と同じように訪問者アンケート

をとった。目的としては、実際の利用者がガイドラインをどう思っているかを調べ

るために調査した。 
 
 2006 年夏のアンケート結果だが、2000 通配布し、641 通返ってきた。ツアーの同

行人数については、一番多いのは 11～22 人。これは大きな人数のツアーはそれだけ

回答数も多くなってしまうので、人数が少ないツアーの催行数が少ないわけではな

い。適切な利用方法についての情報を提供してもらえたか、についてはほとんどの

人が「そう思う」を回答。生態系のついての情報提供についてはほとんどの人が

「そう思う」を回答。一方で地域文化や歴史についての情報提供については、生態

系についてより若干低い。ガイドラインに従っているツアーと従っていないツアー

があった場合はほとんどの人は従っているツアーを選びたいと回答。ところが、従

っているツアーの料金が 2 割増しになってもやはりそちらを選ぶか？と聞くと、従

っていなくても安いほうでいい、という人がある程度存在する。ツアーを選ぶ際に

どんな項目を重要視するか？という複数回答の選択肢では、目的地、内容、ガイド

の専門知識の有無が高い。反対に重要視しない項目は、救急救命法の受講、傷害保

険、賠償責任保険の加入となった。ひとつ特筆すべき点としては、ツアーの定員に

ついてはあまり重要視されていない。 
 
 次に選択型実験について報告する。例えば車を購入するとき、車体の色やエアバ

ックがついているか、そして値段など様々な要素を比較検討して決める。いくつか

の要素がそれぞれ異なったタイプ A の車とタイプ B の車とどちらがいいですか？と

いうような聞き方を複数回行うと、どういう要素に対してどれだけお金を払ってい

いかということが分析できる。 
 
 2004 年の秋のガイドツアー参加者に対するアンケートでは、目的地に関しては、

フレペの滝を基準とすると（これを 0 円とする）、遊覧船で岬まで行くコースは

5,367 円プラスしてもかまわないという結果になった。例えばフレペの滝のツアーが

１万円だとしたら、岬までの遊覧船は 15,367 円で提供されていれば、選ぶ人が半々

ということ。一番高い評価を受けたのは原生林トレッキング。「詳しい説明」は

「詳しくない説明」と比べて 1,199 円高い。同行人数は影響がない。動物が見れる確

率についても影響がないという結果となった。もう少し詳しく調べてみると、ヒグ

マを見られる確率については、「とても見たい」という人と「できれば会いたくな

い」という人が打ち消しあってしまっている。 
 一般市民に同様のアンケートをとるとまったく異なった結果となった。フレペの

滝に対して先ほど人気のあった原生林トレッキングは－2,844 円となり、フレペの滝

の 1 万円のツアーと原生林トレッキングで 7,200 円くらいのツアーがあればちょうど

五分五分くらいで選ばれる、ということ。これはどういうことかというと、1 回知床

に来た人は、フレペや五湖にはすでにだいたい行っているので人気がない。しかし、

1 回も来たことのない人にとっては、有名な観光地が人気がある。説明に関しては、

詳しい説明でなくてもいい、同行人数に関しては、多いほうがいい、という結果。

エゾシカが見られる確率は高いほうがいいが、ヒグマが見られる確率はそれほどで

もない。 
 
 2006 年の夏のガイドラインの評価を含めたアンケートに関しては、実はひとつ失

敗した部分があり、ガイドラインの説明をしすぎてしまったために、ガイドライン

に従っているツアーばかりを選んでしまい、ガイドラインに従っているツアーに 1
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万円多く払っても良いという、少しおかしな結果になってしまった。しかし少なく

ともガイドラインは選択には影響している。 
 まとめると、訪問先は最も影響を与える。初めての訪問者とリピーターとでは評

価がずいぶん違う。同行人数は影響していないが、自由回答だと人が少ないほうが

いい、とも言われている。詳しい説明は必要。動物との遭遇は、初めての訪問者に

は重要だが、リピーターにはそれほど重要ではない。ヒグマについては意見が分か

れる。今回のポイントだが、ガイドラインについてはやはり重要で、理解が得られ

ればツアーの選択に強く影響するということがわかった。 
 
 自由回答についてまとめると、ガイドなしでの散策を禁止したほうが良い、とい

う意見が多かった。二つ意味があって、自分が自然環境に影響を与えてしまいそう

だから、ガイドを付けたい、もうひとつは自分はガイドを付けているが、ガイドを

付けていないで自由に歩いている人もいるので他の人にも付けてほしいという意見。 
 他にはガイドの認定条件を具体的に示してほしい、どのような専門分野で誰が認

定しているのかを明らかにしてほしいという意見があった。 
 ガイドラインに対する不安もあり、自由に行動できる余地を残しておいてほしい、

ガイドラインに従うと人数制限があるので料金が高くなってしまうが、なぜ料金が

たかくなってしまうのかが不明確、という意見もあった。 
 まとめると、ガイドラインの導入について利用者は好意的。趣旨が理解され、制

度が徹底されれば強く選択に影響する。つまりガイドラインを守っている業者が選

択される。ツアーの中に自然環境保全のための協力金を導入することも有効である

ことが分かってきた。 
提供側（ガイド）と受ける側（客）の意識が違っていることが分かった。同行人

数を制限することも提供する側は自然環境の保全を中心に考えているが、受けてい

る側は人数が多すぎて声が聞こえないという声も出ている。自然環境を守る方法を

教えてくれればよいが、人数を減らす必要はないという意見もある。専門知識の提

供に関しても、供給する側は差別化を図って、専門知識で売りを作りたいというと

ころがあるが、受ける側は総合的な専門知識を持っていれば良いというような意見

があった。 
 

寺崎：ガイドラインの必要性を市場は非常に強く求めている。ただ、細かいところをみる

と、提供側と利用者の間では少し感覚が違う、というところがあることが良くわか

った。田中さん、ガイドラインの確認だが、今、検討しているガイドラインは主に

ガイドやガイドツアーの内容を規定するようなものか？ 
 

田中：今、検討中のガイドラインはエコツアーを実施するガイド、ガイドを雇用する事業

所に対してのルールを検討している。 
 
寺崎：鈴木さん、知床でエコツーを行うにあたって、改めてガイドラインを作ってまで規

定しなければいけない、ガイド、ガイド事業者の役割は大きいと思うが、ガイドの

役割とは何でしょうか。 
 
鈴木：知床に来ているお客さまが、知床に入って出て行くまでの間に一番多く長い時間一

緒にいるのは、ガイドツアーに参加すればガイドである。その点では、影響力が大

きい。森を歩いても先頭にたって歩く。お手本になるのがガイド。そのガイドがし

っかりとしなければ、お客さまは間違った認識をもつ可能性がある。なので、間違

いは許されないのがガイド。自然ガイド事業として行ううえでは、ツアーに参加し

たお客に満足してもらうことは重要だが、それと同時に自然の中での立ち振る舞い、
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歩きかた、ルール、マナーをお客さまに同時に知ってもらう役割は自然ガイドでな

ければできない。これが一番重要な役割だと思う。 
 

寺崎：田中さんはガイドラインを考える時現場でいろいろ議論しているとおもうが、ガイ

ドの役割をどのように考えているか？ 
 

田中：鈴木さんの言ったとおりで、ガイドがお客さんに伝えられるものは多いと思う。ル

ールやマナーなどを普及する意味でもガイドの役割は大きい。お客さんは初め自然

を見たくて知床に来ると思うが、ガイドツアーを受けることによって、知床の自然

を伝え、そこで暮らしているガイドのファンになり、リピーターが増える。初めは

自然から入ってもそこに住んでいる人間を好きになることによって、知床のファン

になる。そのような意味でもガイドの役割は大きいと思う。 
 
寺崎：上野さん、先ほどの 2 人に付け加えること、またガイドに注文などがあれば。 
 
上野：知床はこのような場所で、鈴木さんのようにいろいろな人がガイドとして入ってき

て、ガイドは鈴木さんが言ったように、新しい観光価値だと思う。ガイドがいるこ

と自体が知床の価値である。この部分がどんどん大きくなってくるべき。ガイドラ

インは必ずしも規制ではないが、外からみた時にそれをこなしている地域であると

他から認められるような観光地になってほしい。知床五湖、カムイワッカ、フレペ、

羅臼湖であればこのような基準をクリアしているということではなく、お客が安心

してついて歩ける、ガイドがいることによって安心して自然の中を歩ける。そのよ

うな安心感を与えて、しかも価値感が高まるというかたちで、ガイド協議会で求心

力を持って形を作ってほしいと思う。 
 

寺崎：鈴木さん、田中さんの意見をふりかえると、ガイドは影響力があって、具体的にツ

アー客をうまく誘導することによって、知床の自然や生活、文化に対する負荷を軽

減する役割があるのと、ガイド自身がお手本となって解説を通してツアー参加者に

対して環境教育的な効果、気づきを与える。エコツアー、エコツーリズムが普通の

観光と違う部分は、普通の観光であれば、資源を見せれば、５千円なり１万円なり

の価値で見て帰るが、エコツーの面白いところは、5 千円の資源に付加価値をつけて、

1 万 5 千円で見せること。知床にいると自然を見るだけでみんな満足するから、気付

かなかいかもしれないが、それ以外の地域にいると、どこにでもありふれた素材、

自然しかない地域もある。そのありふれた素材を、いかに特別なものにして、価値

を高めるか。この役割はガイドの仕事で、深く調べ情報的な価値を与える。そして、

その時間を過ごすことによって、楽しかったということを通して、資源に価値を与

える。価値を与えた付加的な部分をどのように使うかということは、今度のテーマ

になると思うが、その大きな役割を担っているのがガイドだと思う。 
上野さんが言った、ガイドラインが知床の価値になる。ガイドラインというみん

なの申し合わせとして、りっぱな行動をしている。そのことが地域としてのブラン

ド価値を高めることになる。 
アンケート結果の中、最後の説明のところに、ガイドラインの中に保全のための

協力金を導入することも有効である、とあるが、その部分を説明してください。 
 

庄子：説明不足でした。今年行った調査でツアー料金の中に環境協力金のような形で自然

環境の保全に使うお金を含めたものと含めないものどちらを選ぶか、という項目が

あった。ツアーの料金自体は高ければ高いほど売れず、安ければ安いほど売れると

いう統計があるが、協力金に関しては、上限 1000 円だが、高ければ高いほどそのツ
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アーが選ばれるという関係がわかった。つまり、お客さんは環境保全に関してお金

を払いたい。逆に協力金を含んだパックツアーは、割高に見えるが、消費する側か

らみると割安に見えるということ。 
 

寺崎：今、協力金ということをめぐって、鈴木さんも実際考えて、行動としていると聞い

ているが、どのようなことを行っているか？ 
 

鈴木：知床オプショナルツアーズ（略称 SOT）では、SOT プロジェクトということで、

2003 年から毎年、前年の売上の１％自然保護のために使おうということで、斜里町

で行っている 100 平米運動ナショナルトラストに毎年寄付している。これは、社会

貢献はどの企業でもやっていることなので私たちも行おうというもの。1％の額が多

いか少ないか分からないが、無理してやると続かなくなると思うので 1％が適当なの

ではないかと思う。もう１つは、このようなことをやっている企業は日本にたくさ

んある。なので、このような企業をもっと応援していこうと、ガイド中にお客さん

に少し話をつけ加え、帰ってから自然保護について考えてもらえるような話をする

ようにガイド中に心がけている。無理していては続かないので、無理なくできるこ

とを、家に帰ってからも気にかけてもらえるような話をしている。 
 

寺崎：石田さん、実際に自分でツアーを企画している中から、このような協力金などにつ

いても考えたかもしれないが、現実を見た時にどのように考えるか。 
 

石田：率直な意見として、これからだと思う。今後、1 次産業である漁業者ができる、自

然を守るということは、資源を守るということ。せっかくの機会なのでガイドの鈴

木さんにもお願いしたい。ここの豊かな海、ウトロも羅臼も含め、魚の美味しい要

因となるのは、豊かな森林があるから。このことをアピールすると、また付加価値

がつくと思う。そのような付加価値がつくことによって、自然環境を守る。鈴木さ

んたちが行っているようなことを漁業者に伝えたいと思う。 
 
寺崎：上野さん、辻中さんにお聞きしたい。鈴木さんは個人の思い、方針で活動している

が、観光協会会長という立場だと、仕組みをどのようにするかということを考えて

いると思うが、現状と今後をふまえると、どのような方向性と考えているか、また、

今後の検討、課題をお願いします。 
 
辻中：知床羅臼町観光協会として、去年、記念切手を作った。その売上の 10％を町の寄付

条例の環境という項目へ寄付すると言うことを謳って売り出した。このような町の

基金条例に、協会としてもできるだけ協力していきたい。また、将来的には観光協

会も自立をめざしていきたい。その中でこのような方向は外していけないのではな

いかと思っている。 
 
上野：斜里町側の観光協会は、今ターニングポイントにある。従来から観光協会の維持の

ためには、法人化が必要。その手続きを進めている。法人化されたとき、新しい事

業の組み立ての中の１つに（仮称だが）「知床基金」を組合員として積み立ててい

こうと考えている。斜里町で観光に関わっているものとして少なからず、国立公園

知床のイメージの中で恩恵を受けている。多くはならないかもしれないがみんなで、

意志の確認をするものとして、「知床基金」を作ろうではないか、と検討している。 
使用目的はあくまでも環境、自然の保全に対する事業の資金助成をしていくよう

な基金。できれば 19 年度中に立ち上げたい。現在、準備委員会を作っている。エコ

ツーリズム推進協議会からも資金助成をお願いしたいと話がある。また具体的に立

ち上げたら、お願いすることになると思う。 
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寺崎：エコツーリズムという地域のシステムの中で議論の早い段階から、いかに観光消費

を地域の資源の保全にうまく還流していくかというようなことがテーマとして言わ

れてきた。しかし、世界的に見ればそのようなシステムが整っているところはある

ようだが、日本の中でそれが地域のシステムとしてできているところはない。実際

にやるとなると、いろんな課題があるが、ぜひ知床では日本のトップランナーとし

て精力的に議論してほしい。 
 

 
休憩 

 
 
寺崎：これからどのようにエコツーリズムへの取り組みを進めていくのか、その自主計画

をもっているということなので、説明してもらいたい。 
 
田中：2005 年 7 月に知床が世界自然遺産に登録された。そのあと、観光客の入れ込みが増

加した、それによる影響をまず紹介する。知床五湖などの一部の観光地に利用が集

中することによって、オーバーユースが起きた。（写真）知床五湖の渋滞は 1 キロ

以上、待ち時間は 1 時間以上の状況。やっと駐車場に入っても、中は人の波でかな

りの混乱を招いている。実際にどの程度入り込みがふえたのかというと、観光客の

統計を見てもらいたい。Ｈ16 年と、登録後のＨ17 年の同じ月同士の観光客の比較を

提示する。7 月に登録され、斜里町では宿泊客と日帰り客が 8、9、10 月で 20％以上

増加している。宿泊客はあまり増加していない。もともとウトロのホテルは夏季は

部屋のキャパシティ一杯まで予約が入っている状態だった。知床に来たい人は、日

帰りするしかなかった。増加しているのは日帰り客だけ。モデル事業の中で、通過

型観光から滞在型観光への移行を進めているが、日帰りの通過型観光をより助長す

る結果となってしまった。これが斜里町の現状。羅臼町のほうは、5％程度増加して

いる。 
知床五湖の写真。道のようになっているのは、本当は道ではない。木道までがも

ともとお客さんが入れるエリアだったが、湖に近づき、踏み込むことによって踏み

跡ができてしまった。初めて来る人はここが道だと思って、悪気なく入ってしまう

状態になってしまっている。 
知床五湖の駐車場にあるトイレ。大型の観光バスが何台も一度につくと女性用の

トイレは長蛇の列ができる。このような状況が毎日繰り返される状況だった。遊歩

道内も大混雑していた。 
 
次に、３年間のモデル事業をふまえ、来年度以降、知床ではどのようなエコツー

リズムの推進をしていこうかということで、現在推進協議会で検討している「知床

エコツーリズム推進実施計画」について説明する。これもまだ決定ではない。今年

の３月に推進協議会で承認される予定。 
知床全体で統一された、お客への情報提供、インフォメーションの窓口を構築し

たいと考えている。そこが、エコツアーの広報から、クレーム処理まですべて一貫

して受け付ける体制をとりたい。それによって、ガイドラインを適正に運用したり、

ルールやマナーの普及を行う。利用者に対するマーケティング機能も持たせたい。

課題として、今年作ったガイドラインを来年度以降どのように運用させていくかと

いうことがあり、地域のバックアップ体制の構築を行いたい。あくまで、拘束力の

ない自主ルールなので、それを遵守させるために地域が共有しなくてはいけない。

具体的には、自己申告だが、ガイドラインを遵守している事業者はプログラム等の

販売のときに表記することによって差別化できる。観光協会は問い合わせがあった
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時に、ガイドラインを遵守している事業所を優先的に斡旋紹介する。旅行会社、エ

ージェントに対しても、知床ではこのような取り組みを行っているので、ガイド会

社と契約する場合には優良な事業所を選んでくれというようなアピールをはかりた

い。そして、実際にそれが守られているかということをチェックする機能としては、

利用者によるアンケートを考えている。ツアー参加者にアンケートをとり、そのア

ンケートを公開する形でチェック機能ができればと思う。 
 
知床五湖、羅臼湖の利用のあり方の検討で、世界遺産登録後かなり混雑している

が、自然へのインパクトを減らす、利用者の満足度を満たす、世界自然遺産に登録

された知床にふさわしい観光地の利用のあり方について検討していく。そして、ま

ず取り組むことのできる自主ルールの策定、それを実際に適用するとき、どのよう

に適用するか。システムも含めて来年度以降検討していきたい。 
 
そして、このような事業を実施する体制について、3 年間のモデル事業が今年度で

終了し、改めて再スタートになる。引き続き地域からの幅広い意見を反映させられ

るような場として、両町の関係団体からなる推進協議会を存続させたいと考えてい

る。実際の業務に関しては、両町の観光協会、知床ガイド協議会、知床財団がそれ

ぞれの役割に応じて、分担して実施する。事務局機能はこれまで 3 年間、知床財団

が担ってきたが、両町観光協会が主体となって担う体制への移行をめざしたい。す

ぐにできることではないが、少しづつこのような体制を担えるような、形を作って

いきたい。 
 
そして、この推進自主計画を検討しているガイドラインのワーキングの中でもい

ろいろと議論を重ねているが、実際に業務を進めていくための財源の確保が課題。

このエコツーリズム推進モデル事業というのは、3 年間行政の予算を活用して、地域

でエコツーリズムの推進というのを自立させていくための最初のステップである。

そして、3 年後のモデル事業の終了したあとは、地域で自立して、引き続きエコツー

リズムを地域に担っていくような体制を整えていくという意味のモデル事業であっ

た。来年度以降は自立を目指して、地域の独自財源の確保を進めていかなくてはい

けない。1 つは、推進協議会が認定するというかたちでのエコツアープログラムを観

光協会などが積極的にＰＲ、販売することによってその販売費の中にいくらかの金

額を多く上乗せして、それをバックする。また何らかの形で、観光による収益を地

域でエコツーリズムを推進するための費用として回収する、受益者（観光客）、観

光協会の皆様に負担してもらうようなシステムを検討していきたいと思っている。 
 
寺崎：ありがとうございます。まず、最初に遺産登録後のデータによる人数変化を見てき

た。私も 2005 年 11 月、世界自然遺産登録後数ヶ月たって知床五湖を歩いたが、観光

客が話しているのは、「景色きれいだね」とかではなく、関係のない話をしていた。

木道を歩いていても、人が多く、見えるのは人の背中ばかりで、人ゴミにまぎれな

がら湖を眺めて何を感じるのかと感じた。せっかくの貴重な自然の中に人が入るか

らには若干なりとも影響があるわけで、そういったことをしてまで素晴らしい大自

然を見ていただいているからには、それを見て何を感じたか、そういった効果が発

揮されるよう状態を作っておかないままに利用するのであればほとんど意味がない

のではないかと思った。そういった突然の状況変化を経て、今回のモデル事業もい

くつかのエコツーリズム推進の中の 1 つの事業なのだと思うが、それが終わった後

もこういった形で継続していくというような、5 つ具体的な事業内容を報告してもら

った。 
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 順番にみていくと、統一インフォメーション窓口の構築。これは、適正な利用を

促すような形で、どちらかというと利用と保護というふうに分けたとすると、利用

の利便性の向上もしくは、保護に結び付けていくような誘導ということになると思

うが、茅原さんに全国いろいろご覧になられて、こういったことがうまくいってい

る例であるとか、よりこれを進めるにあたって、こういったこともポイントとして

入れた方がいいというようなアドバイスがあればお願いしたい。 
 
茅原：広報発信から、クレームまで、これが今ワンストップサービスということで情報の

一元化、窓口の一元化があたりまえの時代だと思う。私のところでの、グリーンツ

ーリズムもそうだが、田舎暮らしについても、それぞれの地域のワンストップサー

ビスでちゃんと情報の窓口を置いて、そこの窓口から総合的に受け入れをどうする

かという、情報の指令塔というか、統一的なインフォメーションセンターは必須で

ある。こういうことに取り組むには今が重要な時期。特に知床半島では、2 つの町の

担当、推進協議会の有力なメンバー、ガイド協議会その他が入っているわけで、こ

れから夏にむけてたくさん宿泊される方が、その時期だけではなくもう少し、時期

を分散するプログラムを作っていく。自分たちの有利なようにこれをどう作ってい

くか、相談しながら発信していくって機能が非常に大事になっていく。マーケティ

ングというのも、その窓口でいろいろな問い合わせや質問、マスコミからの情報を

求められたりする時に、世の中のニーズがどう変わってきているのか、何を求めら

れているのかということを整理して対応した形で、新しい商品企画をしていく必要

がある。 
 

今課題となっているようなガイドラインを作った時にも、このようにこの地域で

は進めているよ、と発信していくことが非常に重要になる。今、色々な地域で取り

組んでいるが、主に最後の販売まで結んでいくというかたちで、販売窓口をどこに

相談すればよいのか、実際にガイドが作っている商品もあるが、何をするにしても、

問い合わせするときにどこにいけばよいのか分からないので、それは間違いなくこ

の地域はいろんなガイドがいて、いろんなプログラムをこれから多様につくってい

きます。今あるものではなくてもいろんな企画を作っていくときには、統一インフ

ォメーションセンターに聞いてもらえれば、相談してもらえれば、私たちのほうで

合わせていろんな相談を受けていきます。というようなことができればいい。その

ような形で各地域も積極的にやっている。お客さんに説明するときにも、実際に窓

口だけでなくガイドも手分けして私たちが最終的にお客さんをこのように案内して

やっていますよ、ということまでアピール活動を行っている。多様なプログラムが

いろいろできた時に、有力なプログラムを整理してアピールすると、そのときには

旅行会社やいろいろな団体も忙しいこともある。あそこに相談すればいいという窓

口があれば、有力な武器になる。 
 

寺崎：今の話の最初の方に情報の指令塔ということがあったが、まさにそのようなかたち

で、知床を訪れるお客さんの情報や、地域の中で行っているツアーの情報、それだ

けでなくそれを組み合わせて集約して受けて、別の方に活かしていくというような

役割だと思う。 
上野さん、最初のところでツアーデスクが非常に盛況だったということをご覧に

なったということでしたが、それをひとつにまとめたもの、それの発展系というイ

メージなのか？ 
 

上野：ちょっとイメージとしてあるかもしれないが、基本的には新しいツアーの部門とい

うか、表にでているエージェントなどのところではない、細かい情報が実はこれか
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ら必要になってくると思う。特にこれが、エコツーになってきて、それが非常に加

速されてきている。そのような意味で、それぞれの事業所はいろんな手段を通じて、

インターネットやお客さんに対するアプローチをやっていると思うが、やはり入っ

てきたお客さんに対しては地域の全体情報が、ここにいけば分かるとういう風にや

っているということは、地域としては大事なサービスの基本になってくると思って

いる。 
ホテルのやっているツアーデスクの話は、まさにそのようなものを求めているお

客が非常に多い。うちのホテルでは 1 人のみで対応しているが、時間によっては対

応しきれないというような状況ができている。エコツーリズムの地域のツアーにつ

いては特にそのような細かい情報が必要になってくる。それをこれから構築してい

くことがエコツーリズムの大事な 1 歩だと思っている。 
 

寺崎：石田さん、斜里の取り組み、ツアーがどんどんでてくるような雰囲気とまた違う雰

囲気が羅臼にはあるが、そのような取り組みを石田さんはされている中で、情報の

指令塔、統一インフォメーション窓口などがあれば、こういったこともさらには加

えたいだとか、描くような関わりのイメージはありますか？ 
 

石田：私たち一次産業、漁師にしてみるとお客相手が得意ではない。今までそのような商

売はしていないから、対応が難しい。自分たちのアピールの仕方も無知である。そ

のようなかたちで、専門の方のアドバイスをもらうと漁業との結びつきの近道にな

るのではないか。あと、斜里の農家はそうだと思うが、そこの旬のもの、漁業であ

ると春夏秋冬のたくさんの種類の中のその中でも漁師がオススメの一品をホテルや

飲食店で扱ってもらうことによってその魚のおいしさが幅広く広がっていく。その

ようになっていくと、お客さんが帰っても「知床で食べたこの魚おいしかったよ」

ということを地元で言ってもらうと付加価値がつく。そのような関わりあいができ

れば。それにはまず情報。いま羅臼ではこんな魚がとれていますだとか、冬期間で

あれば、私たちのモデルツアーで行っていた体験型観光、仕事風景を見せる。それ

ばかりでなく、捕ってきた魚を陸上で陸揚げ作業。秋はサケの定置。これはウトロ

でも羅臼でも盛ん。これも第 3 者が見るととても感動すると思う。また、同じ地域

にいても漁業者が全然違う仕事の農作業の仕事風景を見ることにも関心があるが、

なかなかそのような機会がない。そのような情報提供によって、新たな資金調達が

できるのではないかと考えている。 
 

寺崎：鈴木さんも現場サイドから見て、地域の中にこのような機能があることに対する期

待や注文はないですか？ 
 

鈴木：特に今、期待されている滞在型をする上で、たとえば自然ガイドのプログラムの半

日や 1 日の組み合わせを、連泊する上では 1 人のお客さんがいろんなプログラムにど

んどん参加するということになる。私たちのところでは、夏になるとフレペの滝や

知床五湖などにしか案内ができない。一方で、ダイビングを行ったり、カヤックを

やったりだとか、違ったプログラムをやっている事業所もあり、お客さんが知床で

いろんなプログラムに参加しようとチョイスする場合、それぞれいちいち予約をい

れていかなくてはいけない不便さがある。なので、このような統一窓口ができれば、

システムは難しいかもしれないが一括して、そこに予約を入れれば全部のプログラ

ムがうまく参加できる。1 回の予約で何日間分のプログラムに参加できるというシス

テムが出来上がれば、お客に対する負担が少なくなるという点で期待できる。 
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寺崎：今、鈴木さんからはお客さんからみるとありがたいサービスであるという意見があ

った。これは、私も間違いないと思う。石田さん、鈴木さんあわせて、現場で活躍

されているさまざまな事業者にとってもメリットが大きいだろうということが伝わ

ってきた。では、実際どのようにするのかという具体的な構想を辻中さんと上野さ

んにお話いただきたい。 
 

辻中：具体的にこのような形でというようなことは全体としてまだ決めていない。全体と

してたとえば羅臼のことでいえば、羅臼の中での事業部。それ（インフォメーショ

ン）を統一するのは誰がするのかということになれば、私たち観光協会が近いとこ

ろにいて、期待もされているのかなぁと思う。まずは、そのようなことをできる体

制を進めていかなければいけないと思っている。 
 
上野：ホテルの中でツアーデスクをやっていて、滞在のお客さんの日程を組み立てる作業

をやっているが、これを地域全体のかたちでメリットとしてつくりあげていくかと

いうことについては、観光協会の中に旅行代理店を作ったらどうだろうという話も

出ている。お客にとってメリットがあって、しかもそれが持続的にうまく回ってい

く。そして、会員の方にも受益、メリットが高いということが全体としてできれば、

やってみる価値は十分にある。そういう意味では、積極的に地域の情報収集から行

い、事業者のやっている内容を収集して、それぞれのチャンネルを作っていく。ま

た、伝達ツールは何になるか。例えば、インターネット、電話、ＦＡＸ、携帯メー

ルになるのか分からないが、そのようないろんな機器を利用して、観光協会が、そ

のような流れを組み立てていくことが今、要請されているのでなんとか積極的にや

っていきたいと考えている。 
 
寺崎：お客さんを案内する細かなツアーやプログラム。見せる商品はそれぞれの地域の個

性が充分に発揮されて、地域の良さがでていけばよいと思う。一方で情報という利

便性に関しては、消費者からすると知床は知床でひとつ。そのあたりでいい工夫が

ないものかなぁと。この情報の指令塔。今、それぞれ別々に話しを伺ったが、その

あたりでなにか連携の取り合いの可能性はいかがなのでしょう？それぞれお願いし

ます。 
 
辻中：斜里町の観光協会は、斜里町観光協会ということで知床斜里町になっているが、ウ

トロの地域として、観光協会のウトロ部会というものがある。ウトロ部会と羅臼の

観光協会の人達とは、情報交換をしようということで（最近ストップしているが

…）このような取り組みを具体的にした経緯がある。実際にお客さんのツアー日程

の中にはウトロも羅臼も入っていることが多い。1 つの公的な、認められたものとし

て形になることが求められていると思う。ぜひ、エコツーで羅臼町の観光協会とこ

のような関係になってきているので、構築に向けてやっていきたいと思っている。 
 
寺崎：旅行者の立場で、利便性等を考えてもらえればと思う。今まではどちらかというと

利用の方だが、先ほどもあったように遺産による変化などもあり、先ほど話しにあ

ったガイドラインのように、保全に役立つものも必要になってくる。しかしガイド

ラインを作ったはいいが、それがきちんと浸透しなかったり重視されなかったりと、

制約がない物をどうやって浸透していくかという壁にぶち当たる場面が多い。それ

と若干内容は違うが、羅臼湖の利用にあり方について検討を開始するという方針が

あるので、このあたりで資源を守っていくという具体的な事業などの方向性につい

て検討してはどうか。鈴木さんはガイドラインの適用を受ける側になると思うが、

具体的にどういう風にすればこういったことが徹底されるのだろうか？例えば何か
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の推奨や何かをするようなメリットを与えようというのが一つの案になっていた

が？ 
 
鈴木：それについてはそのとおりだと思う。ガイドラインを守っている事業所と守ってい

ない事業所が同じ扱いであっては、守るというふうにはならないと思う。ただ、今、

知床でガイドをしている多くのガイドが、最低限これだけはという自主ルールを何

かしら持っているので、これがさらにきちんと統一されたものになれば、多くのガ

イドはそれを守るはず。だから絶対ということが言えないのが難しいところだが、

ガイドラインは、出来上がればきちんと利用されるものと信じている。 
 
寺崎：石田さんは海のほうが専門だが、例えば、羅臼湖での利用プログラムに関するよう

なことも書かれてはいるわけだが、実際羅臼でそういったことを徹底していくとな

ったときのやり方はどうなっているのか？ 
 
石田：すばらしいことだと思う。ただ残念ながら私は海の方ばかり見て育ったので、恥ず

かしい話だが、羅臼にいて、羅臼湖にはまだ一回も行ったことがない。先ほど言っ

たように、山と海は因果関係が深い。ただ、海のことを言うと、第三者から見ると

一つの知床だが、羅臼側とウトロ側、夏の海と冬の海とでは全然違うから、ウトロ

側の決め事と羅臼側の決め事を一緒にするのは無理なことがあると思う。一つの例

を言うと、同じカヌーで半島まで行くにしても、夏のウトロの海はすごく穏やか。

しかし、羅臼側の海は、岬を一つ一つかわすことによって、波があがってくる。海

難の事故の恐れもある。そういう欠点がある。と言う点で、分散しながらも、共通

できるものは共通して作っていく。一つの知床としての、ルールを決めていかない

と、事故などによって、せっかく知床の自然を楽しみにしてきてくれるお客様に、

不愉快な思いをさせてしまう恐れがある。 
 
寺崎：いろいろな地域で、ガイドラインや自主ルールなどを作ろうとしているが、無理を

して一度に完全なものを作ろうとしてもうまくいかないことが多い。また、運用の

仕方も難しい。しかしまずは、作ってみてやってみることが大切。そして必要にお

いて改定していく柔軟性を持つことが必要だが、知床ではどのように考えているの

か。 
 
田中：現在は、まず利用者が多くて影響の大きい地域やアクティビティを優先して検討を

行っている。また、これらについては、今後も改定を行う。そのほかのものについ

ては、今後引き続き必要性に応じて検討を行う予定である。 
 

寺崎：このガイドラインが目指している、守るべきものの対象、何を守ろうとしてこのガ

イドラインみんなで今考えているかというあたりを皆さんの意見を聞きたい。 
 
田中：ガイドラインの目的には、知床の自然を守ること。それに加え知床で実施されてい

るエコツーの質を守る。必要最低限の基準を設けて、知床のエコツアーはここまで

は守っているというのを、お客さんにアピールする。地域としてツアー自体の質を

保証するということも、自然を守ると同時にこのガイドラインが役割として担って

いる。 
 

寺崎：2 つ言いたいことがあって、1 つは自然という資源を守っていこうということ。もう

1 つは、質、つまりお客さんの満足度をきちんと守っていこうということ。これらは、

ぱっと見では分からないので、常にチェックしてモニタリングを続けていくことが
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必要。これを行って初めて改訂の時の根拠となってくると思う。具体的にはどのよ

うなやり方があるか？ 
 

上野：何を守るか？という話になっているが、基本的には地主の林野庁の山を荒らさない

というのが最大の要請だと思うが、国民として使える権利があるからその部分につ

いて自然を温存させるというのが最大の要請だと思う。そして、お客さんの安全と

いうことも非常に大事な要件。あと、利用したお客さんの満足を維持するというの

も非常に大きな要請だと思う。そして、それを利用して現場に入っているガイドの

人達や、観光業者の利益が、それにどのように確保されていくかということになっ

てくるのかと思う。全体としてうまく収まるというシステム作りをしていきたい。

それを組織として維持できたときには、常にモニタリングやお客さまへのアンケー

トなどによる調査で、基本的な質を確保できているというようなことを、チェック

する必要があると思っている。それを成し遂げることが、知床の意味であるのでは

ないか思う。知床に行ったら、どのようなときでもきちんと対応してもらえるとい

う地域としての安心感を地域で作っていくことが、観光協会にしても大事なことで

あると思う。 
利用のコントロール、オーバーユースの話をしたが、利用の仕方だと思う。基本

的には利用の集中があるときに問題が起きる。これは、利用の集中だけでなく、質、

つまり使い方の問題でもある。集中しているところの数をコントロールするだけで

なく、利用の質、利用の仕方を考える必要がある。 
 

寺崎：お客さんの満足度も守る対象である。自然の状態のチェックは、科学的な見地から

調査・研究が必要になってくる。そのことについては、研究者の意見を取り入れな

がら、ガイドライン、利用の方法を検討していく。具体的に知床五湖、羅臼湖の利

用のあり方についての検討が今後の課題としてあげられている。内容はどのように

なっているのか、辻中さん、上野さん、お願いします。 
 

辻中：羅臼湖の件について。高層湿原地帯であるため、非常に脆弱である。これをどのよ

うに守るか。今のガイドラインの中でも羅臼湖の利用の仕方を検討している。その

ガイドラインに添った形で、去年ガイドウォークを施行した。観光協会で羅臼湖ト

レッキングを、独自に募集し、ガイド１人に参加者１０名づつが５分間隔で山に入

っていた。参加者からの評価も高かった。羅臼湖の場合は、遊歩道のぬかるみがひ

どく、だまっているとどんどん道が広がっていく事が一番問題。長靴を履くことを

ルールとして出していく必要がある。また、クマの住みかでもあるので、クマの誘

引になることはさける。そのようなことは知床全体としていえる。そのような大枠

を施行して進めている。今年も検討しながら実行していきたい。 
 

上野：知床のオーバーユースの問題は、やはり知床五湖が多いのではないかと言われてい

る。確かに人の数が多すぎる時期もある。エコツーリズム推進協議会に要請されて

いる現実的な問題は、五湖の問題と羅臼湖の問題。五湖の場合は、羅臼湖の方より

も行動として、少し遅れている。五湖にはいっているガイド事業者が大人数になっ

ている。その人たちの要望をどのように取り入れ、調整するかにエネルギーを費や

している。来年度以降、五湖の問題解決に取り組まなければいけない。お客さんの

満足度を下げずに、どのようにスムーズな利用ができるかということを、一湖・二

湖でやってみようかという話になっている。これにむかってガイド協議会の人達と

協議をしている。環境省の動きとして、昨年できあがった木道の延長という計画が

あり、五湖の遊歩道入口のところにビニビジターやインフォメーションセンター

（お客の簡単な案内をするところ）を作らなければならない。この建物ができるこ
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とによって人の流れも変わる可能性もあるので、現場の人達と検討していこうとし

ている。 
 

寺崎：今後どのような体制で進めていくのかということも、協議会を中心として議論して

いる。それを運営していく事務局についても両町の観光協会と事務局が検討してい

る。それと財源の確保と両方あわせて、上野さん、辻中さんにお願いします。 
 

上野：エコツーリズムという新しい観光の形態は、私たちにとって欠くことができない。

そのような意味でエコツーリズムそのものを進めていくためにはどのようにすれば

よいかが課題になっている。とりかかりとして、3 年間、環境省と両町のスポンサー

出費のもとで 3 年間やってきて、議論を進めてきた中で、さらに意識が高まってき

ているといえる。これをエコツーリズム推進協議会という形で今、協議機関になっ

ているが、できればエコツーリズム協会が両町の共同組織として将来できればよい

と思っている。3 年間やってきたことは大切で、今後も継続していく必要がある。だ

が、経済的なスポンサーがいなくなると苦しい。いままで、エコツーリズム推進協

議会で作ってきたものが、うまくいきるような援助を今後もお願いしたい。地元も

自己財源を作りながら運動を維持していく。当面は、組織を維持してくれるスポン

サーが必要である。 
 

辻中：この後も進めるべき。環境省にこのあともお願いしたい。なぜなら、いまここで町

の運営になると、またもとに戻ってしまう可能性がある。ここまで組織として立ち

上げるのが大変だと思う。なので、引き続き支援をお願いしたい。そのかわり地元

も協会も自立できるようにがんばっていく。 
 

石田：羅臼が自慢できる地域にしたい。それにはエコツーの組織の中でも、斜里とも関わ

りを持ちつつ、斜里町も自慢できるようになりたい。羅臼の人も斜里の人も両方の

町を自慢できる地域になることが必要である。 
 

鈴木：ガイドは知床とお客を結んでいる。お客さんに知床を好きになってもらい、何回知

床に来てもいいところだと思って帰ってもらわなくてはいけない。そのためにでき

ることは、ガイド自体の連携、ガイドの質を保ちさらに上昇させていくことが重要

である。これから若い人が知床で自然ガイドを始めていくときに、先輩として指導

していかなくてはいけない。 
 
寺崎：最後に茅原さんから総括的なアドバイスをお願いします。 
 
茅原：知床の自然はみんなのものである。多くの国民が来て、満足して帰る。これは、ガ

イドの方、エコツーを行っている方のおかげでその地域のことをより深く知り、ま

た知床に来たいという風になってくると思う。エコツーを進めるにあたっても地域

振興、羅臼の漁業の体験の地域の資源などもある。さらに農業なども含めて、地域

が元気になっていくということで、エコツーリズムの関係者の人達も仲良く熱心に

情報交換しながら進めていくことを願っている。国民全体が関心を持っていること

であるので、がんばっていただきたい。 
 
寺崎：こういった場で、それぞれの立場のある方々が、熱意を持って思いを話されること

は、そうそうあることではないと感じ、心を打たれた。 
知床エコツーリズム推進協議会を中心とした動きは確実に成果を見せていると思

う。これを続けると共に地域の皆さんがお互いに協力しあい、バックアップしあい、
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着実な成果にむかって今後も取り組んで行くことを期待するし、応援したい。本日

は本当にありがとうございました。 
 
 

閉会のあいさつ 
 

辻中副会長：本日は長時間にわたり、大変ありがとうございました。このようにたくさん

の方々が知床のエコツーリズムに関心をもっていただいていることを心強く

思います。自然というものは未来の人々からの預かり物であるといわれます。

そういう点から考えると、今後の観光に関しても、保全という点を考えなが

ら、進めていかなければならない。このような点でも、エコツーリズムの現

在取り組んでいる形は、大変重要なものであると感じる。これまで 3 年間取

り組んできたこの取り組みを今後も継続して、さらに発展させて行っていく

にあたり、皆さまとともに、この地域のために頑張っていきたいと思います。

本日はまことにありがとうございました。 
 
 
  



1

知床エコツーリズム推進モデル事業

全国13ヶ所のモデル地区の一つ

「豊かな自然の中での取り組み」を行うモデル地区として
道内では唯一の指定

関係省庁が各モデル地区の個性を活かしたエコツーリズ
ム推進の取り組みを支援する、平成16年度から18年度
までの３ヶ年事業

環境省支援事業

北海道事業

斜里・羅臼町事業

エコツーリズム

推進支援機関

（財）知床財団

　　知床エコツーリズム　　
　　　　　推進協議会

・知床型エコツーリズムのあり方

・ガイド技術講習会

・先進地事例の研究

・地域産業との連携

・エコツーリズム推進計画

・滞在型モデルツアー推進

・海外からの旅行者誘致推進

策定した知床エコツーリズム推進計画に沿った事業を両町の各事業者が連携して

行うことにより、自然環境の保全につながるとともに、地域産業と連携した観光が発展する

モデル事業
終了後

知床エコツーリズム推進モデル事業の流れ

知床エコツーリズム推進協議会
モデル事業に取り組むための組織

斜里・羅臼両町の幅広い分野の団体により構成

　

構成団体：観光・漁業・農業団体、交通・運輸関係、

　　　　　自然保護協会、ガイド協議会、山岳会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など27団体

　事務局：北海道、斜里町、羅臼町、（財）知床財団

関係行政機関：環境省：林野庁　
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滞在型観光の推進

現在の知床観光の主流は1泊通過型

　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　滞在型観光への転換を！

メリット

　　・地域への経済効果

　　・利用の分散→オーバーユースの軽減

　　・観光地としての質の向上→ブランド化

滞在型モデルツアー

観光協会、ガイド協議会などをメンバーと
するワーキング検討会を経て、斜里・羅臼
両町を横断し、知床の多様な環境を体験
することのできる3泊～4泊のツアーを企画
した。

旅行会社とのタイアップにより、17年度の
春季に実際にモデルツアーを集客、実施し
た。

滞在型モデルツアー　＜課題＞

春季のツアーは6月に3回実施し、計6名の参加
となった。参加者からのアンケートでは概ね好評
であったが、集客が伸びなかったことについては、
この時期に4～5日の休みは取りづらい、ツアー
料金が高い、などの理由が考えられた。

エコツアーデスク

滞在者へのサービス向上と情報提供

自然ガイドがホテルロビーに常駐

翌日のプログラムのプロモーション

知床の自然に関するQ＆A
ルール・マナーの普及

エコツアーデスク　＜課題＞

翌日がフリーの観光客はそう多くなく、プロ
グラム販売の効果は低い。

　　（送客平均　7000円/日）

デスクに立ち寄ってくれる観光客は相当数
にのぼり、情報提供機能は高い。

知床エコラリー

利用の分散を目指し、観光地ではないエコ
ツーリズム的なオススメスポットへ誘導す
る企画。

各スポットで撮影したデジカメ画像を感想
と共にメールで投稿すると、サイトにアップ
される仕掛け

2ヶ月で投稿数70件、サイト閲覧数約
11,000件
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地域産業との連携

冬季の羅臼におけるスケソウダラ漁の体
験・見学プログラムの企画・実施

　遊漁船を利用し、ガイドが同乗して操業中
の漁船を見学

地域産業との連携　＜成果＞

平成17年度は13航海実施、90名の参加

漁業体験プログラムの企画から広報、受
付、実施までのすべてを実際に地元で行っ
たことで、今後の漁業と観光との連携に向
けて、地域における実施体制の整備を行う
ことができた。

漁業との連携　＜課題＞

広報の充実

採算性の改善



1

知床エコツーリズムガイドライン

エコツアーガイド、ガイド事業者が守るべき地域共
通のルール

安全管理、環境への配慮、地域への貢献などが盛
り込まれている。

ガイドラインによって質の高いガイドツアーの実施
を奨励

　　・他ガイドとの差別化→競争力アップ→地域全体
のレベルアップ

　　・一般利用者に対してもアピール→マナーの改善

知床エコツーリズムガイドライン（一例）

救命救急の講習を定期的に受講する。

事故防止と発生時の対応のための安全管理マニュ
アルを作成する。

ツアー参加者に対して、自然環境への影響の軽減
と保全への理解を深めるための説明を行う。

ガイド一人が一度に案内する参加者の人数は10
人～15人までとする。

歩道がぬかるんでいるときは長靴を利用し、歩道
を外れない。

知床エコツーリズムガイドライン＜課題＞

拘束力のない「自主」ルールであるガイドラ
インを遵守させるためには、優良なガイド
事業所を優遇するような地域のバックアッ
プ体制・システムが必要。それをどう構築
していくかが今後の課題。



1

ガイドラインアンケートの
調査結果

北海道大学大学院　農学研究院北海道大学大学院　農学研究院

庄子　康庄子　康

2

発表の内容

目的目的

調査結果調査結果（斜里町側が中心）（斜里町側が中心）

20042004年秋に実施の年秋に実施の訪問者訪問者アンケートアンケート

20020044年冬に年冬に実施の一般市民アンケート実施の一般市民アンケート

20062006年夏に実施の年夏に実施のガイドラインガイドラインアンケートアンケート

まとめまとめ

3

目的

ガイドラインの必要性ガイドラインの必要性

来訪者来訪者はどのような意向かはどのような意向か？？

ガイドライン導入の影響ガイドライン導入の影響

来訪者は来訪者はガイドライン導入をガイドライン導入を評価するのか？評価するのか？

来訪者を減らすのか増やすのか？来訪者を減らすのか増やすのか？

ガイドラインに従ったツアーは来訪者に選ばガイドラインに従ったツアーは来訪者に選ば
れるのか？れるのか？

4

調査方法の紹介

アンケート調査アンケート調査

質問項目の単純集計質問項目の単純集計

選択型実験選択型実験（後で説明）（後で説明）

自由回答の分類自由回答の分類

5

調査結果を見るに当たり

回答はあくまでも参考に回答はあくまでも参考に

回収率は回収率は3030％程度％程度

ただし、アンケート調査としては高いただし、アンケート調査としては高い

回答者は本心を言っているとは限らない回答者は本心を言っているとは限らない

自分の選んだツアーであれば、なおさらそ自分の選んだツアーであれば、なおさらそ
の内容は否定したくないの内容は否定したくない

貨幣評価もあくまでも参考に貨幣評価もあくまでも参考に

本当の価格とは異なる可能性本当の価格とは異なる可能性

アンケートの単純集計

20062006年夏のアンケート（ツアー参加者対象）年夏のアンケート（ツアー参加者対象）

2,0002,000枚配布・枚配布・ 646646枚回収枚回収



2

7

ツアーの同行人数

0

100

200

300

回
答
数

0－3人 4-10人 11-20人 20人以上 不明　

8

適切な利用方法に関する情報提供

0

100

200

300

400

500

回
答
数

とてもそう思う　←　ふつう　→　全くそう思わない

9

生態系に関する情報提供

0

100

200

300

400

500

回
答
数

とてもそう思う　←　ふつう　→　全くそう思わない

10

地域文化や歴史に関する情報提供

0

100

200

300
回
答
数

とてもそう思う　←　ふつう　→　全くそう思わない

11

参加者の体力への配慮

0

100

200

300

400

回
答
数

とてもそう思う　←　ふつう　→　全くそう思わない

12

ガイドラインの必要性

0

100

200

300

400

500

600

回
答
数

従っている　どちらでもよい　従っていない　分からない



3

13

料金が2割増になった場合

0

100

200

300

400

回
答

数

従っている　どちらでもよい　従っていない　分からない

14

ツアー選択で重視する項目

（複数回答）（複数回答）

66その他その他4848傷害保険への加入傷害保険への加入

154154ツアーの定員ツアーの定員210210安全対策の有無安全対策の有無

119119料金料金がが自然保護に使用自然保護に使用9696救急救命法の有無救急救命法の有無

237237自然環境の保全に配慮自然環境の保全に配慮328328専門知識の有無専門知識の有無

206206文化や歴史に関する説明文化や歴史に関する説明228228料金料金

280280自然環境に関する説明自然環境に関する説明374374ツアーの内容ツアーの内容

4242賠償責任保険への加入賠償責任保険への加入369369目的地目的地

選択型実験の結果

20020044年秋のアンケート（ツアー参加者対象）年秋のアンケート（ツアー参加者対象）

400400枚配布・枚配布・ 166166枚回収枚回収

20042004年冬のアンケート（インターネット調査）年冬のアンケート（インターネット調査）

2,0002,000枚配布・枚配布・ 696696枚回収枚回収

16

17

2004年秋：訪問者アンケート

00円（影響なし）円（影響なし）ヒグマが見られる確率（％）ヒグマが見られる確率（％）

00円（影響なし）円（影響なし）エゾシカが見られる確率（％）エゾシカが見られる確率（％）

00円（影響なし）円（影響なし）同行人数同行人数

11,,199199円円詳しい説明詳しい説明

6,3906,390円円原生林トレッキング原生林トレッキング

3,9793,979円円羅臼湖トレッキング羅臼湖トレッキング

3,4563,456円円夜の動物観察夜の動物観察

プレペの滝と同等プレペの滝と同等知床知床55湖（湖（22湖まで）ハイキング湖まで）ハイキング

5,0795,079円円知床知床55湖（すべて）ハイキング湖（すべて）ハイキング

55,,367367円円観光船でオホーツク海を知床岬まで遊覧観光船でオホーツク海を知床岬まで遊覧

プレペの滝と同等プレペの滝と同等サケ・マスの遡上・産卵観察サケ・マスの遡上・産卵観察

プレペの滝と同等プレペの滝と同等カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴

18

2004年秋：一般市民アンケート

00円（影響なし）円（影響なし）ヒグマが見られる確率（％）ヒグマが見られる確率（％）

2828円円エゾシカが見られる確率（％）エゾシカが見られる確率（％）

4242円円同行人数同行人数

簡単な説明と同等簡単な説明と同等詳しい説明詳しい説明

--2,8442,844円円原生林トレッキング原生林トレッキング

--1,9361,936円円羅臼湖トレッキング羅臼湖トレッキング

--2,1222,122円円夜の動物観察夜の動物観察

--2,0962,096円円知床知床55湖（湖（22湖まで）ハイキング湖まで）ハイキング

プレペの滝と同等プレペの滝と同等知床知床55湖（すべて）ハイキング湖（すべて）ハイキング

4,5944,594円円観光船でオホーツク海を知床岬まで遊覧観光船でオホーツク海を知床岬まで遊覧

--2,5022,502円円サケ・マスの遡上・産卵観察サケ・マスの遡上・産卵観察

5,2505,250円円カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴



4

19

2006年夏：訪問者アンケート

1010,,085085円円ガイドラインの遵守ガイドラインの遵守

33円円寄付金寄付金

00円（影響なし）円（影響なし）同行人数同行人数

プレペの滝と同等プレペの滝と同等原生林トレッキング原生林トレッキング

プレペの滝と同等プレペの滝と同等羅臼湖トレッキング羅臼湖トレッキング

--2,9492,949円円夜の動物観察夜の動物観察

プレペの滝と同等プレペの滝と同等知床知床55湖（湖（22湖まで）ハイキング湖まで）ハイキング

プレペの滝と同等プレペの滝と同等知床知床55湖（すべて）ハイキング湖（すべて）ハイキング

プレペの滝と同等プレペの滝と同等カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴カムイワッカ湯の滝で滝登りと温泉入浴

20

選択型実験まとめ

訪問先は最も影響を与える訪問先は最も影響を与える

初めての訪問者とリピーターでは評価が違う初めての訪問者とリピーターでは評価が違う

同行人数はツアーの選択には関係ない同行人数はツアーの選択には関係ない

ただし意見が分かれているただし意見が分かれている

詳しい説明は必要詳しい説明は必要

野生動物との遭遇は初めての訪問者には重要野生動物との遭遇は初めての訪問者には重要

ヒグマについては意見が分かれるヒグマについては意見が分かれる

ガイドラインは重要ガイドラインは重要

理解を得られれば、強く選択に影響する理解を得られれば、強く選択に影響する

21

自由回答のまとめ（一部）

ガイドなしでの訪問の禁止ガイドなしでの訪問の禁止

自分の自然環境に与える影響の減少自分の自然環境に与える影響の減少

他人の自然環境に与える影響の減少他人の自然環境に与える影響の減少

ガイド認定条件を具体化すべきガイド認定条件を具体化すべき

どのような専門で、誰が認定しているのか？どのような専門で、誰が認定しているのか？

ガイドラインに対する不安ガイドラインに対する不安

参加者が自由に行動できる余地参加者が自由に行動できる余地が欲しいが欲しい

ガイドラインガイドラインに従ったに従ったツアーツアーがなぜ高いのかがなぜ高いのか
明確でない明確でない

22

今回のまとめ

ガイドラインの必要性ガイドラインの必要性

訪問者はガイドラインの導入に対して好意的訪問者はガイドラインの導入に対して好意的
であるである

ガイドライン導入の影響ガイドライン導入の影響

趣旨が理解され、制度が徹底されれば、強く趣旨が理解され、制度が徹底されれば、強く
選択に影響する選択に影響する

ガイドラインを守っている業者が選ばれるガイドラインを守っている業者が選ばれる

自然環境の保全のための協力金を導入す自然環境の保全のための協力金を導入す
ることも有効ることも有効

23

今回のまとめ（続き）

提供側と受ける側の意識の違い①提供側と受ける側の意識の違い①

同行人数を制限する同行人数を制限する

供給側：自然環境の保全供給側：自然環境の保全

需要側：声が聞こえない需要側：声が聞こえない

提供側と受ける側の意識の違い②提供側と受ける側の意識の違い②

専門知識の提供専門知識の提供

供給側：どこで差別化を図るか供給側：どこで差別化を図るか

需要側：総合的な専門知識が欲しい需要側：総合的な専門知識が欲しい

アンケート調査の報告は以上です

アンケートにご協力頂きましたアンケートにご協力頂きました

業者の皆様・回答者の皆様業者の皆様・回答者の皆様

ありがとうございましたありがとうございました
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世界遺産登録によるオーバーユース

世界遺産登録後の観光客増により、知床
五湖など一部の観光地に利用が集中

大渋滞！

オーバーユース！

大混乱！

観光客の入込み数変化（斜里町）

8～10月は前年比20％ほど増加
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日帰り客　→　通過型観光がより増加

（月）　　１　 　 ２　　　３ 　４　 ５　 ６ 　７ 　８　 ９　 10    　11   　12

観光客の入込み数変化（羅臼町）

8，9月は前年比5％ほどの増加
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1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

　　　H16年日帰り客

　　　H17年日帰り客

　　　H16年宿泊客

　　　H17年宿泊客

 

（月）　　１　 　 ２　　　３ 　４　 ５　 ６ 　７ 　８　 ９　 10    　11   　12

知床五湖

三湖の踏み跡
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19年度以降の推進計画

１．統一インフォメーション窓口の構築

２．エコツーリズムガイドラインの運用

３．知床五湖・羅臼湖の利用のあり方
　　　　　　　　　　　　　　　についての検討

４．19年度以降の実施体制

５．エコツー推進に関わる独自財源の確保

１．統一インフォメーション窓口の構築

エコツアーの広報からクレーム処理までを
一貫して受け付ける窓口の構築

ガイドラインを適正に運用

ルール・マナーの普及

マーケティング

２．エコツーリズムガイドラインの運用

　ガイドラインを適正に機能させるためのシステム、
地域のバックアップ体制の構築

ガイドライン遵守の表記による差別化

優先的な紹介

エージェントへの周知

利用者アンケートによるチェック機能

３．知床五湖・羅臼湖の利用のあり方
　　　　　　　　　　　　　　　　　についての検討

自然への負荷の軽減と利用者の満足度を
満たす世界自然遺産知床にふさわしい利
用のあり方について、自主ルールの策定、
適用についても検討する。

４．19年度以降の実施体制

引き続き地域からの幅広い意見を反映さ
せる場として推進協議会を存続

実際の業務は、両町観光協会、知床ガイド
協議会、知床財団などが役割に応じて分
担

エコツー推進業務の事務局は両町観光協
会が主体となる体制への移行を目指す

５．エコツー推進に関わる独自財源の確保

モデル事業終了後は、自立を目指して地
域での独自財源の確保を進める。

推進協議会認定プログラムの販売費から
バック

何らかの受益者負担システムの検討
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講師・パネラー略歴

コーディネーター

寺崎竜雄　（（財）日本交通公社　主任研究員）

　1986年に日本交通公社に入社。市場調査室長として旅行者の意識や行動を探る市場分析分野を主
に担当する。1994年頃からエコツーリズムの研究を開始、その後ライフワークとしてエコツアー
（自然ガイドツアー）普及に向けた調査に力を注ぐ。平成16年度から開始された環境省による全国
13地区のエコツーリズム推進モデル事業の全体事務局を担当。

コメンテーター

茅原裕昭　（都市農山漁村交流活性化機構　地域活性化部長）

　1985年に「ふるさと情報センター」（現・都市農山漁村交流活性化機構）へ入所。パソコンを使っ
た情報提供システム「ふるさとデータベース」の構築に取り組む。2001年情報交流推進部次長、03
年同部長を経て、06年4月に現職。

パネラー

上野洋司（知床斜里町観光協会長）

　知床第一ホテル代表取締役社長。平成16年より知床斜里町観光協会会長を務める。平成16年度に

設立された知床エコツーリズム推進協議会会長。ホテル経営だけではなく、観光地としての知床の
価値を高めるために日々奮闘中。

辻中義一（知床羅臼町観光協会長）

　平成17年4月より知床羅臼町観光協会会長を務める。同時に知床エコツーリズム推進協議会副会
長に就任し、知床羅臼の観光振興と地域活性化に積極的に取り組んでいる。平成7年4月～平成15年2
月には羅臼町長を務めた。

鈴木謙一（知床オプショナルツアーズ代表）

　知床に移り住み、ガイド活動を始めて今年で16年。自然に対する確かな知識とユーモアセンスあ

ふれるトークはお客様の心をつかんで離さない。リピーターも多く、知床を代表する自然ガイドの
一人。千葉県出身。

石田一美（羅臼漁業協同組合理事）

　羅臼漁業協同組合理事。青年部時代から漁業の発展や資源管理などに関心が高く、多くの活動の
先導者として取り組んできた。現在は、知床羅臼町観光協会の事業部理事でもあり、漁業者の立場
から羅臼ならではの観光振興への助言を積極的に行っている。

～知床で暮らす幸せ　知床を訪れる喜び　観光が結ぶこころ～

平成19年1月21日（日）13:30～16:30

会場：斜里町ゆめホール知床　公民館ホール

　平成16年度から始まった環境省による知床エコツーリズム推進モデル事業が、今年度末

でひと区切りを迎えます。

　国内でも「エコツーリズム先進地」として高く評価される知床。世界遺産に登録された豊か
な自然とガイドによる魅力的なツアープログラム・・・、確かにエコツーリズムの要素はそろっ
ていますが、実際は真の先進地となるための第一歩をようやく踏み出したばかりです。

　知床で目指すべきエコツーリズムとは？　いまあらためて、知床における観光のあり方、
観光と地域の結びつき、自然保護との両立について、地域の皆様と共に考えていきたいと
思います。

知床エコツーリズム推進協議会・環境省・北海道・羅臼町・斜里町

事務局：（財）知床財団



プログラム

パネルディスカッション

～知床が目指すエコツーリズムのかたち～

漁業・農業など地域の産業による

地場産品の紹介

　豊かな自然の中で営まれる一次産業も私たち知床の魅力の一つ。
「味わう」ことで知床を伝えたい！　そんなこだわりの商品を生産者
からご紹介します。試飲・試食もOK!

コーディネーター

寺崎竜雄　（（財）日本交通公社）

コメンテーター

茅原裕昭　（（財）都市農山漁村活性化機構）

パネラー

上野洋司　（知床斜里町観光協会長）

辻中義一　（知床羅臼町観光協会長）

鈴木謙一　（知床オプショナルツアーズ）

石田一美　（羅臼漁業協同組合理事）

　平成16年、環境省によりエコツーリズム推進モデル地区に選定された知床。
エコツーリズム推進協議会では、地域の産業と連携したモデルツアーの企画・
試行、エコツーリズムガイドラインの策定、ルール･マナーを呼びかける情報発
信など、様々な取組みを行ってまいりました。

　しかしこの3年間の間には、世界自然遺産への登録と観光客の増加、それに伴
う一部観光地への利用の集中と自然破壊など、新たな課題も発生し、知床にお
けるエコツーリズム普及への取り組みはますます重要さを増しています。

　観光地としての知床、ふるさととしての知床、世界の遺産としての知床。

私たちはこの知床の未来をどのようにデザインしていけばよいのでしょうか？

斜里岳の裾野に広がる

農業地帯

羅臼での

冬のスケソウダラ漁

キーワード

・滞在型観光への転換

・地域産業との連携

・エコツーリズムに関するルール

・観光収入の環境保全への還元

・観光地における利用のコントロール

エコツアーに関するアンケート結果発表

　（北海道大学　庄子康）

　平成16～18年に知床でのガイドツアー参加者に対して実施したアンケー

ト結果を発表します。利用者が知床のエコツアーに求めるものとは？　　
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私たちが普段食べている魚、どんなところでどんな風に漁をしているんだろう？
世界遺産、流氷の来る海で実際の漁業の現場を体験してみませんか？

料金：料金：11名　名　8,0008,000円（保険料込み）円（保険料込み）

スケジュール：スケジュール：
77：：0000　道の駅集合・ガイダンス　道の駅集合・ガイダンス
　　　　　　 港へ移動し、遊漁船に乗船港へ移動し、遊漁船に乗船

スケソウダラ刺し網漁を間近で見学スケソウダラ刺し網漁を間近で見学
時期により、流氷・ワシなどを観察時期により、流氷・ワシなどを観察

99：：3030　終了　終了

実施期間：実施期間：22月月1515日～日～33月月1111日の間の設定日日の間の設定日
　　　　　　　（設定日カレンダーをご覧ください）　　　　　　　（設定日カレンダーをご覧ください）

集合解散：現地集合、現地解散集合解散：現地集合、現地解散
　　　　　　　（集合場所：道の駅知床らうす）　　　　　　　（集合場所：道の駅知床らうす）

【お問い合わせ・申し込み】【お問い合わせ・申し込み】 羅臼遊漁船組合事務局・知床倶楽部羅臼遊漁船組合事務局・知床倶楽部

　　　　　　　　電話電話//FaxFax：：01530153－－8787－－5019    5019    メールメール：：theRAUSUtheRAUSU@@aurensaurens.or..or.jpjp　　　　　　　　
　　　　　　　　ホームページ：ホームページ：http://www.http://www.shiretokoclubshiretokoclub..jpjp//

【【後援】知床エコツーリズム推進協議会後援】知床エコツーリズム推進協議会



2007年スケソ見学ツアー設定日カレンダー

設定 ①流氷の海のスケソウ漁体験 備考

2007/2/15 木 ● ７：００～９：３０

2007/2/16 金 ● ７：００～９：３０

2007/2/17 土 ● ７：００～９：３０

2007/2/18 日 ● ７：００～９：３０

2007/2/19 月 ● ７：００～９：３０

2007/2/20 火 設定なし

2007/2/21 水 設定なし

2007/2/22 木 ● ７：００～９：３０

2007/2/23 金 設定なし

2007/2/24 土 設定なし 漁休日

2007/2/25 日 ● ７：００～９：３０

2007/2/26 月 ● ７：００～９：３０

2007/2/27 火 設定なし

2007/2/28 水 設定なし

2007/3/1 木 ● ７：００～９：３０

2007/3/2 金 ● ７：００～９：３０

2007/3/3 土 ● ７：００～９：３０

2007/3/4 日 ● ７：００～９：３０

2007/3/5 月 ● ７：００～９：３０

2007/3/6 火 設定なし

2007/3/7 水 設定なし

2007/3/8 木 ● ７：００～９：３０

2007/3/9 金 ● ７：００～９：３０

2007/3/10 土 設定なし 漁休日

2007/3/11 日 ● ７：００～９：３０

[ツアーの催行について]
3名さまから催行いたします。（最大24名まで。）

[お申し込み・キャンセル料について]
お申し込みは、参加日の前日12：00までです。
当日キャンセルまたは不参加の場合は、参加料の全額をお支払いいただきます。

[中止の場合]
ツアーは当日の天候、漁模様などにより中止となる場合もございます。
その場合は、料金は頂きません。

[服装等]
気温はマイナス１０℃、船上の体感気温はマイナス２０℃近くなります。
真冬の野外でのツアーですので、帽子は耳まで隠れるもの、アウターはダウンジャケットや
スキーウェアなど、防寒と撥水性のあるものをご用意ください。また、足元は滑りにくい靴を
お勧めします。
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平成 18 年度 

斜里町・羅臼町請負業務 
 
 
 
 
 
 
 

エコツーリズム推進モデル事業企画運営業務 
中間報告書 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2007 年 2 月 

 

（財）知床財団 
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【滞在型モデルツアー推進事業】 

 
 
１．モデルツアーの企画・実施 
 
携帯メールで「知床エコラリー」の実施 
 
【１．企画背景】 
過去 2 ヵ年のモデルツアー事業においては、旅行会社との提携したモデルツアー募集に

とりくんだ。その際の実績を検討し、今年度に関しては旅行会社と連携しない形で、直接

旅行者へ発信するタイプの事業を検討した。 
ツアープログラムを作成し募集する形式では、旅行業法上の問題があるため、一種のス

タンプラリーのような形式で、既存の観光地でない知床らしいスポットを紹介し、利用の

分散を提案するとともに、あわせてエコツーリズムの取組みをアピールする事業とした。

具体的には、以下のようなテーマ・対象に基づいて企画を行った。 
 

１）レンタカーで移動する個人旅行者を対象 
２）既存の観光地以外の新しいスポットを提案し、利用の分散を図る 
３）地域産業を紹介する内容を盛り込む 
４）今後も継続して発信していける情報源として作成する 

 
 
【２．実施内容】 
スタンプラリー形式であるが、観光客の参加を促す方法として、紙のスタンプを集める

のではなく、携帯電話の写真撮影機能と電子メール機能を利用する以下のようなシステム

を構築した。 
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１）推奨スポットを web サイト、パンフレットなどで広報 

 
 
２）推奨スポットを訪れてもらう 

各スポットに提示されているポスターで、そのスポット

独自の投稿メールアドレスを提示する。 
※メールアドレスはスポット毎に異なる。 
 
 
３）メールで感想を投稿する 

各スポットの風景などを携帯電話のデジタルカメラで撮

影し、その写真と共に感想等をメールで投稿してもらう。 
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４）投稿がサイトにアップされる 

投稿された感想・写真を順次サイトに公開する。 

 

 

 
 
● 投稿者には抽選で知床の秋の味覚をプレゼ

ント、という形で参加への導入を行った。 
 
 
 
 
● 個人旅行者への現実的な提案として、野外で楽しくお弁当を食べてもらえる、とい

う観点から各スポットの情報を付加していった。 
 
● ホームページやパンフレット等では検討中のガイドラインなどを紹介し、環境保全

と調和した観光スタイルを目指している知床のエコツーリズムへの取組みをアピ

ールした。 
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【３．実施報告：夏季～秋季分】 

web サイトは改良を行いながら現在も運用中である。ここでは、システム構築から、公

開・実施、参加誘導のために設定したプレゼント応募期間終了までを分析対象とし、その

間の実施作業と、結果分析を以下に述べる。 
 
１）実施期間： 

1. システム検討・構築：2006 年 4 月～7 月 
2. システム公開・実施開始：2006 年 8 月 11 日 
3. プレゼント応募期間：2006 年 8 月 11 日～10 月 20 日 
¾ その後も web は公開を継続。冬季の取組みについては別掲。 

 
２）エコツーリズムとして推奨するスポットを選定 

「eco な寄り道してみませんか」をキャッチフレーズに、知床を楽しく学び､体験で

きる魅力のスポットを抽出した。8 月スタート時は以下 5 スポットで開始した。 
1. 羅臼郷土資料室 
2. 羅臼灯台 
3. 知床博物館 
4. 斜里平野直線道路 
5. 朱円ストーンサークル 
 

＊9 月以降、サケマスの遡上シーズンに伴い以下のスポットを追加した。 
6. ペレケ川河岸公園 
7. サケの陸揚げ見学 
 

３）各スポットにポスターを設置 
各スポットには知床エコラリーの推奨スポットであることわかるポスターを設置し

た。そのポスターの中で、投稿するメールアドレスを紹介し、他のスポットへの誘導

も行った。 
 

４）投稿システム、web サイトの作成 
知床財団の管理するサーバー内にサイトを設置した。

（http://www.shiretoko.or.jp/eco_tour/） 
ブログシステムをインストールし、携帯メールの投稿がそのままサイトにアップさ

れるようプログラムを作成した。 
 

５）パンフレットの作成 
知床エコラリーの紹介だけでなく、知床エコツーリズム推進協議会として一般の観

光客向けに配布する広報媒体として有効に活用すべく、エコツーリズム推進の考え方、
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知床を訪れた方に守ってもらいたいルールなどを盛り込み、全体で「知床からの提案 

ECO な寄り道してみませんか」というメッセージを表現した（資料編参照）。 
 

６）広報、パンフレットの配布 
(ア) 下記の場所においてパンフレットの配布を行った 

① 女満別空港、中標津空港のレンタカー各社 
② 知床自然センター 
③ 羅臼ビジターセンター 
④ ウトロの各宿泊施設 
⑤ お弁当を販売しているコンビニなど 

(イ) 下記の媒体にて記事として取り上げられた 
① 朝日新聞、北海道新聞、読売新聞 

(ウ) 下記 web 媒体にて記事およびリンク 
① おとなのいい旅・北海道.com（リクルート） ブログ記事に掲載 
② AIRDO 北海道国際航空 トラベル情報 
③ 羅臼町ホームページ 
④ 斜里町ホームページ 
⑤ オホーツク観光連盟 知床観光利用情報ホームページ 
⑥ 根室支庁観光ホームページ 
 

 
７）実施期間中の作業 

(ア) 投稿メールのチェックと、サイトへのアップデート 
(イ) 各スポットのポスターの管理 

① 期間中、風雨により破損したポスターの補修を数回行った。 
(ウ) 季節に応じて、推奨スポットの追加 

サケマスの遡上シーズンを迎え、それらに関連するスポットを追加した。 
① ペレケ川河岸公園 → ウトロ市街地のサケマス観察スポット 
② サケの陸揚げ見学 → ウトロ漁協で陸揚げの作業を見学できる施設 
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【４．実施結果および分析：夏季～秋季】 
 

１）アクセス数（2006 年 8 月 11 日～10 月 31 日） 
知床エコラリーサイト全体へのアクセス数：11345 ページビュー 

 

 

 日付範囲: 2006/08/11 – 2006/10/31 

 ページ (1-10) / 97 
ページ ビ

ュー 

パーセ

ント 
 

1. /eco_tour/index.html（トップページ） 2,213 19.51%  

2. /eco_tour/images/eco_ind_navi.swf 2,186 19.27%  

3. /eco_tour/k/index.cgi（携帯用サイト） 830 7.32%  

4. /eco_tour/cat6/map.html（地図） 294 2.59%  

5. /eco_tour/cat6/cat9/index.html（直線道路） 277 2.44%  

6. /eco_tour/cat6/cat11/index.html（朱円） 239 2.11%  

7. /eco_tour/cat6/cat10/index.html（羅臼灯台） 233 2.05%  

8. /eco_tour/cat6/cat35/index.html（サケ陸揚） 199 1.75%  

9. /eco_tour/cat6/post_1.html（お願い） 198 1.75%  

10. /eco_tour/cat30/index.html（スポット情報） 198 1.75%  

 表示合計: 6,867 60.53%  

 合計: 11,345 
100.00

% 

 

 

 
 

＊ サイト内の全てのページを対象として、期間中 81 日間でのアクセス量は

11,345 ページビュー（1 日平均 140 ページビュー）となった。 
＊ そのうち 2 割程度にあたる 2213 件がトップページへのアクセスであった。 
＊ トップページにアクセスした 2213 件の内、1491 件（67.37％）が次にメニュ

ーファイル（サイト内の別のページにアクセスする入口）にアクセスしている

ため、トップページへのアクセスの 7 割以上が知床エコラリーサイト内を巡回

していることとなり、アクセスを集めた後はかなり有効に情報提供できている

可能性がある。 
 
 

２）期間中の日付によるアクセス分布 
日付ごとのトップページへのアクセスは以下のようになった。 
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トップページ（www.shiretoko.or.jp/eco_tour/index.html）へのアクセス：2213 
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＊ サイトオープンはお盆前の週末にあたり、旅行シーズンとしてはピークシーズ

ンにあたる。この時期に合わせて開始したわけだが、開催当初は広報周知が徹

底していなかったためか、出遅れていた状況がわかる。 
＊ アクセスの最大値は 8 月 30 日（水）の 77 件/1 日であり、旅行シーズンのピ

ークからは、ずれている。周知方法によっては、8 月前半に関しても、もっと

アクセスを集められた可能性はあったと思われる。 
＊ アクセスの傾向として顕著な 7 日周期が見られる。各週のアクセスが落ち込む

のは概ね土・日曜日である。これは旅行準備として平日に情報集めを行い、週

末には実際に旅行しているためアクセスしない、という個人旅行者の行動スタ

イルが推測される 
 
 

３）投稿数 
実際の写真つきメールを投稿した件数は 70 件であった。投稿先スポットの内訳

は以下の通りであった。 
 

＊ 知床博物館  12 件 
＊ 羅臼郷土資料室 9 件 
＊ 斜里平野直線道路 18 件 
＊ 羅臼灯台  5 件 
＊ 朱円ストーンサークル 12 件 
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＊ ペレケ川河岸公園 11 件 
＊ サケの陸揚げ見学 2 件 

 
サイトへのアクセス数の割に投稿は低調であったといえる。この原因としては、以下が

考えられた。 
(ア) スポットに実際に行っていない。 

これに関しては今回の事業では追跡する仕組みを持っていないため、評価

できるものではないが、知床五湖など集客力のある既存の観光地からのエコ

ラリースポットへの誘導など、改良の余地はあると思われる。 
 

(イ) スポットは訪れたが、メールで投稿はしなかった。 
このケースに関しては、メール投稿に至る手続きとして、現地にあるポス

ターにあるメールアドレスを読み取る、あるいは入力するという手続きが必

要であったため、旅行中の野外ではかなり煩雑で敬遠された可能性がある。

今後は簡略化を検討する。 
 
 
【５．実施報告：冬季】 
夏季～秋季の実績より、常設でかつ季節感があり、一般観光客も参加できる情報提供サ

イトとして運営することにより、知床旅行を検討する情報検索者から一定の閲覧は見込ま

れることがわかったため、定常的な情報発信サイトとして冬季についても継続して運用す

ることとした。 
 
１）システム改良 
投稿システムに関しては簡略化し、管理コストを減らすとともに、参加しやすいものに

改良を進めた。夏季はスポット毎に投稿メールアドレスがあったものを、共通の一個のメ

ールアドレスに集約し、予めサイトで公開することとした。この改訂に伴い各サイトに掲

示してあったポスターは撤去し、その分メンテナンスに費やす労力も軽減された。 
 
２）流氷情報の提供 
流氷シーズンの情報提供として、1 月末より羅臼、ウトロ両地域での流氷情報を掲示した。 
定点から流氷の着岸情報をスタッフが毎日投稿することにより、流氷の状況の変異を見

ることができる形式で情報提供を行った（2007 年 2 月末段階でも継続中）。 
流氷情報の検索からリンクしたサイト来訪者に、知床のエコツーリズムの取組みをアピ

ールする他、マナーの徹底など注意事項について情報発信も併せて行っている。 
また、地域産業連携プログラムとして実施した、羅臼の冬のエコツアープログラム「流

氷の海の漁業見学体験」に関しても、このサイトより紹介を行った。 
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２．宿泊施設など受入れ態勢の充実 

 

 世界自然遺産に登録された知床にふさわしい宿泊施設の経営方針などを学び、宿泊施設

のレベルアップを目的とした研修会を斜里町で 2 回、羅臼町で 2 回の計 4 回実施した。参

加者数は下記の通りである。 

 

第 1 回研修会 

「エコロッジガイドラインについて」 

■2006 年 7 月 8日（於：ウトロ漁村センター） 参加者数 11 名 

■2006 年 7 月１0日（於：羅臼町商工会館） 参加者数 13 名 

講師：高山 傑 （NPO 法人エコロッジ協会代表） 

 

第 2 回研修会 
「中小規模の宿泊施設ではじめる省エネ」 
■2007 年 1 月 19 日（於：つくだ荘） 参加者数 15 名 

■2006 年 1 月 20 日（於：民宿本間） 参加者数 6名 

講師：高山 傑 （NPO 法人エコロッジ協会代表） 

 

7 月に実施した第 1回「エコロッジガイドラインについて」の研修会では、省エネルギー・

リサイクルの推進・地元資源の活用など、環境と地域に配慮した宿泊施設の経営指針をま

とめた「エコロッジガイドライン」に基づき、宿泊施設で取り組むべき課題などを学んだ

（資料編参照）。参加者からは、地域の食材を積極的に取り入れた献立作りをしていること

や、自然観察プログラムの紹介を行っている宿など、これまでの取り組みを含めた質問も

あがり、活発な意見交換の場となった。また、同時に他地域の事例の紹介や、世界自然遺

産やルールやマナーに関する勉強会もあわせて行った。 

さらに、1月に行った第 2回「中小規模の宿泊施設ではじめる省エネ」に関する研修会で

は、実際の施設を講師とともに参加者全員が見て回りながら、どのような点が改善できる

のか、また改善した場合どれほどの効果があるのか、などを学んだ。講師からは今回実際

に見学した施設の光熱費に関する円グラフから、冬の厳しい地域ならではの問題点やそれ

に対する有効な改善策などの提案があった。最近の電気機器は古いタイプのものと比べて

節電効果が非常に高く、初期投資はかかるが電気代が抑えられること、センサータイプの

ライトは設置の仕方や設定によって省エネ効果が大きく変わることなどが具体的に示され

た。参加した方々からは、「明日からすぐにでも取り組んでみたい」といった声や、「設備

を買い換える際に大変参考になる」などの感想があがっていた。 
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7 月 10 日 第 1 回研修会（羅臼町商工会館） 

 

 
1 月 19 日 第 2 回研修会（ウトロつくだ荘）
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【海外からの旅行者の誘致推進事業】 

 
１．知床紹介英文ホームページの運営・管理 
 
世界自然遺産登録を受け今後海外からの旅行者の増加が予想されるため、海外ツーリス

トへの適切な情報提供を目的に、知床を紹介する英文のホームページを昨年度作成した（平

成 18 年 3 月オープン）。今年度はこの英文ホームページの運営・管理を行った。 
現在では各宿泊施設などの事業所が顧客サービスのため、それぞれ英文による情報発信

を行い始めている状態である。一方、自然情報については、まとまった情報量で、知床の

生態系を解説したサイトは存在していない。そこでメインの内容として、自然・生態系の

情報を充実させることとし、さらに、アクセス情報、地図、公共交通機関のダイヤといっ

た基本的な旅行情報や、最新のニュースなどを付加した。 
 

 
 



13 
 
 

 
 

 
 
またウトロ、羅臼の各宿泊施設と連携し、英文掲載を希望する宿泊施設については、サ

イト上で参照できるよう宿泊施設の情報ページを作成した。 
 

 
 
 
今後はガイド事業者からの情報により、知床におけるガイドツアー、アクティビティの

情報ページを作成する予定である。 
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【資料編】 
 
 

滞在型モデルツアーワーキング議事概要 
知床エコラリーパンフレット 

エコロッジガイドライン（NPO 法人エコロッジ協会作成） 
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2006 年度 滞在型モデルツアーワーキング議事概要 

 
第１回ワーキング（5 月 12 日 11：00～12：00 漁村センター） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、喜来（同）、辻中（知床羅臼町観光協会）、佐藤（同）、

桂田（知床民宿協会）、本間（同）、関口（知床ガイド協議会）、石見（同） 
事務局・行政等：池田（羅臼町）、木村（同）、寺沢（同）、五十嵐（同）、田澤（同）、川端

（同）、増田（斜里町）、熊谷（北海道）、河野（環境省）、平井（同）、岸（同）、安藤

（同）、川渕（同）、奥田（同）、高橋（林野庁）、田中（知床財団）、寺山（同）、山中

（同）、坂部（同） 
 
１．平成 17 年度冬季モデルツアー報告  

昨年冬季に行ったモデルツアーの実施報告を行った。羅臼側プログラム流氷の海の漁業

見学体験プログラムは 90 名が参加、オジロワシ・オオワシウォッチング 7 名参加であった。

また、斜里側でのエコツアーデスクの実施状況と両プログラムについてのアンケート結果

についての報告を行った。これらの結果を今年度以降のモデルツアーの参考とする。 
 
２．今後の滞在型モデルツアーの内容検討 
今年度滞在型モデルツアー（案）である、「知床 写メ・ラリー」について説明を行い、

検討を行った。今年度のモデルツアーは、ひとつのツアーやプログラムを実施するのでは

なく、いくつかのポイントやプログラムを紹介するひな型を作り、それらのポイントを携

帯電話のカメラで撮影しメールで送っていただくという「写メ・ラリー」を提案した。紹

介するポイントは「エコ的寄り道」というコンセプトのもとに、既存のガイドブックなど

には掲載されていないようなものとする。ワーキングでは大筋でこの案の通りに進めるも

のとすることが決定した。ただし、連泊への誘導や時期や地域的な集中の緩和、経済効果

などへの意見もあったため、これらについては今後検討を進めることとなった。また、エ

コツーリズム推進協議会として具体的なコンセプトを示すべきと言う意見もあった。 
 
３．今年度のスケジュールについて 
 今年度の滞在型モデルツアーの方向性が決定されたため、各プログラムを検討するため、

6 月中に地域産業ワーキングを開くこととする。また、同じ時期に滞在型モデルツアーワー

キングも開催し、内容の検討に入る。「知床 写メ・ラリー」の実動は秋ごろを予定してい

るが、できれば早期に実施したい、という意見も上がった。 
 
４．その他 
 滞在型モデルツアーに関連して、今年度宿泊施設向けに実施する事業の説明を行った。

日本エコロッジ協会作成の「エコロッジ・ガイドライン」を用いて勉強会やレベルアップ

作戦を展開し、モデルツアー事業や「知床写メ・ラリー」と連携をとりながら進めていく。 
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第 2 回ワーキング（6 月 29 日 10：00～12：00 羅臼町役場） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、辻中（知床羅臼町観光協会）、本間（羅臼町旅館組

合）、石見（知床ガイド協議会） 
事務局・行政等：寺沢（羅臼町）、五十嵐（同）、田澤（同）、村上（斜里町）、河野（環境

省）、川渕（同）、田中（知床財団）、寺山（同）、坂部（同） 
 
１．今年度のモデルツアー内容検討 
前回のワーキングで提案した「知床 写メ・ラリー」のひな型を提示し、内容についての

検討を行った。「知床 写メ・ラリー」では、ホームページとチラシを作成し、参加を呼び

かけるものである。現在のラリーのポイントは 5 箇所であるが、スポットの数や範囲を広

げてはどうかとの意見があった。また、お客さんが気に入った場所を自由に投稿できる仕

組みなどもよいのではなど様々な意見があったが、今後秋には地域産業の体験メニューな

ども追加する予定であるため、まず、システムを立ち上げてから追加して行くメニューに

ついては検討することとなった。 
さらに、「ゆっくり、じっくり、野外でお弁当のススメ！」というコンセプトでもあるた

め、自然に帰るような容器を使うなど環境に配慮したお弁当を販売しないか、呼びかけて

はどうかとの意見があった。素材には地域で取れるものを使い「地産地消弁当・限定 10 食」

などとするのもよい、との意見があったため、このような弁当作りをしないか、飲食店組

合などを通じて呼びかけることとなった。 
また、チラシの配布方法について、後でデータをとることのできるような配布方法を考え

た方がよい、などの意見があり、このような配布方法をとることとなった。 
ごみの問題についても、自然環境への配慮として、ごみの持ち帰りやごみの投げ捨てなど

については、厳しく指導する必要があるとされた。 
 今回議論した内容をもとに、チラシとホームページを作成し、8 月 10 日ごろを目処に実

際の運用をスタートさせる。 
 
２．その他 
 ワーキング開催後、「写メ」の名称がボーダフォン社により商標登録されていることがわ

かり、使用についてボーダフォン社に問い合わせたところ、使用は難しいとのことだった。

このためタイトルを「知床 写メ・ラリー」から「携帯メールで知床エコ・ラリー」とす

ることとなった。 
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第３回ワーキング（11 月 29 日 10：00～13：00 ゆめホール知床） 
 
参加者：上野（知床斜里町観光協会）、喜来（同）、桂田（知床民宿協会）、辻中（知床羅臼

町観光協会）、本間（羅臼町旅館組合）、石見（知床ガイド協議会）、佐々木（同） 
事務局・行政等：増田（斜里町）、村上和志（同）、木村（同）、田澤（同）、寺沢（同）、川

端（同）、福岡（北海道庁）、安彦（網走支庁）、熊谷（同）、東（根室支庁）、川渕（同）、

河野（環境省）、若松（同）、谷本（林野庁）、朝倉（同）、寺山（知床財団）、坂部（同）、

田中（同） 
 
１．知床エコラリー実施報告  

今季 8～10 月に実施した「知床エコラリー」の実施報告を行った。当初 5 ヶ所、途中２

ヶ所の追加により計７ヶ所のエコツーリズム的立ち寄りスポットをホームページ、パンフ

レット等で紹介し、利用者への情報提供と利用の分散を試みた。8/11～10/20 の期間でホー

ムページへのアクセス数は 11345 件、写真付き感想メールの投稿数は 70 件であった。トッ

プページを見た利用者のうち 7 割近くがサイト内の別ページを参照しており、サイト内の

巡回によって効率的な情報提供ができている可能性が高い。しかし、アクセス数の割に実

際の投稿数が伸びなかった点については、スポットへの誘導の仕方やメール投稿システム

などに課題が残った。 
 
２．冬期間の企画について 
「知床エコラリー」ホームページを知床のエコツーリズムに関する情報提供サイトとして

今後も運用を継続する。冬季の流氷観光シーズンには、利用者からの投稿システム等につ

いての改良を行ったうえで、新たな企画を実施する方向で検討を行う。 
 
３．流氷の海の漁業見学体験プログラムについて 
 昨年度羅臼で実施した知床エコツーリズム推進協議会主催のエコツアープログラム「流

氷の海の漁業見学体験」を今年度も実施する。今年度は、羅臼町遊漁船組合の主催とし、

知床エコツーリズム推進協議会は「後援」という形で広報、準備等で協力を行う。プログ

ラムの料金については、今年は協議会からの補助を廃止し、1 名 8,000 円とする。 
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エコロッジ・ガイドライン 

 
 

１．対象の範囲 

 このガイドラインは、ロッジが施設運営をし、エコツアーを実施する際に考慮すべき重要な観点をリストアップした

ものです。 

 

 
２．ガイドライン 

ロッジの施設運営、エコツアーの実施にあたっては、エコロッジ・チェックリストに挙げた事項を考慮し、環境への

取り組みを推進する。 

 

エコロッジ・チェックリスト 

  ＜構   成＞ 

   チェックリストは、以下の 6 つのカテゴリから構成されています。 

   Ⅰ 環境への取り組み姿勢 

   Ⅱ 飲食関連の環境配慮 

   Ⅲ 廃棄物削減・リサイクル 

  Ⅳ 省エネルギー・節水 

  Ⅴ グリーン購入・化学物質・その他 

  Ⅵ エコロッジとしての環境配慮 

     ※ Ⅰ～Ⅴについては、グリーン購入ネットワーク（GPN）が定める「ホテル・旅館利用ガイドライン」に

準拠する。 

 

 ＜配   点＞ 

原則として各項目を１点とし、次の考え方に当てはまる項目を 0.5 点、2 点としています。 

0.5 点の考え方 

・一般的で大半の施設が取り組んでいるが、考え方として残すことが重要だと考えられる項目 

2 点の考え方 

・環境への影響が大きく、取り組みによる改善効果が大きいと考えられる項目 

   ・取り組みが組織や他の取り組みに与える波及効果・影響度が大きいと考えられる項目 

   ・創意工夫や積極的な設備投資など先進的な取り組みと考えられる項目 

 

※ このガイドラインは社会状況の変化や知見によって必要に応じて改定されます。 

 

2006 年 4 月 1 日 

NPO 法人エコロッジ協会(仮) 
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エコロッジ・チェックリスト 
 
Ⅰ 環境への取り組み姿勢 
１）組織全般の取り組み 

No チェック項目 配点 

1 環境方針を持っている 2 

2 自施設の環境負荷を把握し、目標と計画を立ててその削減に努めている 
＜取り組みレベル＞ ・１つないし２つの分野について環境負荷を把握し、取り組んでいる 

 ・３つ以上の分野について環境負荷を把握し、取り組んでいる 

 
1 
2 

3 環境対応の責任体制を明確に定めている 2 

4 自施設に関係する環境法規制を把握している 2 

5 環境対応の状況とその成果を年 1 回以上定期的に検証し、次の行動に活かしている 2 

6 年 1 回以上の定期的な環境に関する従業員研修等を行っている 2 

7 環境方針や目標を従業員の目に付くところに掲示しているか、従業員全員が携行し、従業員全員に環境方針や自分の

業務の中でどのような対応をすべきか理解させている 
2 

２）分野ごとの取り組み 

8 【飲食関連】 
食品廃棄物の発生量を計量し、具体的な目標や計画を立てて発生抑制、減量化、再生利用に取り組んでいる 

2 

9 【廃棄物】 
食品廃棄物以外の廃棄物（物品の包装材、客室ごみなど）の種類と量を把握し、具体的な目標や計画を立てて削減や

リサイクルに取り組んでいる 

2 

10 廃棄物処理事業者に廃棄物管理の方針を説明し、リサイクルや適正処理の要請と処理方法の確認を行っている 2 

11 【エネルギー・水】 
エネルギー(電力、重油、ガス等)の使用量を把握し、具体的な目標や計画を立てて、使用量削減に取り組んでいる 

2 

12  水の使用量や排水の水質状況を把握し、具体的な目標や計画を立てて使用削減と環境汚染の低減に取り組んでいる 2 

13 
 

【グリーン購入・化学物質】 
グリーン購入の方針を有し、具体的な目標や基準などを設けて購入量の削減や環境配慮商品への転換に取り組んでい

る 

2 

14 
 

薬剤（除草剤、害虫駆除剤等）や洗剤などの使用状況を把握し、具体的な目標や基準などを設けて使用削減と環境汚

染の低減に取り組んでいる 
2 

３）情報公開と環境コミュニケーション 

15 【情報公開】 
パンフレットやホームページ等で自社の環境方針や取り組みの情報を積極的に公開・提供している 

2 

16 
 

【利用客】 
フロントや客室等利用客の目に付くところに環境方針や取り組みを説明するための情報提供がある 

2 

17 【利用客】 
施設内での環境対応について、環境を含めて利用客からの声を吸い上げて取り組みに活かす仕組みを持っている 

2 

18 
 

【利用客向け環境サービス】 
地域のエコツアーに関するプログラム、あるいは施設内の環境対応に関する見学に関するプログラムを提供している 

2 

19 
 

【取引先】 
取引先に環境方針などへの取り組みを説明し、環境配慮型の物品やサービスの提供を得られるように努めている 

2 

４）EMS の第三者認証（自由記載事項） 

 

５）その他（自由記載） 

 

 
Ⅱ 飲食関連の環境配慮 
１）食品廃棄物の削減・リサイクル等 

No チェック項目 配点 

20 
 

食材の在庫管理によるデッドストックの防止、宿泊予約数に合わせての調理量の調整、調理時の残り物の有効活用な

どにより、厨芥・残飯の発生抑制に取り組んでいる 
1 

21 厨芥・残飯の水切りや脱水化により減量化を行っている 0.5 

22 厨芥・残飯を再生利用（堆肥化・飼料化等）している 1 

23 
 

水切り、脱水後の食品廃棄物（厨芥・残飯）について、積極的減量化（生ゴミ処理機等）と再生利用（堆肥化、飼料

化等）により、廃棄量の削減を 20％以上行っている 
＜取り組みレベル＞ ・発生量の 20％以上を削減 

・発生量の 80％以上を削減 

 
 
1 
2 

24 使用済み廃食用油を燃料利用や石けん化するなどリサイクル、有効利用している 1 
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25 食材の納入時に通い箱の使用を促進している 1 

26 日本酒、ビールその他の発泡飲料は、なるべくリターナブル容器入りを利用している 1 

27 上記以外の飲料や調味料について、リターナブル容器への転換に努めている 
＜取り組みレベル＞ ・納入業者へ具体的に要請している → 

・リターナブル容器を使用している → 

 
0.5 
2 

28 食材や飲料、調味料の使い捨て型の容器について、容器の軽薄化や包装の削減に努めている 1 

２）食材の購入 

29 有機農産物やその加工品、減・無農薬栽培や減・無化学肥料栽培の農産物を積極的に購入している 1 

30 できるだけ近距離からの食材（地産地消）や季節（旬）の食材を優先して購入するよう努めている 1 

３）その他（自由記載） 

 

 
Ⅲ 廃棄物削減・リサイクル 
１）客室サービス 
No チェック項目 配点 

31 客室で無償提供する使い捨て型のアメニティグッズは 6 種類以下にしている 1 

32 アメニティグッズで二重包装されているものはない 1 

33 歯ブラシやシェーバーなどの持参を呼びかけている 1 

34 シャンプーとリンスは使い捨てではなく、詰め替えができるディスペンサーや通常ボトルで提供している 1 

35 使い捨てでない長期使用が可能なスリッパを使用している 1 

36 使い捨て型の石けんやシャンプー、リンスについて、アメニティグッズ１個あたりの量を適正な量にするよう努めて

いる 
1 

37 使用済みの固形せっけんは、バックヤード等で再使用するか、油脂化などの方法でリサイクルしている 1 

38 使用されなかった使い捨て型のアメニティグッズは、状態によって再び利用客に提供している 1 

39 連泊の宿泊客に寝装具やタオル類の交換希望を尋ねる表示がある 1 

40 利用客が持ち込んだごみを分別・リサイクルしている 1 

41 客室内の家具（ベッド、椅子、テーブル等）は、修理・リフォームして長期使用に努めている 1 

２）管理・共用スペース、売店等 

42 紙類（コピー用紙、新聞、雑誌、ダンボール）の分別・リサイクルを行っている 1 

43 PET ボトル、飲料缶、ガラスびん、の３種類の分別・リサイクルを行っている 1 

44 蛍光灯の分別・適正処理を行っている 1 

45 電池の分別・適正処理を行っている 1 

46 使用済みの冷蔵庫や空調設備は、代替フロン等を回収できるルートで適切に処理している 1 

47 事務所での両面コピーや紙の裏面使用を励行している 1 

48 施設内売店での簡易包装を励行している 1 

３）その他（自由記載） 

 

 
Ⅳ 省エネルギー・節水 
１）熱源・熱搬送 

No チェック項目 配点 

49 エネルギー効率を高めるための熱源設備として、ボイラー廃熱利用設備、マイクロガスタービン、コジェネ設備、燃

料電池等を導入している 
2 

50 施設内での蒸気・冷媒などの熱搬送について、効率の良いポンプやファンなどの導入、配管の断熱化を実施している 2 

51 太陽熱給湯、太陽光発電、風力発電、地熱など自然エネルギーを活用している 2 

２）空調関係 

施設共通  
52 二重出入り口や回転扉、ペアガラス、断熱サッシを採用する、屋上や壁面を緑化するなどで、建物の断熱性の向上に

努めている 
2 

53 事務所やバックスペースの温度設定について自主基準を設け、空調を管理している 1 

客室  
54 客室ごとに空調を管理することができる 2 

３）照明 

55 施設内にある白熱電球を電球型蛍光ランプに代替し、蛍光灯器具にエネルギー効率の高い Hf インバータ器具を導入し

ている 
＜取り組みレベル＞ ・電球型蛍光ランプへの代替と Hf インバータ器具の導入の合計が 20％以上 → 

・電球型蛍光ランプへの代替と Hf インバータ器具の導入の合計が 80％以上 → 

 
 
1 
2 

56 客室において、キー管理により不在時の電力使用を削減できる装置がある 2 
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57 暗いときだけ点灯させる照度センサーやタイマー機能、人感センサーを活用している 1 

４）その他の省エネルギー 

58 機器が効率よく動くように省エネにつながる積極的なメンテナンスを実施している 0.5 

59 施設内を効率よく分けて使用エネルギーを個別管理できる仕組みになっている 2 

５）CO2 削減 

60  施設全体のエネルギー使用量から CO2 排出量を算出し、自ら設定したの基準年との比較をしながら、CO2 削減に努め

ている 
2 

６）節水 

61 トイレ、シャワー、水道等に節水こまや節水シャワーヘッド、センサー式等の節水型機器を導入している 1 

62 排水の浄化利用（中水利用）を行っている 2 

63 雨水貯留タンクを設置するなど雨水利用を行っている 1 

７）その他（自由記載） 

 

 
Ⅴ グリーン購入、化学物質、その他 
１）グリーン購入 

No チェック項目 配点 

消耗品 ＜取り組みレベル＞・購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、環境配慮商品の割合が 80％以上であること 1 点 

64 コピー用紙 1 

65 トイレットペーパー 1 

66 ティッシュペーパー 1 

67 ボールペン 1 

68 メモ用紙や封筒 1 

69 その他の文具･事務用品 1 

70 営業案内のパンフレット類 1 

71 従業員の制服 1 

耐久消費財＜取り組みレベル＞・購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、環境配慮商品の割合が 50％未満である 0.5 点 
              ・購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、環境配慮商品の割合が 50％以上である   1 点 
72 自動車 

 
0.5 
1 

73 パソコン、コピー機、プリンタなどの事務機器 0.5 
1 

74 客室の冷蔵庫 
 

0.5 
1 

75 空調設備 
 

0.5 
1 

76 客室のテレビ 
 

0.5 
1 

77 オフィス家具 
 

0.5 
1 

78 客室の家具、インテリア、寝具、リネン、壁紙 
 

0.5 
1 

取引先・配送  

79 取引先に環境配慮商品の提案と納入の要請を行っている 1 

80 取引先にアイドリングストップの実施や低公害車での配送を要請している 1 

81 取引先と積載効率や配送時間、配送ルート等を話し合い、効率的な配送に努めている 1 

82 利用客の公共交通機関の利用をパンフレット等で呼びかけている 1 

２）化学物質、緑化など 

83 害虫駆除剤、除草剤や化学肥料の使用を抑制し、環境影響の少ない資材への転換に努めている 1 

84 洗剤類の使用を抑制、あるいは環境影響の少ない洗剤への転換に努めている 1 

85 客室等の清掃作業には、揮発性有機化合物（VOC）を含まないクリーニング剤を使用している 1 

86 屋上や敷地内の緑化、あるいは屋外駐車場の透水性舗装などにより、雨水の涵養に努めている 1 

87 屋上と敷地の緑化・透水化を敷地面積の 20％以上でしている 1 

88 周辺地域の環境保全活動(清掃や自然保護等)を行っているか、自治体や地域団体の活動に積極的に参加している（従

業員の参加を含む） 
2 

３）その他（自由記載） 
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Ⅵ エコロッジとしての環境配慮 
１）エコツアー等自然を楽しむガイドツアー 

No チェック項目 配点 

89 周囲の自然を熟知したナチュラリストが常駐、または要請があれば手配できる 1 

90 地域の自然や文化・歴史を知ることができるアクティビティを実施、もしくは積極的に紹介している 1 

91 常設、または定期的なプログラム提供がなされている 

＜取り組みレベル＞ ・プログラムの提供を不定期に行っている   → 

          ・常設によるプログラムの提供を行っている  → 

 

1 

2 

92 宿泊施設として、プログラムの質を高めるための仕組みがある 1 

93 弁当の容器は繰り返し使えるものにしている 1 

２）周辺環境への配慮 

94 周囲の生息動物に配慮した照明をしている 1 

95 敷地内の植生のほとんどが土地のものであり、移入種は少ない。外来種の持ち込みについて配慮を促している 1 

96 周辺の野生動物への人工餌について、明確なルールが設定されている 1 

97 ペットの同伴について、明確なルールが設定されている 1 

３）地域貢献 

98 雇用がある場合、地元から積極的に雇用をはかっている 1 

99 収益の一部を環境保護や地域住民に還元していること 1 

４）省エネルギー 

100 施設のエネルギー使用設備（機器）が全て理解できている 1 

101 上記設備がどのぐらい動くとどれだけのエネルギーを消費するか理解できている 1 

102 施設全体のエネルギー使用量が把握（計測・記録）できている 1 

103 具体的なエネルギー削減策を立案し目標設定と実行計画ができている 1 

104 実行計画に基づきエネルギー削減への取り組みができている 1 

105 エネルギー削減に取り組んだ結果が見える形で検証できている 1 

５）その他の施設内での取り組み 

106 宿泊施設周辺の自然、安全、リサイクル、省エネ等に関する情報を共有スペースや各客室に掲示している、または到

着時に案内している 

1 

107 地産地消に配慮した郷土料理を出すように努めている 1 

108 売店では郷土料理、郷土工芸品・食材等を売っている 1 

109 エコロッジ協会のガイドラインに沿って環境に優しい施設を目指すという記述がホテルのカタログやサイトにある 1 

110 事前に連絡がある場合、アレルギー体質、ベジタリアン、宗教上食せない方のための特別メニューを用意できる 1 
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エコロッジ・チェックリスト 
＜背景説明と判断基準＞ 

 

 
 

この「背景説明と判断基準」は、エコロッジ・チェックリストで挙げられた項目のポイントを解説し、

自己チェックするための判断基準を示したものです。 
チェックにあたっては、以下の「項目の背景説明」及び「チェックのための判断基準」を参照します。 

 
 ＜目次＞ 

   Ⅰ 環境への取り組み姿勢  ･････  1 
   Ⅱ 飲食関連の環境配慮   ･････  4 
   Ⅲ 廃棄物削減・リサイクル  ･････  6 
  Ⅳ 省エネルギー・節水   ･････  7 
  Ⅴ グリーン購入・化学物質・その他 ･････  10 

Ⅵ エコロッジとしての環境配慮  ･････  13 

     ※ Ⅰ～Ⅴについては、グリーン購入ネットワーク（GPN）が定める「ホテル・旅館利用ガイドライン」に準

拠している。 
    【エコロッジ・チェックリストのための用語解説集】･････ 16 
 
 
 
Ⅰ 環境への取り組み姿勢 
１）組織全般の環境取り組み 
No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 

1 環境方針は、自らの事業活動に伴う環境負荷

を継続的・計画的に低減させるための考え方、

方向性を示す役割をもち、明確に示すことが

必要です。 

環境方針を明確に示した文書があること 

 

2 環境方針を具体化するため、対象とする環境

負荷を特定して把握し、目標や計画を立てて

継続的・計画的に取り組む必要があります。 

廃棄物発生量、エネルギー（電力、重油、ガス等）使

用量、水使用量などの環境負荷を把握し、その負荷の

削減に向けた具体的な取組内容を示す文書があるこ

と 

＜取り組みレベル＞ 

 ・１つないし２つの分野について環境負荷を把握

し、取り組んでいる 

 ・３つ以上の分野について環境負荷を把握し、取り

組んでいる 

※エコロッジ・チェックリストの４分野（飲食関連の

環境配慮、廃棄物の削減・リサイクル、省エネルギ

ー・節水、グリーン購入その他）を参考にしてチェ

ックすること 
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3 環境負荷低減に向けた目標を立て、計画に沿

って実行するためには、対象分野や対象区分

ごとに担当責任者を決めて進めることが必要

です。 

環境対応に関して責任体制を定めた文書があること 

 

4 関係する環境法規制を定期的に確認し、環境

対応の分野やその目標・計画に反映させるこ

とが必要です。 
※主な規制、内容別に見た法制度の例 

○立地・建築関係：都市計画法、建築基準法、

自然公園法など 

○廃棄物の事業者責任：廃棄物処理法、食品

リサイクル法、建設資材リサイクル法など 

○特定物品のリサイクル：容器包装リサイク

ル法、家電リサイクル法、自動車リサイク

ル法、パソコンリサイクル制度など 

○省エネルギー：省エネ法 

○公害防止：大気汚染防止法、水質汚濁防止

法、浄化槽法など 

○事業者の自主的な環境対応：グリーン購入

法、環境配慮促進法など 
注）上記の法制度名は略称を含む。内容は用

語解説を参照。 
 

自らの活動に関係する法規制のリストがあること 

 

5 環境負荷削減のための取り組みや成果を、目

標に照らして定期的に検証し、その次の目標

や今後の方針に反映させていくことが必要で

す。 

年 1 回以上環境対応の検証（エコロッジ・チェックリ

ストでの検証でも可）を実施し、その結果をもとに、

次の目標・計画や課題設定の検討を行ったことを示す

資料があること 

 

6 環境を目的とした研修や活動を継続的に行う

ことによって、従業員への環境の意識付けを

行うことが必要です。 

 

環境に関する全社的な従業員研修や活動を年 1 回以

上定期的に行っていること 

※次のケースもチェック可とする 

・一連の研修テーマの一つに「環境」が取り上げられ

ている 

・所定の研修を受けた部門長が各々従業員に研修内容

を伝達する 

7 環境方針や目標は従業員控え室など目に付く

ところに掲示すること等により、従業員への

意識付けを行うことが必要です。また、従業

員は全員が環境方針を理解し、その中での

各々の業務の位置づけや役割を理解すること

が大切です。 

求められた際に、環境方針や目標の掲示物または携行

物を提示でき、環境方針及び各自が業務の中で実施す

べき事柄について、従業員が聞かれたときに、各自が

回答できること 

 



 3

２）分野ごとの取り組み 
8  日々変動しつつ発生する食品廃棄物について

は、まずその発生量を日々計量し、傾向や特

徴を把握することが大切です。そしてその次

に、目標や計画に沿って、廃棄の削減に向け

て具体的に取り組むことが必要です。 

食品廃棄物の発生量の計量及びその削減目標や計画

についての具体的な取組内容を示す文書があること 

9 食品廃棄物以外の廃棄物についても、特徴や

傾向を把握することが大切です。そのために、

発生する廃棄物の種類と量を継続的に把握

し、目標や計画に沿って、削減やリサイクル

に向けて具体的に取り組むことが必要です。 

廃棄物の種類と量の把握及びその削減・リサイクルに

関して、目標・計画についての具体的な取組内容を示

す文書があること 

10 廃棄物処理業者には、発注者として廃棄物管

理の方針の説明を行い、理解と協力を求める

ことが大切です。 

廃棄物処理事業者に廃棄物管理の方針を説明し、リサ

イクルや適正処理の要請と処理方法の確認を行って

いること 

11 エネルギーの使用は CO2 等の環境負荷をも

たらすので、使用するエネルギー(電力、重油、

ガスなど)の使用量を継続的に把握し、削減に

向けて、目標や計画に沿って具体的に取り組

むことが必要です。 

各エネルギーの使用量の把握及びその削減目標・計画

についての具体的な取組内容を示す文書があること 

12 水の使用と排水は水環境への負荷をもたらす

ので、水の使用量や排水の状況を継続的に把

握し、削減に向けて、目標や計画に沿って具

体的に取り組むことが必要です。 

水の使用量や排水の水質状況の把握及びその削減目

標・計画についての具体的な取組内容を示す文書があ

ること 

 

13 施設内で使用する物品の傾向や特徴を把握

し、環境に配慮した商品選択へ切り替えてい

くために、方針や基準などを具体的に設けて

取り組むことが必要です。 

グリーン購入の方針や基準など具体的な取組内容を

示す文書があること 

14 薬剤などに使用される化学物質は、大気や水、

土壌だけでなく、人間の健康へも影響を与え

る可能性があります。薬剤や洗剤の使用状況

を把握し、使用量の削減やより環境負荷の小

さいものへの転換に向けて、目標や計画に沿

って具体的に取り組むことが必要です。 

化学物質について調べる場合は、その性状や

取り扱いに関する情報（MSDS；化学物質等

安全データシート）を入手し、適切な管理を

行うために活用することも効果的です。 

使用状況の把握及びその削減目標や基準など具体的

な取組内容を示す文書があること 

 

３）情報公開と環境コミュニケーション 

15 環境マネジメントシステムや環境への取り組

み内容など、自社の環境に関する情報を公開

し、利用者とのコミュニケーションに努める

ことが必要です。 

一般の人が求めれば入手できる媒体（冊子、ホームペ

ージなど）で情報提供していること 

16 環境方針や取り組みを利用客の目に付くとこ

ろに示すことで利用客とのコミュニケーショ

ンが促進できます。 

フロントや客室等利用客の目に付くところに環境方

針や取り組みを説明するための情報提供があること 
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17 環境について特別に仕組みを造らなくても既

存の仕組みを利用し、環境についての利用客

の意見を反映していくことが必要です。 

例）アンケートなどに環境に関してコメント

できる欄があるなど 

環境への取り組みを含めて、利用客からの声を吸い上

げて取り組みに活かす仕組みを持っていること 

 

18 宿泊事業では、自らの環境対応だけでなく、

地域のエコツアーや自施設の参加型プログラ

ムを提供することで、利用客に環境保全への

気づきを与えることができます。 

 

希望する利用客にエコツアーに関するプログラムを

提供しているか、自施設の環境対応に関する見学プロ

グラムを提供していること 

※ホテル旅館の施設見学の中で、環境対応について見

学してもらうことでも可 

19 取引先を巻き込んだ活動へと拡げる施設で利

用する物品やサービスの環境配慮土を高める

ためには、取引先への説明と要請を行いこと

が大切です。 

発注者として取引先に環境方針などへの取り組みを

説明し、環境配慮型の物品やサービスの提案を促す要

請文書があること 

 
 
 
Ⅱ 飲食関連の環境配慮    
１）食品廃棄物の削減・リサイクル等 

No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 
20 食材のデッドストックなど無駄をなくし、調

理時の残り物の有効利用（野菜残部の漬物への

転用、従業員の食事の材料に利用など）に努める

ことで、食品廃棄物の発生抑制につながりま

す。 
 

調理時の残り物の有効活用、デッドストックの防止、

調理量の調整など、具体的な取り組みを聞かれたら答

えられること 

21 水切りや脱水化は厨芥・残飯の減量化の基本

的対策です。生ゴミ処理機による積極的減量

化も有効です。 

水切りや脱水、その他により厨芥・残飯の減量化を行

っていること 
※乾燥式または、消滅型の生ゴミ処理機による「積極

的減量化」も含む。 
 
 

22 再生利用（堆肥化・飼料化など）は厨芥・残

飯の有効利用につながります。 

厨芥・残飯を再生利用（堆肥化・飼料化など）してい

ること 

 
23  食品リサイクル法（2002 年 4 月施行）では、

食品廃棄物について 

①発生抑制（本チェックリストのチェック項

目 No20）、 

②脱水化等による減量（No21）、 

③再生利用（No22） 

の合計による削減を 20％以上にすることが

目標とされています。しかし、ホテル・旅館

の料理提供の実情から、①の発生抑制量や②

のうち通常の水切り、脱水による減量分を正

確に把握・計量することは困難です。そこで

本ガイドラインでは、通常の水切り、脱水後

下式により求められる廃棄物の削減率が 20％以上

か、80％以上であること 
＜取り組みレベル＞ 
・発生量の 20％以上を削減 

・発生量の 80％以上を削減 

 
削減率(％)＝（○○年度の生ゴミ処理機による減量化

量＋○○年度の再生利用量）÷○○年度の食品廃棄物

発生量（通常の水切り・脱水後） 
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の食品廃棄物を計量して「発生量」とみなし、

右式によりその削減率を求めることとしま

した。 

24 使用済みの廃食油は燃料利用（ボイラー燃料

や自動車用バイオディーゼル燃料）か、石け

ん化などへリサイクルすることによって、廃

棄物の削減につながります。 

使用済み廃食用油をボイラーの燃料とするか、石けん

化や燃料利用などリサイクルルートに乗せているこ

と 

25 通い箱（木箱やプラスチックのコンテナなど

繰り返し使用できる容器）を適用できる食材

については、通い箱を採用することで容器包

装の廃棄物削減につながります。 

食材納入時の通い箱の使用について、実績（1 例以上）

が写真などで示せること 

26  日本酒やビールその他の発泡飲料では、リタ

ーナブル容器の商品が多くあるので、なるべ

くこれを使いことが大切です。 

レストランなどで提供する日本酒、ビールなどはリタ

ーナブル容器（一升瓶、ビールビンなど）を使用して

いること 
27 日本酒、ビールなど以外の飲料、醤油やソー

スなどの調味料にについて、納入業者に働き

かけることが大切です。 

リターナブル容器への転換について、納入業者に要請

をしているか、その実績があること 

＜取り組みレベル＞ 
・納入業者へ具体的に要請している 

・リターナブル容器を使用している 
※納入業者へ要請している内容、リターナブル容器を

使用している実績（1 例以上）を示せること 
※飲料及び調味料の容器を対象とする。 

28 例えば、納入時に使用するパック容器を軽量

化したものや薄型のものへ換えたり、食材全

体を包装しているものを食材の一部だけ包

装するようにすることなどで、廃棄物削減が

できます。 

容器の薄型化や簡易包装などを納入業者に要請して

いるか、その実績があること 
 

２）食材の購入 
29 食材である農産物については、栽培に使用する農薬や化学肥料を抑

えることで、土壌や水系への環境影響を抑えることができます。 
減・無農薬か減・無化学肥料で栽培された農産物は、「特定栽培農

産物」として表示されます。 

参考）特別栽培農産物の表示ガイドライン（H15 年 5 月改正、H16 年 4 月

施行） 

     （従来）            （改正後） 

 無農

薬 

減農

薬 

慣行   無農

薬 

減農

薬 

慣行 

無化

肥 
A B C 

 無 化

肥 
C 

減化

肥 
D E F 

 減 化

肥 

特別栽培農

産物 
F 

慣行 
G H I 

 慣行 
G H I 

  
食材の「生産履歴」を確認することは、環境影響が少ない食材であ

るかどうかを確認し、ひいては安心・安全な食材を提供することに

つながります。 

有機農産物や特別栽培農産物

を積極的に購入していること

を、具体的な実績で提示できる

こと 
※レストランがないなど、食事

を提供していない場合には、

チェック欄にチェックでき

ません。 
※購入実績の量は問わない。 
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30 同じ食材を選択する場合、地場の食材を選択することで輸送にかか

る環境負荷を低減することができます。また、季節（旬）の食材は

特別にエネルギーをかけて季節外に栽培した食材に比べて栽培時

のエネルギー消費が少なくて済みます。 

できるだけ近距離からの食材

（地産地消）や季節（旬）の食

材を優先して購入している実

績を示せること 
 
 
 
Ⅲ 廃棄物削減・リサイクル 
１）客室サービス 

No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 

31 客室で無償提供している使い捨て型のアメ

ニティグッズの品目数を見直すことで、廃棄

物の削減につなげることができます。無償提

供しているアメニティグッズの導入割合は、

６種類提供しているホテルの割合が８割を

超えています。 

出典）「平成 7 年度ホテル事業における環境問題に

関する研究報告書」1996 年 3 月（社）日本ホテル

協会、立教大学観光研究所 

 

８割以上の客室でアメニティグッズが６種類以下

であること 

 

 ＜対象とする主なアメニティグッズの例＞ 

○個包装の固形石けん、歯ブラシ、シェーバー、櫛、

シャワーキャップなど 

○持ち帰り用の浴用タオル 

○パウチタイプまたはミニボトルタイプのシャンプ

ー、リンス、化粧水、整髪料など 

 

32 アメニティグッズに使用している二重包装

をなくすことで、資源の使用量や廃棄物を削

減することができます。 

アメニティグッズの中で二重包装されているものが

ないか、または使い捨て型のグッズを置いていないこ

と 

33 繰り返し使用する歯ブラシやシェーバーの

持参を呼びかけることで、廃棄物の削減につ

ながります。 

歯ブラシやシェーバーなどの持参について、利用客向

けのパンフレットなどで呼びかけの記載がある、直接

呼びかけている、あるいは歯ブラシやシェーバーを置

いていないこと 

34 使い捨て型（パウチタイプやミニボトルタイ

プ）からディスペンサー（詰め替え容器）や

通常ボトルへの転換は、廃棄物の削減になり

ます。 

シャンプーやリンスの容器をディスペンサーやボト

ルへ転換しているか、またはシャンプーやリンスを客

室に置いていないこと 

35 使い捨てをやめることで廃棄物の削減につ

ながります。 
長期使用が可能なスリッパを使用している、またはス

リッパを置いていないこと 

36 １個あたりの量を適正量に努めることで、廃

棄量を削減することができます。 

例えば、石けんの質量を 15g から 10g に減ら

したり、綿棒の本数を 2 本から 1 本に減らす

こと等も一例と言えます。 

使い捨て型のアメニティグッズ１個あたりの適正量

について、社内で検討したことがある、または１個あ

たりの量を見直した実例がある、あるいは該当するグ

ッズを置いていないこと 

37 利用客の使用済み石けんを再利用すること

で、新たな購入量や廃棄物の削減につながり

ます。 

使用済みの固形石けんをバックヤードなどでの再使

用や油脂化などの方法でリサイクルしている、または

固形せっけんを置いていないこと 

38 使用されなかったアメニティグッズを再度

利用客に提供することで、新たな購入量を削

減することができ、ひいては資源やエネルギ

ーの削減につながります。 

使用されなかったアメニティグッズを再度利用客に

提供することが客室清掃員の行うシステムに組み込

まれている、または使い捨て型グッズを置いていない

こと 

39 寝装具やタオル類の交換希望を確認するこ 寝装具あるいはタオル類のそばに、これらの交換希望
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とで必要以上のリネンや交換を避けること

になり、洗剤や水の使用に伴う環境影響を抑

えることにつながります。 

を尋ねる表示がなされていること 

※寝装具及びタオル類とは、シーツ、枕カバー、バス

ローブ、浴衣、バスタオル、フェイスタオル、バス

マットを指すこととします。 

40 資源としてリサイクルに回すために、分別ご

み箱の設置も含め、客室内やパブリックスペ

ースで、利用客が持ち込んだごみの分別を行

うことが重要です。 

客室とパブリックスペースで、利用客が持ち込んだご

みを分別し、リサイクルルートに乗せている、もしく

は適正な処理ルートに乗せていること 

41 部品や張り地の交換など長期使用に努める

ことで、新たな購入量や廃棄物の削減につな

がります。 

客室内の家具（ベッド、椅子、テーブルなど）は、修

理・リフォームして長期使用に努めていること 

２）管理・共用スペース、売店等 

42 紙類を適正に分別・リサイクルすることは廃

棄物削減、資源有効利用につながります。 
紙類（コピー用紙、新聞、雑誌、ダンボール）を分別

し、リサイクルルートに乗せていること 

43 容器類を適正に分別・リサイクルすることは

廃棄物削減、資源有効利用につながります。 
缶、ガラスびん、PET ボトルを分別し、リサイクルル

ートに乗せていること 

44 蛍光灯には微量の水銀が含まれています。人

体や生態系に有害な影響を与える水銀を適

正処理するために、分別する必要がありま

す。 

蛍光灯を適正に分別し、適正な処理ルートに乗せてい

ること 
 

45 電池に含まれる有害物質による影響を回避

するために、電池を適正に分別排出する必要

があります。 

電池を適正に分別し、適正な処理ルートに乗せている

こと 
 

46 オゾン層破壊防止と地球温暖化防止につな

げるために、代替フロンなどを回収し、適切

に処理することが重要です。2001 年に家電

リサイクル法が施行され、冷蔵庫、エアコン、

洗濯機、テレビの 4 品目についてメーカーに

回収・リサイクルが義務づけられています。

廃棄する際には、同リサイクル法に沿って排

出することが大切です。 

使用済みの冷蔵庫や空調設備は、フロンなどを回収で

きるルートで適切に処理していること 
 

47 両面コピーや紙の裏面使用の励行により、紙

の使用量や廃棄物量を削減することができ

ます。 

事務所での紙使用については、両面コピーや紙の裏面

使用を励行していること 

48 適度な簡易包装の励行により、資源の節約に

つながります。 
施設内売店での簡易包装を励行していること 
 

 
 
 
Ⅳ 省エネルギー・節水 
１）熱源・熱搬送 

No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 

49 コジェネ設備、マイクロガスタービン、ボイ

ラー廃熱利用設備のような設備を導入する

ことでエネルギー効率を高めることができ、

省エネルギーにつながります。 

エネルギー効率を高めるための設備として、ボイラー

廃熱利用設備、マイクロガスタービン、コジェネ設備、

燃料電池などを導入していること 

50 熱搬送はホテルのエネルギー消費の約2割を

占めており、省エネルギーのために熱搬送で

の効率を改善することが重要です。 
例えば、ポンプやファンの定期メンテナンス

ポンプやファンなど効率の良い熱搬送設備を導入など

により、熱搬送にかかるエネルギー効率の改善に努め

ていること 
※具体的な取り組み内容を示せること 
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や断熱対策の実施や、廃熱利用に取り組むこ

とで、エネルギー効率の改善につなげること

ができます。また、機器の更新のタイミング

などで効率の良い機器を導入することも有

効です。 

51 持続可能な自然エネルギーを積極的に利用

することで、枯渇する化石燃料を節約し、

CO2 削減に役立ちます。 

太陽熱給湯、太陽光発電、風力発電などの自然エネル

ギー設備のうち、いずれか一つ以上を導入しているこ

と 
※直接自然エネルギー設備を導入するだけでなく、「グ

リーン電力証書システム」のような仕組みを利用す

ることもチェック可とする。 
２）空調関係 

施設共通  
52 客室や共用スペースの断熱性、空調効率を改

善することは省エネルギーにつながります。 
［施設入り口］ 
回転扉や二重出入り口を採用することで通

常の出入り口扉よりも外気侵入量を抑える

ことができ、空調改善には効果的です。 
［客室］ 
ペアガラスや断熱サッシ、二重サッシの採用

が効果的です。これらは断熱性や気密性に優

れ、普通のガラス l 枚に比べて約 50％も熱の

損失を抑えることができます。 
［屋上・壁面］ 
屋上や壁面を緑化することにより、建物の外

壁表面温度や室内温度の上昇を抑える効果

があり、冷房負荷の低減につながります。ま

た周辺環境への熱の照り返しを防止する効

果もあります。 

ペアガラスや断熱サッシなどを採用している、もしく

は二重出入り口や回転扉、屋上緑化など、施設の断熱

性を改善する仕組みを積極的に採用していること 

53 外気温度によって設定値を変更することや

事務所やバックスペース、共用部等の温度偏

差などを考慮しつつ、空調を管理することが

必要です。 

自主的に定めた具体的な基準温度や管理の仕方につい

て答えられること 

客室  
54 個別に客室ごとに空調を管理することで、稼

働していない部屋のエネルギー消費を抑え

ることができます。また、窓が開閉でき、外

気を取り込むことができると、空調の運転時

間短縮や使用するエネルギーの抑制など、空

調効率の改善に寄与します。 

客室ごとに空調機のオン・オフで管理することができ

ること 

３）照明 
55 ［電球型蛍光ランプ］ 

電球形蛍光ランプは白熱電球の約 1/4 の電力でほ

ぼ同じ明るさを得ることができます。また、ラン

プの寿命も約 6 倍と長期使用が可能になります。

電球形蛍光ランプに代替することで、ランプ効率

も高く、ランニングコストだけでなく、購入費用

の削減につながります。 
［Hf インバータ器具］ 
エネルギー効率の高い Hf インバータ器具を導入

することで 10～20％のランニングコストの削減

につながります。施設や設備の更新に合わせて導

施設内の電球を白熱電球から電球形蛍光ランプに代

替し、蛍光灯器具にエネルギー効率の高い Hf インバ

ータ器具を導入していること 

※以下の取り組みレベルに応じてチェックします。 

※電球形蛍光ランプへの代替はコンパクト形蛍光ラ

ンプへの代替も含みます。 

※白熱電球を元々使用しておらず、下式の 80％を満

たす場合には、２点の方にチェックします。 
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入することが効率的です。  
＜取り組みレベル＞ 

・電球型蛍光ランプへの代替と Hf インバータ器具

の導入の合計が 20％以上 
・電球型蛍光ランプへの代替と Hf インバータ器具

の導入の合計が 80％以上 
 

 代替した電球形蛍光ランプ(個)＋代替

した Hf 形照明器具(個) 

   施設内の全ての白熱電球(個)＋施設内

の全ての照明器具(個) 

※調光機能付きの機器は分母から除きます。 
56 電気の消し忘れなどにより客室不在時でも

電力を使用している場合があります。電力使

用をキー管理とすることで不在時は電力を

消費しなくすることができ、電力使用の削減

につながります。 

電子キーなど自動的に電力使用を管理できる装置が

あること 
 

57 センサーやタイマー機能を活用することで

不要なときのエネルギー消費を抑えること

ができます。 

客室内外、施設内外を問わず、暗いときだけ点灯させ

る照度センサーやタイマー機能、人感センサーなどを

積極的に採用していること 
４）その他の省エネルギー 
58 機器の定期的なメンテナンスを実施するこ

とによって、効率よく稼働させることは、ひ

いてはエネルギー消費効率の改善、ランニン

グコストの削減につながります。 

ボイラーや照明機器など、熱系、照明系、水道系、空

調系の機器が効率よく動くように定期的なメンテナ

ンスを実施していること 

59 全館一律管理ではなく階ごとやブロックご

との個別管理とすることで、稼働していない

セクションのエネルギー消費を抑え、省エネ

ルギーにつながります。 
例えば、客室やフロアごとの温度管理や大き

な会議場を仕切ったときの空調・照明等の個

別管理などが考えられます。 

階やブロックなど施設内をいくつかのセクションに

分けて使用エネルギーを効率よく個別管理できる仕

組みになっていること 

５）CO2 削減 
60  
 

より施設のエネルギー効率を高めるために

は、省エネ機器と自然エネルギー（化石燃料

の代替エネルギー）を組み合わせて利用する

ことが重要です。 
立地条件や施設規模によって、利用可能な機

器の選択肢は異なりますが、施設全体の改善

率を高められるような、省エネ機器と自然エ

ネルギーの取り組みの組み合わせを考慮する

ことが大切です。 
省エネにつながる代表的な手段として、コジ

ェネ設備、マイクロガスタービン、ボイラー

廃熱利用設備、インバータ機器のような設備

を導入することでエネルギー効率を高めるこ

とができます。また、太陽熱給湯、太陽光発

電、風力発電、地熱など自然エネルギーを活

用することは、枯渇する化石燃料を節約し、

地球温暖化防止に役立ちます。 
以上のような手段は、様々な指標で効果を計

ることが可能です（例えば、エネルギー消費

付属の「CO2 排出量計算シート」に基づき、直近の年

度の施設全体エネルギー使用量から CO2 排出量を算

出していること 
※基準年は 1990 年度またはそれ以降で当該施設のエ

ネルギー使用量が把握可能な自ら設定した年度とす

る。 
※施設全体で使用するエネルギーから排出される

CO2 排出量（kg-CO2）を指標とする。 
 

代替率＝ 
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量、人員・売上高または床面積あたりなど）。

本チェックリストでは、地球温暖化防止の京

都議定書の例に倣い、施設内の全エネルギー

使用に伴う CO2 排出量を指標とし、その施設

の基準年の CO2 排出量と対比してみる方式

を採用することとしました。 
CO2 等の対 1990 年比での削減を求める 

６）節水 
61 トイレやシャワーなどに節水こまやセンサ

ーを採用することで節水につなげることが

できます。 

トイレ、シャワー、水道などに節水こまや節水シャワ

ーヘッド、センサー式などいずれか一つ節水機器を導

入していること 
62 一度使用した水を浄化し、中水として再利用

することで、使用水量を削減することができ

ます。 

排水の中水利用（浄化利用）を行っていること 

63 雨水を溜めて便器洗浄水や散水用水、消火用

水、洗車用水などに使用することで、上水道

の節約につながります。 

雨水貯留タンクを設置するなど雨水利用を行ってい

ること 

７）その他（自由記載） 
 
 
Ⅴ グリーン購入、化学物質、その他 
※グリーン購入に際しては、環境配慮商品であることを簡便に判別できる環境ラベルに注目することが有効

です。また、GPN が商品ごとに考慮すべきポイントをまとめた「グリーン購入ガイドライン」及び環境配

慮 し た 商 品 情 報 を ま と め た 「 グ リ ー ン 購 入 の た め の GPN デ ー タ ベ ー ス 」

（http://gpn-db.mediapress-net.com/gpn-db/）も参考になります。 
 環境ラベル等データベース http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html 
 グリーン購入ガイドライン http://www.gpn.jp/ 
 グリーン購入のための GPN データベース http://gpn-db.mediapress-net.com/gpn-db/ 
１）グリーン購入 

No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 

消耗品   
64 
 

古紙と環境に配慮したフレッシュパルプを

多く使用した用紙、エコマークやグリーンマ

ークなどのマーク表示のあるものを選ぶこ

とでグリーン購入になります。 
※）GPN「印刷・情報用紙」購入 GL が参考にな

ります。 

購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、環境

配慮商品の割合が 80％以上であること 

※項目に挙げた物品を使用していない場合にはチェ

ック可とする。 
※環境配慮商品の割合は、数量ベースでも金額ベース

でも構わない。 

65 古紙配合率 100%のトイレットペーパー、エ

コマークなどのマーク表示のあるものを選

ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「トイレットペーパー」購入 GL が参考

になります。 

同上 

66 古紙を多く配合しているティッシュペーパ

ー、エコマークなどのマーク表示のあるもの

を選ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「ティッシュペーパー」購入 GL が参考

になります。 

同上 

67 再生材を使用したもの、エコマークなどのマ

ーク表示のあるものを選ぶことでグリーン

購入になります。 
※）GPN「文具・事務用品」購入 GL が参考にな

同上 
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ります。 

68 紙に古紙を多く配合した再生紙や、インキ

に植物油インキ（大豆油インキなど）を使

用したものを選ぶことでグリーン購入にな

ります。 
※）GPN「文具・事務用品」購入 GL が参考にな

ります。 

同上 

69 再生材を使用したものや詰め替えが可能な

商品、エコマークなどのマーク表示のあるも

のを選ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「文具・事務用品」購入 GL が参考にな

ります。 

同上 

70 ［用紙］ 
古紙と環境に配慮したフレッシュパルプを

多く使用した紙製品や、エコマークやグリー

ンマークなどのマーク表示のあるものを選

ぶことでグリーン購入になります。 
［印刷］ 
インキに植物油インキ（大豆油インキなど）

を使用し、製本方法を考慮することで、環境

に配慮した印刷物（パンフレット類など）を

作成することができます。 
※）GPN「文具・事務用品」購入ガイドライン（GL）

や「オフセット印刷サービス」発注 GL が参考に

なります。 

同上 

71 ペットボトルをリサイクルした再生繊維を

使用した制服や、使用後に回収しリサイクル

される事務服を選ぶことでグリーン購入に

なります。 
※）GPN「制服・事務服・作業服」購入 GL が参

考になります。 

同上 

耐久消費財  
72 低排出ガス認定車や低燃費車、低公害車（ハ

イブリッド車、天然ガス車、電気自動車）な

どを選ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「自動車」購入 GL が参考になります。 

グリーン購入した商品を具体的に提示できること 
＜取り組みレベル＞ 
 ・購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、

環境配慮商品の割合が 50％未満である 

 ・購入指針を持ち、既に使用しているもののうち、

環境配慮商品の割合が 50％以上である 

 
※項目に挙げた商品を取り扱っていない場合にはチ

ェック欄にチェックを入れます。 
※環境配慮商品の割合は、数量ベースでも金額ベース

でも構わない。 

73 国際エネルギースターロゴなどの省エネ性

を考慮し、再生材や再使用部品の使用、両面

コピー機能の有無などを考慮しながら選ぶ

ことでグリーン購入になります。 
※）GPN「パソコン」、「コピー機・プリンタ・フ

ァクシミリ」購入 GL が参考になります。 

同上 

74 省エネ性を考慮し、断熱材や冷媒にフロン類 同上 
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を使用していない冷蔵庫を選ぶことでグリ

ーン購入になります。 
※）GPN「冷蔵庫」購入 GL が参考になります。 

75 省 エ ネ 性 を 考 慮 し 、 代 替 フ ロ ン 類

（HCFC,HFC）を使用していない設備、機器

を選ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「エアコン」購入 GL が参考になります。 

同上 

76 省エネ性を考慮し、再生材を使用した機器な

どを選ぶことでグリーン購入になります。 
※）GPN「テレビ」購入 GL が参考になります。 

同上 

77 再生材が使用されたものや部品交換などで

長期使用できるものを選ぶことでグリーン

購入になります。 
※）GPN「オフィス家具」購入 GL が参考になり

ます。 

同上 

78 再生材が使用されたものや部品交換などで

長期使用できるものを選ぶことでグリーン

購入になります。 
※）GPN「オフィス家具」購入 GL が参考になり

ます。 

同上 

取引先・配送  

79 従来購入していた商品よりも環境負荷の小

さい商品を提案し、また納入を要請していく

ことが必要です。 

取引先に環境に配慮された商品の提案と納入の要請

を行っていること 
※取引先からの提案資料があること 
※飲食関連の容器、包装を除く。 

80 低公害車の利用は、大気汚染の原因である排

ガスの抑制につながります。また、低燃費車

は経済的です。 

取引先にアイドリングストップの実施や低公害車で

の配送を要請していること 

81 積載効率や配送時間、配送ルートなど、配送

の効率化に努めることで、排ガスの抑制だけ

でなく、配送時間やコストも節約することが

できます。 

取引先と積載効率や配送時間、配送ルートなどを話し

合い、効率的な配送に努めていること 

82 公共交通機関の利用を呼びかけることでエ

ネルギーの消費を抑えることができ、近隣の

渋滞の緩和にも貢献します。 

利用客向けのパンフなどに呼びかけの記載があるこ

と 

２）化学物質、緑化など 
83 有機化学系の除草剤や駆除剤などの使用を

抑制し、環境影響の少ない除草剤や駆除剤へ

転換することは、土壌や水系に与える環境影

響を少なくすることにつながります。 
化学肥料や農薬に関する情報は、農業生産資

材情報センターが有益です。 
http://sizai.agriworld.or.jp/index.html 

自社の方針を有し、使用量抑制や環境影響の少ない資

材への転換の実績を１例以上示せること 

84 洗剤類の使用を抑制し、環境影響の少ない洗

剤へ転換することは、下流の水系へ与える環

境影響を抑えることにつながります。 

自社の方針を有し、使用量抑制や環境影響の少ない洗

剤への転換の実績を１例以上示せること 

85 業務用のクリーニング剤の中には、溶剤とし

て石油系その他の揮発性有機化合物（VOC）
を含むものがあり、VOC は光化学オキシダン

トを発生させる等の環境影響があります。揮

発性有機化合物（VOC）を含まないクリーニ

客室などの清掃作業に揮発性有機化合物（VOC）を含

まないクリーニング剤を使用していること 
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ング剤を使用することで人の健康に与える

影響を抑えることができます。業者による客

室清掃を含めて、クリーニング剤の選択には

配慮が必要です。 
86 屋上や敷地内の緑化や透水性舗装は雨水の

河川への急激な流入を防ぐことで雨水の涵

養に貢献します。また、敷地内の緑化は緑地

面積の増加によるヒートアイランド現象の

緩和にもつながります。 
※透水性舗装には、透水性コンクリートや透

水性ブロック、透水性樹脂を使用したもの

などがあります。 

屋上や敷地内の緑化や屋外駐車場の透水性舗装など

の実績を示せること 

※敷地面積に占める割合は問わない。 

 

87  
 

都市では緑地の確保が困難であり、ヒートア

イランド現象などの問題も年々深刻化して

います。屋上緑化は都市の環境改善や、気温

上昇の抑制、太陽熱による建物の焼け込みの

防止、断熱効果による空調効率の改善などの

効果が期待できます。そのため、緑化や透水

化は、敷地面積の中でできるだけ多くを占め

ることが有効です。 

敷地面積に占める緑地＋透水化部分の比率が 20％以

上であること 
※「敷地」には、自施設の隣接土地でその所有者との

契約により、形状維持に関与できる土地を含む 

88 施設内の環境への取り組みだけでなく、周辺

地域の環境保全にも積極的に参加していく

ことが望まれます。 

周辺地域の環境保全活動への参加などの実績を示せ

ること 

 
Ⅵ エコロッジとしての環境配慮 
１）エコツアー等自然を楽しむガイドツアー 

No 項目の背景説明 チェックのための判断基準 

89 エコツアーに参加するためには、その周囲の

自然環境や植生などを熟知したガイドに案内

してもらうことが大切です。 
常駐もしくは要請できれば手配が可能となる

ような、ガイドとの協力関係を築くことが必

要です。 

周囲の自然を案内できる人（ガイド）が常駐、または

要請があれば手配できること 

90 自然や文化・歴史に関するアクティビティを

実施することで、さらに地域の魅力を知って

もらうことにつながります。また、アクティ

ビティに関する情報を紹介することは、関心

のない宿泊客へも地域の魅力の気づきを与え

ることにつながります。 

地域の自然や文化・歴史を知ることができるアクティ

ビティを実施、もしくは積極的に紹介している 
※紹介する媒体、頻度は問わない。 
※宿泊客に求められた場合に情報提供ができること。 

91 常設、または定期的なプログラムを提供して

いることが大切です。 
常設、または定期的なプログラム提供がなされている

こと 
＜取り組みレベル＞ 
・プログラムの提供を不定期に行っている 
・常設によるプログラムの提供を行っている 

92 参加者からのアンケートや関係者との協力な

どにより、プログラムを定期的に見直すこと

が大切です。 

参加者からの声を吸い上げ、プログラムの内容に活か

す仕組みを持っていること 

93 繰り返し使える容器を利用することで、資源

消費の節約だけでなく、ゴミの削減、散乱防

止に繋がります。 

弁当の容器は繰り返し使えるものにしていること 
※参加者が持ち帰られる容器でもよい。 
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２）周辺環境への配慮 

94 屋内の照明は外に漏れ過ぎないように、屋外

の照明も角度や照度など、周囲の動植物へ「光

害」とならないように配慮することが大切で

す。 

周囲の生息動物に配慮するために、照明に関する明確

なルールが設定されていること 

95 地域の植生や生態系のバランスを保持するた

めに、意図的な外来種の持ち込みは管理する

必要があります。 

敷地内の植生に移入種は少ない、もしくは外来種の持

ち込みについて配慮を促していること 
※外来種の持ち込みについて、明確なルールが設定さ

れていること 

96 人工餌は、屋外でのアクティビティに際して、

野生動物を呼び寄せる効果がありますが、周

辺の動植物や生態系のバランスへの影響を考

慮する必要もあります。そのため、人工餌を

与えるための明確なルールを設け、アクティ

ビティ参加者や外部へ考え方を説明すること

が求められます。 

周辺の野生動物への人工餌について、明確なルールが

設定されていること 

97 参加者のペット同伴は、他の参加者への配慮

だけでなく、屋外でのアクティビティに際し

て、野生動植物への影響を考慮する必要もあ

ります。そのため、ペットの同伴に関する明

確なルールを設けることが求められます。 

ペットの同伴について、明確なルールが設定されてい

ること 

３）地域貢献 

98 地域の住民を雇用することにより、地域経済

への好循環につなげることが出来ます。 
雇用がある場合、地元から積極的に雇用をはかってい

ること 
※雇用率の割合は問わない。 

99 収益の一部を環境保護や地域住民に還元する

ことで、地域経済への好循環につなげること

が出来ます。 

収益の一部を環境保護や地域住民に還元しているこ

と 
※還元方法、還元金額などは問わない。 

４）省エネルギー 

100 施設の省エネルギーに取り組むにあたり、ま

ず施設のエネルギー使用設備にどういうもの

があるのかを把握することから始めることが

大切です。 

エネルギーを使用する機器を全てリストアップし、そ

れを機器台帳として定期的に台帳等で管理を行って

いること。 

101 各設備がどれくらい動くとどれだけのエネル

ギー消費につながるかを把握することは、各

設備がどの程度省エネへ寄与する可能性があ

るかを知ることにつながります。 
各設備の消費電力（W）や毎月の電気・ガス・

水道等の料金明細を確認することから始める

のが効果的です。 

各設備がどれぐらい動くとどれだけのエネルギーを

消費するか理解できていること 

102 毎月の電気・ガス・水道の使用量を把握する

ことで、稼働率や季節による変動幅を知るこ

とにつながります。 

施設全体のエネルギー使用量が把握（計測・記録）で

きていること 
※計測・記録した結果を示せること。結果は、電気や

ガス・水道等の料金明細書でも良い。 

103 どういう設備があるのかを把握し（No101）、
省エネへの寄与可能性を理解し（No102）た

あと、具体的なエネルギー削減目標と計画を

立てることが必要です。 

各エネルギーの削減目標・計画についての具体的な取

組内容を示す文書があること 

104 計画に沿った取り組みを実施することで、効

果的な省エネにつなげることが出来ます。 
実行計画に基づきエネルギー削減への取り組みがで

きていること 
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105 取り組んだ結果を踏まえ、次へ繋げるために、

結果を検証する必要があります。目標が達成

できたかどうか、設定した目標が妥当であっ

たかどうか、目標に到達するための実施計画

が適切であったかどうかを検討することが大

切です。 

取り組んだ結果をもとに、次の目標・計画や課題設定

の検討を行ったことを示す資料があること 

５）その他の施設内での取り組み 

106 宿泊施設周辺の自然を保全するためには、リ

サイクルや省エネ等、館内での取り組みにつ

いても宿泊客へ案内し、協力を呼びかけるこ

とが大切です。 

宿泊施設周辺の自然、安全、リサイクル、省エネ等に

関する情報を共有スペースや各客室に掲示している、

または到着時に案内していること 

107 郷土料理は、その地域の魅力を伝える手段の

一つです。同じ食材を選択する場合、地場の

食材を選択することで輸送にかかる環境負荷

を低減することができます。 

できるだけ近距離からの食材（地産地消）を優先して

購入している実績を示せること 

108 郷土料理や郷土工芸品・食材等は、その地域

の魅力を伝える手段の一つです。 
売店では郷土料理、郷土工芸品・食材等を売っている

こと 

109 環境に配慮した運営を目指していることを宿

泊客へも伝え、快適に過ごしていただく一方

で、自然環境への負荷を小さくするために、

宿泊客へ協力を要請することは大変重要で

す。 

NPO 法人エコロッジ協会のガイドラインに沿って環

境に優しい施設を目指すという記述がホテルのカタ

ログやホームページにあること 
※掲載する媒体は問わない。 

110 環境への配慮だけでなく、宿泊客からの要望

に応える体制を整えておくことが大切です。 
事前に連絡がある場合、アレルギー体質、ベジタリア

ン、宗教上食せない方のための特別メニューを用意で

きること 
※予めカタログやホームページなどに記載がなくて

も良い。 
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【エコロッジ・チェックリストのための用語解説集】 
Hf インバー

タ器具 

インバータ方式は電源の周波数(50/60MHz)を高周波に変換して点灯するもので、ランプの

効率が上がるため、同じ明るさなら従来の鉄銅形安定器に比べて約 10～15％の省エネ、同

じ電力消費なら 15～20%の明るさアップになります。また、インバータ方式はすぐに点灯

する、ちらつきが少ない、音が小さい、器具が軽くなる等のメリットもあります。 

その中でも、Hf インバータ方式器具(Hf＝High Frequency)は、高周波専用に設計されている

ため効率の高い Hf 蛍光ランプ(高周波点灯専用形蛍光ランプ)を使用できるので、同じ明る

さならインバータ方式器具よりさらに 10％以上の省エネルギーになります。 

（GPN「照明」購入ガイドラインより） 

 

エコマーク ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度で、幅広い

商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されています。国内で唯一の第三者認

証による環境ラベル。 

【エコマーク】 

http://www.ecomark.jp/  

 

MSDS 化学物質等安全データシート（Material Safety Data Sheet の略）。 

外部から購入する原材料や資材等について、その成分や製品に含まれる化学物質の有害性

等に関する情報をまとめたもの。 

 

グリーン購

入ガイドラ

イン 

環境に配慮した商品を購入する際に考慮すべきポイントをまとめたもので、グリーン購入

ネットワーク（GPN）が策定している。印刷・情報用紙や文具・事務用品、自動車など 14

分野のガイドラインがあり、ガイドラインに沿った商品の環境情報を「グリーン購入のた

めの GPN データベース」で公開している。 

【グリーン購入ガイドライン】 

http://www.gpn.jp/ 

【グリーン購入のための GPN データベース】 

http://gpn-db.mediapress-net.com/gpn-db/index.hgh  

 

グリーン電

力証書シス

テム 

中立的な第三者認証機関（グリーン電力認証機構）と日本自然エネルギー（株）が運用す

る自然エネルギーによる発電の仕組み。 

自然エネルギー（風力発電など）によって発電された電力のもう一つの価値である「省エ

ネルギー（化石燃料削減）性」や「CO２排出削減」といった価値を「グリーン電力証書」と

いう形で具体化し、企業などが自主的な省エネルギー・環境対策のひとつとして利用でき

るようにするシステム。 

【グリーン電力証書システム】 

http://www.natural-e.co.jp/  

 

グリーンマ

ーク 

原料に古紙を規定の割合以上利用していることを示すグリーンマークを古紙利用製品に表

示することにより、古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図ることを目的として



 17

います。（財）古紙再生促進センターが取り扱っています。 

【（財）古紙再生促進センター】http://www.prpc.or.jp/ 

 

国際エネル

ギースター

ロゴ 

パソコンなどのオフィス機器について、待機時の消費電力に関する基準を満たす商品につ

けられるマークです。米国、日本等が協力して実施している国際的な制度です。 

【（財）省エネルギーセンター】 

http://www.eccj.or.jp/ene-star/index_esj.html 

 

コジェネ コージェネレーションシステム（Co-Generation System）の略。 

“Co(共同の)-Generation(発生)”の名称通り、あるエネルギー源（燃料）から電気や熱など

の複数のエネルギーを発生させるシステムのこと。 

例えば、ガスエンジンで 発電機を駆動して電力を供給し、同時に排ガスやジャケット冷却

水から廃熱を回収して冷暖房・給湯など に利用するシステムなどを指す。 

施設内におけるエネルギーの有効利用による光熱費の削減が可能な他、緊急時の電力・空

調などに有効です。 

 

生産履歴 食材の生産や育成に使用する飼料や肥料・堆肥や生産地といった、その食材が辿ってきた

経緯、経路のことを指す。 

 

中水 一般の水道（上水道）に対して、飲用には不適だが洗浄などには使用できる水のこと。処

理済の下水などが用いられ、庭木の散水用などに用いられる。 

デッドスト

ック 

未使用のまま調理されずに残っている食材のこと。 

 

 

VOC（揮発

性有機化合

物） 

揮発性有機化合物のこと。 

建材や塗料、接着剤に含まれ、アトピーやアレルギーの原因のひとつともされています。 

 

 

具体的な法

律名と対応

すべき内容 

 
省エネルギー法（エネ

ルギーの使用の合理

化に関する法律） 

「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主

の判断の基準」において、以下の４つのことが求められて

います。 
1. 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 
2. 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 
3. 空気調和設備以外の機会換気設備に係るエネルギーの

効率的利用 
4. 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 
5. 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 
6. 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 
省エネルギー法について 
（財）省エネルギーセンター 
 http://www.eccj.or.jp/law/ken030224.html 

容器包装リサイクル

法 
自治体が回収するガラスびん、PET ボトル、紙・プラスチ

ックの容器包装ごみを再資源化、再商品化する法律です。

消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準
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にしたがって分別排出に努めるとともに、リターナブル容

器や簡易な包装の商品の選択に努める必要があります。 
容器包装リサイクル法について 
（（財）日本容器包装リサイクル協会） 
http://www.jcpra.or.jp/index.html 

家電リサイクル法 一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部

分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資

源の有効利用を推進するための法律です。消費者は、冷蔵

庫、洗濯機、エアコン、テレビの家電４品目を廃棄する際

に収集運搬料金とリサイクル料金を支払い、小売店は、消

費者に家電リサイクル券を発行し、引き取った家電製品を

メーカー等に引き渡します。 
家電リサイクル法について 
（経済産業省） 
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html 

自動車リサイクル法 使用済自動車から出る有用資源をリサイクルして、環境問

題への対応を図るための法律です。具体的には、エアコン

の冷媒として使われている「フロン類」、「エアバッグ類」、

使用済自動車から有用資源を回収した後に残る「シュレッ

ダーダスト」の 3 つについて自動車メーカーがリサイクル

することになります。自動車の所有者は、自動車の購入時

もしくは次の車検時にリサイクル料金を支払います。 
自動車リサイクル法について 
（（財）自動車リサイクル促進センター） 
http://www.jarc.or.jp/index.html 

グリーン購入法 国の機関を対象としており、基本方針で定められた特定調

達品目を購入する際に、グリーン購入法で定められた基準

を満たす製品の購入を促す。 
グリーン購入法について 
（環境省） 
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html 

パソコンリサイクル 2003 年 10 月から始まった制度で、使用済パソコンをパソ

コンメーカーが回収し、部品や材料をより有効に再資源化

する仕組みです。PC リサイクル開始以前に購入されたパソ

コンは、「回収再資源化料金」のご負担をお願いします。 
パソコンリサイクルについて 
（有限責任中間法人 パソコン 3R 推進センター） 
http://www.pc3r.jp/index.html 
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はじめに 
 
知床は、草原、森林、山岳、川など多様な自然環境が残された地域であるとともに、海域

には北半球最南端の流氷が見られるなど、特異な環境を有する地域でもある。陸上にはヒ

グマ、オジロワシ、オオワシ、シマフクロウなど世界的にも貴重な野生動物が生息し、海

域には鯨類、トド、アザラシなどの海棲哺乳類や多数の海鳥も生息する。河川に遡上する

サケ･マスは、北方の自然に特徴的な海域と陸域のダイナミックな物質循環を今なお目のあ

たりにさせてくれるものである。知床は 2004 年に世界自然遺産登録に推薦されるなど世界

的にも価値のある自然環境とされている。 
 
一方、知床は国内における観光地としても有名であり、豊かな自然環境は年間 200 万人

を越える観光客も引き寄せ、自然環境の保全に向けての利用適正化が唱えられている。単

なる観光地としての利用ではなく、自然環境を保全しつつ、適正な利用のあり方へと導く

ためには、エコツーリズムの展開が必要である。近年、国際的にもエコツーリズムの推進

が積極的に行われており、エコツーリズムは自然環境や文化に責任を持つ観光として、ま

た、持続可能な産業として注目されている。 
 
知床を含む道東圏は、豊かな自然環境が広がるとともに、農業、漁業などの地域産業も盛

んである。自然環境だけではなく、北海道の雄大な大地と海の広がりも含めた、広域的な

エコツーリズムを推進するには、ふさわしい地域の一つである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知床国立公園年間利用者数の推移（平成 15 年環境省自然環境局） 
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【１】 計画の理念 
 
豊かで多様な自然環境と、その自然によって育まれた地域の産業・文化を活かした「知

床型エコツーリズム」を地域住民、来訪者、事業者が共に築き上げていくことができるよ

う、エコツーリズム推進のための基礎となる施策の実施、仕組みの整備等を以下の理念に

従って進めていくものとする。 
 

「知床型エコツーリズム」の理念のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
１．自然とのふれあい（自然環境－観光） 
 来訪者が豊かな知床の自然環境にふれあい、感動することによって、自然保護の精神が

育まれ、自然環境に配慮した利用につながる。 
 
２．地域とのふれあい（地域－観光） 
来訪者と地域住民とが交流する機会を提供することにより、来訪者は知床の産業や歴

史・文化を学ぶことができ、それが正しく評価されることによって、地域住民が誇りと自

信を持つことにつながる。 
 
３．自然との共生（自然環境－地域） 
 漁業・農業など自然の恵みを享受する産業に従事する地域住民が、知床の豊かな自然環

境の価値を理解するようになり、また、外部からの正しい評価によって、その保全への行

動につながる。 

 

地域とのふれあい

自然とのふれあい 自然との共生 

「自然環境」・「観光」・「地域」が繋がりをもって「しれと

こ」の価値を高め、誇りあるふるさとを創造していく。こ

の取り組みが 

「知床型エコツーリズム」 
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 これら「自然環境」、「観光」、「地域」がエコツーリズムを通して深い関わりを持つこと

で、地域の自然環境や歴史・文化を尊重し、経済的にも自立した社会が知床において確立

する。それは経済と環境の好循環を生み出し、知床の価値を高めていく。 
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【２】現状と課題 
 
１ 自然環境への配慮と保全 

現状では、観光客や観光事業者による野生動物への餌付け、ゴミの投げ捨て、植物へ

の踏圧の影響、人為的影響に脆弱な野生動物の生息地への侵入など様々な問題が見られ、

自然環境への配慮は十分とは言えない。特にヒグマへの餌付けや写真撮影などによる接

近は、事故につながる可能性もある。野生動物や自然環境に配慮したガイドラインを作

成し、持続可能な利用へと導く必要がある。 

 
           観光客によるキタキツネへの餌付け 
       動物への影響の他、人間への伝染病の媒介の原因にもなる 
 
 
２ 利用の現状 

日本における観光は、マスツーリズムによる通過型観光が主流である。知床について

も基本的には同様であり、観光名所を駆け足で巡るスタイルが多く、知床の自然を十分

に堪能できているとは言いがたい状況である。また、季節的に限られた地域に利用が集

中し、原生的な自然の雰囲気を楽しめない状況である。これらの現状は、国立公園等の

利用地域において、大きな制約もなく自由な利用が保障されている一方、来訪者は当地

域の魅力を十分に享受できないという不利益が大きく存在することを示している。 
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観光客で混み合う知床五湖遊歩道 

 
 
３ 魅力あるエコツーリズム 

知床は原生的な自然環境と野生動物の宝庫として、エコツーリズム資源に恵まれた地

域である。しかし、アクティビティの種類は限られており、これらの資源を有効に活用

できていない。また、自然環境だけではなく、農業、漁業もエコツーリズムの資源とし

て有効ではあるが、あまり活用されていないのが現状である。 
一方、新たなアクティビティの開発は魅力あるエコツーリズムの発展につながるが、

過剰な利用がこれらの資源自体を衰退させる側面も見られ始めている。これらの魅力あ

る資源を保全し、持続的に活用するための仕組みが現状では不十分である。 
 

 
サケ定置網漁の網上げ 

知床はサケ・マスの日本一の水揚げ量を誇る 
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４ エコツアーガイドの育成 
魅力あるエコツーリズムを展開するためには、エコツアーガイドの存在は不可欠であ

る。しかし、自然環境への配慮やガイディング能力など、個人間でばらつきがあり、総

合的に質の高いエコツアーが必ずしも提供されている状況にはない。地域全体で優れた

エコツアーガイドを育成、研修するシステムが欠落している。 
また、エコツアーガイドは現在、収入が不安定な職業であり、育成したエコツアーガ

イドが定着するためには厳しい環境である。 
 

５ 利用者にゆとりを提供する空間作り 
 エコツーリズムを推進し、滞在型の観光形態を拡大するには、利用者が地域内でくつ

ろぐことのできる空間や、街歩きを楽しむことのできる景観、雰囲気作りが必要である。

しかし、景観に配慮し、自然環境に溶け込んだ街づくりなどはなされていないのが現状

である。 
 
６ 来訪者への情報提供 

エコツアー事業者やエコツアーが増えるに従って、来訪者が客観的な評価に基づい

て選択することは困難となりつつある。また、信頼できる客観的なエコツアーの情報

があれば、観光客だけではなく、質の高いエコツアーを実施している事業者にとって

もメリットとなる。 
当地域で展開しつつある様々なエコツーリズムの取り組みは、地域の価値を高め、

来訪者に満足を与える潜在的な可能性が大いにあるにもかかわらず、全国への情報発

信はまだ十分ではない。さらに、海外の旅行者の北海道への注目度が高まりつつある

現状の中で、知床独自のアピールは不足している。 
 
７ 安全対策への取り組み 

観光客が安心してエコツアーに参加するためには、安全対策が必要である。しかし、

エコツアーガイドの危機管理能力や装備などの面については、安全基準が設けられて

いない状態である。地域全体としてのエコツアーにおける事故防止や安全対策の指導、

及び、事故発生時のバックアップ体制の構築が望まれる。また、野外活動に適した保

険制度も現状では十分ではない。 
 
８ エコツーリズム推進体制 

エコツーリズムを推進するためには、自然環境への負荷をモニタリングする体制や

エコツアーガイドの育成、エコツーリズムに関する情報を提供する体制が必要である

が、現在、これらエコツーリズムを総合的にコーディネートする組織や体制が整備さ

れていない。 
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【３】計画の目標 
 

知床型エコツーリズムを確立するために、下記の目標を定める。 
 

１ エコツーリズムに関する各種ガイドラインの作成。平成 18 年度を目

標に達成する。 
２ エコツーリズム推進実施計画の作成。平成 18 年度を目標に達成する。 
３ 認証制度などエコツーリズム推進の制度的枠組みの検討と確立。 
４ 現行のマスツーリズムへのエコツーリズム要素の取り込み。 
５ 通過型マスツーリズムに大きく偏った現状を見直し、環境への負荷に

配慮した少人数滞在型エコツーリズムを拡充する。 
６ 地域的、季節的な利用の集中による悪影響を緩和する。 
７ 地域の特色を活かしたエコツアーの開発。 
８ 総合的な能力に優れ、質も高いエコツアーガイドの育成。 
９ 地域産業や地域住民とも連携したエコツーリズムの推進。 
10 海外エコツーリストの誘致の促進。 
11 観光客の役に立つ情報発信システムの確立。 
12 計画に関するモニタリングと評価、及び、フィードバック体制の確立。 

 

 
知床 － 流氷が育む特異な生態系と 

海から山まで連続した豊かな自然環境を守るために 
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【４】計画の性格 
 

１ 知床を中心に道東圏を視野に入れた推進計画とする。 
 
２ この推進計画（案）は、環境省、斜里町、羅臼町などによる平成 16 年

度からの 3 年間のエコツーリズム推進モデル事業の一環であり、基本計

画的な性格である。 
 
３ 平成 16 年度から試行を行い、平成 18 年度に実施レベルの計画を作成す

る。 
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【５】計画推進に向けて 
 
１ 魅力的かつ環境への負荷に配慮したプログラムの開発と展開 
  
１－１ 地域の特色を活かし差別化されたプログラムの開発・展開 

世界自然遺産登録候補地として、知床にふさわしいプログラムの展開を図る。

特に知床を中心とした道東圏は陸上、海域ともに哺乳類、鳥類の宝庫である。

野生動物を対象としたプログラムの開発、既存プログラムの改良を促進するこ

とにより、他地域との差別化を図ることができる。また、道東圏は森林、湿原、

山岳、海、川、湖など多様な環境が存在し、様々な角度から自然を知ることが

できるだけでなく、それぞれの地域性を活かす事により、利用の分散を図るこ

とも可能である。 
 
１－２ エコツーリズムを推進・推奨する制度の検討 

エコツーリズムの持続・発展のためには、質を下げないための仕組みが必要で

ある。そのためには、第三者からも客観的に評価できる基準を作る必要があり、

エコツアーやエコツアーガイドを認証する制度などの検討を行うことが重要と

なってくる。このことにより、他地域との差別化を図ることができる他、エコ

ツアー及びエコツアーガイドが洗練され質の向上を図ることができる。また、

自然環境に配慮したエコツーリズムの模範ともなる。現在、北海道アウトドア

資格制度があるが、知床は海から山岳地帯まで多様な環境が活動地域となるこ

と、ヒグマの高密度生息域であるなど特殊な条件もあり、広域を対象とした制

度だけでは対処しきれない。北海道アウトドア資格制度との連携をとりながら、

知床独自の認証制度の検討が必要である。 
 

１－３ 人材の育成と定着化の促進 
魅力あるエコツーリズムを推進するためには、エコツアーガイドの資質の向上

が望まれる。しかし、ガイドの技術、知識、環境保全に対する認識には、個人

差があるのが現状であり、総合的な能力を身につけたガイドの育成が急務であ

る。 
また、職業としてのエコツアーガイドは収入が不安定な状況であり、質の高い

ガイドに成長してもこの地域に定着しない可能性がある。人材育成とともにガ

イドが定着できる環境の整備も合わせて必要となる。そのためにはエコツアー

事業者は、安易な安売り競争に陥ってはならず、質を高める競争へと転換しな

ければならない。知床におけるエコツアーのブランド化を図り、安定した収入

を得られる環境を作ることが望まれる。成長した人材が定着することにより、



 
 

 

10 

地域とのつながりもでき、地域と結びついたエコツーリズムの展開が可能とな

る。 
人材育成に関しては根室支庁による「知床うみ・やま・かわの環境教育検討委

員会」事業とも連携を検討する必要がある。 
 
１－４ 滞在型エコツーリズムへの展望 

日本における観光は通過型の観光が主流となり、豊かな自然環境を実感するに

至っていない。滞在型の観光が推進されることにより、知床らしい利用のあり

方への誘導が可能となる。 
そのためには、知床観光の際限のない拡大を目指すのではなく、一年を通して

観光客の入り込みを平均化させ、環境に配慮し、質の高いサービスを提供する

ことが前提となる。また、地域産業を取り入れ、新しい観光のあり方も模索し、

通過型観光から滞在型観光への転換を図るとともに、持続可能な利用へと誘導

する。そのためには、知床の自然環境を損ねることのない利用の促進が必要で

ある。また、自然環境への配慮だけではなく、原生的な自然の雰囲気も損ねる

ことのない利用者数も考慮しなければならない。 
 
１－５ 地域の産業・文化と連携したエコツーリズムへの展望 

滞在型や分散型のエコツーリズムを推進するためには、地域産業や文化を取り

入れたエコツーリズム展開が必要である。また、地域産業を取り入れることに

より地域の活性化にもつながる。 
漁業、農業などの地域産業を観光へ取り入れ、エコツーリズムだけではなく、

「知床ツーリズム」を生み出す。そのことにより、地域全体での観光の受け入

れ体制が整い、観光客からの多様なニーズに対応した知床ツーリズムが可能と

なる。また、地域産業を取り入れることにより、地場産品の消費に結びつける

ことも可能となり、地域産業の新たな消費拡大へとつながる。 
 

 
海別岳山麓のビート畑 
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２ 各種ガイドラインの検討 
 
２－１ 地域別ガイドライン 

知床が世界自然遺産に推薦されるなど、道東圏には国立公園、国定公園、道

立自然公園など優れた自然環境がある。地域ごとにあったエコツーリズムの推

進をするため、各地域での自然、文化特性や保護レベルに合わせた利用に関す

るガイドラインを作成する。 
 

○ 知床公園先端部地区  
知床半島先端部地区利用適正化基本計画に基づいたガイドラインを作成する。 

 
○ 知床国立公園（先端部地区以外） 

現在検討中の知床半島基部地区利用適正化基本計画に基づいたガイドライン

を作成する。 
 

○ 知床国立公園外の知床半島  
国立公園外にも豊かな自然環境や農村景観などがあり、公園内への利用集中

の分散化のため、及び、地域産業や地域住民と連携した利用の展開のためにも、

当地域の利用や景観の保全に関わるガイドラインが必要である。 
 

○ 道東圏におけるその他の自然公園  
知床以外の自然公園では、エコツーリズム推進計画や利用適正化計画が、ま

だ検討されていない現状にある。自然公園ごとに利用のあり方に関する基本方

針が策定されるべきである。それらに基づいて、各公園ごとのガイドラインが

定められなければならない。 
 

○ 自然公園外の道東圏  
都市部からの観光客にとって、自然公園外の道東圏も魅力的な環境の一つで

ある。これらの地域でも豊かな自然環境を守りつつ、地域の振興を図る手法と

してエコツーリズムの展開は有益である。地域ごとに地元の実状に合わせたガ

イドラインを策定し、適正かつ魅力的なエコツーリズムの展開を図ることが必

要である。 
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       知床半島先端部地区利用適正化基本計画検討対象区域 
 
 
２－２ アクティビティ別ガイドライン  

野生動物の観察を対象としたアクティビティなどは、観察対象となる野生動

物によっては、観察方法に問題があれば軋轢が生じたり、野生動物への生息に

影響を及ぼす可能性がある。科学的な知見をもとに、野生動物を観察する上で

のルールや、環境保全に関するガイドラインが必要となる。また、参加者の安

全の確保及び、自然の雰囲気を壊さないためにもガイド一人当たりの引率人数

などを示すアクティビティごとのガイドラインの策定が必要である。当地域で

は以下のようなアクティビティごとのガイドラインが必要となろう。 
 

○ 陸上における野生動物を観察するためのガイドライン 
○ 海上における動物を観察するためのガイドライン 
○ トレッキングのためのガイドライン 
○ 山岳域を利用するためのガイドライン 
○ 内水面や海上における野外活動のためのガイドライン 
○ 遊歩道など整備されたトレイルを利用するためのガイドライン 
○ 地域産業を取り入れたアクティビティのガイドライン 
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２－３ エコツアー事業者のガイドライン  
エコツアーガイドの育成や定着のためには、エコツアー事業者が自覚を持ち、

積極的に関与しなければならない。また、正しくアクティビティが行われてい

るか、エコツアーガイドの対応により、自然環境への影響を軽減できているか、

参加者へ十分な満足度を与えられているかなどのチェック機能としての役割を、

エコツアー事業者は担わなければならない。そのためにもエコツアー事業者が

果たさなければならない役割を示すことが必要である。 
 
２－４ エコツアーガイドのガイドライン 

エコツーリズムを推進する上で、エコツアーガイドは最前線での活躍が期待さ

れる。そのためにも自然環境への配慮、参加者へのガイディング方法やホスピ

タリティーなど数多くのことに配慮しなければならない。 
当地域のエコツアーの差別化を図り、ブランド価値を高めるためにも、参加者

の満足度を高め、安全性を保障するためにも、ガイドの行動規範というべきガ

イドラインが不可欠である。当地域のエコツアーガイドは、来訪者や旅行事業

者から厚い信頼を得られる状況になければならない。 
 

ヒグマ 
高密度に生息できるのは知床の

自然の豊かさの証 

ミンククジラ 
プランクトンの豊富な豊かな

海を求めて鯨類もやってくる 
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２－５ 安心して参加できるエコツアーガイドライン 
エコツアー参加者が安心して参加するためには、安全対策基準や緊急時の搬送

体制、関係機関との連携体制、エコツアーガイド基本装備などのガイドライン

の整備が必要である。エコツアー中の事故防止対策を徹底するとともに、緊急

時のバックアップ体制や保険加入のガイドライン、野外活動に適した保険制度

の検討も必要である。 
 

２－６ 宿泊施設・飲食店・みやげ物店におけるガイドライン 
景観に配慮した施設作りだけではなく、観光客はあらゆるものに、この地域

らしさを求める。特に旅の楽しみの上位には食事が挙げられる。地元の食材を

使った料理などは、この道東地区における自然の豊かさを料理からも伺い知る

ことができる。みやげ物についても、どこの観光地でも売っているような物ば

かりではなく、地域の特色を活かした物が必要である。また、地元の食材など

を使うことにより地域経済への貢献にも結びつく。 
その他、自然環境に配慮した施設作りや運営も望まれる。 
 

 
         知床名産 サケの山漬け 

 
２－７ 交通機関におけるガイドライン 

近年、ハイブリットバスなどの低公害車が普及しはじめているが、道東圏全

体でみると限定的な導入である。観光客だけに自然環境への配慮を呼びかける

のではなく、受け入れる地域の取り組みも必要である。また、観光地における

アイドリングの禁止、野生動物の横断件数が多い地域における徐行運転など運

行上に関する配慮も必要である。 
 



 
 

 

15 

 
ハイブリッドバスによるカムイワッカ地区シャトルバス運行 

 
 

３ 景観保護の必要性 
観光客にとって非日常的な景観も魅力の一つである。自然環境に配慮した景観

だけではなく、町並みや農村、漁村風景もエコツーリズムの推進にとって必要

な要素の一つである。それぞれの地域の特性に則した理念に基づく景観保護の

推進が必要である。 
 

○ 国立公園などの自然公園内 
自然公園法により、公園内の開発行為や工作物には一定の制限がかけられ

ているが、道路維持や治山などの安全対策に関わる工作物には、景観への配

慮が十分とは言えないものも見られる。質の高いエコツーリズムの推進のた

めには、法律や工作物の規準ばかりでなく、更なる配慮が欠かせない。 
 

○ 国立公園などの自然公園外 
観光客は旅行全体に非日常的な景観を求めている。農村、漁村風景や自然環

境に溶け込んだ町並みなどにも配慮が必要である。 
また、滞在型の観光形態を拡大するには、利用者が地域内でくつろぐこと

のできる空間や、街歩きを楽しむことのできる景観、雰囲気作りが必要であ

る。利用者が地域内を滞留することによって、飲食店・みやげ物店などの利

用も促進され、経済効果も期待できる。 
 

 
４ モニタリング調査 

以下のような項目に関するモニタリングとその評価、及び、その結果を推進

計画へフィードバックして、見直しを行う体制が必要である。モニタリング結
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果の評価は第三者機関により行われる必要がある。 
○推進計画の達成状況 
○各種ガイドラインに基づく適正なエコツーリズムの展開 
○環境への負荷について 

 
 
５ 情報発信の充実化 
 
５－１ 地域発の情報発信の充実 

インターネットの普及により、地域が主体となって発信できる情報ツールが発

達した。しかし、個人レベルで情報が発信できるようになったことで、様々な

情報が氾濫し、観光客が自身の求めている情報を入手していない可能性がある。

今後、更にインターネットなどの情報媒体が加速度的に普及し、効果的な情報

発信が必要となる。 
質の高いエコツアーを奨励し、情報発信することは地域のイメージアップにつ

ながり、他地域との差別化を図ることができる。観光客及び旅行業者との接点

の多い観光協会などとの連携を図ることにより、効果的なプロモーション活動

を行う。 
 
５－２ コーディネート機関の設置と運営経費の担保 

質も保ちつつエコツーリズムを推進するためには、それをバックアップする機

関が必要である。また、観光客が安心して気軽に相談できたり、苦情を受け付

ける機関があることにより、観光客からは高い評価を受け、情報発信の窓口機

能が確立する。また、様々な情報が集まることにより、エコツーリズムの推進

に際して新たな展開を模索したり、各組織へのコーディネートを行うことがで

きる。また、エコツアー事業者、エコツアーガイドの育成や指導も担うことに

より、持続・発展的なエコツーリズムが可能となる。 
しかし、このような機関を運営するためには、行政、民間を含めての協力と運

営経費が担保されなければならない。 
 

  
６ 海外エコツーリストの誘致に関する取り組み 
 
６－１ 外国語による情報提供 

国際化する社会においては、海外からの観光客の増加も考えられることから、

外国語による情報発信にも取り組む必要がある。また、知床が世界自然遺産に

登録されれば、世界各国からツーリストが集まる可能性があり、新たな観光客
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の誘致にもつながる。 
 

６－２ 外国語対応可能団体の紹介 
海外からのエコツーリストが増えることにより、外国語でも対応できる情報提

供機関やエコツアーガイドの育成や紹介も必要である。 
 

 
７ 知床、及び、その周辺地域の広域的連携に向けて 

 
７－１ 地域内の関連機関・団体のネットワーク 

知床が世界自然遺産に登録されることにより、観光客が集中し、自然環境への

影響が懸念されている。しかし、道東圏を中心に観光客の分散を図ることによ

り、知床への一極集中を回避することができるうえ、利用者に道東圏の様々な

自然を体験してもらうことができる。そのためには、道東圏の関係機関や団体

のネットワークを構築し、情報交換や連携した情報発信が必要である。 
 

７－２ エコツーリスト移動手段としての交通体系の改善 
人口の少ないこの地域は、公共の交通機関が少なく、移動手段として自家用車

もしくはレンタカーがなければ効率的な移動は困難である。しかし、個人個人

が車を使用することにより、交通渋滞や環境汚染への影響も懸念される。それ

を防ぐためには、誰もが気軽に利用できる交通体系の確立も必要である。 
 

 
８ 自然環境保全への還元の検討 

自然環境に配慮したエコツーリズムでも少なからず環境に影響を与えている。ま

た、エコツーリズムを展開するための優れた自然環境を維持するためには、様々な

コストが必要である。自然環境を活用した事業や利用に対して受益者負担も検討し

なければならない時期に来ており、エコツーリズムに関わるエコツーリスト、及び、

業者もその対象の一つである。 
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補 遺 １ 
エコツーリズム事例研究 
 

エコツーリズムオーストラリアについて 
 
 
１，エコツーリズムオーストラリアとは 
 １９９１年にオーストラリアで開催されたエコツーリズム会議をきっかけに、非営利団

体として形成される。旅行業関係者、政府各種機関、教育機関、学生などで構成される会

員数は７００名を越える。  
 
 
２，エコツーリズムオーストラリアの目的 
 エコツーリズムを推進させること、エコツーリズムに対するモラルやガイドラインを広

めていくこと。訪れる場所の自然ならびに文化環境に対する理解、それに対する適切な評

価、その保護への貢献、さらに旅行者とホストコミュニティー、観光業界、政府ならびに

保護団体との相互作用を助長させること。 
 
 
３，エコツーリズムオーストラリアの認証制度 
 
  Eco certification program  
   優良商品の差別化と業界全体のレベルアップを図るという観光業界からのニーズによ

って 1996 年に世界で初めて生まれた、エコツーリズムの認証制度である。  
 
認定の対象 

自然環境の中にある宿泊施設、自然の中で行われる個々のツアー、自然の中に設置

されている水族館やサンクチュアリなど、来訪客を受け入れる施設の３つの分野があ

る。 
 

認定のレベル 
１．自然環境を体験することに重点をおいたネイチャーツーリズム 
２．自然環境を体験することに加え、その地域の環境と文化の保全について理解し、

それに寄与するエコツーリズム 
３．エコツーリズムの要件に加え、オーストラリア国内で最も優れた商品を提供し

続け、資源を有意義に使うことに配慮するアドバンストエコツーリズムの３段階
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に分かれ、自然環境の保護や、地域社会への貢献、先住文化への配慮などが認定

基準となる。 
 

認定のレベル 

３つの 

ボトムライン 

ネイチャー 

ツーリズム

エコツーリズム 

 

上級 

エコツーリズム

 

経済的持続性 しっかりした事業管理と事業計画  

 事業者としての倫理   

 責任ある営業活動   

 顧客の満足度   

生態的持続性 自然地域に主な焦点をあてる  

 環境に対して持続的である  

  自然解説と環境教育  

  保全への貢献  

社会的持続性  地域社会との協働  

  文化への敬意と配慮  

       
 
認定の方法 

１００ページを越えるマニュアルをセルフチェック方式で採点していく。必要に応

じて、面接や電話などで確認がなされている。 
 

認定制度によるメリット 
観光業界そのものの意識の向上、現在の事業を振り返り、改善するときの目安とな

る。新規事業者がめざす方向が具体的になる。消費者が優良商品選択する目安になる。 

 
認定期間 

３年間。期限経過後は再度申請をしなければならない。 
 

認証制度の問題点 
州によって認定業者数に差がある。消費者への浸透が不足しており、利点が充分に

発揮されていない。 
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Eco guide certification program 
2000 年 11 月に施行された、ネイチャーツーリズム・エコツーリズムで活躍するガイドの

ための、ガイディングにおける最良の基準を実践していく制度。優れたエコツアーが体験

できることを利用者に保障し、ガイドの専門性を高めるために作られた。民間主導民間運

営を基本とした非営利プログラムである。 
 
認定申し込み条件 

ツアーガイドとして１２ヶ月以上の経験がある者、またはオーストラリアで定めら

れた観光に関する講座を修了し、かつ３ヶ月以上のガイド経験を持つ者、国内のガイ

ド資格を持つ者 
 

 認定審査方法 

マニュアルに従い、経歴・取得資格など詳しい内容を申し込み書に記入し送付、ガイドの

実務審査を受ける。 

 

更新 
２年おきに職務状況のチェックがある 

 
 
４，エコツーリズムオーストラリアの取り組み 
 エコツーリズムオーストラリアは、認証制度を軸に、ユネスコ世界遺産センターと協定

を結んだり（２００３年）、国際エコツーリズ会議を年一回開催している。認証制度をブラ

ンド化することに重点を置き、観光業界のイベントなどでマーケティング活動を行ってい

る。 
 
 
５，エコツーリズムオーストラリアの最終目標 
自然環境がそのまま持続し、地域社会に利益を与え、訪れる場所や生物の多様性を保護し、

あらゆる観光客に提供できるエコツーリズムを確実なものにしていくこと。 
 
 
６，考 察 
質の高いエコツーリズムを保つためには、エコツーリズムオーストラリアのような認証制

度を検討する必要性がある。認証制度ができることにより、エコツアーのブランド化が図

れ、他の地域との差別化につながる。また、エコツアーを選ぶ客観的な材料があれば、エ

コツアー参加者の促進にも結びつくはずである。 
今後、知床で認証制度を検討する上で、エコツーリズムオーストラリアの取り組みは参考
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となるところが多いだろう。 
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補 遺 2 
エコツーリズム事例研究 
 

アメリカ合衆国国有林アウトフィッティング事業ガイドライン 

USDA  Forest Service ガイドライン 
 
１． はじめに 
 
アメリカにおけるエコツーリズムに関する認識：自然観察に主眼をおいたツアーとあわせ

て、国有林内におけるスキー/釣り/モーターボートなど、アウトドアスポーツなどのレクリ

エーション活動に主眼を置いたツアー・利用者の占める位置が大きい。 
 
そのようなレクリエーション活動に必要な装備のレンタル、移動手段の提供、旅行ガイ

ド・インストラクターの提供などを行う事業者・個人はアウトフィッター(outfitter)とよば

れ、自然ガイド・自然解説員としての役割にとどまらず、一般市民の国有林内でのエコツ

ーリズムをコーディネートする役割全般を担っているとも言える。 
 
アウトフィッターによるツアー業務は 60 年程前から活発に行われ、国有林でのレクリエ

ーション活動は市民にとって身近なものとなった。しかし、アウトフィッティング業の日

常的普及にともなって課題も徐々に顕在化してきた。課題の主なものは： 
 

１）オーバーユースをいかにコントロールし、自然資源を保護するか 
   ２）アウトフィッティング業者・ガイド業者間の競争をいかにコントロールするか 
   ３）アウトフィッター・ガイドの質をどう保つか 

４）事故発生の際、責任の所在をどう規定するか 
 
これらの問題を解決するため、196４年、国有林内でのアウトフィッティング業務に関す

る認可制度をとることとなった。 
 
これを受けて、アウトフィッターは USDA（ アメリカ農務省 The United States 

Department of Agriculture）所属機関であるフォレスト・サービス（日本でいう林野

庁 Forest Service）の営業許可審査に合格し、認可を受けて初めて国有林内での営業を

行うことができることとなった。 
 
２．USDA  Forest Service ガイドライン 
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USDA  Forest Service (1997) Guide book on outfitting and guiding 
 
２．１．ガイドラインの目的 
 
認可・許可証発行機関、ガイド・アウトフィッティングに携わる人たちへの認証手続きに

関するガイダンスの提供。さらに最終的な目的は、国有林内におけるサービスの向上、森

林資源のよりよい管理、レクリエーション・サービスの分野においてフォレスト・サービ

スのパートナーとしてのアウトフィッター・ガイドの一般公衆に対する認識を高めること

である。 
 
目的とあわせてガイドラインが打ち出している基本姿勢は、訪問者がアウトドアでのフィ

ールドスキルについてだけでなく教育的情報や自然史、文化的資産の解釈についての情報

についてもガイドを受けられるような環境を作らなくてはならないというものであり、国

有林内におけるサービス向上の必要性を大きな課題として捕らえていることが伺える。 
 
２．２．ガイドラインで規定される主な概念 
 
２．２．１．営業利用の配分   
  事業者間に営業日およびエリアを割り振ることになっている。 
   
２．２．２．受け入れ許容量 

 
受け入れ許容量（Carrying Capacity）：土地・自然には（少なくとも理論上の）受け

入れ許容量があり、アウトフィッティング利用者を含むすべての利用者は許容量を｢分

け合って｣行かねばならないという前提のコンセプト。 
利用の程度が軽ければ問題はないが、資源への影響が増している場合、利用増加の傾

向が見込まれる場合、社会的な問題が発生することが予想される場合などには速やか

に考慮されるべき視点である。 
  受け入れ許容量を測る統一された基準というものはないにしろ、より洗練された物理

的・社会的な許容量を示すモデルや、レクリエーション機会範囲振幅分析モデル

（Recreation Opportunity Spectrum ＝ROS) も参考になる。 
 
土地の許容能力(Land capability)：キャンプサイトの有無、現在の利用分布や繁忙期や

レクリエーション活動の内容等も考慮されるべきである。 
リクリエーションに関連する資源以外にも、混在する私有地、絶滅危惧動植物、希少な

生息域の保護、水質、植生、土壌等の資源についてもマネジメントの目は向けられるべ
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きである。 
 

社会的許容量(Social capacity)：現在の利用レベル、歴史的レベルでのアウトフィット

の利用、その地域でのアウトフィットの利用が全体から見て最適なレベルに近づいて

いるのか、アウトフィットへのアクセスのある市民とそうでない市民との間のバラン

スと公平感等についての知識が、この社会的許容量の審査には必要であると考えられ

る。 
 
変化許容量（Limits of acceptable change＝LAC）：受け入れ許容量に関する概念で、

年間の入場日数や一回の入場に際する人数制限（People At One Time＝PAOT）などの

入場制限を設けるより、むしろ、物理的・社会的な指標・基準値を設けることにより

その許容量を超えないようにすることを目指す。 
たとえば、特定の自然資源の消耗度など、物理的な基準値を設ける。その自然資源の

消耗の度合いは利用者の利用技術の向上や教育によって減らすことができる。利用者

自身が彼ら自身の訪問のインパクトを理解し、利用者あたりの資源の消耗度が減るこ

とによって、実際の受け入れ許容量は増すと考えられる。 
  
２．２．３．営業日プール制度 

利用者に対する営業日の｢プール｣（＝蓄え）割り当て制度が現在北米のいくつかの国

立公園では採用されている。プール制度とは、たとえば、特定の営業日割り当てのほ

かに、追加の利用予約や、飛び込みの利用の際などに使われる制度である。 
 
一定地域内のアウトフィッティング業者は、’Outfitter Resource Area’ Association 
(ORA) (アウトフィッティング地域資源連合)という連合を組織し、そこでそれぞれの持

ち寄った｢プール日｣をあわせて一元的に管理している。このプール制度は、一年を通

してのアウトフィッティングに対する需要と供給のアンバランスが生じた際のクッシ

ョンの役目を果たしている。｢プール｣はレクリエーション活動の目的別(魚釣り、ハン

ティング、乗馬、バックパッッキングスキーなど)にまとめて管理することが望ましい。 
 

参考：国定公園内でのアウトフィッティングについて塊で営業日が配分された場合は、

それらの配分には以下のことが含まれる。 
― 総日数 
― 使用できる許可の総数 
― 活動の種類ごとの営業日の総数もしくは許可総数 
― 一時的にプール可能な営業日数 
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２．２．４．発行可能な認可の種類 
 
①事案ごとの利用許可 Incidental Use 

    活動・ツアーごとに発行される 50 日以下の利用許可。家畜・火気・航空機・ホワ

イトウォーターフローティングなどを含まないリスクの低い活動のみに認められ

る。 
 ②一時的利用許可 Temporary Use 
    これまでの業績に乏しいもしくは業績は皆無だが将来的には長期間にわたる営業

を希望する申請者に対して発行される。有効期間は 1 年で、その一年の業績によ

りさらに一年の更新が認められることもある。 
 ③ 優先的利用許可 Priority Use 
    これまでにも営業認可を受けており、過去二年間において広く公共にたいするア

ウトフィッティングサービスの業績をあげた申請者に対して発行される。森林その

他の自然資源マネジメント計画厳守の義務がある。有効期間は 5 年間であるが更

新に際しては他業者との競争なく優先的に認可が発行される。 
④ 商業的公共エリアにおける利用許可 

Outfitting Use associated with Commercial Public site 
リゾートエリアやスキー場における利用許可には営業許可の取得方法が 3 種類あ

る。 
⑤ 半公共的利用許可 Institutional and Semi-public outfitting use 

団体ごとに申請する。これらの団体は先行利用許可証の方に申請してはならない。 
   

【参考】：半公共アウトフィッティング（Semi-public outfitting ・institutional out 
fitting）は近年増加している。大学、各種学校、クラブ、宗教団体、リハビリセン

ター、その他の特殊利益団体などに代表される団体によって運営されている。こ

れらはメンバー登録等を必須とするものが多く、広く一般に開かれているもので

はないものが多い。これらの団体は特別な認可や補助を受けずに独自に何年にも

わたってツアーを運営している場合も多く、既存のほかのアウトフィッティング

事業団体との間に軋轢が生じている場合もある。 
 
⑥ 家畜の利用許可 Livestock Use 

ほかの利用許可とあわせて付随的に発行される移動用家畜（馬など）使用の認可。

放牧の有無などもあわせて申請する。 
⑦  国有施設等の利用 Use of Federally Owned Structures and improvement in 

non-wilderness 
施設の利用計画とあわせて施設管理費用の捻出方法など事業者の責任において適

正な管理が可能であることを証明すること。 
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⑧ 建造物の利用 Use of Structures 
⑨ 利用許可の変更について Amending use 

担当官（USDA，フォレストサービスなど）によって利用許可について、エリア

の変更や営業日などが変更されることもありうる。 
 

２．２．５．アウトフィッティング業者の責任 
   １）アウトフィッティング業者は、自然資源の適正な利用だけでなく、サービスの

質を常に高く保ち、ビジネスとしても良好な経営状態を保つことに留意し、責任を

持たなくてはならない。 
 
   ２）自らの権利と義務を理解するという観点からも、各種関連法律(国定公園利用関

連法だけでなく、不動産法、自然保護法、狩猟法など)を遵守することに、責任を持

たなくてはならない。 
   (つまり、義務非履行、法令違反等発生の場合に、訴訟になった場合の被告人は事業

者の顧客である利用客ではなく事業者自身になる可能性が高い)    
 
２．２．６．年度ごとの評価および格付け 
 
   優先利用許可（Priority use）を取得した事業者は年度ごとに事業報告書の提出が義

務付けられている。一時的利用許可（Temporary use）で営業している事業者も報告

書を作成することが望ましいが公式な報告書の提出は義務ではなく任意である。 
 
   評価対象項目：公共へのサービスの質、許可された利用条件の遵守、事業計画の遵

守、装備・家畜の質、安全性、自然資源保護の度合い、主な発生事故 
   評価カテゴリー：優秀(Outstanding)、可(acceptable)、要観察(probationary)、不可

(unacceptable) 
 
３． 考察 
 

 以上のように、USDA による国有林利用のガイドラインでは、オーバーユース及び

事業者間の競争をコントロールするため、立ち入りの許容量を設定すると同時に、事

業者の利用許可、営業日数の制限までが規定されている。知床においても、現在検討

されている「知床半島先端部利用適正化基本計画」及び「知床半島基部地区利用適正

化基本計画」などにより利用のルールが規定されれば、それに併せたガイド事業者の

認証・利用許可制度の整備が必要となってくるであろう。 
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補 遺 3 
エコツーリズム事例研究 
 

アメリカ合衆国国立公園アウトフィッティング事業ガイドライン 

イエローストーン国立公園アクティビティー別ガイドライン 
 
 各国立公園ごとに定められているガイドラインのうち、イエローストーン国立公園にお

けるアウトドアフィッティング事業者向けのアクティビティ別ガイドラインの一部を紹介

する。 
 
１． バックパッキング 
  

１）営業許可保持者は出発前に顧客全員が安全な装備をそなえ、適切な服装をしてい

ることに責任を持つこと。 
２）泊りがけの利用はバックカントリー利用許可証が必要で、その許可証はどのレン

ジャー・ステーションでも入手可能である。『バックカントリー・キャンプサイト

予約規則』に従ってキャンプサイトへの予約をした上で利用許可証を購入するこ

と。ショショ湖もしくはイエローストーン湖へのバックカントリー利用許可証は

公園南口、グラント・ビレッジバックカントリーオフィス、ブリッジベイ・レン

ジャーステーション、レイク・レンジャー・ステーションのみにて発行される。 
３）トレイル入り口の入園者名簿がある場合は、記名すること。 
４）エアー・ドロップ（パラシュートによる空中落下）は禁止されている。 
５）バックカントリーにおける自動車等の利用は禁止されている。 
６）さらに詳しいバックカントリー利用に関するガイドラインおよび規則に関しては、

どこのバックカントリーオフィスでも入手可能なパンフレット『Beyond Road’s 
End』を参照すること。 

７）イエローストーンのバックカントリーにいる間、営業許可所有者もしくは規則ど

おりに雇用されているガイドはツアーの間は顧客とともに行動すること。 
８）ツアーに同行するガイドのうち少なくとも一人は有効な救急救命の資格をもつこ

と、また 12 式救急救命セットを携帯すること。全ガイドのリストと緊急救命の資

格取得の年月日のリストを営業シーズンの始まる前にビジネス・マネジメント・

オフィスに提出すること。文書にこれらの情報と署名を加えたものが提出されれ

ば、資格証明書のコピーなどの添付は必要ではない。 
９）すべてのガイドはイエローストーン・バックカントリー・オリエンテーションビ

デオを見ることが義務付けられている。 
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１０）営業許可保持者により委託されたヘリコプターや航空機による捜査・救命活動

によって生じた通常以上の支出は営業許可保持者自身が支払う。 
１１）発生した事故はすべて大至急レンジャーに報告すること。 
１２）営業許可保持者は許可を得た営業中に発生した事故によってでも、アメリカ合

衆国の財産に対する損失が発生した場合、責任を持ち弁償しなくてはならない。 
１３）公園規則および許可の条件の違反に対しては、違反通知の発行、および（もし

くはそれにかわって）当許可によって得られる各種の特権の停止、もしくは営業

許可の取り消しにいたることもありうる。 
 
 
２． カヌーとカヤックに関する事業計画の推進上の注意事項 
 

１）営業許可保持者は出発前に顧客全員が安全な装備をそなえ、適切な服装をしてい

ることに責任を持つこと。それらは以下の項目を満たしていること。 
・ ポンプを携行すること。 
・ ガイドのボートには投げ込み式のレスキュー機器が取り付けられるべきで

ある。 
・ カヤックパドル・フロートを装備すること。 
・ グループごとに予備のパドルを備え付けること。 
・ 緊急時用のホイッスルを携帯すること。 
・ ガイド用の緊急時用の USCG（アメリカ海上保安庁）指定シグナルを携帯

すること。 
・ 海運用ラジオもしくは携帯電話の携帯が望ましい。 
・ 防水コンテナ入り毛布もしくは寝袋を少なくともひとつ携帯すること。 
・ 懐中電灯を携帯すること。 

  ２）カヤックとカヌーのツアーにおいて顧客は全員がサイズに合ったライフジャケッ

トを着用すること。 
  ３）泊りがけのバックパッキングは当初から予定されておりツアーの一環として許可

をうけていない限り禁止である。 
４）泊まりがけのバックパッキングにはバックカントリー利用許可証が必要である。シ

ョショ湖もしくはイエローストーン湖へのバックカントリー利用許可証は公園南口、

グラント・ビレッジバックカントリーオフィス、ブリッジベイ・レンジャーステー

ション、レイク・レンジャー・ステーションのみにて発行される。 
５）イエローストーン国立公園管理委員会規則によると、エンジンつきの 16 フィート

以上の船はキャンプサイトへの乗り入れのためを除いて、イエローストーン湖の

南および南東側の湖岸に 1／4 マイル以上近づいてはならない。 
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３． 日帰りハイキング 
 
  １）営業許可保持者は出発前に顧客全員が安全な装備をそなえ、適切な服装をしてい

ることに責任を持つこと。 
  ２）泊りがけのツアーは禁止されている。 
  ３）ツアーに同行するガイドのうち少なくとも一人は有効な救急救命の資格をもつこ

と、また１2 式救急救命セットを携帯すること。全ガイドのリストと緊急救命の資

格取得の年月日のリストを営業シーズンの始まる前にビジネス・マネジメント・

オフィスに提出すること。文書にこれらの情報と署名を加えたものが提出されれ

ば、資格証明書のコピーなどの添付は必要ではない。 
４）営業許可保持者により委託されたヘリコプターおよび航空機などによる捜査・救

命活動によって生じた通常以上の支出は営業許可保持者自身が支払う。 
５）さらに詳しいバックカントリー利用に関するガイドラインおよび規則に関しては、

どこのバックカントリーオフィスでも入手可能なパンフレット『Beyond Road’s 
End』を参照すること。 

６）国定公園内に滞在している間、どのパーティーもトレイル入り口の入山者名簿が

ある場合は、記名すること。 
７）バックカントリーにおけるモータ－機器つきの装備の使用は禁止されている。 
８）発生した事故はすべて大至急レンジャーに報告すること。 
９）営業許可保持者は許可を得た営業中に発生した事故によってでも、アメリカ合衆

国の財産に対する損失が発生した場合、責任を持ち弁償しなくてはならない。 
１０）公園規則および許可の条件の違反に対しては、違反通知の発行、および（もし

くはそれにかわって）当許可によって得られる各種の特権の停止、もしくは営業

許可の取り消しにいたることもありうる。 
 
４． キャンプ 
 

１）利用者の怪我や公園内の自然・施設の破損を予防するために、すべての食料および

すべての調理器具は車のトランクなど地面よりも１０フィート以上・杭や木より４

フィート離れたところ、食用貯蔵箱、などキャンプサイトにある安全な場所に保管

すること。 
  ２）すべてのごみは熊除けつきのごみ箱に捨てること。 
  ３）キャンプサイトの水場で洗濯や皿洗いをすることは禁止されている。使用した水

はトイレに捨てること。 
  ４）六人以上のグループ単位でのキャンプのできるキャンプサイトもあるが、もしそ

のキャンプサイトが満員などの理由で滞在できない場合は、六人以上のグループ

は国立公園外でキャンプをすること。グループ用キャンプサイトはマディソン・
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キャンプ場、グラントビレッジ・キャンプ場、ブリッジベイ・キャンプ場にある。

グループ用サイトが満員である場合でも個人用キャンプサイトをグループ用に利

用することは禁止されている。 
  ５）トレイラー（＝キャンピングカー）やバイクなどすべての車両は道路にとめるこ

と。 
  ６）『静音時間帯』のルールは厳守すること。発電機の利用の認められているキャンプ

場でも『静穏時間帯』中の利用は禁止されている。 
  ７）ペット類は放し飼いにせず拘束しておくこと。 
  ８）キャンプファイヤーはファイアーサイトでのみ許可されている。 

９）発生した事故はすべて大至急レンジャーに報告すること。 
１０）営業許可保持者は許可を得た営業中に発生した事故によってでも、アメリカ合

衆国の財産に対する損失が発生した場合、責任を持ち弁償しなくてはならない。 
１１）公園規則および許可の条件の違反に対しては、違反通知の発行、および（もし

くはそれにかわって）当許可によって得られる各種の特権の停止、もしくは営業

許可の取り消しにいたることもありうる。 
 

５． 写真撮影ツアー 
 

１）営業許可保持者は出発前に顧客全員が安全な装備をそなえ、適切な服装をしてい

ることに責任を持つこと。 
２）泊まりがけの利用は禁止されている。 
３）写真撮影が野生動物の生活の迷惑または邪魔になったり、苦痛を感じさせるような

ものであっては決してならない。 
４）ツアーに同行するガイドのうち少なくとも一人は有効な救急救命の資格をもつこ

と、また１2 式救急救命セットを携帯すること。 
５）営業許可保持者により委託された捜査・救命活動によって生じた通常以上の支出

は営業許可保持者自身が支払う。通常以上の支出とは、ヘリコプターおよび航空

機の利用料金である。 
６）さらに詳しいバックカントリー利用に関するガイドラインおよび規則に関しては、

どこのバックカントリーオフィスでも入手可能なパンフレット『Beyond Road’s 
End』を参照すること。 

７）国定公園内に滞在している間、どのパーティーもトレイル入り口の入園者名簿が

ある場合は、記名すること。 
  ８）バックカントリーにおけるモーターつき機器の使用は禁止されている。 

９）オフロード車の利用は禁止されている。 
１０）商業目的の写真撮影によって一般の利用者の公園利用が妨げられるようなこと

があってはならない。 
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１１）植物・花・（鹿などの）角・岩・鉱物など、自然物を持ち出したり傷めてはなら

ない。 
１２）イエローストーン公園のグランドキャニオンに登ることは危険であり禁止され

ている。 
１３）発生した事故はすべて大至急レンジャーに報告すること。 
１４）営業許可保持者は許可を得た営業中に発生した事故によってでも、アメリカ合

衆国の財産に対する損失が発生した場合、責任を持ち弁償しなくてはならない。 
１５）公園規則および許可の条件の違反に対しては、違反通知の発行、および（もし

くはそれにかわって）当許可によって得られる各種の特権の停止、もしくは営業

許可の取り消しにいたることもありうる。 
 

 
考 察 

以上のように、ハイキング、カヤックから写真撮影のためのツアーまで含めて、

国立公園内の利用分類ごとに詳細なルールが定められている。内容は携行品から安

全管理、騒音の禁止まで多岐にわたるが、これらには法的な拘束力もあり、遵守さ

れなかった場合には事業者が罰せられることもありうる。 
知床及び道東地域においても、エリア、アクティビティごとにガイド事業者が守

るべきガイドラインを制定することが必要だと考えられる。 



現状と課題

・野生動物への餌付け、植物への
踏圧など自然環境への配慮が不
十分

・マスツーリズムによる通過型観光
が主流

・魅力ある資源が十分に活用され
ていない

・ガイドの質の向上と安定化

・滞在を促す景観・街・雰囲気作り

・情報発信の不足

・安全対策への取り組み

・エコツーリズムを総合的にコーディ
ネートする組織や体制の整備

知床エコツーリズム推進計画の概念図

自然環境

観　光
（利用者）

地　域
（住民・産業）知床型

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ

基本理念

「自然環境」・「観光」・「地域」が繋がりをもって「しれとこ」の価値を高め、誇りある
ふるさとを創造していく、「知床型エコツーリズム」の実現

計画推進に向けて

１．魅力的かつ環境への負荷に配慮
したプログラムの開発と展開

２．各種ガイドラインの検討

３．景観保護

４．モニタリング調査

５．情報発信の充実化

６．海外エコツーリストの誘致に関す
る取り組み

７．知床及びその周辺地域の広域的
連携に向けて

８．自然環境保全への還元の検討

目標
・ガイドラインの作成

・推進実施計画の作成

・認証制度の確立

・少人数滞在型エコツーリズムの拡充

・利用集中による悪影響の緩和

・ガイドの育成

・地域産業、地域住民との連携

・海外ツーリストの誘致

・情報発信システムの確立

・モニタリング、評価、フィードバック体制の確立
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